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一 前文

 

 

台湾において日本製品のデザインへの評価は高く、日系企業はデザインを意匠権1

として適切に保護し戦略的に活用することが重要である。すでに台湾には、自動車業

界をはじめ多くの日系企業が意匠出願を行っており（2018 年は 1,224 件出願）、域外

からの出願のうち最多となっている。 
一方で、例えば、台湾の意匠制度では日本に比して保護期間が短いことや、意匠権

侵害に刑事罰が科されないなど、日台の意匠制度は必ずしも調和しておらず、台湾に

進出する際は、当地の意匠制度を適切に把握することが重要である。また、特に紛争

の解決等の実務上の場面においては、制度のみならず当地の慣習等も踏まえて対処す

ることでスムーズに解決する場合もあり、日系企業が知っておくべき事項は多岐に渡

る。 

そこで、本報告書は、台湾模倣対策マニュアル（台湾における意匠保護の戦略）と

して、台湾における意匠の保護（出願・権利化）から活用について、より実務的な点

から体系的に調査し取りまとめたものである。なお、意匠権を含む、台湾での知的財

産権の保護・活用の概要については「台湾模倣対策マニュアル（2016 年、交流協会）」、

「台湾模倣対策マニュアル（実務編）（2017 年、日本台湾交流協会）」も併せて活用さ

れたい。 

 

現行の台湾の専利法は、2011 年に改正され、2013 年 1 月 1 日に施行された。これ

は、改正前の 138 条の条令のうち、108 条が改正、15 条が削除、36 条が新設され、改

正後は 159 条となる台湾知財法史上最大規模の改正であった。この改正法では意匠制

度に関しても主要国の意匠制度との調和を図るべく、日米欧等の意匠制度も参考に検

討が進められ、部分意匠、静的及び動的画像（ICON、GUI）意匠、関連意匠及び組物

意匠等の制度が新たに導入された。一方、関連意匠の旧制度である類似意匠は廃止さ

れている。この専利法改正により、出願形態の選択肢が広がり、柔軟で広い権利保護

が可能となった。自社の事業戦略に合わせ意匠出願戦略を可能とするものである。 

 

                                                   
1 台湾における「専利権」の用語は、発明を保護する特許権（中国語名：発明専利）、考案を保護

する実用新案権(中国語名：新型専利)、製品デザインを保護する意匠権(中国語名：設計専利)を含

む権利の総称であり、その権利取得や権利維持、実施などを定める法律として「専利法」が設け

られている。従って、台湾の「専利」は、日本の「特許」よりも広い概念である点に注意された

い。本報告書においては「設計」及び「設計専利」について、それぞれ「意匠」、「意匠権」の用語

を用いて解説する。 
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また、2013 年 1 月 1 日以降、2013 年、2014 年、2017 年の計 3 回、権利者側に有利

な法改正が行われている。具体的には、2013 年 6 月改正では、損害賠償の請求に関

し、「3 倍の懲罰的な損害賠償」が再び設けられた。2014 年改正では、水際取締りの

強化に関する規定が新設、2017 年改正では、新規性･進歩性の喪失の例外に関し、出

願人の行為に起因する公開、及び出願人の意に反した公開のいずれにも適用するよう

に拡大されるとともに、特許出願及び実用新案登録出願に対するグレースピリオドが

「公開日から 6 ヶ月」から「公開日から 12 ヶ月」に延長された改正法が施行された

（ただし、意匠は、従来の 6 ヶ月のままである。）。これに合わせ審査基準の改定も行

われている。このように、知的財産局（中国語名：智慧財産局、日本の特許庁に相当

する。）では時機に応じた法改正・制度改正を積極的に推進している。本報告では、

2017 年 5 月 1 日に施行された現行専利法に基づいて解説を行う。 

 

加えて、権利者が所有する意匠権等の権利行使する際には、専利法の他、権利範囲

に入っているか否かを判断する指針である「専利侵害判断要点」の理解が重要である

台湾では当該要点について、数回の公聴会を経て、2016 年 2 月 15 日に公布した2。 

「専利侵害判断要点」は、「第一編 特許権、実用新案権の侵害判断」及び「第二編

意匠権侵害の判断」からなる。米国 2008 年 Egyptian Goddess 事件における「通常観察

者のテスト」を参考にし、以前の侵害鑑定フローにおける「外観が同一又は類似する

か」及び「新規特徴を含むか」の 2 つのステップからなる意匠類否の判断から、「新

規特徴を含むか」の判断ステップが排除され、意匠類否の判断は「外観が同一又は類

似するか」の 1 つのステップとなった（ただし、最初に意匠権の権利範囲を確定する

際に、意匠の新規特徴が考慮される）。また、2013 年の法改正により導入された部分

意匠、画像意匠、関連意匠及び組物意匠等の新しい意匠制度に関する侵害判断の要点

も、新たに盛り込まれている。この鑑定フローにより、一般的には、意匠権が及ぶ類

似範囲はより広くなり、意匠権利者にとっては、意匠権による保護が一層強まったも

のと考えられている。 

 

本報告書では、これら法改正・制度改正の最新の状況を踏まえた、権利化の実務、

自社製品に類似する他社製品を発見したり警告を受けたりした場合の対処、第三者に

よる侵害を発見した場合の対処等の実務を、具体的な事例を交えて解説した。 

                                                   
2「専利侵害判断要点」は、https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=597615&CtNode=7768&mp=1 からダ

ウンロードできる。 
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二 保 の

 
 

匠保 が重要 ある理由 

 
 

商品の開発・製造から販売の段階まで、消費者の購買意欲を促したり、商品の品質

や独創性を強調するために、商品自体又は商品の包装容器（例えば、飲料やのど飴な

どの包装容器）に対して、オリジナルで独特性又は美感をもたらすような形状、模様

又は色彩からなるデザインが施される場合が多い。商品又は商品の包装容器のデザイ

ンは、例えばコップや筆記具、家具など、自社と他社の商品の機能が顕著に異ならな

い場合、特に商品の注目度及び売れ行きに影響する可能性が大きい。商品の機能に大

差がない場合、消費者は選択する際に、オリジナルで新規なデザインが施された商品

又は商品の包装容器の外観がもたらす独特性又は美感により目を引かれて、購買意欲

を喚起することが多い。これにより、商品の売れ行きが好調となり、ひいては、当該

商品及び企業の売上げと知名度の向上にも貢献する可能性がある。このように、商品

は機能のみではなく、外観に対するデザインの面からでも商品価値とブランド力の向

上につながり、販売量と売上げに貢献できる。 

 

日本は、経済産業省がデザインで産業競争力を高める総合対策を打ち出し、デザイ

ン振興を進める国家戦略の制定に力を入れてきた。2018 年に、経済産業省と特許庁は、

企業のブランド力とイノベーション力を向上させるためにデザインを活用する提言

をまとめた「デザイン経営」宣言を公表し、「事業戦略構築の最上流からデザインが

関与すること」や「経営チームにデザイン責任者がいること」等を必要条件とし、デ

ザインの定義を再構築し、デザインの対象を見直し、技術革新やブランド力の向上に

つながるよう努めている。また、台湾でも、2009 年 5 月 14 日に、台湾の行政院（日

本の内閣に相当）が「文化創意産業」を「六大新興産業」の重要産業の１つとして挙

げ、設計や工芸品、デジタルコンテンツ等の創作を産業として重視し始めた。それ以

降、台湾当局は、近年の重要政策として、デザイン産業の発展に力を入れている。2017

年 2 月 2 日に、台湾行政院は、2017 年から 2020 年までの四ヵ年計画として「国家発

展計画」を提出し、その中でも、「文化創意産業創出」は引き続き重点産業の１つと

されており、デザイン創出により商品価値の向上と産業の活性化を図ろうとしている。 
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このような背景の下、創出されたデザインに係わる知的財産権を保護するために、

意匠権の取得はますます重要な権利保護手段の一つとなりつつあると思われる。 

 

また、商品自体又は商品の包装容器に施されたデザインは、商品自体の機能・効果

を発揮させるために注ぎ込まれた技術的構成や方法と異なり、多くの場合は商品の外

部の外観から直ちにそのオリジナルなデザインを確認することができる。また、成形

技術や 3D プリント技術の進化により、商品自体の外形又は包装容器は一般的に容易

に再現できるようになりつつあるため、商品自体又は商品の包装容器に施されたデザ

インは、他人による同一又は類似するものの実施を排除できなければ、直ちに真似さ

れてしまうおそれがある。このデザインに係わる知的財産権を保護するために設けら

れた意匠制度により、自社の商品自体又は商品の包装容器に施されたデザインを十分

かつ適切に保護することが重要である。 

 

 

広さ  

 

商品自体の機能や構造等の技術構成や方法は特許により保護されるが、機能や構造

上技術性がないデザインは特許の保護対象ではなく、取得した意匠権により保護を受

ける。逆に言えば、商品自体の機能や構造等の技術に新規な技術がなくても、外観の

デザインが斬新なものであれば、意匠権を取得し、保護を受けることが可能である。 

 

上記のように、機能や構造上技術性がないデザインは、特許の保護対象ではないの

で、特許保護の対象とはならない。しかし、意匠出願される意匠の形態は、意匠出願

の図面に記載されたデザインで決まる。意匠権の権利範囲は、同一の意匠のみでなく、

類似する意匠にも及ぶが、類似する範囲はそれほど広められるものではなく、その権

利範囲は文字の記載により構成される特許・実用新案の権利範囲と比べ、一般的には

より狭いものとなる。そのため、意匠権の図面に開示された外観の形、模様又は色彩

の一部を、第三者がある程度設計変更すれば、その意匠権が及ばなくなり、結局保護

できない可能性もある。 

 

このようなことを想定し、商品自体又は商品の包装容器の全体について意匠出願す

るよりも、創作のポイントとなる特徴的な要部を部分意匠として出願することが可能

か否かを検討してみることが好ましい。台湾では、2013 年 1 月 1 日に施行された改正

法に、部分意匠制度がついに導入され、物品の一部に係る外形、模様又は色彩につい

て特徴的なデザインが施された場合は、当該部分に係わる外形、模様又は色彩を部分
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意匠として出願して、保護を受けることが可能となった。この部分意匠制度を利用す

れば、意匠権の権利範囲を拡大することができる。たとえば、第三者が、部分意匠と

して意匠登録を受けた部分以外の箇所をある程度変更して意匠物品を実施したとし

ても、部分意匠として意匠登録を受けた部分が同一又は類似していれば、意匠権の権

利範囲は当該変更された物品に及ぶ。 

 

また、上記意匠権の権利範囲が特許出願の権利範囲よりも制限される可能性がある

というデメリットに関しては、出願される予定の意匠がそのデザインにより何らかの

技術上の課題を解決し、効果を生じさせる可能性があるかを検討し、可能性がある場

合は、意匠出願の代わりに、又は意匠出願と同時に、技術性を有する発明又は実用新

案としての明細書を作成し、特許出願又は実用新案登録出願することも考えられる。

例えば、断面を六角形にした鉛筆の新規な外形を、「断面が多角形の鉛筆であり、それ

により鉛筆が転がり落ちない効果を発揮する」というような発明の内容に書き換えて、

発明として特許出願することがその例である。その他、テレビのスタンドや自転車の

車体フレームなどの外形に関する意匠の場合、その意匠の新規で独特な外形により、

例えば支持強度の向上や、持ち上げて移動する際の持ちやすさの向上などの効果が生

じると言えるか否かを検討し、生じると言える場合は、新規で独特な外形を発明の特

徴的内容に書き換えて、その課題及び効果を記載し、発明として特許出願することも

可能である。これにより、より広い権利範囲を期待することができる。ただし、意匠

の創作の多くは、技術上の課題を解決するために創作されたものではなく、また、意

匠の新規で独特な外形により技術上の効果があるか否かの検討は、知的財産実務関連

の知識が必要となり、意匠のデザイナーだけでは難しいので、無理やりに意匠による

効果を発掘して特許出願する方法を利用するのは簡単でないのが現実である。一般的

には、法務・知財スタッフを持つ企業が、意匠が施された物品がより重要で技術的内

容が多く関連している創作の出願態様の検討に、オプションとして選択される方法で

ある。 

 

 

匠 利  

 

一般的に、意匠出願は、特許出願に比べて早期の権利化が可能である。特許出願は、

特許審査ハイウェイの利用がない場合、実体審査を請求してから、一般的には 12～24

ヶ月の実体審査期間を要する。一方、意匠出願の場合は、出願書類が揃ってから 4～

6 ヶ月で登録することが可能であるので、短い時間で取得可能である。 
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また、意匠は、特許、実用新案と異なり、技術的な内容に関する判断を必要とせず、

外観から同一又は類似であるか否かを直ちに初歩的に判断できるため、被疑侵害品と

の類似度が高い場合、税関に対して水際取締りを要請するとき、又は裁判所に対して

証拠保全を申立てるとき、税関の役人又は裁判官は、より容易かつ早く判断すること

ができるので、一般的には侵害の可能性のあるコピー品を取り締りやすく、証拠保全

が認められやすい。 

 

 

三 台 匠出 件 現況 

 

下記図 1 と図 2 は、台湾の知的財産局が発行した 2017 年の「アニュアルレポート」

3より抜粋した台湾での意匠出願件数を示すグラフである。図 1 のとおり、台湾では、

年間約 8000 件以上の意匠が出願されている。その内訳を見ると、台湾居住者による

意匠登録出願は 5 割強を占めているが、過去 4 年間は減少気味にある。一方、外国居

住者による意匠登録出願は 4 割強を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3「知的財産局のアニュアルレポート」は

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=483190&ctNode=6950&mp=1 からダウンロードできる。 
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図 1（知的財産局の 2017 年のアニュアルレポートより） 

 

また、図 2 のとおり、外国居住者による意匠登録出願件数については、日本企業が

最も多く、2 位の米国企業よりも 4 割ほど多い。 

 

図 2（知的財産局 2017 年アニュアルレポートより） 
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開前に と 介

 

 

台湾で事業を展開する前に実施しておくべき事項は、意匠に関して言えば、他人の

意匠権に対する権利侵害の有無の確認、実施予定商品に係わる意匠権の確保、及び実

施予定製品を実施している先使用権の証明書類の保存などが考えられる。 

 

 
に 権

 

台湾での実施予定商品に施されているデザインが第三者によって台湾で意匠とし

て登録されているか否か確信がない場合は、台湾での実施前に台湾の登録意匠調査を

行い、実施予定商品と同一又は類似する有効な意匠権が存在しているか否か、当該意

匠権に抵触するか否かを確認する必要がある。調査方法の詳細については、第四章の

「第一節 出願前の調査と対処」を参照のこと。 

 

また、第三章の「第四節 意匠権と商標権の関係」における説明のように、立体商

標の要件を満たしていれば、意匠物品（例えば、容器や、キャラクター、建築物など）

は、立体商標として出願し、商標権として登録されることが可能である。また、第七

章の「第五節 未登録の意匠はどのように保護できるか（商標権法、著作権法、公平

取引法、営業秘密法）」の「一．商標権法による意匠の保護」における説明のように、

意匠物品に施されている模様も、商標として出願し、商標権として登録されることが

可能である。したがって、意匠のみでなく、商標に関しても、台湾での実施予定商品

に施されているデザインが第三者によって台湾で商標として登録されているか否か

確信がない場合は、実施前に台湾の登録商標調査を行い、商標権に抵触するか否かを

確認する必要がある。 

登録意匠を調査することにより、実施予定の製品と類似する有効な意匠権が存在

した場合は、当該意匠権に抵触するか否かを慎重に検討する必要がある。意匠権侵

害の有無を判断するにあたっては、台湾の知的財産局が 2016 年 2 月 15 日に公布し

た「専利侵害判断要点」の「第二編 意匠権侵害の判断」に解説されている要点に

従って、抵触する可能性があるか否かについて判断することができる。これについ

ては、本報告の「第六章 意匠権侵害の判断について」において、詳細に説明す

る。 
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仮に、先行登録意匠調査の結果、他人の意匠権を侵害する可能性が高いと判断し

た場合、主に次の 4 つの方法で対応することが考えられる。 

 

① 意匠権に対して無効審判を請求する 

侵害する恐れのある登録意匠を無効にすることができるかを検討する。侵害する恐

れのある登録意匠に関し、類似する公知意匠又は登録意匠が存在するかを確認・調

査し、存在すれば、それを無効証拠として無効審判を請求することができる。これ

については、本報告の「第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見し

た場合の対応」の「第一節 無効審判」において、具体的に説明する。 

 

② 設計変更 

侵害する恐れのある登録意匠を無効にする証拠資料がない場合は、侵害する恐れの

ないように、実施予定の製品の全体又は一部の形状、模様、色彩のデザインを変更

し、当該登録意匠への侵害を回避することを検討することが考えられる。また、ど

のようにデザインを変更すれば、侵害する恐れが無くなるのかについては、「第六

章 意匠権侵害の判断について」の説明をご参照いただきたい。 

 

③ 権利者との交渉（実施同意書の発行、ライセンス交渉、意匠権の譲渡） 

侵害する恐れのある登録意匠を無効にする証拠資料がなく、また、実施予定の製

品に対し設計変更を行うことも困難であるが、それでも設備投資などの理由で、

できれば実施したい場合は、権利者と交渉し、実施の許諾を受ける、又は意匠権の

譲渡を受けることが必要となってくる。権利者との交渉に関する具体的な内容は、

本報告の「第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対

応」の「第二節 権利者との交渉」の説明をご参照いただきたい。 

 

④ 実施予定の商品の台湾での販売を中止する 

上記①～③の方法のいずれも採用することができない場合は、意匠権侵害として提

訴されるリスクを回避するため、やむを得ず台湾での販売計画を中止することを検

討するしかない。 

 

 
に係

 

意匠は、特許、実用新案、商標などの登録制知的財産権と同様に属地主義を採っ

ているので、日本や欧州共同体など、台湾以外の地域で意匠権を取得していても、
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台湾で実施する場合は、域外で取得した意匠権により保護することができないた

め、台湾でも、意匠登録出願して審査を受けた上で、意匠権を取得する必要があ

る。なお、台湾では、出願された意匠に対して実体審査が行われる。「第三章 台湾

における意匠の登録要件」で説明する新規性と創作性の要件を満たせば、意匠権を

取得できる。意匠権は特許権と同様に排他権であるので、意匠権を取得することに

より、第三者による同一又は類似の意匠物品の実施を排除することができるととも

に、第三者が同一又は類似の意匠をもって意匠権を取得したことにより、自社の実

施ができなくなるという状況を避けることができる。 

 

台湾での意匠登録出願の関連手続きについては、「第四章 意匠出願から登録ま

で」において説明する。 

 

台湾でも意匠に関しては絶対新規性と絶対創作性、つまり世界公知の基準が採用

されているので、類似する先行意匠が存在するか否かを確認しようとすると、世界

各国の登録意匠、少なくとも主要国の登録意匠を調査しなければならず、かなりの

コストと時間を必要とする。したがって、調査せずに出願し、出願前の類似する登

録意匠の有無は、知的財産局の審査官による実体審査に委ねる考え方もある。 

 

 
に 先使用

 
商標権や著作権と同様に、専利権は、専利法という法律により与えられた排他的

知的財産権であり、発明や創作が定められている要件を満たしていれば、専利の出

願人に所定期間合法的な排他的権利が与えられる。しかし、権利者の合法的な権利

のみでなく、社会の技術使用者及び公衆の利益も同時に考慮し、商業上と技術開発

上の秩序を維持する必要があるため、この排他権の権利範囲が及ばない実施形態も

同時に専利法において定められており、これらの実施態様に該当する特定の行為を

他人が行う場合は、容認しなければならない4。台湾の専利法では、第 59 条におい

て、専利権の効力が及ばない実施形態が規定されている。また、意匠に関しても、

専利法第 142 条に、専利法第 59 条の規定を準用することが規定されている。 

 
【専利法】 
第 59 条 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

                                                   
4台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、p.188～p.200 
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1. 商業目的ではない未公開の行為。 
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 
3. 出願前に、既に国内で実施していたもの、又は必要な準備を既

に完了していたもの。ただし、特許出願人から、その発明を知

ってから 12 ヶ月未満で、ならびに特許出願人がその特許権を

留保する旨の申し出をした場合は、この限りでない。5 
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無

効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審

判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準

備を既に完了していたもの。 
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物

品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前

記の製造、販売行為は国内に限らない。  
7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者

が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その

旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備

を既に完了していたもの。 

 前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内

においてのみ継続して利用することができる。 

 第 1 項第 5 号の実施権者は、当該特許権が無効審判により取り消さ

れた後も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通

知を受領した日から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わな

ければならない。 

 

上記専利法第 59 条に規定されている、専利権の効力の及ばない実施形態のうち、

企業の台湾における商業上の実施と最も関係するのは、第 1 項第 3 号の実施態様、

つまり、他人の専利権の出願前の「先使用」である。他人が当該専利権に係わる発

明や創作を出願する前に、既に同一又は類似の技術やデザインを使用している場

合、この「先使用」により、当該専利権の効力が及ばない「先使用権」を主張する

ことが可能である。 

 

                                                   
5 グレースピリオド期間に知った発明に関しては先使用権を認めない旨の規定。2018 年時点で意匠は

グレースピリオドが 6 ヶ月であることに伴い、当該期間も 6 ヶ月であることに注意（専利法第 142

条、本報告書第三章第一節、第三節参照）。 
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特許出願や意匠登録出願により特許権や意匠権を得て、実施予定商品を排他的に

実施できる権利を確保することができる。しかし、その一方で、特許出願の公開や

意匠公告により、特許や意匠の内容が公に公開されるため、他人が模倣したり変更

したりして実施することが可能となり、模倣品が台湾内や海外の市場に出回ってし

まう可能性が生じてきたり、又は、定められた 20 年の特許権権利期間や 12 年の意

匠権の権利期間が十分な長さではなく、自社の貴重な発明又はデザインなどを有効

に利用できる長さではないと考えられる場合がある。上記のような欠点は、出願さ

れた技術的内容又はデザインの内容が公開されてしまう特許出願や意匠登録出願制

度を利用せず、営業秘密として他人に知られないままにしておいて製品を実施すれ

ば、解消することが可能である。ただし、現行の専利法第 121 条 1 項の規定のとお

り、意匠権は「物品」の外観に係わるデザインを保護する権利であるので、製品の

外観に施された外形・模様・色彩のデザインは、常に製品の外観に表される。市場

に流通する予定の商品であれば、競合他社又は模倣者は、そのデザインを隅から隅

まで確認して把握することができるため、一般的には、営業秘密にしておくのは非

常に困難である。このような場合は、自社のデザインに係わる知的財産権は営業秘

密にしておくよりも、台湾でも積極的に意匠登録出願すべきだと思われる。 

 

ちなみに、台湾の専利法には、まだ「秘密意匠制度」が導入されていないため、

日本のように、意匠登録された後、意匠登録の日から最長 3 年の間、意匠登録の内

容を秘密にすることができない。ただし、日本基礎出願から 6 ヶ月の優先期間と台

湾での公開延期請求制度などを利用することにより、日本の意匠登録出願の出願日

から 24～27 ヶ月後まで、意匠が公開されないようにすることが可能である。詳細

は、第四章の「第九節 意匠公告を遅らせる（秘密にする）方法」において説明す

る。 

 

仮に、出願せずに営業秘密にして実施していく場合でも、自身が出願しないから

といって、他人が同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作を完成し、それを

もって知的財産局に出願しないとも限らない。万が一、将来、他人が同一又は類似

する技術的内容又はデザイン創作をもって知的財産局に出願した場合、それを実施

した自社の製品又は製造技術が他人の権利を侵害したと訴えられる可能性が生じて

しまう。 

 

上記のような企業の経営戦略を満たすため、台湾でも世界の主要国と同様に、上

記専利法第 59 条 1 項 3 号に規定の要件を満たした技術的内容又はデザイン創作の実

施であれば、当該技術的内容又はデザイン創作に「先使用権」が発生する。これに
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より、たとえ後日、他人が同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作をもって

特許権や意匠権を取得したとしても、その権利範囲は自社の「先使用権」が発生し

た製品又は製造技術に及ばないと主張することが可能である。 

 
台湾の専利法に規定されている先使用権に関する詳細な説明と判決の紹介に関し

ては、日本台湾交流協会が 2014 年 3 月に発行した「台湾における先使用権と公証制

度、中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント （2014 年 3 月、公益財

団法人 交流協会）」の「A. 台湾における先使用権と公証制度」にて詳細を紹介し

ている。ここでは、当該先使用権の報告から、先使用権の要件、先使用権の制限、

先使用権に関する証拠書類の証明力を抜粋して、以下に記す。 
 
 
1  
 
(1) に に実 又 に 了してい

い 
 

上記専利法第 59 条に照らせば、先使用権を主張しようする場合、係争専利の出願

前に既に台湾内で実施していた又は必要な準備を完了していた必要がある。 

 

出願日前に「既に実施していた」という要件に関しては、製品販売に関する署名

済みの契約書、製品サンプル、買い手又は製造委託業者の法廷での証言、宣誓書、

領収書、雑誌、定期刊行物、著作権証書、損益計算書、注文書、設計図、写真サン

プル、製品カタログ、帳簿、当局認証又は品質検査の申請に係る申請資料見本及び

品質証明書、貿易雑誌の広告などの資料を提出してこれを証明することができる。 

 

一方、「必要な準備」について、法条には明文で規定されていない。台湾の知的

財産局が 2004 年 10 月に作成した「専利侵害鑑定要点」には「『必要な準備が完了

していた』とは、同様な物品の製造又は同様な方法の使用のために国内で必要な準

備を既に完了していたことをいう。必要な準備とは、客観的に認定できる事実であ

り、たとえば、相当な投資をしたこと、発明の設計図を完成したこと、或いは、発

明を製造する設備若しくは金型を製造又は購入したことなどである。主観的に発明

の実施準備をしたこと、また、実施用の装置を購入するために銀行に借金すること

だけでは、必要な準備が既に完了していたとは言えない」と解説されており、「客

観的に認定できる事実」が必要とされている。実務では、企業においては上記に掲

げられた全ての客観的な事実の行為を完了しなくてもよく、そのうちの 1 以上の客

- 16 -



 

 

観的に認定できる事実の行為が完了していれば、先使用権を主張することが可能で

ある。関連し合う複数の客観的に認定できる事実の行為を証明できる証拠を備えて

おくことがより好ましい。 

 

前記「専利侵害鑑定要点」は 2004 年版のもので 2013 年改正された現行の専利法

施行前に定められたものであるが、現行の専利法にも先使用権については依然とし

て「必要な準備」という条件制限があり、また、2016 年に改訂された「専利侵害判

断要点」にはこれに関する解説がないので、当該要点の解説は、「必要な準備」の

定義を解釈する際に依然として参考にすることができる。 

 

実務上、「必要な準備を完了」は、技術上の準備、生産上の準備及びサンプル試

作の完了の 3 段階に分けて定義することができる。「技術上の準備」を証明するた

めに、製品規格書、新製品設計書などを証拠として保存することができる。「生産

上の準備」を証明するために、当該製品の生産に必要な各種機器設備、専用の機具

又はモジュールの準備又は購入などの事実に関する資料を証拠として保存すること

ができる。また、「サンプル試作の完了」の証明資料としては、サンプルが試験を

通過し、使用及び製品規格書の要求を満たした資料等を証拠として保存することが

できる。 

 

 
(2) 用 台 の先  

 

専利権は属地主義の原則であるため、保護を求める国の主務官庁に対し、それぞ

れ出願しなければならず、審査を経たうえで特許権・意匠権が与えられる。したが

って、多国籍企業の外国の本社又は支社が、他人の特許権・意匠権の出願前に、外

国で専利権に係る技術・創作と同じ内容を実施していたが、台湾で実施していなか

った場合、台湾で先使用権を主張することはできない。たとえば、日本の企業が日

本である装置を発明したが、該装置の技術・デザイン内容について台湾では特許又

は意匠を出願せずに営業秘密で保護し、かつ日本で製造及び販売を行った場合、も

しその後台湾における第三者が同一又は類似の装置・物品を創作し、台湾で特許や

意匠登録を出願したのであれば、当該日本企業が当該技術・デザインの内容を創作

して実施していた時期が当該台湾の第三者より早くても、その先使用の行為はいず

れも台湾内でなく、日本国内にあるため、先使用の行為は日本でしか生じず、台湾

で先使用権を主張することができない。当該日本企業の台湾支社又は台湾子会社が

台湾で当該技術・デザインを先に使用していたのでなければ、先使用の行為は日本
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でしか生じていないため、台湾の支社又は子会社も先使用権の抗弁を行うことはで

きない。 

 

 
2  

用 原 して 用  

 

改正前の特許法第 57 条6の規定によれば、先使用者は原事業内でのみ先使用権を主

張することができるが、「原事業」の定義については見解が分かれていた。一部の説で

は、その先使用権の範囲は特許出願日前の原事業規模を超えてはならず、かつ他人に

実施許諾して使用させることはできないと主張し、また、一部の説では、原生産経営

範囲内でさえあれば、実施規模を拡大することができると解釈することができると主

張していた7。 

 

2013 年 1 月 1 日付施行の現行専利法では第 59 条 1 項 3 号を「その『原事業内』で

継続して使用する場合に限られる」から、「その『原事業目的範囲内』においてのみ継

続して利用することができる」と改正した。解釈上、改正後の文言はより明確になり、

明らかにより緩やかなものとなっている。したがって、先使用者は原事業目的範囲内

であれば、生産規模を拡大しても、先使用権を主張することができると解釈される。 
 
 
3 用 に 力 

                                                   
6 （旧）専利法第 57 条「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1．研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、非営利の行為である場合。 
2．出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を完了していたもの。但し、出

願前 6 ヶ月以内に特許を受ける権利を有する者によってその製造方法を知らされ、かつ特許を

受ける権利を有する者がその特許権を留保する旨の声明をした場合は、この限りでない。 
3．出願前、既に国内に存在した物品。 
4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5．特許を受ける権利を有する者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のた

めに無効になった場合、その実施権者が無効審判請求前に善意により国内で実施していたも

の、又はその必要な準備を既に完了していたもの。               
6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を

使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。 
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限られる。又前項

第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」。 
7白杰立、「専利侵権之先使用権抗辯研析—台美日制度之比較」（「特許権侵害における先使用権の抗

弁に関する研究と分析—台湾、米国、日本における制度の比較」）の、智慧財産権月刊第 174 期、

2013 年 6 月、p.61〜62。 
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裁判において、裁判官が論理法則に基づいて自由心証によって判断を行う。提出さ

れた証拠又は自らの調査で入手した証拠の証拠内容と要証事実との関連性の有無、証

拠内容では要証事実を確かに証明できるかは、証拠の「証明力」が係わっている。一

方、証拠の証明力には程度の概念で、大小・強弱の差があり、証拠能力を有する複数

の証拠では、それぞれの信憑性により証明力が強いものもあれば、証明力が弱いもの

もある。一般的にいうと、公正証書の証明力が最も強く、その次に鑑定機関等による

認証文書であり、また、その他の公証と認証を経ていないが合法的な手段で取得され

た書類の証明力は比較的弱い。 

 

専利権を巡る紛争において先使用権が主張され、かつ裁判所により審理された事件

を見ると、企業が内部で保管している書類（例えば、設計図、出荷リスト等）、又は合

法的な手段で取得された書類（通関申告書、領収書等）でも証明力のある証拠として

考慮されているが、企業にとって特に重要な技術・創作に係わる先使用権の証拠書類

は、できれば、公証人に公正証書を作成してもらうことが望ましい。 

 

また、工場で使用されている方法等、書面に記載することが難しい技術･創作を先

使用権の証拠として確保したい場合は、公証人に工場に来てもらい、公証人が、自ら

接触し、実際に体験し、その体験を撮影したものを光ディスクに保存し、当該光ディ

スクについて公正証書を作成することができる。これに基づいて作成された公正証書

は、証拠能力（形式的証拠能力）を有し、さらに当該法律行為の作成又は当該事実の

存在を証明できる実質的証拠力を具え、訴訟においてより高い証明力がある。 

 

上記のように、万が一、将来、自社製品と同一又は類似する技術的内容又はデザイ

ン創作について他人に専利権を取得されたときに備え、自社製品に「先使用権」があ

ることを証明できる資料などを常に計画的かつ周到に保存しておくように心掛ける

必要がある。例えば、ある時点での自社製品又は製造技術に関する設計図や、開発資

料、稟議書などの書類を日付が明確に分かるようにして製品別に保管しておく。更に、

証明書類の証明力をより高めるため、公証人に公正証書を作成してもらっておく。台

湾ではこれまで、専利権を巡る紛争において先使用権が主張され、かつ裁判所により

審理された事件は約 30 件しかなく、そのうち、意匠に関する事件は 3 件のみである。

当該 3 件の事例については、「第七章 第三者による意匠権の侵害について」の「第

三節 意匠権の拘束を受けない場合（先使用権など）」において紹介する。 
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第 に ける 匠の 録 件

 

台 意匠制度

 

第一章で触れたように、台湾では、特許権（中国語名：「発明専利」又は「発明専利

権」）、実用新案権（中国語名：「新型専利」又は「新型専利権」）、意匠権（中国語名：

「設計専利」又は「設計専利権」）の権利取得や権利維持、実施などの諸規定を定める

法律として、「専利法」という一つの法律が設けられている。つまり、台湾において

「専利」というときは、特許のみではなく、実用新案及び意匠も含まれているので、

台湾の専利法は、特許、実用新案及び意匠に関する諸規定をまとめて定めたものであ

り、日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当するものである。ちなみに、中国の

専利法もこれに類似し、日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当する。 

 

現行の台湾の専利法には 159 条あるが、そのうちの第 121 条から第 142 条までの

「第四章 意匠登録」は、意匠登録に関する条文である。また、「第二章 特許」の

特許に関連する法令の部分において定められた優先権主張に関する第 28 条や、特許

権の効力の及ばない事項に関する第 59 条、損害賠償請求に関する第 96 条等の計 47

条の規定又は条文の一部の規定は、142 条に規定されているように、意匠登録に準用

する。 
 
 
【専利法】 

第 142 条 第 28 条、第 29 条、第 34 条第 3 項、第 4 項、第 35 条、第 36
条、第 42 条、第 43 条第 1 項から第 3 項、第 44 条第 3 項、第

45 条、第 46 条第 2 項、第 47 条、第 48 条、第 50 条、第 52 条

第 1 項、第 2 項、第 4 項、第 58 条第 2 項、第 59 条、第 62 条

から第 65 条、第 68 条、第 70 条、第 72 条、第 73 条第 1 項、

第 3 項、第 4 項、第 74 条から第 78 条、第 79 条第 1 項、第 80
条から第 82 条、第 84 条から第 86 条、第 92 条から第 98 条、

第 100 条から第 103 条の規定は、意匠登録に準用する。 

  第 28 条第 1 項が定める期間は、意匠登録出願においては 6 ヶ

月とする。 

 第 29 条第 2 項及び第 4 項が定める期間は、意匠登録出願に

おいては 10 ヶ月とする。 
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 第 59 条第 1 項第 3 号但書が定める期間は、意匠登録出願に

おいては 6 ヶ月間とする。 

 

現行の台湾の専利法には、物品の全体の外観について出願する通常の意匠制度のほ

か、次の意匠制度も設けられている。 

 

分 匠 度 

意匠登録を受けることができる対象に関し、2013 年 1 月 1 日以前では、旧専利法第

109 条において「意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視

覚に訴える創作を指す」と定められており、物品の全体のみに関して意匠登録出願が

可能とされていた。その後は、日米欧などの主要国の実務を参考に、2013 年 1 月 1 日

施行の専利法では、部分意匠制度を導入するため、当該条文が現行の専利法第 121 条

1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であっ

て、視覚に訴える創作を指す」に改正された。この改正により、物品全体の意匠に関

してのみでなく、物品の一部の意匠に関してもその形状、模様、色彩又はこれらの結

合からなる視覚に訴える創作の出願、即ち「部分意匠登録出願」を行うことが可能と

なった。したがって、出願人は部分意匠制度を利用することにより、保護範囲のより

広い意匠権を取得することができるようになった。 

 
【専利法】 
第 121 条 意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの

結合であって、視覚に訴える創作を指す。 

物品に応用するためのコンピューターアイコン（icons）及び図形

化利用者インターフェイス（GUI）も、本法により意匠登録を出

願することができる。 

 

 

匠 度 

 
電子的表示を用いる消費者向け電子製品や、コンピュータ、通信機器などの製造能

力と利用の普及性が高まりつつあり、アイコン（Icons）又はグラフィカルユーザイン

タフェース（Graphical User Interface、GUI）は、これらの製品の使用と操作に密接に

関連する。このような産業と社会の現状に応じ、台湾内の産業政策の調整及び国際的

な意匠保護の傾向との調和を図るとともに、自由競争を追及するため、日米欧等の主

要国の画像意匠制度を参考にしたうえで、2013年1月1日より施行された改正法におい
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て、画像（ICON、GUI）意匠を保護する画像意匠制度が導入された。2013年1月1日施

行の改正専利法では、上記旧専利法第109条にはなかった「物品に応用するためのコ

ンピューターアイコン（icons）及び図形化利用者インターフェイス（Graphical User 
Interface, GUI）も、本法により意匠登録を出願することができる」との規定が現行の

上記専利法第121条2項に追加された。この改正により、従来では、実体がなく、意匠

登録出願の対象に該当しないとされていたコンピューターアイコン（icons）及び図形

化利用者インターフェイス（GUI）に関する創作の出願、即ち「画像意匠登録出願」

を行うことが可能となった。 

 

 

三 関 度 

 
旧専利法第109条2項には「類似意匠とは、同一人がその所有する別の意匠に基づい

て創作したものであって、その構成が類似しているものを指す。」と規定されていた

が、2013年1月1日施行の改正専利法では、上記規定が削除されるとともに、第127条1
項「同一人が2以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を

出願することができる。」との規定が新設された。これにより、旧専利法の類似意匠

制度から、関連意匠制度へと変更された。類似意匠制度では、類似意匠が自分の権利

範囲を有さず、単に本意匠の権利範囲を確認するためのものにすぎない。それに対し、

関連意匠制度は、第137条の規定のとおり、単独で主張することができ 類似の範囲に

も及ぶ  

 
【専利法】 
第 127 条 同一人が 2 以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びそ

の関連意匠登録を出願することができる。 

 関連意匠の出願日は、原意匠の出願日より早くてはならない。 

 関連意匠登録の出願は、原意匠登録の公告後に、これを行うこ

とはできない。 

 同一人が、原意匠と類似せず、関連意匠とのみ類似する意匠に

つき、関連意匠登録を出願することはできない。 

 

 
【専利法】 
第 137 条 関連意匠権は単独で主張することができ、かつ類似の範囲に及

ぶ。 

 

 

 

像（ CON、 UI）意匠を保護する画像意匠制度が導入された。2 13年1月1日施

の改正専利法では 記旧専利法第109条にはなかった 品に応用するためのコ

ピューター イコン ons） び図形化利用者イ ー ェイス aphical User 
terface  GUI） 法により意匠登録を出願することができる」 の規定が現行の

記専利法第121条2項に追加された。 の改正により、 来では 体がなく 匠

録出願の対象に該当しない されていたコンピューター イコン ons）及び図形

利用者イ ター ェイス UI）に関する創作の出願、 ち「画像意匠登録出願」

行うことが可能となった。 

 

 

 

 
専利法第109条2項には「 似意匠とは 一 がその所有する別の意匠に基づい

創作したものであって の構成が類似しているものを指す と規定されていた

、2 13年1月1日施行の改正専利法では 記規定が削除されるとともに、 127条1
「同一 が2以上の類似する意匠を有する場合、 匠登録及びその関連意匠登録を

願することができる。 の規定が新設された。 れにより、 専利法の類似意匠

度から、 連意匠制度へと変更された。 似意匠制度では 似意匠が自分の権利

囲を有さず、 に本意匠の権利範囲を確認するためのものにすぎない。それに対し

連意匠制度は 137条の規定のとおり、 独で主張することができ、 似の範囲に

及ぶ、。 

 
専利法】 

127 条 一 が 2 上の類似する意匠を有する場合、 匠登録及びそ

関連意匠登録を出願することができる。 

 連意匠の出願日は 意匠の出願日より早くてはならない。 

 連意匠登録の出願は 意匠登録の公告後に、 れを行うこ

はできない。 

 一 が、 意匠と類似せず、 連意匠とのみ類似する意匠に

き、 連意匠登録を出願することはできない。 

 

 
専利法】 

137 条 連意匠権は単独で主張することができ、 つ類似の範囲に及

。 
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四 組 匠 度 

 
台湾の意匠制度は、専利法第129条1項の規定により「一意匠一出願」が原則である。

つまり、意匠登録出願は、1つの意匠ごとに出願しなければならず、複数の意匠を1件
の出願で出願することはできない。 
 
但し、習慣上、複数の物品が組物として販売又は使用される場合、例えば、ティー

カップとティーポットからなるティーセットや、ナイフとフォークからなる食器セッ

トなどの場合は、同第129条2項の規定により、これらの複数の物品の意匠を1件の出

願で出願することが例外的にできる。但し、複数の物品が組物として1件の出願で出

願して意匠権を取得した場合、権利行使の際は、これらの複数の物品の全てにより対

比しなければならないため、意匠権の権利範囲が狭くなり、実務では、この組物意匠

制度を利用した出願は非常に少ない。 
 
 
【専利法】 
第 129 条 意匠登録出願は、1 つの意匠ごとに出願しなければならない。 

 2 以上の物品が、同一の類別に属し、かつ習慣上、組物として

販売又は使用する場合、1 意匠で出願することができる。 

 意匠登録出願は、その意匠を施す物品を指定しなければなら

ない。 
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ど 匠が登

 

 

上記専利法第 121 条 1 項の規定のとおり、意匠とは物品の全部又は一部の「形

状、模様、色彩又はこれらの結合」であって、「視覚に訴える創作」であり、つま

り、意匠権は「物品」の「外観」に係わる創作を保護する権利である。物を製造す

る技術的「方法」や物を構成する構造と部品などは意匠の保護対象とならない。 
 

に 用 れ  
 
上記専利法第121条1項の「物品の全部又は一部」の規定のとおり、意匠は物品に適

用されるものでなければならない。例えば、絵本や絵画などに印刷されたキャラクタ

ーや模様の絵、設計図などは物品に適用されるものではないことから、当該キャラク

ターや模様の絵、設計図をもって意匠登録出願をすることができない。 
 
それゆえ、意匠登録出願の際は、願書の所定の欄において、出願される意匠が適用

される物品を意匠の名称として記載しなければならない。また、専利法125条の規定

により、台湾で意匠登録出願する際、意匠図面のほか、意匠説明書も提出する必要が

ある。意匠説明書においては、「意匠の名称」（中国語名：「設計名稱」）、「物品の

用途」（中国語名：「物品用途」）、「意匠の説明」（中国語名：「設計説明」）の3つの

項目について、この順に記載しなければならない。ただし、「物品の用途」と「意匠

の説明」が、「意匠の名称」と図面から明白に表されている場合は、記載しなくても

よいが、実体審査で審査官から明確でないと指摘された場合、「物品の用途」又は「意

匠の説明」を補充する必要がある。 
 
例えば、下記の意匠登録 D193506は、意匠物品である「歯ブラシ」に係わる意匠が

出願されたものであるが、その意匠説明書には、「意匠の名称」の項目のみに「口腔

保健用具」と記載され、「物品の用途」及び「意匠の説明」の項目に関する記載が省

略されている。 
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意匠登録D193506の公告意匠説明書及びその斜視図 
 
 

、 匠は3 有 る有体

れ れば  
 
前記のとおり、3次元空間の形態を有さない画像（ICON、GUI）意匠は、2013年1月

1日より施行された現行の専利法第121条2項により、意匠登録出願が可能となった。

その他、意匠が適用された物品が3次元空間における実体の形状を有する有体物でな

い場合、外形や模様が同じになるようにその意匠を再現することができず、又は工業

的な方法により同一の物を繰り返し製造することができない可能性があるため、意匠

権の保護対象とならない。具体的には、以下の事情のいずれかに該当するものは、意

匠の定義に合致せず、意匠制度により保護されないものと認められる。 
 

1．粉粒体等の集合体で固定の形状がないもの。例えばチャーハン、粉薬など。た

だし、集合して固定形状を有する集合体、例えば、おにぎりや、ケーキ、角砂糖

などは含まれない。 
 

一方、一部の物品は、その材料の特性、機能の調整又は使用状態により、その形
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状又は模様が視覚上変化するもの、例えば折り畳み椅子や毛布などは、その全て

の変化がいずれも意匠の一部に属するので、全体として一つの意匠として出願

することができる。 
 

2．3次元空間の特定形態を有さないもの。例えば、一定形状のないガス、液体、又

は花火など。 
 
 

に 作  
 
意匠登録を受けようとする意匠は、視覚的訴求を通じた具体的な創作でなければな

らない。つまり、視覚により識別・確認することができる意匠でなければならない。

音、匂い又は触感など外観上の創作でないものは、意匠の保護対象ではない。また、

「視覚により識別・確認することができる」ものとは、「肉眼」により識別・確認でき

るものに限り「装置をもって観察する」微小物品を排除するわけではない。商取引上

の慣習で通常は装置をもって商品を観察して購入するか否かを検討するもの、例えば、

ダイヤモンドや発光ダイオードなどの微小物品である場合、同様に「視覚により識別・

確認することができる」ものと認められる。 
 
一方、視覚に訴えるものではなく、単純に機能により決められた意匠は、物品の機

能を実現する構造又は装置にすぎないため、意匠保護の対象とならない。また、機能

を考慮した意匠であるが、視覚的効果も備えるものは、特許又は実用新案と、意匠と

の両方の登録を受けることが可能である。 
 
 

に り意匠 と  
 

また、意匠が設計の定義を満たしていても、専利法第124条に定められているもの

は、意匠登録を受けることができない。 

 
第 124 条 次の各号のいずれかに該当するものは、意匠登録を受けるこ

とができない。 
1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。 
2. 単なる芸術的創作。 
3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。 
4. 公序良俗、又は公衆衛生を害する物品。 
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1 不 欠 品 形 
 

物品に施された特徴がそれ自体又は他の物品の機能又は構造に合わせただけの

ものであれば、専利法第124条1項1号に規定されている「単に機能上不可欠な設計か

らなる物品造形」に該当する。例えば、ボルト及びナットのねじ山とねじ溝である。

これらの物品の形状は単に機能上の考慮により決まり、他方の物品に合わせて協働

して初めて各々の機能を実現できる。このような単に機能上不可欠な設計からなる

物品の形状は、意匠登録により保護される対象とはならない。 
 
ただし、モジュールシステムにおいて、物品を多種多様の組合せ又は接続ができ

るようにすることを目的とする物品の意匠、例えば、組み立てブロック、おもちゃ

セット、文房具セットなどは、上記専利法第124条1項1号に規定されている「単に機

能上不可欠な設計からなる物品造形」に該当しない。当該モジュールシステムにお

ける個々の組み立てパーツは、意匠登録出願の対象として審査される。例えば、下

記の意匠登録 D172264の「組み立てブロック」がそうである。 
 

 
意匠登録D172264「組み立てブロック」の意匠公報 
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2  
 

機械による製造か手作りによる製造かにかかわらず、製造工程により再現できる

物品であれば、意匠登録を受けることができる。しかし、製造工程により再現でき

ない絵画や彫刻であれば、単なる芸術的創作に該当し、産業上利用することができ

ないため、専利法により保護される対象とはならず、意匠登録を受けることができ

ない。ただし、単なる芸術的創作は、著作権により美術創作として保護することが

可能である。詳細は、本章「第五節 意匠権と著作権の関係 （キャラクター商品

を含む）」において説明する。 
 
 

3 及 配置 
 
集積回路の回路配置及び電子回路の配置は、機能的配置に属し、視覚に訴える創

作ではないので、意匠登録を受けることができない。なお、集積回路の回路配置は、

「集積回路回路配置保護法」により保護を求めることが可能である。 
 
 
4 俗 衆  
 
社会倫理、社会秩序を維持するため、それらに違反するもの、例えば、メール爆

弾や、覚せい剤の吸引器具等の物品に係わる創作は、意匠登録を受けることができ

ない。ただし、悪用される可能性があるとしても、社会倫理と社会秩序に違反しな

いもの、例えば開錠工具、遊技道具などは、法により定められた意匠登録を受ける

ことができないものに該当しない。 
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登 め

 
意匠が上記専利法第121条に規定の要件を満たし、かつ、専利法第124条により定め

られた意匠登録を受けることができないものに該当しなければ、意匠登録出願できる。

しかし、意匠登録出願できるとしても、意匠登録を受けるための一定の要件を満たし

て初めて社会に貢献できる意匠として認められ、意匠登録を受けることができる。意

匠登録を受けるための要件としては、「産業上の利用可能性」、「新規性」及び「創作

性」があり、専利法第122条により定められている8。 
 
【専利法】 
第 122 条 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかの

事情に該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受ける

ことができる。 
1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載された

もの。 
2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたも

の。 
3. 出願前に既に公然知られたもの。 

 意匠が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技芸

分野の通常知識を有する者が出願前の従来技芸に基づいて容

易に思いつくときは、意匠登録を受けることができない。 

 意匠が出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意に

反して公開され、公開の事実が発生してから 6 ヶ月以内に出

願した場合、当該事実は第 1 項各号又は前項の意匠登録を受

けることができない事情に属さない。 

 意匠登録を出願したことにより、わが国又は外国で法律に基

づいて公報に公開されたものは、出願人の意思によるもので

あるので、前項の規定を適用しない。 

 
用可 性 

 
特許・実用新案と同様に、意匠登録を受けるためには、まず「産業上の利用可能性」

を備えなければならない（専利法第122条1項）。「産業上の利用可能性」とは、一般的

に、広い意味の産業（工業、農業、鉱業、運輸業等）において再現できる、又は大量

                                                   
8台湾知的財産局、「専利審査基準、第三篇 意匠審査基準、第三章 意匠登録の要件」、2016 年 3

月 22 日、p.3-3-1～3-3-32 
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生産できるか否かということを基準に判断される。また、現行の実務では、再現又は

大量生産は、機械による製造か手作りによる製造かにかかわらず、製造工程により繰

り返し製造できる物品であれば、「産業上の利用可能性」があると認められる。 

 
二 性 
 
特許・実用新案と同様に、意匠登録を受けようとする意匠は、出願前に公開又は実

施されてはならず、つまり、「新規性」を備えなければならない(専利法第122条1項)。
上記第122条1項の規定のように、「新規性」を備えるとは、出願される意匠は次のいず

れかの公知態様に該当しないことをいう。 

・出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの 

・出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの 

・出願前に既に公然知られたもの 
 
上記第122条1項に規定されている新規性喪失の態様に係わる「出願前の刊行物にお

ける同一又は類似の意匠」、「出願前に公然実施された同一又は類似の意匠」、「出

願前に公然知られた意匠」は、即ち「先行意匠」である。上記条文に規定されている

「先行意匠」は台湾内に限定されず、出願前に公衆が知り得る（available to the public）
全ての情報を含み、世界の特定の場所や言語に限定されず、また、如何なる形式、例

えば、文書、インターネット、口頭又は展示などにも限定されない。また、「出願前」

とは、「出願日の前」で出願日当日を含まない。国際又は地域内優先権を主張する場

合は、「優先日の前」で優先日当日を含まない。「公然知られたもの」とは、先行意

匠が既に公開され、公衆がその意匠を知り得る状態に置かれていることを指し、実際

に公衆が既にその意匠内容を知ったか否かを要件としない。9 
 
言い換えれば、台湾では「絶対的新規性」、つまり「世界公知」の基準が採用され

ている。意匠出願の実体審査がなされたとき、台湾以外の公開文献・公知事実も新規

性を否定するものとなる。 
 

大先  

 
専利法第123条により、後に出願された意匠登録出願（以下、「後願」）の意匠が、

先に出願され後願の出願日の後に初めて公告された意匠登録出願（以下、「先願」）

                                                   
9台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2 新

規性」「2.1 先行意匠」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-3～3-3-5 
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の明細書又は図面に開示されたものと同一又は類似する場合は、新規性喪失の事情は

ないが、当該後願は依然として意匠登録を受けることができない10。なぜなら、先願

の明細書又は図面に開示されているが、意匠として登録出願されていない部分の内容

は、社会に貢献され公衆が自由に利用できるものに属するものであるので、これらに

ついては更に意匠登録を受けることができない。このとき、後願の出願日の後に初め

て公告された当該先願は、「拡大先願」に該当する。なお、先願、後願とも台湾で出

願された意匠登録出願であって初めて専利法第123条に規定の拡大先願の適用がある。

 
【専利法】 
第 123 条 意匠登録を出願した意匠が、その出願より先に出願され、かつ

その出願後はじめて公告された意匠登録出願に添付されてい

る意匠説明書又は図面の内容と同一又は類似である場合には

、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出

願人と先に出願された意匠登録の出願人が同一である場合に

は、この限りでない。 

 

ただし、例外として、後願の出願人と先願の出願人が同一である場合、拡大先願の

適用がなく、後願は依然として意匠登録を受けることができる。なお、後願の出願人

と先願の出願人が同一であるか否かを認定するときは、下記の原則に沿って行う。 
 
1. 認定する時点は、後願の出願日であり、同一であると認定された場合、たとえその

後、何らかの理由により変更があったとしても、その認定は依然として有効である。 
 

2. 共同出願の場合、後願の出願人と先願の出願人が完全に一致する必要がある。 
 

3. 後願が分割出願又は出願変更の出願である場合、認定する時点は、その親出願又は

原出願の出願日である。 
 
 
 

性  

 
同一又は類似の意匠には、計4種類の態様があり、これらの態様の何れかに該当す

る場合は、新規性がない。 

                                                   
10台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2

新規性」「2.5 拡大先願」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-12～3-3-13 
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(1)同一の外観が同一の物品に適用されたもの、即ち同一の意匠 
(2)同一の外観が類似する物品に適用されたもの、即ち類似する意匠 
(3)類似する外観が同一の物品に適用されたもの、即ち類似する意匠 
(4)類似する外観が類似する物品に適用されたもの、即ち類似する意匠 

 
 

性  

専利法においては審査の判断主体が規定されていないが、専利法は、他人が市場

で模倣又はデッドコピーした商品を一般の消費者に販売する行為を排除するもので

あるため、審査では、市場の消費形態を模擬して当該意匠物品に関する一般的な認

識力を有する一般的な消費者を主体とする。つまり、当該意匠の属する分野におけ

る専門家又は専門デザイナーを主体としない。ただし、物品の種類によって、一般

的な消費者の認識力も異なる。例えば、生活用品の一般的な消費者は大衆である

が、医療器具の一般的な消費者は病院の仕入れ担当者又は医者である。11 
 
 

作性 
 
意匠の属する分野における通常の知識を有する者が出願前の先行意匠に基づいて

容易に想到できるものであれば、意匠登録を受けることができない。つまり、意匠

登録を受けるには、「創作性」を備えなければならない（専利法第122条2項）。意匠

の属する分野における通常の知識を有する者が出願時の通常知識を参考しつつ、模

倣、転用、置換え、組合せの手法で先行意匠により容易に完成でき、かつ、特殊な

視覚的効果を生じさせないのであれば、容易に完成できるとされる。なお、審査基

準においては、次のものが創作性を有さないものとして例示されている12。 

1. 自然界に存在している物又は現象を模倣してなる意匠 
 
先行意匠との相違点が動物、植物、鉱物、虹、雲などの自然物、現象の形状

又は模様などをそのまま物品に表したに過ぎず、全体的なデザインは独特な

視覚的効果を生じさせないもの。例えば、下記のような、花をイメージした

飾り。 

                                                   
11台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2

新規性」「2.4 新規性の判断基準」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-8 
12台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「3

創作性」「3.4 創作性の判断基準」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-15～3-3-21 
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ただし、その模倣の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、

独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。 

2. 有名な著作物を模倣した意匠 

相違点が有名な著作物、例えば、エッフェル塔、ディズニーのキャラクター、

ピラミッドを模倣したもの。例えば、下記のようなエッフェル塔のキーホル

ダ。 
 

 
 
ただし、その模倣の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、

独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。 

3. 直接転用 
 
相違点が異なる意匠分野の物品の外観を転用したもの。例えば、自動車の外

観を転用した下記のようなモデルカー。 
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ただし、その変更の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、

独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。 

6. 公知デザインの外観の使用 
 
相違点が基本的な幾何学形状、伝統の形状や模様、広く知られた公知の形状

や模様を使用したにすぎないもの、又は、前後、左右、傾斜、輻射、碁盤状な

どの基本形態を使用したにすぎないもの。例えば、下記のような物品の輪郭

の変更。 
 

 
 
ただし、その変更の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、

独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。 
 
 

主体 

新規性と異なり、創作性の判断主体は、当該意匠の属する分野における通常の知識

を有する者で、意匠出願時の当該分野における一般知識及び通常のデザイン能力を有

するとともに、先行意匠を理解して利用することができる者、すなわち「当業者」で

ある13。 
 
 

                                                   
13台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2

新規性」「3.2.1 意匠の所属する創作分野における通常知識者」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-14 
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失の 外 
 

上記専利法第122条1項各号及び2号の意匠登録を受けることができない事情に該当

しない例外、すなわち、「新規性・創作性の喪失の例外」は、専利法第122条3項に規

定されている。出願される予定の意匠が出願人の行為に起因して公開され、又は出願

人の意に反して公開された場合は、公開の事実が発生してから6ヶ月以内に出願すれ

ば、新規性･創作性の喪失の例外として、上記専利法第122条1項各号の「意匠登録を受

けることができない事情」に該当しないと見なされる。 
 
現行の第122条3項における「新規性・創作性の喪失の例外」の態様は、2017年5月1

日施行の改正法により改正された。改正前は、従来の列挙型であって、「刊行物で発

表されたもの」、「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され

たもの」又は「出願人の意図に反して漏洩したもの」のいずれかに該当する場合のみ、

「新規性の喪失の例外」の適用が可能であった。しかし、台湾における企業及び学術

機関などによる出願前の商品発表や研究発表態様の多様性に対応させ、発表された後

でも特許・実用新案・意匠登録出願することができるようにするため、日本などの特

許法、意匠法などを参考にし、「発明の新規性・進歩性の喪失の例外」に係わる専利

法第22条3項、及び「意匠の新規性・創作性の喪失の例外」に係わる上記専利法第122
条3項を改正した。そのため、2017年5月1日からは、「新規性・創作性の喪失の例外」

の適用可能態様は制限されず、「出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意

に反して公開された」ものに広く拡大された。 
 
「新規性・創作性の喪失の例外」を適用できる、公開の事実が発生してから出願す

るまでの期間、いわゆる「グレースピリオド」については、2017年5月1日施行の改正

法により、発明特許及び実用新案については「公開日から6ヶ月」から「公開日から12
ヶ月」に延長されたが、意匠の方は特に改正されず、従来の「6ヶ月」のままとなって

いるので、ご留意いただきたい。 
 
台湾又は他国への特許出願や意匠登録出願により特許公報や意匠公報に公開・公告

されたものは、出願人の行為に起因して刊行物に公開された場合と異なるので、「新

規性・創作性の喪失の例外」を主張することができない。このことは、前記専利法第

122条4項に規定されている。 
 
「優先権」を主張する場合、新規性・創作性の判断の基準日は優先日になるという

効果がある。これに対し、「新規性・創作性の喪失の例外」は、それを主張しても、新

規性・創作性の判断の基準日は当該公開の事実のあった日とはならず、あくまでも当

該公開の事実と内容が新規性・創作性としての先行意匠とされないだけである。その

ため、公開の事実の発生から出願人が意匠登録出願するまでの間に、その公開と関係
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なく、第三者が関連意匠内容を公開した場合、当該意匠登録出願は他人の公開により

新規性又は創作性を喪失してしまう可能性がある。したがって、「新規性・創作性の

喪失の例外」を主張する予定であっても、早期に出願することが好ましい。ただし、

当該第三者による公開が、優先日の後であれば、問題はない。 
 
また、日本での基礎出願の出願日の前に、出願人の行為に起因して公開された事実

があり、日本での基礎出願の出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けると申立て

た場合、当該基礎出願に基づく優先権を主張して台湾で意匠登録出願するときは、当

該出願人の行為に起因して公開された事実が発生してから6ヶ月以内に台湾で意匠登

録出願しなければならない。さもなければ、当該公開事実により、台湾での意匠登録

出願が新規性又は創作性を喪失してしまう可能性がある。 
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【専利法】 

第 128 条   同一又は類似の意匠について、2 以上の意匠登録出願があった

場合、その最先の出願人のみが、意匠登録を受けることができ

る。ただし、後願の出願人が主張する優先日が先願の出願日よ

り早い場合は、この限りでない。 

 前項の出願日又は優先日が同日である場合は、これを協議に

より定めるよう出願人に通知しなければならない。協議が成

立しない場合には、いずれの出願人も意匠登録を受けること

ができない。その出願人が同一人である場合、期限を指定して

、いずれか 1 つの出願を選択するよう出願人に通知しなけれ

ばならない。当該期限が過ぎても、いずれか 1 つを選択しない

場合は、いずれの出願も意匠登録を受けることができない。 

 各出願人が協議する場合、特許主務官庁は適当な期間を指定

して当該協議結果を報告するよう出願人に通知しなければな

らない。当該期限が過ぎても報告がなかった場合には、協議が

成立しなかったものとみなす。 

 前三項の規定は、次の各号には適用しない。 
1. 原意匠登録出願と関連意匠登録出願との間。 
2. 同一の意匠登録出願に 2 以上の関連意匠登録出願がある

場合、当該 2 以上の関連意匠登録出願同士の間。 

 
実際の例は極めて少ないが、専利法第128条2項と3項の規定のとおり、出願日又は

優先日が同日である場合は、どちらが意匠登録を受けるかについて、出願人同士で協

議しなければならない。 
 

また、前記のとおり、台湾でも、関連意匠制度があり、専利法第127条の規定によ

り、同一人が同じ設計概念に基づいて創作した2以上の類似する意匠について意匠登

録を受けようとする場合、いずれか1つを本意匠とし、他の類似する意匠をその関連

意匠として出願することができる。関連意匠制度はもとより、同一人が同じ設計概念

に基づいて創作した2以上の類似する意匠を出願できるように設けられた特殊な意匠

制度であるので、専利法第128条4項において、関連意匠出願には同条1項の規定は適

用しないことが規定されている14。なお、仮に、出願人が同じ設計概念に基づいて創

作した2以上の意匠をそれぞれ独立した意匠登録出願として出願し、実体審査で上記

専利法第128条1項又は2項の規定に違反していると指摘された、又は自発的に出願変

更する意思がある場合、出願人は、いずれか1つを本意匠とするとともに、他の類似す

                                                   
14台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.383 
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る意匠を当該本意匠の関連意匠に出願変更することができる。 
 
 
【専利法】 

第 127 条   同一人が 2 以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びそ

の関連意匠登録を出願することができる。 

 関連意匠の出願日は、原意匠の出願日より早くてはならない。 

 関連意匠登録の出願は、原意匠登録の公告後に、これを行うこ

とはできない。 

 同一人が、原意匠と類似せず、関連意匠とのみ類似する意匠に

つき、関連意匠登録を出願することはできない。 
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と の関係

 

意匠と商標権の関係について述べる前に、まず台湾の商標制度について概要を紹介

する。 
 

台湾でも、商標登録制度が設けられており、商標登録出願して登録を受けた場合、

当該登録商標について独占的排他権が付与される。これにより、同一又は類似の商品

又は役務（サービス）について、自社の商標と同一又は類似する商標を他人が使用し、

誤認混同を生じさせるおそれがあると判断した場合、当該商標権により保護を求め、

商標法第69条により他人の使用を排除するとともに、損害賠償を請求することができ

る。 
 
台湾では、特許権・実用新案権・意匠権への権利侵害の刑事責任が 2003 年 3 月 31

日より廃止されたが、商標権への権利侵害の刑事責任は依然として存在し、商標法第

95～97 条に規定されているので、商標権により民事・刑事的救済を求めることができ

る。 
 

また、他人が使用している商標が自社の商標と同一又は類似するか否かの判断は、

主観的なものもあるので、台湾の知的財産局はできる限り主観的な要素を排除し、よ

り一致した基準で誤認混同のおそれの有無を判断できるよう、2012年4月20日に「誤

認混同のおそれに関する審査基準」を公布した15。当該基準において、誤認混同を判

断するにあたって考慮すべき八つの要素を示している。その八つの要素は次のとおり

である。①商標識別力の強弱、②商標の類否及びその類似性の程度、③商品・役務の

類否及びその類似の程度、④先権利者の多角化経営の状況、⑤実際の誤認混同の状況、

⑥関連消費者の各商標に対する熟知度、⑦係争商標の出願人が善意であるか否か、⑧

その他の誤認混同に関する要素。 
 

度 
 
台湾でも、商標権者及び消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持し、商工

業会の健全なる発展を促すため、商標法が制定されている。商標権の取得については、

台湾でも先願登録主義が採用されており、自社の商標について商標権を取得する場合、

まずは商標登録出願をしなければならない。台湾の知的財産局は、商標法第29条と第

30条の規定に基づいて、出願された商標の自他識別力及び不登録事由の有無を審査す

る。この審査を経て商標権を取得して、はじめて商標権者は商標権に基づいて保護を

求めることができる。 
                                                   
15「誤認混同のおそれに関する審査基準」、2012 年 4 月 20 日、知的財産局

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1 
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また、台湾の商標法にも、異議申立制度及び無効審判請求制度が設けられており、

同一又は類似の商品・役務において自社の商標と同一又は類似する他人の登録商標が

存在した場合、これに対し異議申立て、無効審判を請求することにより、その登録を

取消、無効にし、自社の商標権を守ることができる。異議申立ては、商標登録査定が

公告されてから3ヶ月以内に、利害関係の有無にかかわらず、何人でも行うことがで

きる（商標法48条）。一方、登録査定の公告がされてから3ヶ月がすぎた後は、5年以

内（いわゆる「除斥期間」）であれば、利害関係人は、一定の理由に基づき無効審判

を請求することができる（商標法57条）。なお、悪意により他人の周知・著名商標を

先取り登録したものについては、この5年の除斥期間の適用を受けない。 
 
公平取引法第22条にも、事業者がその営業において提供する商品又は役務に、著名

な他人の商標（台湾で未登録）を同一又は類似する商品について、同一又は類似する

表示で使用してはならないことが規定されているので、台湾において商標として登録

されていない場合は、公平取引法第22条1項の規定に基づいて保護を求めることを検

討すべきである。 
 

 

と 類 
 
商標法第18条によれば、商標とは、識別力を具えた標識で、文字や図形、記号、色

彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はこれらの結合によって構成されるも

のを指す。また、同18条によれば、識別力とは、「商品又は役務の関連消費者が商標

を付した商品又は役務の出所を認識し、かつ、他人の商品又は役務と区別できる」こ

とである。 
 
商標のうち、意匠と最も関連しているのは「立体商標」である。台湾では、2003年

の改正商標法により、「立体商標」の商標態様が「音声商標」及び「単一色彩商標」

の商標態様とともに初めて導入された。これにより、文字、図形、記号、色彩、音声、

立体形状又はこれらの結合により構成された商標が登録を受けることが可能となっ

た。さらに、2012年7月1日に施行された改正商標法では、商標保護対象の範囲を「動

く商標（motion marks）」「ホログラム（hologram marks）」「匂い商標」まで拡大し、

商標としての識別力を有するものであれば、登録を受けることが可能となった。以下、

上記各商標の態様を「伝統的な商標」及び「非伝統的商標」に分類し、その登録例を

示す。 
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商 類 登録  

 
文字商標 文字商標 

 
（UNIQLO 、登録第 1176718 号） 

 

（新光三越 、登録第1221979 号） 
図形商標  

 
（CC MONOGRAM 、登録第1655651 号） 

 

 

（STARBUCKS COFFEE 、登録第1295741 号） 
 

結合商標 
 

 
（華歌爾and Figure 華歌爾 、登録第300468 号） 

 

 
（NIKE and Swoosh Design 、登録第1765116 号） 
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音声商標 

の音声 

（HISAMITSU 、登録第1423819 号） 

色彩商標 

 
（Tri-Color Stripe Design in color、7-ELEVEN, INC. 、登録第1647643 号） 

匂い商標  

2018年12月時点で、台湾において数件出願されているが、いずれも拒

絶されている。 
 
 

と との相 点 
 
以下、意匠と商標との主な相違点を「出願の対象」、「登録要件」、「権利の効力の範

囲」、「権利の期間」などに分けて説明する。 
 
 
1 い 
 
意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる意匠物品の外観を保護の

対象とする。 
 
一方、商標は、自社の販売する商品又は提供する役務（サービス）を他人のものと

区別するためのマークとしてデザインされた文字や図形、記号などである。 
 
よって、企業や店のマークとしてデザインされた文字や図形、記号などは、物品の

外観のデザインではないため、意匠の定義を満たしておらず、意匠登録出願の対象と

ならないので、商標登録出願すべきであるが、その図形、記号などが物品に適用する

ことができる場合は、当該適用された意匠物品は意匠登録出願の対象となり得る。 
 
 
2 要件 違い 
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意匠登録の要件の一つとして、新規性がある。出願日（又は優先日）前に同一又は

類似の意匠が存在していた場合、出願された意匠は新規性欠如の理由により拒絶され

るので、意匠を出願する予定がある場合、原則的に、出願前はその意匠を秘密にして

おく必要がある。また、出願前に販売したり展示会に出品したなど出願人の行為に起

因して公開され、又は出願人の意に反して公開された場合、新規性喪失の例外の適用

を受けるために、その公開の事実が発生してから6ヶ月以内（日本は12ヶ月以内）に出

願する必要がある。 
 
一方、商標の場合、登録の要件は、識別力を有することである。この自他識別力に

より、関連消費者は当該商標を付した商品又は提供される役務の出所（つまり、出願

人）を認識でき、他社の販売する商品又は提供する役務から区別することができる。 
 
上述したように、意匠登録出願の要件と、商標登録出願の要件は異なる。デザイン

を物品に適用して意匠登録出願するか、又は商標登録出願するかは、当該デザインの

新規性の有無、又は識別力の有無により判断すべきである。仮に意匠登録出願の意匠

が、自社の従来のデザインにより新規性又は創作性がないと認められた場合、当該意

匠のデザインが、自他識別力を有するものとなり得るか否かを検討し、なり得るので

あれば、図形商標や立体商標として商標登録出願をすることも考えられる。 
 
 
3 力 の  
 
意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる意匠物品の外観を保護の

対象とするので、提供する役務は保護の対象とならない。また、「第三章 台湾におけ

る意匠の登録要件」「第二節 どのような意匠が登録出願できるか」の節の説明のよう

に、意匠登録出願の際、意匠登録を受けようとする意匠が適用される一つの物品を意

匠の名称として記載しなければならない（台湾では、日本と同様に、意匠が適用され

る物品が複数ある場合、複数の物品についてそれぞれ出願しなければならない。即ち

「一意匠一出願の原則」）。つまり、取得した意匠権の効力が及ぶものは、出願の際

に記載された意匠の名称により確定された意匠物品と同一又は類似の物品のみであ

る。そのため、例えば、「キャラクターの形をしたウォーターボトル」の意匠につい

て意匠登録された場合でも、当該意匠権によって、第三者がこのキャラクターにそっ

くりな外観を有する「ぬいぐるみ」を販売することを排除できない。このウォーター

ボトルにそっくりな外観を有する「ぬいぐるみ」の販売も排除したいのであれば、意

匠名称を例えば「ぬいぐるみ」とする意匠登録出願も併せて出願する必要がある。 
 
一方、商標は、「販売する商品又は提供する役務を他人のものと区別する文字や図

形、記号など」であるので、物品だけでなく、役務についても商標の保護対象とする

- 46 -



 

 

ことができる。台湾は、日本と同様に、ニース国際分類が採用されている。商標を出

願する際は、「一出願一区分」又は「一出願多区分」で出願することができる。また、

区分については、区分内の複数の商品・役務を指定することができる。したがって、

登録された商標権の効力は、登録査定で許可された商品と役務の全てに及ぶ。ただし、

商標登録出願により登録されるのは、その商品又は役務に適用される商標の部分のみ

であって、商品又は役務自体ではないので、仮に第三者が異なる商標を商標権者の商

品又は役務と全く同じ商品又は役務に適用して販売した場合、登録された商標権によ

り当該第三者による当該商品又は役務の販売を排除できない。 
 
なお、意匠には部分意匠制度があり、意匠物品全体ではなく、その中の新規な特徴

に該当する部分を、意匠登録出願を受けようとする部分として出願し登録できた場合、

物品全体ではなく、当該部分のみについて被疑侵害物品との類似性を判断するので、

意匠権の権利範囲はかなり拡張されることになる。これに対し、商標にはこのような

制度がない。 
 
 
4  
 

台湾では、現在の専利法第135条により、意匠権の存続期間は出願日から起算して

12年をもって満了となるので、12年が過ぎたら、意匠権の効力は消滅し、当該意匠に

別の知的財産権（例えば、美術工芸品の創作による著作権）がなければ、その意匠は

パブリックドメインに帰し、何人もそれを実施することができる。なお、現在、台湾

の知的財産局は、この12年の意匠権期間を15年に延長することを検討しているので、

将来、台湾での意匠権期間が15年になる可能性がある。 
 
一方、商標法第33条により、商標権の権利期間は登録公告日から10年（商標法第33

条）であるが、請求により、1回10年の権利更新が可能であり、識別力がある限り、権

利を永続させることができる。 
 
 

 
 
上記商標の種類のうち、非伝統的な商標には「立体商標」がある。台湾では、2003

年施行の改正商標法において、「立体商標」が登録可能となってから、約780件の立体

商標が登録された。立体商標として商標登録出願をし、その出願で指定された商品又

は役務に関して識別力を有することが認められて登録できれば、指定された商品につ

いてその立体商標が第三者により使用されたことを排除することができる。 
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例えば、上記商標登録第1160211号の「台北101ビルディングの立体図」の立体商標

は、第03類商品区分のうち、香水や、化粧品、芳香剤、歯磨き粉など20数種類の商品

を指定し、審査を経て登録されたので、第三者が香水や、化粧品などの指定商品につ

いて「台北101ビルディング」の立体商標を用いて商品化した場合、それを排除するこ

とができる。また、「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は、第26類商品区分

のうちのメダルや、ヘアピン、ファスナーなどなど20数種類の商品も指定し、第

1161692号としても登録されたので、メダルやヘアピンなどについて、第三者が「台北

101ビルディング」のデザインで商品化することを排除することができる。なお、「台

北101ビルディングの立体図」の立体商標は計33件登録されており、それぞれについ

て異なる商品区別が指定されている。 
 

登録済みの立体商標には「台北101ビルディング」のような建築物で役務場所の立

体商標のほか、容器や、車両、キャラクター、包装等などに関する立体商標が主に登

録されている。立体商標として出願可能な態様は、次の4つに分けられる。 
（1）商品自体の立体的な形状（例えば、下記商標登録第1160463号「C 20 tablet design」） 
（2）商品の包装や容器の形状（例えば、下記商標登録第1355241号「NIVEA Creme」） 
（3）役務場所の内装･外装デザインの立体的な形状（例えば、下記商標登録第1789940

号「台北文創ビルディング」） 
（4）商品や役務に関する広告の形状（例えば、下記商標登録第1435125号「ディンタ

イフォン籠フィギュア」） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 48 -



 

 

識別力を有するものとして登録された立体商標 

商標登録第1160463号「C 20 tablet 
design」 

 

商標登録第1355241号「NIVEA Creme」 

 
商標登録第1789940号「台北文創ビルディン

グ」 

 

 

商標登録第1435125号「ディンタイフォン籠フ

ィギュア」 

 

商標登録第1134030号「smart car」 

 

 

商標登録第1156765号「角瓶」 

 
 
 
 
五 匠 立体商 共 点・  
 

立体商標は、商標のデザインが3次元空間における実体の形状を有する有体物に結

合されるものであるので、専利法第121条1項に規定の意匠権による保護の対象となり

得る。つまり、意匠と立体商標は、登録される対象がいずれも「三次元空間における

実体の形状を有する有体物」である点で共通している。また、「不動産である建築物及

び役務場所の内装･外装デザインは登録の対象となり得る」点でも、立体商標と意匠

は共通している。 
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一方、上記に説明したように、意匠と商標は、主に「出願の対象」、「登録要件」、「権

利の効力の範囲」、「権利の期間」が相違している。例えば、上記の商標登録例に挙げ

られている「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は、１つの出願で一商品区分

内の複数の商品を指定することができるのに対し、意匠登録出願は、意匠物品ごとに

出願しなければならないので、登録された意匠権の効力は、出願時に記載された意匠

物品の名称により確定された物品と同一又は類似の物品のみに及ぶ。そのため、例え

ば、「メダル」の意匠が意匠権として登録された場合でも、他人がこのメダルにそっ

くりな外観の「ファスナーの引手」を販売しても、意匠権の物品と同一でも類似でも

ないため、意匠権は及ばず、排除できない可能性が高い。 
 
また、新規に創作された商品やその包装などのデザインに識別力がないものの、従

来の関連するデザインに対して新規性と創作性を有すると考えられる場合、立体商標

ではなく、まずは意匠登録出願すべきである。それに対し、新しい商品やその包装な

どのデザインが企業のこれまでの著名な外観及び／又は表示やマークから創作され

たものであれば、従来の関連するデザインに対して新規性又は創作性がないかもしれ

ないが、先天的識別力を有する可能性が高い、又は時間がある程度経って後天的識別

力が生じた場合、立体商標又はその他の態様の商標として出願することを検討すべき

である。 
 
 
 
 
 

 
識別力を有するものとして 

登録された立体商標 

新規性と創作性を有するものとして 

登録された意匠 

商標登録第1296560号「Speakerphone 

Product」 

 

意匠登録第D143019号「Speakerphone」 
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商標登録第1272523号「OYSTER WATCH」 

 

意匠登録第D157097号「WATCH」 

 
商標登録第1304194号「NiereE70mS」 

 

意匠登録第D125737号「自動車」 

 

商標登録第1228045号「サロンパス容器」 

 

意匠登録第D193166号「包装用箱」 

 
商標登録第1379700号「device」 

 

意匠登録第D160875号「コントローラの一

部」 
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役務場所の内装･外装デザインの商標の登録例 

商標登録第1403150号 

「迎賓建築物の立体図」 

 

商標登録第1517827号 

「屋台」 

 

役務場所の内装･外装デザインの商標の登録出願例 
商標登録出願第104044540号 

「台南都会博物館奇美館立体図」 

 

商標登録出願第107028162号 

「営業場所の内装設計の立体図」 

 

 

 

店舗の内装･外装デザイン及び建築物の意匠の登録例 
意匠登録D193475号 

「店舗」（部分意匠） 

 

意匠登録D179616号 

「店舗」（部分意匠） 
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意匠登録D163890号 

「屋台」 

 

意匠登録D151620号 

「屋台」 

 

 
意匠登録D175323号 

「商店の外観」 

 

意匠登録D161859号 

「飲食店の作業台」 

 

 
 

意匠登録D171806号 

「コテージの一部」（部分意匠） 

 

意匠登録D168189号 

「建築物」 
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と 作 の関係 クタ ） 

 

意匠物品の外観が新規性、創作性、産業上利用可能性を備えるものであれば、意匠

登録出願して意匠権を取得することにより、民事的救済を求めることができる。一方、

新規性や創作性よりも、意匠物品の外観又はそれに表される外観が識別力を生じるも

のであり、商標となり得るのであれば、商標登録出願して商標権を取得することによ

り、民事・刑事的救済を求めることができる。更に、意匠物品が著作の定義を満たし、

著作権法第 5 条に規定されている著作に該当し、かつ、著作物の要件である「独創性」

及び「創作性」を備えるものである場合、著作物として著作権法により民事・刑事的

救済を求めることが可能である。 
 
著作権法第 5 条において、著作権法により保護される著作が規定されている。 

 
【著作権法】 
第 5 条 本法でいう著作を下記に例示する。 

1. 文学著作。 
2. 音楽著作。 
3. 演劇、踊り著作。 
4. 美術著作。 
5. 撮影著作。 
6. 図形著作。 
7. 視聴著作。 
8. 録音著作。 
9. 建築著作。 
10.コンピュータープログラム著作。 
主務官庁が前記各号の著作の例示内容を定める。 

 
 
上記著作権法により保護される著作のうち、意匠物品と関連性があるものは、美術

著作と建築著作である。 
 
 

 
 

美術著作は、上記著作権法第5条の規定により保護される著作である。創作された

絵画や彫刻などの美術工芸品は美術著作に該当するため、著作権の保護対象になり得

る。また、美術著作について內政部が公告した「著作権法第5条1項各号の著作内容の

例示」における、美術著作に関する例示2の(4)には、「美術著作：絵画、版画、漫画、
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スケッチ、書道、文字絵、彫刻、美術工芸品及びその他の美術著作を含む。」と示さ

れている16。よって、「美術工芸品」としての意匠が、「創作性」（原文：「原創性」）を

備える場合、著作権法により保護される著作物にもなる。 
アニメのキャラクターやゆるキャラのデザインは絵画に属し、これらのデザインを使

用したキャラクター商品は美術工芸品であるので、美術著作物に該当し、著作権法に

より保護される。 
 
一方、美術創作は意匠登録出願の対象となり得るか否かについて、2013年1月1日よ

り前の旧専利法第112条には「『単なる芸術的創作又は美術工芸品』は意匠登録を受け

ることができない」と規定されているので、当時は、美術著作は意匠登録出願の対象

とはならず、出願できなかった。しかし、2013年1月1日施行の改正専利法第124条にお

いては、上記意匠登録対象外の「単なる芸術的創作又は美術工芸品」から「美術工芸

品」が削除された。このため、2013年1月1日以降は、「単なる芸術的創作」は依然と

して意匠権による保護を受ける対象から除外されるが、「美術工芸品」は意匠権によ

る保護を受けられる対象となった。上記「美術工芸品」が削除された理由は、現在、

世の中では産業技術がかなり発達しており、自動彫刻機や3Dプリンター、立体物プリ

ンターなどの装置を用いれば、最初は手作りで創作された絵画や彫刻などの美術工芸

品も容易に完璧に再現することが可能となりつつあり、これらの新しい技術を用いて

「美術工芸品」を工業製造工程により繰り返し製造可能で、産業上の利用が可能であ

れば、意匠権の保護対象にもなり得るからである。17 
 
【専利法】 
第 124 条 次の各号のいずれかに該当するものは、意匠登録を受けるこ

とができない。 
1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。 
2. 単なる芸術的創作。 
3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。 
4. 公序良俗、又は公衆衛生を害する物品。 

 
 
この法改正により、「美術工芸品」でも意匠権による保護を受けることができるよ

うになった。例えば、鷹の木彫刻などの工芸品は、再現することが可能であるので、

意匠登録を受けることができる対象となり得る。 
 
上記専利法第124条の規定から、美術著作が「単なる芸術的創作」でなければ、意匠

                                                   
16內政部「著作権法第 5 条 1 項各号の著作内容の例示」、1992 年 6 月 10 日、

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332403&ctNode=7011&mp=1 
17 台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、p.374
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登録を受けることが可能だと解釈できる。これについて、現行の審査基準の「第三篇 
意匠出願の実体審査」の「第二章 設計とは」の「2.3 単なる芸術的創作」において、

以下のように解説されている。 
 

2.3 単なる芸術的創作 
意匠と著作権の美術著作はいずれも視覚的創作に属するものであるが、両

者の立法の目的は少々異なる。意匠は実用的な物品の外観に係わる創作で、

産業上の利用性を有さなければならない。一方、著作権における美術著作

は精神的な創作に属し、思想、感情の文化的な面を重んじる。単なる芸術

的創作で、製造工程により繰り返し再現することができない物品は、意匠

登録を受けることができない。装飾用途の飾りについて言えば、それが製

造工程により繰り返し再現することができない物であれば、著作権による

保護を受けることのできる美術著作に該当する。それが製造工程により繰

り返し再現することができる創作であれば、機械による製造か手作りかに

よらず、意匠登録を受けることができる。」 
 
上記のように、美術著作は著作権の保護対象となり、芸術的創作に係わる意匠物品

は美術著作に該当するので、著作権により保護されることが可能である。したがって、

芸術的創作に係わる意匠物品は単なる芸術的創作ではなく、物品に適用されることが

でき、かつ、当該物品が繰り返し製造できる創作であれば、意匠登録を受ける対象と

なり得るので、意匠登録出願することができる。一方、芸術的創作に係わる意匠物品

が何らかの理由で出願しなかった、又は単なる芸術的創作である場合は、著作権によ

り保護を求めることが可能である。 
 
なお、著作権法第5条1項に規定されている著作のうち、6号の図形著作があるが、同

「著作権法第5条1項各号の著作内容の例示」における図形著作に関する例示2の(6)に
は、「図形著作：地図、図表、科学技術又は工事設計図及びその多の図形著作を含む。」

が示されている。この例示2の(6)によれば、著作権でいう図形著作はデータを並べる

図表や設計図のような図形であるので、形状、模様、色彩から構成される意匠のデザ

インとは異なるものである。例えば、下記意匠登録D185164号「生地」にデザインさ

れている模様は、著作権法第5条1項6号にいう図形著作に該当しない。一方、創作性が

あると認められる場合、当該模様は著作権法第5条1項4号にいう美術著作になり得る。 
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意匠登録D185164号「生地」 

 
 

 
 
また、著作権法第 5 条 1 項に規定されている著作には、4 号の美術著作のほか、9

号の建築著作がある。同「著作権法第 5 条 1 項各号の著作内容の例示」において、建

築著作に関する例示 2 の(9)に「建築著作：建築設計図、建築模型、建築物及びその他

建築著作を含む。」と示されている。さらに、著作の「複製」に関し、著作権法第 3
条 1 項 5 号において、「複製：印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記録又はその他の

方法により、直接、間接的、永久的又は一時的に翻案することをいう。脚本、音楽の

著作物若しくはその他これに類する著作物の上演、又は放送時にそれを録音若しくは

録画する行為、又は建築著作物については、建築設計図又は建築模型に従って建築物

を建築する行為もこれに含むものとする」と規定されている。よって、建築設計図又

は建築模型に従って建築物を建築する行為も「複製」に該当するので、「建築物」の意

匠は、著作権法により保護される著作物となり得る。ただし、建築物に該当するとし

ても、著作物の保護要件である「創作性」を備えなければ、著作権を享受することが

できない。 
 
一方、建築物は意匠登録出願の対象となり得るかについて、2005 年版の意匠審査基

準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」においては、「ハウス、橋梁など

の建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」は18、意匠の物品に該当しないため、

当時の（2004 年 7 月 1 日より施行）専利法第 109 条の「意匠とは、物品の全部の形

状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規定を満

                                                   
18 台湾知的財産局、2005 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意

匠の定義」「1.3 意匠物品」、p.3-2-3 
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たしていないとして、拒絶すべきであることが規定されている。すなわち、以前、建

築物などの不動産は意匠登録出願の対象ではなかった。しかし、2013 年版の「第三篇

意匠実体審査」「第二章 意匠とは」において、意匠の定義が改訂され、意匠の物品

に該当しないものから、上記「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産

のデザイン」が削除された19。これにより、動産のみならず、建築物などの不動産も、

意匠登録出願の対象となり得るようになった。 
 
前記「第四節 意匠権と商標権の関係」において列挙した、登録済みの店舗や建築

物の意匠のほか、例えば、次のようなマンションや建築物も意匠として登録されてい

る。 
 

建築物に関する意匠登録 

意匠登録D194301号 

「建築物」 

 

意匠登録D183690号 

「建築物」 

 

  

                                                   
19台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意

匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、2013 年 6 月 20 日、p.3-2-3 
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意匠登録D187698号 

「建築物」（部分意匠） 

 

意匠登録D184365号 

「建築物」（部分意匠） 

 

 

 

 

意匠登録D169301号 

「組み立て式建築物の一部」（部分意匠） 

 

意匠登録D163807号 

「山形の温室」 

 

意匠登録D160912号 

「連結ハウス」 

 

 

意匠登録D178046号 

「ハウス」（部分意匠） 
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と と 相 点 
 

以下、意匠と著作権との主な相違点を「対象の違い」、「登録出願手続きの有無」、

「権利の期間の違い」、「権利範囲の違い」に分けて説明する。 
 
 
1  
 
意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる、産業上の利用可能性を

有する意匠物品の外観を保護の対象とする。 
 
一方、著作権は、産業上の利用可能性を要件とせず、思想や感情、文化を含む精神

的な創作を保護の対象とする。 
 
 
2 有無 
 
意匠は出願主義であるので、保護を受けるためには、意匠登録出願を行わなければ、

意匠権を取得できない。 
 
一方、著作権は創作主義を採用するので、著作者が著作物を創作した時点で、著作

権が発生し、主務官庁に出願する必要はない。（著作権法第10条） 
 
 
3 い 
 

台湾では、現行の専利法第135条により、意匠権の存続期間は出願日から起算して

12年をもって満了となるので、12年が過ぎたら、意匠権の効力は消滅し、その意匠は

パブリックドメインに帰し、何人もそれを実施することができる。 
 
一方、著作権法第30条、33条により、著作権の存続期間は、著作物を創作した時点

から、著作者（自然人の場合）の死後50年、又は公表された時点から50年（法人の場

合）までである。 
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4  
 
「第三章 台湾における意匠の登録要件」「第二節 どのような意匠が登録出願でき

るか」の節の説明のように、意匠登録出願の際、登録を受けようとする意匠が適用さ

れる一つの物品を意匠の名称として記載しなければならない。つまり、取得した意匠

権の効力が及ぶものは、出願の際に記載された意匠の名称により確定された意匠物品

と同一又は類似の物品のみである。そのため、たとえば、キャラクターのデザインを

有する包装紙や生地という意匠物品で意匠登録出願した場合、その権利範囲は、同一

又は類似のキャラクターのデザインを有する同一又は類似の包装紙（又は生地）の物

品にのみ権利が及ぶ。第三者がキャラクターのデザインを立体の物品（例えば、マグ

カップやTシャツ）に付し、又はそのキャラクターを立体のおもちゃに再現して実施

した場合、その意匠権により侵害を排除することができない。又は、キャラクターの

形をした貯金箱という意匠物品で意匠登録出願した場合、第三者がそのキャラクター

のデザインを類似しない物品（例えば、キーホルダー）に実施したとき、その意匠権

により侵害を排除することができない。 
 
これに対し、著作権法の場合は、著作者の「創作性」を保護するので、著作者が絵

画や本などで平面的に創作されたキャラクターや花などのデザインを、第三者が立体

の物品（例えば、マグカップやTシャツ）上に、平面形状又は立体形状で付した行為、

又はそのキャラクターを立体の物に再現した行為は、当該キャラクターなどのデザイ

ンの「翻案」（原文：「改作」、以下は「翻案」）行為にあたる。これらの「翻案」行為

が、著作権法における「著作財産権の制限」に該当する第44～65条に規定の「フェア

ユース」に該当するものでなければ、著作権者の著作権を侵害することになる。 
 
よって、人気漫画やアニメ、映画などのキャラクターのデザインを、第三者がカー

ドやマグカップなどの様々な商品に付し、又はキャラクターそのものを立体化してお

もちゃにしたキャラクター商品を作った場合は、著作権法にいう「翻案」行為にあた

るので、著作権により侵害を排除することが可能である。 
 
 

ラクタ 品 
 

キャラクター商品は 3 次元空間における実体の形状を有する有体物であるので、

「新規性」と「創作性」があるものであれば、意匠登録の要件を備えており、意匠登

録出願により権利化することが可能である。例えば、下記のキャラクター商品の意匠

登録例がある。ただし、意匠権の権利範囲は同一又は類似の物品にのみ権利が及ぶの

で、第三者がキャラクター商品の意匠権のデザインを当該意匠権に係わる物品と類似

しない物品に適用した場合、権利が及ばないため、意匠権者はキャラクター商品の意
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匠権により侵害を排除することができなくなる。また、キャラクター商品は日用品や

工業用品と異なり、通常、そのキャラクターのデザインを多種類の物品に転用・応用

できるので、意匠権により、全ての実施可能物品態様をカバーするためには、実施可

能な物品の種類の数だけそれぞれ意匠登録出願する必要があると考えられる。たとえ

ば、下記の意匠登録 D117706 の「キーホルダー」に係わる意匠物品はキーホルダーで

あるので、仮に第三者がこのキーホルダーのキャラクターのデザインをぬいぐるみ、

又は貯金箱に適用して商品化した場合、ぬいぐるみと貯金箱はいずれもキーホルダー

とは、同一でも類似でもない物品であるため、これらの商品は意匠登録 D117706 の権

利範囲に入っておらず、当該意匠権により権利行使ができない。 
 
日本と同様に、台湾の著作権法は創作主義を採用している。しかし、著作権に基づ

き権利行使する場合、まず著作物の創作主体、時点、範囲を立証しなければならない。

実務上、それを立証するには高い壁となるため、権利者は、著作権のほか、確実に権

利行使できるように、権利の存在を別途立証する必要がない意匠権を取得することが

好ましい。 
 

意匠として登録されたキャラクター商品 

意匠登録 D193742「キャラクターおもちゃ」 

 

意匠登録 D187050「ぬいぐるみ」 

 
意匠登録 D170471「ぬいぐるみ」 

 

意匠登録 D117706「キーホルダー」 
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一方、前記のように、著作者が絵画や本などで平面的に創作されたキャラクター、

又は立体的に創作されたキャラクター商品は、「著作権法第5条1項各号の著作内容の

例示」における図形著作に関する例示2の(4)「美術著作：絵画、版画、漫画、スケッ

チ、書道、文字絵、彫刻、美術工芸品及びその他の美術著作を含む。」に例示されて

いる絵画や、美術工芸品などの美術著作に該当し、著作権法により保護される。第三

者がそれを立体の物品（例えば、マグカップやT シャツ）に平面形状又は立体形状で

付した行為、又は立体のキャラクターを再現した行為は、当該キャラクターなどのデ

ザインの「翻案」行為にあたるため、これらの「翻案」行為が、著作権法における「著

作財産権の制限」に該当する第44～65条に規定の「フェアユース」に該当するもので

なければ、著作権者の著作権を侵害することになり、著作権者は著作権により侵害を

排除することが可能である。 
 
なお、キャラクター商品のキャラクターのデザインが識別力を有し、商品又は役務

の関連消費者が当該商標を付した商品又は役務の出所を認識でき、他人のものと区別

できるデザインであれば、商標登録出願をすることもできる。たとえば、下記の商標

登録例がある。商標登録を受けることにより、出願時に指定された商品又は役務に関

して識別力を有することが認められ、立体商標として商標登録できれば、指定された

類似商品区別の商品について第三者がそのキャラクターのデザインで商品化した場

合、商標権者は当該商標権により侵害を排除することができる。 
 
 

商標として登録された企業のキャラクター 

立体商標登録第 1191815 号「大同坊や」 

 

立体商標登録第 1263090 号「郵便坊や」 

 
立体商標登録第 1509634 号「福来る鮭」 

 

登録第 1869282 号「MY MELODY」 
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と公平取 法の （

 
 

に 店 ン  
 

2005 年版の意匠審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」において

は、「意匠に適用される物品は、三次元空間における実体の形状を有する有体物でな

ければならず、性質上、予定の用途、機能を有し、かつ、固定形態を備える動産であ

って消費者により独立に取引できるものでなければならない」ことが規定され、「ハ

ウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」は20、意匠の物品に

該当しないため、当時の（2004 年 7 月 1 日より施行）専利法第 109 条の「意匠とは、

物品の全部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」

との規定を満たしていないとして、拒絶すべきであることが規定されている。そのた

め、以前、建築物や室内設計などの不動産に係わる意匠は、意匠登録出願の対象とは

ならなかった。その後、台湾の知的財産局は、意匠保護の実務の変遷に鑑み、2013 年

版の「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」において、意匠の定義を改訂し、

上記「動産でなければならない」との規定が削除するとともに、意匠の物品に該当し

ないものから、上記「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイ

ン」を削除した21。これにより、動産のみならず、建築物などの不動産も意匠登録出

願の対象となり得るようになり、建築物や、不動産のデザインに関する意匠が登録さ

れるようになった。しかし、これまで登録された件数はそれほど多くない。店舗及び

室内のデザインに関しては、例えば、下記の 8 件の登録意匠がある。一方、建築物の

登録意匠に関しては、「第五節 意匠権と著作権の関係 （キャラクタ商品含む）」

において紹介されたものがある。 
  

                                                   
20 台湾知的財産局、2005 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意

匠の定義」「1.3 意匠物品」、p.3-2-3 

21台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意

匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、2013 年 6 月 20 日、p.3-2-3 
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登録意匠 

意匠登録D193475号 

「店舗」（部分意匠） 

 

意匠登録D179616号 

「店舗」（部分意匠） 

 
意匠登録D175323号 

「商店の外観」 

 

意匠登録D174192号 

「商店の外観」 

 
意匠登録D163891号 

「飲食店の店舗の一部」（部分意匠）

 

意匠登録D182008号 

「部屋の一部」（部分意匠） 
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形式で使用することにより、他人の営業内容又は役務の

設備又は活動と混同誤認を生ぜしめること。 

 
上記規定のとおりに、公平取引委員会が第 22 条を適用するときに、3 つの要件を

満たしているか否かを判断しなければならない。1 つ目の要件は、使用されている他

人の名称又は外観及び／又は表示は著名であるか否か、2 つ目の要件は、当該他人の

名称又は外観及び／又は表示が同一又は類似する役務において、同一又は類似する

表示で使用されているか否か、3 つ目の要件は、他人の営業内容又は役務の設備又は

活動と混同誤認を生じさせるか否かである。権利者が上記第 22 条により公平取引委

員会に被疑侵害者を告発するとき、この 3 つの要件を満たしていることを明確に証

明しなければならない。実際の案件を見ると、公平取引委員会がこの 3 つの要件を

満たしているか否かを審理する際は、著名であるか否か、類似であるか否か、一般

の消費者に混同誤認を生じさせるか否かなどを考慮し、かなり厳しい基準で判断し

ているように思われる。 
 
また、上記第 22 条を適用できない場合は、同法の第 25 条に更に定められている

「本法に別途規定がある場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得

る欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為をしてはならない」との条文により、

被疑侵害者の行為は、一般の消費者に一定の程度の混同誤認を生じさせたことによ

り、取引秩序に影響を及ぼしたことを公平取引委員会に対して主張することが考え

られる。 
 
以下、公平取引法に基づいて店舗デザインの侵害を主張した関連事件について説

明する。 
 
 

1: 会 2005 年公処字 094088 分 
本 の  
告発人である台湾ケンタッキー社（台湾肯德基）は、公平取引委員会に対し、「吮指王咔拉脆雞

社及び卡拉商行社は、いずれもその経営する店舗に、台湾ケンタッキー社の商標『KFC』『SDG』

に類似する『KLG』及び『SDC』などをその著名な外観及び／又は表示としてフライドチキン

を販売するとともに、台湾ケンタッキー社の周知された赤、白、青の三色の組合せの内装デザ

インも模倣しており、当時の公平取引法第 20 条 1 項 1 号と 2 号（注：現行の第 22 条 1 項 1 号

と 2 号）に違反し、また、その看板や、公告、メニューには赤、白、青の三色の組合せを模倣

しているなど、明らかに創作性のない模倣行為であり、告発人の知名度を利用した欺罔行為又

は明らかに公正さを失する行為であり、公平取引法第 24 条（注：現在の第 25 条）の規定に違

反している」とも主張した。 
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告発人の商標 被告発人の商標 

被告 人の反 容 
被告発人は、「赤、白、青の三色はそれぞれ、純潔と衛生、調和と服務、吉祥と富を象徴してお

り、欧米ではこの三色を経営理念の象徴とすることが多く、また、被告発人が経営する店は、

告発人の綺麗に内装された店舗と異なり、綺麗な内装はない」と反論した。 

 

公 会  

(1)公平取引委員会は、「告発人の商標はその商品の出所を表彰することができ、関連事業者又は

消費者に一般的に知られる著名な外観及び／又は表示であることを認めた一方で、赤、白、

青の三色の組合せは同業者の間によく見られるものであり、『著名な外観及び／又は表示』

の要件を満たしていない」と認めた。 
 
(2)また、公平取引委員会は、「告発人の店舗は通常 2、3 階あるのに対し、被告発人は 1 階しか

なく、両者の店舗の規模は異なり、また、商品の単価もかなり異なるため、消費者が取引す

るときに混同誤認を生じさせるおそれがない。よって、公平取引委員会は、被告発人の行為

は公平取引法第 20 条 1 項 2 号の規定に違反していない」と認めた。 
 
(3)一方、公平取引委員会は、「告発人の商標は一般的に知られる著名な外観及び／又は表示であ

り、被告発人が看板やメニューなどに告発人と類似する赤、白、青の三色の組合せを使用す

る行為は、混同誤認を生じさせるとまでは行かないが、全体的に見れば、告発人の商業上の

名誉を積極的に利用した欺罔行為又は明らかに公正さを失するものに該当し、公平取引法第

24 条（注：現在の第 25 条）の規定に違反する」と認めた。よって、公平取引委員会は、被

告発人に対し、その行為を直ちに停止するように命じるとともに、35 万台湾元の過料を課

した。 
 

 
 

2: 財 98 2009 1  

本 の  

(1)本件事件において、サンドイッチなどを販売する著名なサブウェイ（SUBWAY）を経営する

米国企業 DOCTOR’S ASSOCIATES INC.（控訴人）は、「被控訴人である砂堡潛艇堡社は、
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『SUBBER』を名称とする店舗で、同様にサンドイッチの専門店を営んでいる。また、その

商号である『SUBBER』が『SUBWAY』に類似し、かつ、店舗内外のデザインと関連営業

設備も『SUBWAY』に類似し、明らかに控訴人の『SUBWAY』のチェーン店の外観やデザ

インを模倣しているため、控訴人の営業又は役務と混同誤認を生じさせ、公平取引法第 20
条 1 項の規定に違反する」と主張した。 

 
(2)また、控訴人は、「たとえ上記行為が模倣行為とはならなくても、被控訴人は控訴人のサンド

イッチ市場における知名度を利用し、控訴人のチェーン店の外観やデザインを模倣し、かつ

同一の業務を営んでいることは、消費者に混同誤認を生じさせ、控訴人の知名度を利用した

欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為であり、公平取引法第 24 条（注：現在の第 25 条）

の規定に違反する」とも主張した。 
 
(3)台北地方裁判所での一審では、控訴人である原告の訴えは全て棄却された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

控訴人の商標 被控訴人の商標 
 

人の反 容 

(1)被控訴人は、「控訴人が提出した外観及び／又は表示内容はいずれも、消費者に『SUBBER』

と『SUBWAY』を混同誤認させて連想させる程度のものではない。また、控訴人の営業上の

名誉を利用したことでもないので、被控訴人が『SUBBER』を使用できない理由はない。こ

のことは、既に公平取引委員会の 2008 年 7 月 17 日付決議で明らかになった」と主張した。 
 
(2)被控訴人は、「控訴人は、その第 49639 号『SUBWAY』、第 48351 号『SUB』、及び第 114573

号『SUBWAY〈devicemark〉』の商標が著名商標であることを理由に、被控訴人の登録され

た第 1109777 号『SUBBER 及び図』の商標に対して異議を申し立てたが、知的財産局は両

者が異なると判断し、2005 年 3 月 23 日に不成立の処分を下した」とも主張した。 
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公 取引  
(1)知的財産裁判所は、控訴人の緑の下地に白／黄色文字の「SUBWAY」の看板は、営業の著名

な外観及び／又は表示であり、関連事業者又は消費者に一般的に知られる著名な外観及び／

又は表示であることを認めた一方で、「被控訴人の『SUBBER』と控訴人の『SUBWAY』の

意味は異なり、商標の概念も異なり、通常の知識と経験を有する消費者であれば区別できる

ものである。また、被控訴人の『SUBBER』は既に商標として登録されており、かつ、被控

訴人の『SUBBER』商標に対する異議申立ても棄却されたので、被控訴人が『SUBBER』

商標を使用する行為は、公平取引法第 20 条 1 項 2 号の規定に違反しない」と認めた。 
 
(2)また、知的財産裁判所は、「控訴人の SUBWAY の店舗デザインに使用されている緑色と黄色

の組合せは、一般的に存在する色であり、控訴人はその色の組合せを商標として登録出願し

ておらず、当該色の組合せにより関連事業者又は消費者に、一般的にその役務を認識させる

機能があることも証明できないため、当該緑色と黄色の組合せは著名な外観及び／又は表示

ではない」と認めた。また、知的財産裁判所は、控訴人が指摘した被控訴人の使用している

同一のメニュー、玄関の「OPEN」のネオンサイン、ドリンクバー、床のタイルの設計につ

いて、「これらは営業上の慣用の容器、包装、外観であり、役務又はその出所を表彰できる機

能がないので、公平取引法にいう著名な外観及び／又は表示ではない」とした。また、知的

財産裁判所は、「公平取引委員会も、前記内装に使用されている色は、公平取引法第 20 条 1
項 2 号に規定の著名な外観及び／又は表示ではないと認めた」こと23を指摘した。 

 
(3)更に、公平取引法第 24 条（即ち、現在の第 25 条）の規定に係わる主張につき、知的財産裁

判所は、「当該第 24 条の適用は、抽象的要件が過度に拡張されて自由競争を不当に制限する

ことがないよう、厳格に行うべきである」と指摘するとともに、「被控訴人は、控訴人の看板

の緑の下地に白／黄色文字の組合せを使用しておらず、かつ、上記のように、注文看板、玄

関の『OPEN』ネオンサイン、ドリンクバー、床のタイルの設計などは著名な外観及び／又

は表示ではなく、被控訴人も一部が異なるように改変したので、控訴人と被控訴人の店舗デ

ザインは異なり、消費者が一般的な注意を払えば、営業主体が異なることに気づけるはずな

ので、商業上の名誉を利用する又は高度に模倣することがなく、公平取引法第 24 条の規定

に違反していない」と認めた。 
 
(4)よって、知的財産裁判所は控訴人の控訴を棄却した。また、控訴人が更に上告したところ、

最高裁判所は二審の判決を維持し、上告を却下した24。 
 
 
 

                                                   
23公平取引委員会 2008 年 7 月 17 日公参字第 0970006271 号通知。 
24最高裁判所 2011 年台上字第 124 号民事裁定、2011 年 1 月 20 日。 
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上記事例のように、店舗デザインなどのトレードドレスへの侵害の有無について、

公平取引委員会及び知的財産裁判所は厳しい基準で類似であるか否か、一般の消費者

に混同誤認を生じさせるか否かを判断しているので、公平取引法に基づいて第三者が

店舗デザインを模倣していると主張する場合は、一般の消費者に混同誤認を生じさせ

る程度に模倣の類似度が高いか否か、また、類似度の高い部分が独自に創作したデザ

インであるか又は商業上慣用のものであるかを慎重に検討する必要がある。公平取引

法に基づく主張は、登録され確定した権利範囲を有する権利に基づく主張ではないた

め、自分の権利範囲がどこまで及ぶのかを確定するのは困難な面がある。一方、意匠

に関しては登録制度が設けられており、権利範囲は公告された図面により確認できる

ので、意匠権への侵害の主張が認められるか否かは、一般的に比較的判断しやすい。 
 
よって、権利の存在及び権利範囲の明確性の観点から言えば、定かでないトレード

ドレスの権利を主張するよりも、専利法の規定に基づいて登録され、対比するデザイ

ンが確定された意匠権を主張するほうが好ましいと思われる。したがって、従来より

運営してきた自社店舗については、自他識別力を強めつつ、一般の消費者に他人の店

舗と混同誤認を生じさせるかを見極めた上で、商標法及び公平取引法に基づいて権利

を守る。一方、新しく立ち上げるブランドの店舗については、立ち上げる前に、その

店舗デザインの各独特な構成要素に新規性と創作性があるかを検討し、あれば、積極

的に意匠登録出願を行うべきである。例えば、店舗で使用されるオリジナルの、建築

物の外観、店舗の外装、テーブルやカウンターのレイアウト、店舗の看板、商品の包

装紙又は包装容器、接客カウンター、イメージキャラクター像、店舗内の家具（ロビ

ーチェア、接客ソファー、陳列棚、陳列テーブルなど）など自社店舗デザイン全般、

従業員の制服のデザインについて、意匠登録出願の要否を検討する。また、台湾では

部分意匠制度もあるので、新規性と創作性の有無を考慮しつつ、店舗デザインの中心

要素でない部分を変更しても意匠権が及ぶように、部分意匠制度を利用し、権利範囲

のより広い意匠権を取得することが好ましい。 
 
なお、2015年2月4日に施行された改正公平取引法により、既に商標登録を取得してい

る場合は、商標法に基づき権利行使すべきであり、公平取引法に基づき権利行使する

ことができなくなったので（公平取引法22条2項）、ご留意いただきたい。 
 
 
【公平取引法】 
第 22 条 事業者がその営業において提供する商品又は役務には、以下

の行為があってはならない。 
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1. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、

包装、外観又はその他他人の商品を示す表徴を、同一の又

は類似する商品において、同一の又は類似する形式で使

用することにより、他人の商品と混同誤認を生ぜしめ、又

は、当該表徴を使用した商品を販売、運送、輸出又は輸入

すること。 
2. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、標章又はその他他

人の営業内容、役務を示す表徴を、同一の又は類似する役

務において、同一の又は類似する形式で使用することに

より、他人の営業内容又は役務の設備又は活動と混同誤

認を生ぜしめること。 
前項にいう氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、包装、

外観又はその他他人の商品を示す表徴について、法により登

録出願して商標権を受けた場合は、適用しない。 
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第四 から 録まで

 
 

の と 処

 
 

行意匠 査 
 

特許や意匠、商標は属地主義であるので、日本など外国で権利を取得して

も、台湾で実施する場合は、外国で取得した権利により保護することができ

ないため、台湾でも特許や意匠、商標などの出願が必要である。意匠登録出願

について言えば、出願前に出願される意匠と同一または類似のデザインがあ

るか否かを調査して確認することが考えられる。 
 
台湾で登録されている意匠権の調査をする場合は、台湾の知的財産局が運

営している「中華民國專利資訊檢索系統」（日本語訳：「中華民国専利情報検索

システム」）のウェブページを利用して調査することができる。当該ウェブペ

ージは、日本の「特許情報プラットフォーム」と同様に、何人でも無料で利用

することが可能である。下記の「中華民國專利資訊檢索系統」のホームページ

における「專利檢索」から「簡易檢索」や「布林檢索」（日本語訳：「ブーリア

ン検索」）などの検索モードを選択できる。なお、当該検索システムは、右上

にある「English」を選択すれば、書誌事項に関して英語で調査も可能である。 
 
例えば、「文房具」に関連する登録意匠を調査する場合、キーワードとして

台湾の用語である「文具」をテキストボックスに入力するとともに、右側にあ

るプルダウンメニューから「專利名稱」を選択し、さらに、下方にある、書誌

事項及び代表図に対応するチェックボックスに表示させたい項目にチェック

を入れて指定し、そして、画面の中央にある「查詢」（日本語訳：「調査」）の

ボタンをクリックすれば、下記の図のように、意匠の名称に「文房具」を含む

登録意匠の指定された書誌情報及びその代表図が一覧表示される。これによ

り、自社が出願または実施したい文房具に関し、過去に台湾で同一または類

似の意匠が意匠権として登録されているか否かを確認することができる。な

お、ロカルノ分類を入力することによる調査も可能である。 
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名 具 と ワ 表示  

 
また、台湾では、意匠権の存続期間は出願日から起算して 12 年をもって満

了となるので、先の検索画面で「申請日」（日本語訳：「出願日」）に現時点か

ら 12 年前の日付を入力して一覧表示される意匠権を存続期間内のものに限

定して「查詢」のボタンをクリックすれば、意匠権の存続可能期間内の意匠権

のみが一覧表示される。或いは、画面の上方の部分にある「案件状態」の「核

准」（日本語訳：「登録」）と「撤銷」（日本語訳：「取消し」）と「消滅」の三つ

の状態に対応するチェックボックスのうち、「撤銷」と「消滅」についてチェ

ックを外して「查詢」のボタンをクリックすれば、現在有効の意匠権のみが一

覧表示される。これにより、自社が出願または実施したい文房具に関し、現

在、台湾で同一または類似の意匠の意匠権が存在しているか否かを確認する

ことができる。 
 
また、意匠登録出願段階での審査経過（包袋）については、台湾の知的財

産局が運営している「專利公開資訊查詢」（日本語訳：「専利公開情報検索」）

のウェブページを利用して調査することができる。当該ウェブページは、無

料で審査経過（包袋）の電子ファイルをダウンロードすることができる。 
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公開 ジ 
https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do 
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1. 出願 

 

専利法の規定に基づき、意匠登録出願は願書、明細書及び図面の全て

が提出された日を出願日とする。 

 

一方、出願時に中国語（繁体字）の明細書及び図面を提出できない場

合は、ひとまず外国語書面をもって出願し、定められた期間（4 ヶ月間、

2 ヶ月の延長可能）に中国語訳を補完すれば、外国語書面を提出した日

が出願日となる。 

 

意匠登録出願時に必要な書類及び資料は以下のとおりである。 

 

（1）願書 

 

意匠登録出願の願書には、以下の事項を明記しなければなら

ない。 

 

 意匠の名称 

 意匠の種類（全体、部分、画像、関連又は組物意匠） 

 関連意匠登録出願の場合は、本意匠の登録出願番号 

 創作者の氏名、国籍 

出願時には、創作者名の繁体字中国語表記を申告しな

ければならならないが、不明な場合は、ひとまず仮の繁

体の中国語表記で出願し、その後、訂正を請求すること

ができる。 

 出願人の氏名又は名称、国籍、住居所又は営業所 

願書には、出願人の氏名又は名称、住所などを繁体字

で表記しなければならない。代表者がいる場合は、その

氏名も明記しなければならない。 

中国語の社名については、出願手続上の便宜を図るた

め付けられるもので、意匠登録によって、その社名等の

中国語表記の社名等により権利が影響を受けることは

ない。また、会社名の登録がなくても、権利に影響を与

えることはない。ただし、同一の出願人又は権利者であ
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また、代表図として、斜視図、又は意匠を最もよく表すことが

できる図面を指定しなければならない。その他の補助図面（例え

ば、使用状態図、透明な部分を示す図、各部の名称を示す参考図

など）を提出することも可能である。図面作成の詳細な注意事項

については、「第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と

訂正」をご参照いただきたい。。 

 

（4）委任状 

 

台湾に住所又は営業所がない者が意匠登録を出願する場合は、

代理人に委任しなければならない。委任状に所定の書式はなく、

日本語、英語いずれも認められるが、その中国語訳を併せて提出

しなければならない。 

 

現行の知的財産局実務では、既に提出した包括委任状は、同一

出願人のすべての出願に援用することができる。個別委任状をも

って出願することも可能であるが、１出願ごとに提出しなければ

ならない。委任状の公証、認証は不要である。(添付資料一及び

添付資料二の包括委任状、個別委任状のフォームを参照) 

 

また、委任状等の書類は、写しでの提出が可能である。出願人

が「（委任状等の）電子データは原本と同一である」と申し立て

れば、記名捺印した委任状を PDF 化したものを知的財産局に提

出することができる。 

委任状の知的財産局提出期限は、出願日から 4 ヶ月である。こ

の補完期限は、必要であれば、更に最長 2 ヶ月間の延長を請求す

ることができる。 

 

（5）優先権証明書 

 

出願時に優先権を主張する場合は、優先権証明書を基礎出願の

出願日(基礎出願が複数ある場合は最初の優先日)から 10 ヶ月以

内に提出しなければならず、期間を延長することはできない。 
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また、委任状等の書類は、写しでの提出が可能である。出願人

が「優先権証明書の電子データは、原本又は正本と同一である」

と申し立てれば、優先権証明書の原本をスキャンした PDF ファ

イルを知的財産局に提出することができる。 

 

（6）グレースピリオド主張及び必要書類 

 

詳細は、「第三節 意匠の優先権とグレースピリオドの主張」

を参照のこと。 

 

2. 方式審査 

 

知的財産局は、出願書類及び手続が形式的及び手続的な要件を満たし

ているかについて方式審査を行う。出願書類又は手続に不備があった場

合は、4 ヶ月の期間を定めて、出願人又は代理人に補正するよう通知す

る。この補正期間は 2 ヶ月間の延長を請求できる。 

 

補正期限を経過しても補正されなかった場合、知的財産局は出願を受

理しない。 

 

3. 実体審査 

 

方式審査で不備がなかった出願に対して、審査官は、第三章の「第二

節 どのような意匠が登録出願できるか」及び「第三節 意匠登録を受

けるための要件」において説明した要件を含み、専利法で定められる拒

絶理由の有無について審査を行い、次のいずれかに該当する場合は、期

間を定めて、意見書又は補正書を提出するよう出願人又は代理人に通知

する。 

 

全 類 について  

 

 保護対象ではないものを意匠登録出願した。 

 意匠が視覚に訴える形状、模様、色彩又はこれらの結合ではない。 
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 意匠説明書に、意匠に関わる物品の名称、意匠の説明、図面の説

明及び図面が記載されていない、又は意匠説明書及び図面におけ

る開示が明確かつ十分でないことにより、当業者がその内容を理

解できず、それに基づいて実施することもできない。 

 外国語出願において、中国語翻訳文及びその翻訳文の誤訳の訂正

が出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えている。 

 出願時の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超える補

正がされた。 

 分割後の出願が原出願時の意匠説明書又は図面に開示されてい

る範囲を超えている。 

 特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された

出願が原出願時の明細書、請求の範囲又は図面に開示されている

範囲を超えている。 

 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性を備えていない。 

 登録出願に係る意匠と、その出願より先に出願され、その後初め

て公告された意匠登録出願の意匠説明書又は図面の内容とが同

一又は類似である。 

 同一又は類似の意匠について 2 以上の意匠登録出願がある場合、

後から出願されたもの、又は出願日、優先日が同日の出願の間で

協議が成立しなかった。 

 1 出願で複数の意匠を請求した(単一性要件違反) 

 

に  

 

 関連意匠の出願日が原意匠の出願日より早い。 

 関連意匠の出願を原意匠登録の公告後に行った。 

 原意匠と類似せず、他の関連意匠とのみ類似する意匠を関連意

匠として出願した。 

 出願変更後の意匠又は関連意匠が原出願の意匠説明書又は図面

に開示されている範囲を超えている。 

 

 

 

 組物意匠に係る 2 以上の物品が同一の類別に属しない、又は慣
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習上、組物として販売又は使用しなかった 

 

前記一定の期間について、出願人が在外者ではない（台湾出願人）場

合、意見書及び補正書の提出期間は 2 ヶ月間（さらに最大 2 ヶ月間の延

長が可能）である。出願人が在外者（外国出願人）の場合、意見書およ

び補正書の提出期間は 3 ヶ月間（最大 3 ヶ月間の延長が可能）である。 

 

4. 査定 

 

審査（初審査又は再審査）を行った場合、審査官は査定書を作成しな

ければならない。意匠登録を受けることができない事由が発見されず、

又は出願人の応答により全ての拒絶理由が解消され、かつ、他の拒絶理

由がない場合は、登録査定される。 

 

審査意見通知書に対して意見書の提出又は補正を行っても、拒絶理由

の全てを解消することができなかった場合は、拒絶査定される。 

 

5. 再審査 

 

再審査の制度は台湾の独特の審査制度であり、実体審査を再度行うこ

とである。初回の審査で受けた拒絶の査定に不服がある場合、査定書送

達の日から 2 ヶ月以内に再審査請求書及び再審査理由書をもって再審査

を請求することができる。再審査の段階でも同様に知的財産局の審査官

が担当して再度審査する。通常はよりシニアの審査官が担当する。 

 

出願人がとりあえず再審査理由書を提出せず、再審査請求書でのみ再

審査を請求した場合は、4 ヶ月以内に再審査理由書を補完するよう通知

される。指定期間内に補完できない場合も、期限の前に期間延長請求の

理由を提出すれば、原則 2 ヶ月間の猶予が与えられる。猶予期間が過ぎ

ても補完しなかった場合、再審査請求は受理されないが、不受理処分の

送達前に適法に補完された場合は、受理される。 

 

再審査請求があった場合、知的財産局は原審査に参与しなかった審査

官を指定して審査に当たらせる。審査官は拒絶理由の有無について再審
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査を行い、拒絶理由があると認める場合は、出願人に意見書、補正書を

提出するよう通知する。それでも拒絶理由が解消されなかった場合は、

再審査拒絶査定を行う。 

 

6. 公告、意匠登録証の交付 

 

許可査定を受けた意匠で、査定書送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年

目の年金が納付されたものは、公告と同時に登録証が交付される。期間

を経過しても納付しなかった場合は、公告されず、その意匠権は最初か

ら存在しなかったものとされる。意匠権は公告の日から発生する。査定

後の登録手続の詳細については、「第八節 登録手続」及び「第十節 意

匠権取得後どのように権利を維持するか」を参照のこと。 

 

 

7. 訴願及び行政訴訟 

 

再審査を請求しても拒絶査定され、拒絶査定に不服がある場合、査定

書の送達から 30 日以内に、訴願法に基づいて、知的財産局の上級機関で

ある経済部訴願審議委員会に訴願を提起することができる。一般的に、

訴願の審理は 4～6 ヶ月を要する。 

 

さらに、訴願決定を不服とする場合は、訴願決定書送達の翌日から 2

ヶ月以内に知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。一般的

に、行政訴訟の審理は 4～6 ヶ月を要する。 

 

8. 無効審判 

 

登録された意匠に無効事由(専利法第 71 条)がある場合、何人も証拠を

提出して無効審判を請求することができる。無効審判に関する詳細は、

第五章の「第一節 無効審判」をご参照いただきたい。 
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意  

 

現在の台湾意匠実務において、優先権主張が認められるか否かの判断

基準は、比較的柔軟に運用されており、意匠出願の図面の内容が優先権基

礎出願の明細書又は図面の全ての内容に実質的に開示されているか否か

で判断される。後願の図面に開示された意匠が異なる視覚効果を有せず、

当業者が優先権基礎出願の図面及び明細書の補助的説明で開示された内

容により直接的に知り得るものである場合、当該意匠は「同一の意匠」で

あると認められる。また、コーナーの R 角を少々修飾するなど、意匠の外

観の細部に変化を加えたものの、全体の視覚効果に著しい影響を与えない

場合は、依然として「同一意匠」の範囲に属する。 

 

1 加） 

 

＜1-1＞ 

優先権基礎出願では、「ボトル」の立体図のみが開示されているが、

台湾出願では、立体図及び六面図をもって出願された。 

 

意匠の外観がシンプルな円柱形である場合、優先権基礎出願に開示さ

れていない六面図を追加したとしても、当該六面図の開示内容は、当業

者が直接的に知り得るものであるので、両者は「同一の意匠」に該当す

る。よって、優先権の主張は 。 

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

＜1-2＞ 
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優先権基礎出願では、「電子レンジ」の前パネルの意匠のみが開示さ

れているが、台湾出願では、部分意匠として出願された。 

 

優先権基礎出願に開示されていない部分が「意匠登録を受けようとし

ない部分」として破線で表示されている場合、当該部分が単なる平面で

あれば、当業者が直接的に知り得るものであるので、両者は「同一の意

匠」に該当する。よって、優先権の主張は め 。 

 

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

 

2 可 な  

 

優先権基礎出願では、ケースとベルトを含む「腕時計」が開示されて

いるが、台湾では、「ケース」のみが出願された。 

 

台湾出願の「ケース」がその優先権基礎出願に開示されている「ケー

ス」部分と同一の意匠であれば、優先権の主張は 。 
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※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

 

 

3（ 数の優先権  

「筐体」及び「ベルト」の 2 つの優先権基礎出願をもって、台湾で複

数の優先権を主張し「腕時計」を出願した、又は「筐体」の優先権基礎

出願に基づき、「ベルト」を結合させた創作をもって、台湾で部分優先

権を主張し「腕時計」を出願した場合、優先権の開示内容は、結合した

全体が含まれておらず、台湾での後願と同一の意匠ではないので、それ

らの複数優先権又は部分優先権の主張は、 。 
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※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

 

4 不可な ） 

 

優先権基礎出願では、花模様の「包装紙」の平面意匠が開示されてお

り、当該意匠はサイズが異なる複数のパターンにより構成された全体的

な意匠であるが、台湾出願では、模様の一部のみを分離して出願された。 

 

当該「包装紙」の意匠の花模様が融合して一体となったもので、外観

上分離できない意匠であり、「包装紙」の物品の実体も破壊せずに 2 つ

に分けることができない場合、下図右の意匠は優先権基礎出願と異なる

意匠であるので、優先権主張は め 。 

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

 

5 分意匠） 

 

＜5-1＞ 

 

優先権基礎出願では、カメラのレンズが「意匠登録を受けようとする

部分」であり、カメラ本体は「意匠登録を受けようとしない部分」であ

るが、台湾出願では、カメラ本体を「意匠登録を受けようとする部分」

に変更して出願された。 
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意匠権を受けようとする両者の範囲は異なるが、台湾出願に係る意匠

は優先権基礎出願に開示されている内容と「同一の意匠」であるので、

優先権の主張は 。 

 

※引用元：台湾意匠審査基準第三節第 5 章第 5 節 

 

＜5-2＞ 

 

優先権基礎出願は「包装紙の一部」であるが、台湾出願では優先権基礎

出願における「意匠登録を受けようとしない部分」が削除された。 

 

「意匠登録を受けようとしない部分」は、「意匠登録を受けようとする

部分」とその環境の間の位置、サイズ、分布関係解釈の基礎となるので、

当該部分の削除により両者は異なる意匠とされ、優先権主張は れ

い。 

 

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 
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6 意匠） 

 

優先権基礎出願には、プレーヤー、スピーカー及びアンプが含まれてい

るが、台湾出願は、プレーヤー及びスピーカーのみの「ステレオコンポ」

の組物意匠である。 

 

意匠権を受けようとする両者の範囲は異なるが、台湾出願に係る意匠

は優先権基礎出願に開示されている内容と「同一の意匠」であるので、優

先権の主張は れ 。 

 

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節 

 
 
 

ピ オ  
 
台湾では、意匠登録出願の内容がその出願より前にすでに公開された場合、原

則として意匠を受けることはできないが、特定の条件下で意匠が公開された後に

意匠登録出願した場合には、先の公開によってその意匠の新規性又は創作性が喪

失していないものとする、新規性喪失の例外規定及び創作性喪失の例外規定（グ

レースピリオドの規定。専利法第 122 条第 3 項）の適用を受けることができる。

なお、第三章の「第三節 意匠登録を受けるための要件」の「四．新規性・創作

性の喪失の例外」も併せてご参照いただきたい。 
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1. 適用要件 

 

現行の特許法では、過去の法令においてグレースピリオドの適用要件

とされていた「実験で公開された」「刊行物に発表された」「政府が主

催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示された」「出願人の

意図に反して漏洩した」との四つの制限が緩和され、保護の範囲が大幅

に拡大された。 

 

グレースピリオドの新たな適用要件は以下の二つである。 

 

 その公開が出願人の行為に起因する 

 出願人の意に反して公開された 

 

専利公報による專利出願の公開については、グレースピリオドが適用

されず、その公開事実に係る意匠の内容は、依然として、新規性及び創

作性の有無の判断基準となる先行意匠とされる。 

 

 

2. 主張期間 

 

グレースピリオドを主張する予定がある場合、最先の公開の事実が発

生した日（優先日ではなく）から起算して 6 ヶ月以内に、意匠登録を出

願しなければならない。 

 

また、2017 年 5 月 1 日付施行された上記専利法第 122 条では、改正前

の第 4 項の「出願人が前項 1 号及び 2 号の事情を主張する場合、出願人

にその事実及び年月日を明記するとともに、專利主管官庁が指定した期

間内に証明書類を添付しなければならない。」との規定が削除された。

これにより、グレースピリオドの適用に係る規定が緩和され、適用を主

張する時点は出願時に限定されず、出願の際に願書で申告せず、出願後

の審査や無効審判などの段階で状況に応じて主張することも可能となっ

た。 

 

なお、グレースピリオドの規定に該当する事実が複数発生した場合、
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その法定期間の計算方法は、最初に公開された事実の発生日を基準とす

る。 

 

 

3. 証明書類 

 

グレースピリオドの主張に必要な証明書類は、特定のフォームがなく、

公開の事実が発生した日が記載されている刊行物、書類、報道資料、パ

ンフレット、ニュースレター、又はウェブページなどで日付が明確に付

されているものであれば、原則的に認められる。台湾の実務では、日本

優先権基礎出願の「新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証

明書」のような書類を証明書類として直接に特許庁に提出することがで

きる。なお、出願人が「証明書類の電子データは原本と同一である」と

申し立てれば、証明書類の PDF ファイルを原本の代わりに台湾特許庁に

提出することができる。

グレースピリオドの規定に該当する事実が複数発生した場合、それぞ

れの事実は個別に主張しなければならないが、それらが「密接不可分」

の関係を有する場合、最初に公開された事実を示す証明書類のみを提出

すればよい。 

 

「密接不可分」の関係を以下に例示する。 

 

（1）数日間連続して行った実験 

（2）実験を公開して、その場で頒布した説明書 

（3）刊行物の初版と再版 

（4）シンポジウムの論文発表と、その後その成果に基づいて発行された

論文集 

（5）同一の展覧会における巡回展示 

（6）展覧会の展示と、その後発行された出展カタログ 

（7）同一論文の出版社のウェブページにおける先行発表と、その後の出

版社の刊行物による発表 

（8）学位論文の発表と図書館における陳列 
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明 書と図面 作成及 出 正 訂正 

 

 

専利法第 126 条によれば、意匠説明書及び図面は、当該意匠が属する技芸分野

の通常知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができ

るよう、明確かつ十分に開示しなくてはならない。「その内容を理解し、それに

基づいて実施することができる」とは、当該意匠の所属する分野において通常知

識を有する者が、明細書及び図面の両者全体の基礎として、出願時の通常知識を

参酌し、余計な憶測をせずとも、その内容を理解するとともにそれに基づいて専

利出願に係る意匠を製造することができることを言う25。 

 

 

書 面 作成 

意匠の明細書及び図面の作成は、意匠の分類及び先願の検索が容易にでき

るように、図面には意匠の「外観」を明確かつ十分に開示するとともに明細書

の意匠名称には対象とする「物品」を明確に指定しなければならない。詳細の

作成原則は、以下のとおりである。 

 

1. 書 

 

専利法施行規則第 50 条によれば、意匠出願に係る明細書には意匠名

称、物品用途及び意匠の説明を明記しなければならないが、現行の実務

では、「意匠の名称」と図面により「物品の用途」と「意匠の説明」が明

白に表されている場合は、記載しなくてもよい。例えば、第三章の「第

二節 どのような意匠が登録出願できるか」の「一．意匠は物品に適用

されなければならない」に紹介された例である。但し、実体審査で審査

官から明確でないと指摘された場合、「物品の用途」又は「意匠の説明」

を補充する必要がある。 

 

項目 記載原則 

意匠名称  意匠が応用される物品を指定しなければならない。 

                                                   
25台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第一章 明細書と図

面」、「第六章 補正、訂正及び誤訳の訂正、,2016 年 8 月 15 日、p.3-1-1～p.3-1-18、p.3-6-1～

p.3-1-25 
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 一つ以上の物品を指定してはならない。 

 意匠が物品のパーツである場合は、何の物品のどのパ

ーツであるかを明記しなければならない。 

 関連のない又は贅語の説明文字を記載してはならな

い。 

物品用途  意匠を施す物品の使用又は機能等の記述である。 

 物品用途が意匠名称又は図面に明確に記載されてい

る場合は、原則として、省略することができる。 

意匠の説明  意匠の形状、模様、色彩又はその組み合わせなどの記

述であり、意匠の特徴、及び図面に開示された意匠に

関連する内容を含む。 

 図面に開示された意匠に以下の状況がある場合は、意

匠の説明欄に明記しなければならない。 

1.図面の開示内容が「意匠登録を受けようとしない部

分」を含む場合。 

2.画像意匠に変化外観がある場合、変化の順序を明記

しなければならない。 

3.各図面間に同一、対称又はその他の事由により省略

がある場合。 

 図面に開示された意匠に以下の状況がある場合は、必

要に応じて意匠の説明欄に簡単に明記することもで

きる。 

1.材料特性、機能調整又は使用状態の変化によって、

意匠の外観に変化が生じた場合（以下、「変化外観を

有する意匠」）。 

2.補助図又は参考図を有する場合。 

3.組物意匠で意匠登録を出願する場合、その各構成物

品の名称。 

 

また、図面に開示された意匠に関連する内容について、以下のように

詳しく説明する。 

 

(1) う 分 含  
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図面の開示内容に「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登

録を受けようとしない部分」とを含む場合は、その両者を明確に区

別できる方法、例えば実線破線、半透明色付け、グラデーション色付

け、丸囲み、又はその他の方法によって表示しなければならない。ま

た、意匠の説明においてその表示方法について簡略に説明しなけれ

ばならない。 

 

台湾の審査基準第三篇第 1 章第 2.3.1 節には、表示方法についての

ついて簡略の説明を以下のとおり例示されている。 

 

 図面に開示された破線部分は、本件意匠が意匠登録を受けよ

うとしない部分である。 

 図面に開示された破線は、応用される運動靴を示し、本件意

匠が意匠登録を受けようとしない部分である。図面における

一点鎖線によって囲まれたものは、意匠登録を受けようとす

る範囲を限定し、当該一点鎖線自体は、本願において意匠登

録を受けようとしない部分である。 

 図面に開示されたグラデーション色付けは、本願において意

匠登録を受けようとしない部分である。 

 図面に開示された半透明色付けは、本願において意匠登録を

受けようとしない部分である。 

 

(2) 外 場合 場合 

 

変化外観を有する画像意匠をもって意匠登録を出願し、当該図面

に開示された複数枚の図が順に連続的な動的変化を表示する画像意

匠である場合、意匠の説明にその変化順序を明記しなけばならない。 

 

変化外観を有する画像意匠の詳細については、「第五節 特殊な出

願（部分意匠、関連意匠、画像意匠、組物意匠）について」をご参照

いただきたい。 

 

(3) 又 そ 由に 省 合 
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 意匠が立体である場合は、通常、立体図及び複数枚のその他の図

（例えば他の立体図、若しくは正面図、背面図、左側面図、右側

面図、平面図、底面図などの図）を用意しなければならないが、

各図間に同一、対称又はその他の事由がある場合は、一部の図を

省略し、意匠の説明に簡略に説明することができる。 

 

 普通の消費者が購入時若しくは使用時に注意を払わない部分で

ある、又は全体が平面であり意匠的特徴を有しない場合は、当該

視図を省略することができる。 
 
 

 

： 

 

 工具機、バイクや自動車などの物品： 

その底部が普通の消費者が購入時又は使用時に注意を払う

ことはなく、意匠的特徴を有さず、底面図を省略するととも

に、以下の内容を意匠の説明に記載することができる。 

 

「底面図は普通の消費者が購入時又は使用時に注意を払わな

い面であり、意匠的特徴を有しないため、省略する」 

 

 ある物品の厚さが極めて薄く、その極めて薄い面が、通常、普通

の消費者が購入時若しくは使用時に注意を払わず、又は簡単な

断面であり意匠的特徴を有しない場合は、当該面の視図を省略

することができる。 

 

： 

 

 薄板材物品： 

 

極めて薄い部分の視図を省略するとともに、以下の内容を

意匠の説明に記載することができる。 

 

「前、後、左側、右側面図は、厚さが極めて薄い簡単な断面
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であり意匠的特徴を有しないため、省略する」 

 

 部分意匠又は画像意匠をもって出願した場合、一部の図の開示

内容に「意匠が意匠登録を受けようとする部分」が含まれていな

い場合は、当該視図を省略することができる。なお、このような

場合、省略理由を意匠の説明に特に明記する必要はない。 

 

(4)変 外  

 

 意匠が、材料特性、機能調整又は使用状態によって外観に変化を

有する意匠である場合、必要に応じて図面に開示された「変化状

態図」又は「使用状態図」をもって簡略に説明しなければならな

い。 

 

 

 

 側蓋を開けてUSBプラグを取り出す使用状態図を有する場

合は、以下の内容を意匠の説明に記載することができる。 

 

「使用状態図は、本意匠において側蓋を開けて USB プラグ

を取り出す使用状態である」 

 

(5) 場合 

 

 図面に補助図（例えば断面図、拡大図）が別途描かれている場合

は、必要に応じて意匠の説明において、当該図が表示しようとす

る内容を簡略に説明しなければならない。 

 

 

 

 図面に断面図を含む場合、断面図の開示内容についての簡

略の説明を意匠の説明に記載することができる。 

 

「A-A 断面図に開示された斜線部分は、正面図における A-A
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端面の凹面特徴を示す」 

 

(6) 場合 

 

 図面に参考図が別途描かれている場合は、必要に応じて意匠の説

明において、当該図が表示しようとする内容を簡略に説明しなけ

ればならない。 

 

： 

 

 図面に参考図を含む場合、意匠とその他の物品又は使用環

境との関係について意匠の説明に簡略に記載することがで

きる。 

 

 

(7)組  

 

組物意匠をもって意匠登録を出願した場合は、必要に応じて意匠の

説明において、各構成物品の名称について意匠の説明に簡略に記載す

ることができる。 

 

2. 面 

 

専利法施行規則第 53 条第 1 項によれば、意匠の図面は、主張する意

匠の外観を十分に開示することができる図を備えなければならない。

また、専利法施行規則第 53 条第 2 項によれば、前記意匠の図面は、斜

視図、六面視図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面

図）、平面図、単位図又はその他の補助図とすることができる。 

 

 立  

 

意匠が立体である場合、斜視図を含まなければならない。 

 

 面  
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意匠が平面である場合、その意匠的特徴が当該物品上の平面的な

意匠にあるため、意匠を出願する図面は、立体図を省略し、正面図

及び背面図のみをもって表示することができる。 

 

意匠的特徴が片面のみにある場合は、正面図又は平面図のみをも

って表示することができる。 

 

意匠が連続的平面である場合は、当該平面的な意匠を構成する単

位図を含まなければならない。 

 

 面 作 法 

 

専利法施行規則第 53 条第 3 項によれば、図面は工業製図方法を

参照して、墨線図、コンピュータグラフィックス又は写真で表現し、

それぞれの図面を 3 分の 2 に縮小するときにも図面の各細部を明

確に認識できるようにしなければならない。 

 

六面図を作成するときには、墨線図、コンピュータグラフィック

ス又は写真という三種類の作成方法のうち、単一の 1 種類の方法の

みを選択して図面を作成しなければならない。2 種類以上の作成方

法により作成された図面を混ぜてはならない。 

 

 に て長い 合 
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意匠に係る物品が極めて長い場合、下図に例示するように、当該

物品の中間部分を一部省略して、「断裂線」により示すことができ

る。 

 

引用元：台湾知的財産局 2017 年 7 月 20 日版「設計專利之

圖式製作須知」（日本語訳「意匠図面作成ガイドライ

ン」）

  

 

意匠を十分に開示するために、例えば、次のような補助図を描く

こともできる。 

 

図面名称 目的 

断面図 
意匠の形状が複雑な場合、更に断面図に

より外観の輪郭を示すことができる。 

局所拡大図 

意匠の局所の特徴が小さすぎて明確に表

現できない場合は、更に局所拡大図によ

り示すことができる。 

使用状態図 

変化外観を有する意匠の場合は、使用状

態図により示すことができる。 

*各変化状態図は、単独に意匠権を主張す

ることができない。 

*登録の対象に属しない部材や部品が含ま
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れる図面である場合、使用参考図又は

参考図としなければならない。 

 

 参  

 

図面の開示内容には、意匠物品以外の物品や、部品、環境、各部

材の説明などを含む場合、図面名称に「参考」という文字を追加し

なければならない。例えば、「参考図」、「使用状態参考図」、又は、

「○○を追加した参考図」。 

 

なお、専利法施行規則第 53 条第 6 項によれば、参考図と標記し

た場合、意匠権の範囲の解釈に用いることはできない。 

 
 色彩 主張 場合 

 

意匠に色彩の主張がある場合、図面には、その色彩を具体的に表

示しなければならない。また、出願人は主張する色彩を明確に表示

するため、意匠の説明において指定する色彩の工業色見本番号（パ

ントン色見本）を明記又は色カードを添付することもできる。 

 

 に色彩 主張 い場合 

 

意匠に色彩の主張がない場合、図面は墨線図、グレースケールの

コンピュータグラフィックス、又はモノクロ写真の方法で表すべき

で、図面にその色彩を施し、「図面に開示された色彩は、意匠登録

を受けようとしない部分である」と意匠の説明において説明するの

みではならない。 

 

 

正 

 

明細書又は図面の補正は、出願日から査定書が送達される前の期間内、

かつ意匠出願が初審又は再審査に係属している段階に行わなければならな

い。補正は、請求により又は職権で行う。出願が初回の審査を経て「拒絶査
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定」の査定書が出願人に送達した後の場合は、出願人は再審査を請求して、

出願を再審査段階に係属させてから始めて補正を提出することができる。

査定書が既に発行されたが、出願人に送達される前においては、出願人に

よる明細書又は図面の補正は依然として受理しなければならない。 

 

明細書又は図面の補正により新規事項の導入（new matter）となってはな

らない。即ち、補正後の内容が出願時の明細書又は図面から直接に知られ

るものではない場合、その補正が出願時の明細書又は図面の開示範囲を超

え、新規事項の導入と見なされる。 
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 例 1（意匠の名称のみに対する補正） 

補正前 補正後 

化粧箱 

 

ハンドバッグ 

 

補正前及び補正後の用途がいずれも携帯用品であることは直接に知られるため、出

願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 め れ 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 

 

 例 2（部分意匠） 

 2-1 

補正前 補正後 

カメラ 

 

カメラのレンズ 

 

補正後の「カメラのレンズ」という部分意匠は、出願時の図面に開示されているため、

出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 当 補正

る。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 
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 2-2 

補正前 補正後 

カメラのレンズ 

 

カメラ 

 

補正後の「カメラ」という全体意匠は、出願時の図面に開示されているため、出願時

の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 当 補正 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 

 

 2-3 

補正前 補正後 

カメラのレンズ 

 

カメラの本体 

 

補正後の「カメラの本体」の部分意匠は出願時の図面に開示されているため、出願時

の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 補 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 
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 2-4 

補正前 補正後 

発光パネル 

 

発光パネルの一部 

 

出願時の図面の既有部分の実線を破線に変更したものであるが、補正により表現さ

れた意匠は、出願時に開示されておらず、直接に知られないため、出願時の明細書又

は図面の開示範囲を超えている。 当 補正 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 

 

 2-5 

補正前 補正後 

携帯電話 

 

携帯電話の一部 

 

出願時に開示された内容から、どの線又はデザイン単位を選択して意匠を受けよう

とする部分である実線に変更するのかについて直接に知られないため、出願時の明

細書又は図面の開示範囲を超えている。 な 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 
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 2-6 

補正前 補正後 

パッケージの一部 

 

パッケージの一部 

 

補正後の内容（一点鎖線の追加位置）は出願時の図面から直接に知られるため、当

正 。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 

 

 2-7 

補正前 補正後 

瓶の一部 

 

瓶の一部 

 

補正後の内容（一点鎖線の追加位置）は出願時の図面から直接に知られないため、

め れ い。 

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節 
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三 正 

 

専利法第 139 条第 1 項によれば、意匠権者は、次の各号の事項についての

み、意匠説明書又は図面の訂正を請求することができる。 

 

1. 誤記又は誤訳の訂正。 

2. 不明瞭な記載の釈明。 

 

また、訂正できる時点は、以下のとおりである。 

 

1. 意匠権を取得した後、意匠権者が自発的に訂正を請求する。 

2, 意匠出願について、他人から無効審判が請求され、意匠権者が答弁と同

時に訂正を提出する。 

 

また、専利法第 139 条第 2 項によれば、訂正は、誤訳の訂正を除き、出願

時の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。第 139 条

第 4 項の規定により、訂正は、公告時の図面を実質的に拡大又は変更しては

ならない。 

 

公告の図面の実質的拡大又は変更には、次の二つの状況が含まれる。 

 

1.  面 正 告 面 容 に実 大又

 

 

前述したとおり、参考図と標記した場合、意匠権の範囲の解釈に用

いることはできない。したがって、例えば、「使用状態図」を「参考

図」に訂正する場合、当該訂正は、図面の実質的拡大に属するもので

あるため、認められない。一方、「参考図」を「使用状態図」に訂正

する場合、当該訂正は、図面の実質的変更に属するものであるため、

認められない。 

 

2 面 正 記 正 公告

面 大又 場合 
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例えば、出願時の意匠の名称に記載した「自動車」を「玩具の車」

に訂正した場合、当該図面に訂正が行われないが、意匠が応用される

物品が実質的に変更される。したがって、当該訂正は、図面の実質的

変更に属するものであるため、認められない。  
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殊な出 （ 匠 連 匠 匠 組物意匠）について 

 

 

第三章「第一節 台湾の意匠制度」で説明したように、現行の台湾の専利法に

より、物品の全体の外観について出願する通常の意匠制度のほか、部分意匠、画

像意匠、関連意匠、及び組物意匠などの特殊な意匠制度も設けられている。以下

は、実際の登録例をもって説明する。 

 

分意 制  

 

1．部分意匠の定義 

 

現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、

色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」により、物品の一部

の意匠に関してもその形状、模様、色彩又はこれらの結合からなる視覚に訴える

創作の出願、即ち「部分意匠登録出願」を行うことが可能である。意匠物品の創

作の新規な特徴ポイントを絞ってその部分について意匠登録を受けることがで

きる。部分意匠の意匠権を権利行使する際は、意匠登録を受けた部分のみについ

て対比するため、権利範囲はより広くなり、実務では、部分意匠制度を利用した

出願は非常に多い。 

 

 

2．明細書と図面の作成原則 

 

項目 作成原則 

意匠名称  意匠の名称に指定される物品と意匠登録出願に係る意

匠の実質的内容を一致させるように、物品の一部の部品

を部分意匠として出願するときは、当該意匠の名称には

何の物品の何の部品であるかを明記しなければならな

い。 

 当該部分意匠が物品の部分的特徴について意匠登録を

受けようとするが物品の何の部品であるかを明記しに

くい場合は、意匠の名称の欄には「物品」又は「物品の

一部」と記載しなければならない。 
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物品用途  主に「意匠登録を受けようとする部分」について使用方

法又は機能の説明を記載する。 

意匠の説明  主に「意匠登録を受けようとする部分」の外観特徴につ

いて説明する。 

 意匠の説明の欄には、「意匠登録を受けようとしない部

分」の表示方法について簡単な説明を行わなければなら

ない。 

記載例： 

1.「図面に開示された破線部分は、本願意匠の意匠登録

を受けようとしない部分である」 

2.「図面に開示されたグレースケールで着色した部分は、

本願意匠の意匠登録を受けようとしない部分である」 

3.「図面に開示された半透明で着色した部分は、本願意

匠の意匠登録を受けようとしない部分である」 

4.「図面に開示された破線部分は、その応用されたスニ

ーカーの物品を表すもので、本願意匠の意匠登録を受

けようとしない部分である。図面における一点鎖線で

囲まれた部分は、本願意匠の意匠登録を受けようとす

る範囲を特定するもので、当該一点鎖線自体は、本願

意匠の意匠登録を受けようとしない部分である」 

図面  一部の図に「意匠登録を受けようとする部分」が何も含

まれていない場合、その図は省略することができる。 

 「意匠登録を受けようとする部分」及び「意匠登録を受

けようとしない部分」については、明確に区別できる表

示方法、例えば実線破線、半透明色付け、グラデーショ

ン色付け、丸囲み、又はその他の方法によって表示しな

ければならない。 

 実線、破線又はその他上述の方式によって「意匠登録を

受けようとする部分」と「意匠登録を受けようとしない

部分」をすでに区別しているが、「意匠登録を受けよう

とする部分」の範囲が依然として具体的かつ明確に表現

されていないとき、出願人は、その他の点線の方法（例

えば、一点鎖線）によってその境界範囲を描くことがで

きる。 
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意 制  

 

1．画像意匠の定義 

 

現行の専利法第121条2項の「物品に応用するためのコンピューターアイコン

（icons）及び図形化利用者インターフェイス（Graphical User Interface, GUI）も、

本法により意匠登録を出願することができる」との規定により、電子製品や、コ

ンピュータ、通信機器などの使用と操作に用いられるアイコン又は図形化利用者

インターフェイスの創作の出願、即ち「画像意匠登録出願」を行うことが可能と

なった。 

 

画像意匠は、ディスプレイ装置を通して表示され一時的に存在する「模様」又

は「模様と色彩の結合」であり、物品に適用してはじめて意匠の定義を満たす。

このような意匠は、通常、IT製品に使用でき、かつ製品の表示装置を通して表示

できるため、意匠物品の規定を満たすので、当該画像意匠を適用可能な各種IT製

品についてそれぞれ出願する必要はない。26 

 

2.明細書と図面の作成原則 

 

項目 作成原則 

意匠名称  画像意匠の出願に関する意匠の名称は、「何の物品の画

像」又は「何の物品のグラフィカルユーザーインターフ

ェース」と記載すべきであり、「画像」自体のみ、又は

「何の物品」のみの記載は認められない。 

 意匠登録を受けようとする内容は、画像意匠及びその応

用される物品（又は物品の部分）が同時に含まれている

場合、例えば、意匠登録を受けようとする内容に、携帯

電話全体の形状及びそのスクリーン上の画像が同時に

含まれている場合は、意匠の名称の欄に、「画像を具える

携帯電話」と記載すべきである。 

物品用途  画像意匠が応用される物品の使用又は機能等の補助的

                                                   
26台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第九章 画像意匠」、

2016 年 8 月 15 日、p.3-9-1 
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説明を記載する。 

 画像意匠が応用される物品がスクリーン、モニター又は

ディスプレイパネルである場合、一般的にはその物品の

用途について特に説明する必要がなく、省略することが

できる。 

 当該画像意匠が特定の物品分野で応用され補助的に説

明する必要がある場合は、この欄に当該画像意匠が応用

される物品の用途を記載することができる。 

 物品の用途の欄には、当該意匠の属する技術の分野にお

ける通常の知識を有する者に当該意匠の内容を理解さ

せるために、物品に応用される画像の使用方法又は機能

説明を記載することができる。 

意匠の説明  主にコンピューター生成アイコン及びグラフィカルユ

ーザーインターフェースの外観特徴について説明する。 

 画像意匠についての出願に係る図面は、通常、部分意匠

の開示方式により、明確に区別できる表示方法で「意匠

登録を受けようとする部分」と「意匠登録を受けようと

しない部分」を表現しなければならない 

 変化外観を有する画像意匠をもって意匠登録を出願し、

複数枚の図が含まれている場合、意匠の説明に当該複数

枚の図の変化順序を明記しなけばならない。 

例1：意匠説明に「正面図1ないし正面図5は、外観が順次

に連続的な変化を生じる画像意匠である」と記載す

る。 

 

 

例2：意匠説明に「正面図1から正面図の変化状態1ないし

正面図の変化状態3への変化を生じることができ、
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複数の外観変化を有する画像意匠である」と記載す

る。 

 

図面  通常、部分意匠の開示方式により、明確に区別できる表

示方法で「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登

録を受けようとしない部分」を表現しなければならな

い。 

 画像意匠において「意匠登録を受けようとする部分」は、

通常、スクリーン、モニター又はディスプレイパネルの

前面にある平面図形である。したがって、正面図又は平

面図のみで表現し、その他の図を省略することができ

る。 

 外観が変化する画像意匠について意匠登録出願する際、

2以上の図面により変化前後又は重要な変化の過程にお

いて画像意匠を表現することで、はじめて意匠登録出願

に係る意匠を十分に表現することができる。

 当該画像意匠の「意匠登録を受けようとしない部分」に、

その応用される物品及び排除しようとする画像意匠の

部分が同時に含まれている場合は、 以上の表示方法で

「意匠登録を受けようとしない部分」を表示することが

できる。 

 図面に平面図形自体が開示されているだけで、破線で応

用される物品が表示されておらず、かつ、意匠説明書に

もその応用される物品が記載されていない場合は、「実

施可能要件」の規定を適用するのではなく、画像意匠の

定義を満たしていないことを理由として、その画像意匠

の意匠登録出願について拒絶すべき旨の査定をしなけ

ればならない。 
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意匠登録D163165号 

「飲料製造装置の図形化利用者インターフェイス」 

 

 

 

三 関連意匠制度 

 

1．関連意匠の定義 

 

現行専利法第127条1項により、同一人が2以上の類似する意匠を有する場合、

意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。この場合は、2以上の

類似する意匠のうち、1つを本意匠とし、その他を当該本意匠に類似する関連意

匠として出願することができる。ただし、関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似

しない意匠は、関連意匠として出願することができない。27

関連意匠制度は、第137条の規定により、単独で主張することができ、かつ、

権利範囲はその類似の範囲にも及ぶ。 
  

                                                   
27台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第十一章 関連意

匠」、2016 年 3 月 22 日、p.3-11-1 

- 119 -





 

 

意匠登録D183669号（本意匠） 

 

 

意匠登録D183670号（関連意匠） 

 

意匠登録D192032号（本意匠） 

 

 

意匠登録 D192033号（関連意匠） 

 

制度 

 

1．組物意匠の定義 

 

専利法第129条1項の規定により「一意匠一出願」原則であり、つまり、意匠登

録出願は、1つの意匠ごとに出願しなければならず、複数の意匠を1件の出願で出

願することはできない28。 

 

同第129条2項の規定により、習慣上、複数の物品が組物として販売又は使用さ

れる場合、これらの複数の物品の意匠を1件の出願で出願することが例外的にで

きる。 

 
                                                   
28台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第十章 組物意匠」、

2016 年 8 月 15 日、p.3-10-1 
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2.明細書と図面の作成原則 

 

項目 作成原則 

意匠名称  意匠の名称が簡単・明瞭で、かつ、それに組物の意匠の保護

対象が具体的に含まれるように、上位概念の名称によって指

定するとともに、「一組」、「一セット」、「組」又は「セット」

等の用語を冠するべきである。 

 組物の意匠登録を受けようとする部分が当該組物を構成す

る物品の一部（部品）又は部分的な特徴である場合、又は当

該組物の意匠の一部について意匠登録を受けようとしない

場合は、その意匠の名称も部分意匠の記載規定を満たさなけ

ればならない。 

 当該組物の意匠に画像意匠が同時に含まれている場合、例え

ば、意匠登録を受けようとする部分に DVD オーディオセッ

ト及びそのスクリーンで表示された画像が同時に含まれて

いる場合、意匠の名称の欄には「画像を含む DVD オーディ

オセット」と記載すべきである。 

物品用途  組物の意匠の用途、使用方法又は機能について説明をし、必

要な場合は、各構成物品の用途についても説明する。 

意匠の説明  組物の物品からなる全体としての視覚的外観の意匠特徴、例

えば、組物の物品を並べたことにより生じた全体的な視覚効

果、又はすべての物品の中に具備する共通の意匠特徴等、に

ついて行わなければならない。 

 図面に開示された各構成物品の名称を補助的に説明するた

めに、「意匠の説明」欄で簡単に説明することもできる。 

図面  組物の意匠は2以上の物品を含むものであり、当該組物の意

匠外観を十分に開示できるよう、一般的には、図面上で各構

成物品すべての図をそれぞれ開示するとともに（例えば、各

構成物品の斜視図及び六面図をそれぞれ開示）、組物の物品

を含み、かつ、当該組物の意匠の代表となる図を少なくとも

1枚は開示しなければならない。 

 組合せた状態で、各図において当該組物の物品を開示しいて

いるものは、すべての構成物品の外観を十分に開示できてい

る場合、このような方法によって表現することもできる。 
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よ ある拒絶理由の類型及 そ 対処方法 

 

 

本節は、よく見られる拒絶理由の類型及びその対処方法について例を挙げて紹

介する。また、登録されて公開された意匠について、その出願・審査経過の書類

情報は、台湾の知的財産局が運営している「專利公開資訊查詢」（日本語訳：「専

利公開情報検索」）のウェブページを利用して調査することができる。 
 

*「專利公開資訊查詢」のホームページ： 
https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-
C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do 
 
 

備 

 

1. 名 品  

 
例えば、本件意匠登録出願は、出願の明細書の意匠名称が「ブラケッ

ト」である。審査階段では、審査官は、本願の意匠名称が施す物品を明

確に指定しておらず、明細書の【物品の用途】には、施す物品の用途、

及びどのような物品に用いられるのかについて明確に記載していないと

指摘した。 

 

対 方法  

 

「意匠名称」を「ブラケット」から「ヘッドマウントディスプレイ用ブ

ラケット」に補正するとともに明細書の【物品の用途】に「本件意匠に

係る物品は、ヘッドマウントディスプレイに用いられる」との内容を追

加することにより、意匠登録を受けることができない理由を解消する。 

 

 

2. 用 が  
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例えば、本件意匠登録出願は、出願の明細書における【物品の用途】

に、「本件意匠に係る物品は、カートリッジである」との内容のみが記

載されている。審査階段では、審査官は、本件意匠の明細書における【物

品の用途】に、意匠に係る物品の用途、即ち、どのような物品に用いら

れるかが明確に記載されていないと指摘した。 

 
対応方法  

 

【物品の用途】に「本件意匠に係る物品は、イオン発生機本体、空気清

浄機、加湿機、エアコン等に着脱するためのイオン発生素子カートリッ

ジであり...」などの内容を追加することにより、意匠登録を受けること

ができない理由を解消する。 

 

 

3. 商 文字 う 分としない場合 明

に い  

 
例えば、本願意匠に係る包装容器の上部の文字「サプリラボ」及び

「SAPURILABO」については、審査階段では、審査官は、本願意匠に係る

物品の上部の文字「サプリラボ」及び「SAPURILABO」が商標であれば、

明細書に、当該文字が意匠を主張しない部分であることを明確に記載す

ることが可能であると提案した。 

 

対 方法  

 

意匠物品の上部にある文字「サプリラボ」及び「SAPURILABO」、下

部にある数行のごく小さい文字、及び背面の説明文字などの模様は、本

願の意匠を主張しない部分である内容を明細書に追加することにより、

当該部分の模様は意匠登録を受けようとする部分ではないことを説明す

る。 

 

なお、このように説明を補足することにより、侵害対比の際は、上記

排除された各文字的模様の部分については考慮されない。 
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作性 し 

 

1. に し 出 作性  

 
本件意匠登録出願は、引例意匠に示されているデザインを容易に修飾

すれば完成できるものである、又は引例意匠との相違点は単に公知の意

匠の転換や置換え、組合せにすぎず、かつ、全体の外観が引例意匠に類

似し特殊な視覚的効果を生じさせないので、進歩性を備えない。 

 

対 方法  

 

創作性を備えないとの指摘に対する対応方法は、案件ごとの状況にも

よるが、引用された先行意匠と対比しつつ、容易に完成できず、かつ特

殊な視覚的効果を生じさせたことを主張する必要がある。一般的には、

次のような要領で対応することが考えられる。

 

 本件意匠と引例との比較的顕著な相違箇所をできるだけ洗い出す。

但し、主張された相違箇所が細部の修飾になりすぎて登録される意

匠権の権利範囲が過度に制限されてしまうことがないよう、注意す

る必要がある。 

 本件意匠と引例との図面を並べて、洗い出された相違箇所を具体的

に説明すると同時に、本件意匠のデザイン手法がどのように引例の

デザイン手法と異なるのかを説明する。 

 相違箇所及び異なるデザイン手法により、本件意匠がどのような、

引例にない異なる特殊な視覚的効果を看者に与えているのかを説

明する。

 引例にない透明や透光性の材質のデザインにより、内部を透視可能

な特殊な視覚的効果を生じるような特徴があるのか。但し、この主

張により、登録される意匠権の権利範囲も透明や透光性の材質を有

するものに制限されてしまう可能性があるので、注意する必要があ

る。
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 部分設計であれば、登録を受けようとする部分の意匠物品における

位置、大きさ、及び分布関係が引例と明らかに異なる場合は、それ

により創作性を主張する。

 日米欧などの主要国において審査を経て登録された実績や、デザイ

ン賞（例えば、GOOD DESIGN 賞）を取った実績があれば、創作性

を裏付ける証拠としてその事実を強調する。

 意匠物品の実物を見た方が、引例と異なる視覚的効果を生じたこと

がより分かるようなものであれば、面談を請求し、実物を審査官に

見せる。

 
 

. と本 匠と  

 

1. 箇 幅 異 り と

と と と  

 
審査階段では、審査官は「本願の関連意匠に係る物品は、後側に阻板

を有さず、本体の右側の幅が小さく、かつ、本体の頂面の開孔形状が本

意匠と異なる」という理由で、関連意匠とその本意匠とが類似しておら

ず、関連意匠を独立意匠に出願変更しなければならないと指摘した。 

 

法  

次のような対応方針に基づいて応答し、関連意匠として登録できること

を主張することが考えられる。 

 

1. 本件関連意匠とその本意匠との共通した意匠特徴及び視覚的効果を

説明する。例えば、つぎのような共通した意匠特徴及び視覚的効果を

主張する 

 

： 

（A） 関連意匠とその本意匠は、いずれも、前面に円形状の開口が設置

され、円形状を構成する各円は不連続な孔により形成されたもの

である。 

（B） 関連意匠とその本意匠は、いずれも、頂面と底面のそれぞれの右
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後側方に下り斜面と上り斜面を備える。 

 

共 た 効果： 

右側視において放熱フィンが当該円形状の開口から識別できるとと

もに、右側部も中央部から後方に向かって漸縮するという共通した視

覚的効果を生じさせた。 

 

2.台湾の専利情報検索システムにより、本件関連意匠とその本意匠との

類似性を裏つけられるような関連意匠登録例があるのかを調査し、本

件の関連性を主張することが考えられる。 

 

 

2. 関 本意 と 色  

 
審査階段では、関連意匠とその本意匠の物品（箱体）の色が類似して

いないとして、本願とその本意匠間の類似性を否定した。 
 

対 方法  

 

台湾の関連意匠実務では、2 つの色の相違が軽微であれば、関連意匠

としても認められる可能性があるが、色の相違が大きい場合（例えば、

赤と緑、青と黄色など）、関連意匠としても認められない。本件関連意

匠とその本意匠とは、物品の形状と模様に係るデザインが類似している

が、主張する色（ピンクと金色）は類似しているとは言えないため、本

件関連意匠を独立意匠へ出願変更することにより、意匠登録を受けるこ

とができない理由を解消する。 
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分割出 及び出 変更 

 
 

 

 

台湾の意匠制度は、専利法第 129 条 1 項の規定により「一意匠一出願」原

則であり、つまり、1 つの意匠ごとに意匠登録出願しなければならず、複数の

意匠を 1 件の出願で出願することはできない。意匠が実質的に 2 つ以上の意

匠である場合、専利法第 130 条により、知的財産局により分割するよう通知

され、又は自発的に分割を請求することができる。また、明細書又は図面の一

部の開示内容が意匠登録の対象として出願していない（例えば、参考図に開示

されている、意匠登録の対象以外の内容がある）場合でも、出願人は、当該一

部の開示内容について自発的に分割出願することができる。 
 

なお、2 つ以上の物品で組物意匠を出願したが、当該構成物品が異なる類別

に属するものである、又は習慣上組物として販売又は使用されるものではな

いと認められた場合も、分割出願する必要がある。 

 

分割出願は、原出願の再審査の査定前に行わなければならない。優先権主

張に伴う出願について、優先権主張の効果が引き続き認められる。 

 

また、特許出願は、専利法第 34 条 2 項 2 号の規定により、初回の審査で登

録査定された場合は、登録査定書を受領した日の翌日から 30 日以内に分割出

願が可能であるのに対し、意匠登録出願の場合は当該第 34 条 2 項 2 号のよう

な規定がないため、登録査定書を受領した後は分割出願ができない。 

 

 

 

意匠登録を出願した後、意匠の種類が適切ではない場合は、その他の種類

の専利に出願変更することができ、特許又は実用新案の出願後に意匠出願に

出願変更することができる。同じ種類の変更出願については、意匠出願後に関

連意匠出願に出願変更する、又は関連意匠出願後に意匠出願に出願変更する

ものがある。出願変更された場合、原出願の出願日をその変更後の出願の出願

日とされる。 

 

- 129 -



 

 

 

1. 変更可能な態様 

 

 他の種類への変更 

（1）特許から意匠への出願変更 

（2）実用新案から意匠への出願変更 

（3）意匠から実用新案への出願変更 

 

 同種類への変更 

（1）独立意匠から関連意匠への出願変更 

（2）関連意匠から独立意匠への出願変更 

 

2. 時期的制限 

 

変更の種類 変更不能な時期 

(いずれか一つに該当する場合、変更不能となる) 

特許￫意匠 

意匠￫実用新案 

独立意匠￩￫関連意匠 

1.原出願について、許可をすべき旨の査定書又は

処分書が送達された後。 

2. 原出願について、拒絶をすべき旨の査定書が

送達されてから2 ヶ月が経過している。 
実用新案￫意匠 1.原出願について、許可をすべき旨の査定書又は

処分書が送達された後。 

2. 原出願について、拒絶をすべき旨の処分書が

送達されてから30 日が経過している。 

 

3. 出願変更の繰り返し 

 

原出願が一旦変更出願を経て、当該原出願が実体審査を経て、1 回目の審

査意見通知書が発行された場合、「重複審査禁止」の法理に基づき、以下の

状況を含め、1 回目の審査意見通知書が発行された場合、変更出願後の専利

出願を再び原出願の種類に変更することはできない。 

 

(1)意匠から実用新案へ変更し、再び意匠へ変更する場合。 

(2) 独立意匠から関連意匠へ変更した後、再び独立意匠へ変更する場合。 
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(3) 関連意匠から独立意匠へ変更した後、再び本意匠の関連意匠へ変更す

る場合。 

 

一方、関連意匠が変更を経て独立意匠となり、再び本意匠以外の独立意

匠の関連意匠に変更する場合は、重複審査の事情がないため、その変更は

受理することができる。 
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三 公告 延期 
 
公告の延期を希望する場合は、登録料及び年金の納付と同時に、最長 6 ヶ

月間の公告延期を請求することができる。 
 

登 費用 
 
 
 
 
 
 
 
 

四 登 証 交付 
 

登録証は意匠権が登録設定されたことを証明するものであり、1 発明に 1
枚のみが交付される。意匠権が複数の権利者に共有されている場合も同様で

ある。 
 

登録証には、以下のことが記載されている。 
 
1.登録証番号 

 英文字 1 字（Design の頭文字 D）と、6 つのアラビア数字から成

る。 
 アラビア数字は、公告の通し番号である。 

2.意匠の名称 
3.意匠権者 
4.創作者 
5.意匠権の存続期間 
6.発行日 

 

登録証が紛失、遺失又は破損した場合、意匠権者は理由を記載した書面を

もって、再発行又は書換えを請求しなければならない。  

登録手続費用 

  

登録料 NT$1,000 

1 年目の年金 NT$800 

公告延期の請求 無料 
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意匠公告を らせる 秘密にする）方法 

 
 

現在、台湾意匠出願の平均審査期間は、約 4～6 ヶ月である。商品の発売前に

意匠公報が発行され、意匠の内容が公告（公開）されることは、知財戦略上、好

ましくない。台湾には、日本のような秘密意匠制度はないが、次の方法により意

匠の公告を遅らせることができる。 

原 書 出 中 書

う  
 

現行の台湾特許庁実務においては、外国語明細書（アラビア語、英語、

フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペ

イン語）又は簡体字中国語明細書でひとまず出願しておき、後日、台湾中

国語明細書を提出することができる。 

 

当該台湾中国語明細書の補完期間は、外国語明細書を提出してから 4 ヶ

月である。この補完期間は、必要であれば、更に 2 ヶ月間の延長を申請す

ることができる。 

 

したがって、上述した台湾中国語明細書の補完という制度を活用する

方法により、意匠の公告を最大 6 ヶ月遅延させることができる。 

 
 

実体  
 

台湾では、2018 年 7 月 1 日より、意匠の実体審査開始延期制度が導入

された。要件は、以下の二つである。 

 

1. 審査意見通知書又は査定書が発せられていないもの 

2. 分割出願がされていないもの 

 

即ち、通知書受領済みの場合、又は分割をした場合は、意匠の実体審
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査延期を請求できない。また、請求は取り下げることができるが、再び

請求することはできない。 

 

請求できる時期は、出願と同時、又は出願後（上記二つの要件を満た

すべき）であり、手数料は無料である。実体審査開始延期制度を請求す

る際に、請求書に審査続行開始日を明記(例：「2018 年 12 月 1 日から実

体審査を続行」等)しなければならない。 

 

意匠の実体審査延期制度を請求する場合は、出願日（優先権を主張す

る場合は優先日）から最長 1 年間を延期期間として申請することができ

るため、日本基礎出願の優先権主張期間の最終日に優先権を主張して出

願するとともに、前記 1 の方法により、外国語明細書をもって出願し、

その後、中国語明細書を提出期限日に提出するのと同じ効果を生じる。 

 

三. 告 延期  

 

上記「第八節 登録手続」でも述べたとおり、意匠の公告は、最長 6

ヶ月間の延期請求が可能である。さらに、登録料の納付期間は登録通知

書の受領日から 3 ヶ月間であるので、納付期限日に登録料を納付すると

ともに、公告の延期を請求すれば、最長で 9 ヶ月間公告を遅らせること

ができる。 

 

 

四. 前 法 公  

 

前記一から三の方法を併用すれば、意匠の公告は、優先権基礎出願の

出願日（優先日）から最長で 2 年 3 ヶ月間遅らせることが可能となる。 
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2. 年金 減免 

意匠権者が自然人又は台湾の学校である場合、年金の減免が受けられ

る。意匠権者が外国の学校、又は台湾若しくは外国の中小企業である場

合、書面をもって年金の減免を請求することができる。意匠権が 2 以上

の権利者により共有されている場合、全ての権利者が減免請求の要件を

満たしてなければならず、規定の手続きが完了してはじめて年金の減免

を受けることができる。 

 

年金減免の要件を満たしている場合、1 年目から 6 年目までの年金の

減免が受けられる。意匠権者は 3 年又は 6 年の減免を一度に請求する、

又は 1 年目から 6 年目までの各年度に請求することができる。各年度の

減免額は、下表のとおりである。 

 

各年度の減免額 

年  自然人（低所得者は除外）、

学校又は中小企業 
自然人（低所得者） 

1 ~ 3 NT$800 全額 
4 ~ 6 NT$1,200 全額 

7 年目以

降 
減免なし 全額 

 
3. 年金 追 及 利回  

 
納付期限日までに年金を納付できなかった場合も、期限日から 6 ヶ月

以内であれば、年金を追納することにより権利を維持することができる

が、納付が完了するまで、毎月、年金の 20%（上限 100％）が加算され

る。追納期間を経過しても納付されなかった場合、その意匠権は元の納

付期限日の翌日に遡って消滅する。 

 

追納期間の徒過が故意ではない場合、権利の回復期間（原追納期間満

了日から 1 年以内）に年金の 3 倍の額を追納すれば、権利を回復できる。 
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4. 年金 返  

 
年金を過納又は誤納した場合、その領収書の正本を添えて年金の返還

を請求できる。また、意匠権を放棄した、若しくは取り消された、又は

公告前の登録証請求を取り下げた場合、すでに納付した年金は過納に属

するとして、同様に返還を請求できるが、意匠権の存続期間が 1 年に満

たない場合は、1 年間とみなし、当該年度の年金は返還されない。 

 

三 正  
 

訂正とは、権利取得後に明細書、図面又は図面の説明を補正することを指

す。訂正請求は、審査中の補正とは異なり、登録査定、費用納付、登録証受

領並びに公告を経て権利を取得してはじめて行うことができる。 
 
意匠権取得後の意匠説明書又は図面の訂正は、誤記又は誤訳の訂正、不明

瞭な記載の説明などについてのみ行うことができる。また、訂正は、誤訳の

場合を除き、出願時の意匠説明書又は図面に記載された範囲に限られ、公告

時の図面を実質的に拡大又は変更することは認められない。 
 
意匠の訂正に係る規定の詳細については、「第四節 明細書と図面の作成

及び出願後の補正と訂正」をご参照いただきたい。
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第五 第 者が 有 る同一又 似の 匠

を発見した場合の対

 

 

効 判 

 

. 無効  

 

意匠出願は、特許及び実用新案と同様に、登録査定され公告さ

れた結果、意匠権が付与され、排他的効力が発生する。専利権者

と公衆の利益の調和を図るために、専利法により無効審判請求と

いう公衆補助審判制度が設けられており、公衆の協力により、専

利主務官庁は、専利権の授与をより正確かつ的確なものとするた

めに、公告された専利案件について改めて審理を行う。 

 

第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応

として、当該意匠権に対し、無効審判を提起することが考えられ

る。意匠権の無効審判請求については、専利法第 141 条に規定さ

れており、また、第 142 条にて特許権の第 72 条、第 73 条第 1、3

及び 4 項、第 74～78 条、第 79 条第 1 項及び第 80～82 条の規定を

準用することが規定されている。 

 

専利法第 141 条には、意匠権についての無効審判請求の事由が

規定されている。第 142 条に、それらを準用すると記載されてい

る特許権の無効審判に関する条文のうち、第 72 条には「利害関係

者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、

特許権の当然消滅後も、無効審判を請求することができる。」こと

が規定されており、その他の条文には無効審判請求の審理の方式

及び手続きが規定されている。 

 

意匠は、請求項をもってその専利権範囲を限定するものではな

いため、請求することができるのは、意匠権全体の取り消しのみ

である。このため、特許権に関する専利法第 73 条第 2 項の「特許

権に二以上の請求項がある場合は、一部の請求項について無効審

- 140 -



 

 

判を請求することができる」及び第 79 条第 2 項の「無効審判請求

の審決は、請求項ごとにこれを行わなければならない」という規

定は準用されない。上記規定を除けば、意匠権の無効審判請求は、

専利法の特許権の無効審判請求に関する規定が全て準用される。 

 

また、無効審判請求により専利権の取消しが確定した場合は、

その専利権の効力が最初から存在しなかったものとみなされる。

一方、知的財産案件審理法第 16 条の規定により、裁判所が専利民

事権利侵害訴訟において専利の有効性抗弁に対して行う審理と判

断は、当事者間においてのみ効力を有し、それにより専利権が無

効となることはない。 

 

以下は、意匠権の無効審判請求の事由、無効審判の行政救済、無

効審判に関する判断（無効審判審決書、訴願決定、行政訴訟判決

などを含む）の事例の順に説明する。 

 

 
. 無  

 

専利法第 141 条には、次の通り規定されている。 
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ここで、第 141 条第 1 項の「何人も、専利主務官庁に、無効審

判を請求することができる。」における「何人も」について、台湾

の専利審査基準の「第五編 無効審判請求の審理」には、仮に専

利権者が自ら無効審判を請求し、無効が成立しなければ、第三者

に対し一事不再理という効力を生じてしまうことから、公衆審理

制度との間の矛盾を回避するために、「何人も」には専利権者自身

を含まない。したがって、専利権者が自ら無効審判請求を行った

場合は、受理すべきではない、と記載されている。 

 

また、第 141 条第 2 項の「利害関係者」について、台湾の専利

審査基準の「第五編 無効審判請求の審査」には、「利害関係者の

もっとも典型的な例は、真に専利出願権を有する者又は専利出願

権を共有する者である」と記載されている。また、台湾の専利審

査基準の同箇所には、専利民事権利侵害訴訟の被告が無効審判請

求人であり、係争専利に対して無効審判を請求した場合は、それ

が利害関係を有すると認めるべきである、という内容が記載され

ている。つまり、専利民事権利侵害訴訟の被告も、利害関係者と

して認められる。 

 

第 141 条  
意匠権に次のいずれかの事情があれば、何人も、特許主務官庁に、無効

審判を請求することができる。 
1.第 121 条から第 124 条、第 126 条、第 127 条、第 128 条第 1 項か

ら第 3 項、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 133 条第 2 項、第 139 条

第 2 項から第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項、第 142 条第

1 項が準用する第 43 条第 2 項、第 142 条第 1 項が準用する第 44 条第 3 項

の規定に違反する場合。 
2.意匠権者の属する国が中華民国国民の出願を受理しない場合。 
3.第 12 条第 1 項の規定に違反する場合、又は意匠権者が意匠登録

出願権者ではない場合。 
利害関係者に限り、前項第 3 号の事情をもって無効審判を請求するこ

とができる。 
意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、その登録査定

時の規定によるものとする。ただし、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、

第 139 条第 2 項、第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項又は第

142 条第 1 項が準用する第 43 条第 2 項に規定する事情をもって無効審判を

請求する場合には、無効審判請求時の規定によるものとする。 
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また、第 141 条第 3 項について、意匠権につき無効審判を請求

することのできる事情は、専利法の改正によって専利権が不確定

状態となることを回避するために、必然的に登録査定時の規定に

従わなければならない。 

 

しかしながら、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 139 条第

2 項、第 4 項に規定される事情－－分割、出願の変更、補正若し

くは訂正が出願時に開示された範囲を超えているという事情、訂

正が公告時の専利権範囲を実質的に拡大又は変更であるという事

情－－で無効審判を請求する場合は、それらの事情が「先願主義

のもとで専利権取得の本質規定」に違反したり、排他的範囲の拡

大又は変更に該当するため、それらの事項について無効審判を請

求する場合は、無効審判請求時の規定に従うものと定められてい

る。 

 

無効審判の事由のうち、第 141 条第 1 項第 1 号に規定の事由、

例えば意匠権が新規性、創作性に関する意匠の実体要件を満たさ

ないことは、意匠権の客体の争いに属し、第 141 条第 1 項第 2、3

号に規定の事由は、意匠権の主体の争いに属する。意匠の実体要

件に関する争いは、専利審査基準第二篇「意匠実体審査」におけ

る各実体要件に関する規定がそれぞれ適用される。 

 

専利法第 141 条の無効審判の事由を下表にまとめる。 

 

条文  

121 意匠の定義 

122 専利要件 

123 新規性の擬制喪失 

124 法に定められた意匠権を付与しない項目 

126 明細書及び図面の記載要件 

127 関連意匠の要件 

128Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 先願主義：択一又は協議 

131Ⅲ 出願の変更(独立意匠を関連意匠に／関連意匠を独立

意匠に変更)により、出願時の範囲を超える 
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意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、上表の

とおりである。なお、専利法第 129 条第 1 項の「一意匠一出願」

は、無効審判の事由ではないので、何人も、当該規定に違反する

という事由で、無効審判を請求することはできない。 

 

 
三. 無効 判 行政 済 

 

以下は、台湾の知的財産局のウェブサイトに説明されている意

匠登録出願の審査及び行政救済の流れ図の和訳である。無効審判

請求に関する部分は、点線で示されている。 

 

132Ⅲ 出願の変更(異なる種類の出願に変更)により、出願時

の範囲を超える 

133Ⅱ 台湾中国語書面が外国語書面の範囲を超える 

139Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 訂正が実質的な拡大であり、又は公告時の意匠権範囲

を変更する 

142Ⅰ準用 34Ⅳ 分割により出願時の範囲を超える 

142Ⅰ準用 43Ⅱ 補正により出願時の範囲を超える 

142Ⅰ準用 44Ⅲ 誤訳により外国語書面の範囲を超える 

141Ⅰ(2) 
意匠権者が属する国が中華民国国民の意匠登録出願

を受理しない 

141Ⅰ(3) 意匠権者が意匠登録出願人でない場合 
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意匠権の審査及び行政救済の流れ図の和訳 

(https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6659&CtUnit=3198&BaseDSD=
7&mp=1) 

 

専利無効審判請求事件の審決は、行政処分であり、当事者は、

権利又は利益が損害を受けたと考える場合、訴願法に基づき経済

部訴願審議委員会に対して訴願を提起することができる。訴願決

定に不服の場合は、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起する

ことができ、訴えが棄却されたときは、さらに、最高行政裁判所

に上訴を提起することができる。 

 

無効審判の請求は、上図が示すように、原則的に専利権が公告

されてから、専利権存続期間内に行わなければならない。専利出

願案件は登録公告日から専利権を授与されるため、無効審判請求

は、公告日から初めて行うことができる。公告日の前に無効審判

を請求しても、無効審判請求の対象がないため、その無効審判請

求は受理されない。 
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専利権が当然消滅した場合は、原則的に無効審判請求の対象と

することができない。しかしながら、専利法第 142 条第 1 項が準

用する第 72 条により、専利権の取り消しに対して利害関係者が

回復可能な法律上の利益を有する場合は、専利権が当然消滅した

後も依然として無効審判を請求することができる。 

 

 
四. 効 無 判 訟 決

を含む） 事  
 

事例 1：意匠の定義（視覚に訴える創作、経済部知的財産局(106)

智專三（一）03037 字第 10620788320 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178517 号「工具箱及びそ

の中身の組合せ」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意

匠は、出願日が 2015 年 12 月 22 日であり、2016 年 10 月 1 日に

登録された。無効審判請求人は、係争意匠が専利法第 121 条第 1

項に規定の「意匠の定義」に違反すると主張した。 

 

無効審判請求人は、「係争意匠の工具箱に開示の全ての形状が、

工具の収納及び携帯を目的としたものである。収納及び携帯とい

う使用状態においては、中身を落とさないように、箱体を閉じた

状態にしなければならないので、箱体及びその中身は見えない。

このため、係争意匠は、視覚に訴える創作ではなく、単なる使用

性の機能である」と主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

2016 年意匠審査基準第 3-1-2 頁の「意匠は、『物品』に応用す

る形状、模様、色彩又はその組み合わせ（本章では、以下『外観』

という）であり、視覚を通じて訴求される創作であり、専利出願

に係る意匠の実質的内容は、図面に開示された物品の外観に基づ
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いて明細書に記載された物品及び外観に関する説明を斟酌する

ことで、専利出願に係る意匠の範囲を限定する」との記載に基づ

けば、係争意匠は、工具箱及びその中身の組合せを開示しており、

請求の範囲は工具箱の外観及び中身の配置の組合せが呈する視

覚効果である。係争意匠は、物品に適用される形状、模様又はそ

の組み合わせを有し、且つ、視覚を通じて訴求される創作に属す

るものである。よって、係争意匠は、意匠の定義を満たしている。 

 

 
 

係争意匠の斜視図（左）及び使用状態図（右） 
 

事例 2：新規性喪失の例外（グレースピリオド、経済部知的財産局

(107)智專三（一）03027 字第 10720591230 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178840 号「車のフレーム」（以

下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 4

月 21 日であり、2016 年 10 月 11 日に登録された。無効審判請求人

は、証拠 2、3、4 により係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1、2 号

の規定（新規性）に違反すると主張した。 

 

証拠 2 は、2016 年 3 月 24 に公開され、「COOLTHINGS」というウ

ェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の商品紹介ウェブページで

ある（http://www.coolthings.com/coast-cycles-ruckus-ebike/）。証拠 3

は、「Wayback Machine」を介して証拠 2 の URL の公開時間を検証し

たデータである。証拠 4 は、2016 年 3 月 28 日に公開され、

「LIKECOOL」というウェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の
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商品紹介ウェブページである

（http://www.likecool.com/The_Ruckus_Bike--Bike--Gear.html）。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2、3、4 は、公開時間が係争意匠の出願日よりも早いが、係争

意匠は、「Coast Cycles Ruckus」という名称の自転車全体であり、2016

年の台北国際自転車展覧会に出展された。係争意匠は、出願時（2016

年 4 月 21 日）に当該展覧会に出展された事実に基づいてグレースピ

リオド（2016 年 3 月 1 日）を主張し、グレースピリオドは、証拠 2、

3、4 の公開日よりも早いので、係争意匠には、専利法第 122 条第 3 項

の新規性喪失の例外規定が適用される。証拠 2、3、4 は、当該展覧会

に出展された事実を転載したものであり、公開時間は係争意匠の出願

日よりも早いが、先行意匠とみなすべきではなく、係争意匠の新規性

と創作性を否定することはできない。 

 

事例 3：新規性喪失の例外（証拠能力、経済部知的財産局（106）智

專三（一）03037 字第 10620468060 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D176268 号「五角花の蚊よけカー

テン」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015

年 10 月 29 日であり、2016 年 6 月 11 日に登録された。無効審判請求

人は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1 号の規定（新規性）に違

反すると主張した。 

 

被請求人は「証拠 2 の意匠権者が詐欺又は窃取などの不正手段で、

係争意匠出願人から意匠の内容を知り得てからそれを公開したなどの

事実により、係争意匠は、新規性又は創作性喪失の例外に属するもの

であり、専利法第 122 条第 3 項第 3 号の『出願人の意図に反する漏洩』

に該当する。」と主張した。（注記：専利法におけるグレースピリオド

に関する規定は 2017 年 5 月 1 日に改正された。改正法では、グレース

ピリオドの適用事由とされていた「実験で公開された」「刊行物に発表
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された」「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示

された」「出願人の意図に反して漏洩した」との四つの制限が緩和され、

「その公開が出願人の行為に起因するもの」であっても「出願人の意

に反して公開されたもの」であっても、グレースピリオドが適用され

る。係争意匠は 2016 年 4 月 20 日に登録査定されたので、改正前の規

定が適用される。） 

 

被請求人の提出した答弁証拠 1、答弁証拠 3 は SNS での会話履歴、

答弁証拠 2は製品カタログ、答弁証拠 4は答弁証拠 2の特許証の写真、

答弁証拠 5 は係争意匠の公告書類である。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

インターネットの情報は随時更新、変更されるものであり、当該会

話記録の日付及びその内容の真実性を確かめることはできない。また、

カタログにも公開日付が表記されていない。このため、上記内容の真

実性を証明できる他の証拠がない限り、答弁証拠 1~答弁証拠 3 は証拠

能力を有する関連証拠とすることができないので、係争意匠は新規性

又は創作性喪失の例外を主張することができない。 

 

事例 4：新規性の擬制喪失（経済部知的財産局(106)智專三（一）

03019 字第 10621115500 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D181899 号「工具ハンドル」（以

下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 1 月

27 日であり、2017 年 3 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証

拠 2 により係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に

違反すると主張した。 

 

証拠 2 は、2015 年 12 月 30 日に出願され、2016 年 8 月 1 日に公告

された台湾意匠登録第 D177358 号（出願号：104307353）「レンチの一

部」である。 
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 知的財産局の心証・判断 

 

両者を対比すると、証拠 2 は、レンチのヘッド部連結箇所が、弧状

の辺を有する四辺形を呈するのに対し、係争意匠は、その輪郭線が直

線状である。証拠 2 のレンチハンドルは、両表面にそれぞれ 1 つの大

きい台形の溝が設けられるのに対し、係争意匠のハンドルは、順に 3

つの溝が設けられているという点においても異なる。また、証拠 2 の

大きい台形の溝には、両側の平行四辺形と中央の台形という係争意匠

の外形が開示されていない。このため、両者は類似しておらず、証拠

2 は、係争意匠が新規性の擬制喪失に係る規定に違反することを証明

するに足りない。 

 

 
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 5：新規性の擬制喪失（経済部知的財産局(106)智專三（一）

03027 字第 10620087800 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

無効審判被請求人は、意匠登録第 D175709 号「瓶」（以下、係争意

匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 11 月 11 日であ

り、2016 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2 によ

り係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に違反する

と主張した。 
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証拠 2 は、2015 年 10 月 28 日に出願され、2016 年 6 月 21 日に公告

された台湾意匠登録第 D176601 号（出願号：104306061）「瓶」である。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2 は、斜視図及び他の図面によると、瓶が円筒体で、蓋の上半

部が側面視において流線形に湾曲し、蓋の下半部が弧状で外に向かっ

て漸広するスカート状を呈し、蓋の底縁が流線状の湾曲面で波状の意

匠である。一般の消費者が商品を選択購入する際の観察と認識によれ

ば、係争意匠の設計から生じる視覚的イメージは一般の消費者にそれ

を証拠 2 であると誤認させ、つまり混同、誤認29する視覚的イメージ

を生じさせる。したがって、証拠 2 により、係争意匠の新規性の擬制

喪失を証明できる。 

 

  
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 6：明確性（経済部知的財産局（107）智專三（一）03037 字第

10720685940 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

                                                   
29 台湾の意匠審査基準では、審査官が新規性を審査する際は、一般の消費者が商品を選ぶ

ときの観点で判断し、混同・誤認の印象が生じ得た場合、先行意匠と同じ又は類似と認める

ことができることが解説されている。 
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無効審判被請求人は、意匠登録第 D177918 号「ドライバーの尖端部

分」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015

年 9 月 10 日であり、2016 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人

は、係争意匠が専利法第 126 条第 1 項の規定（明確性）に違反すると

主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

係争意匠を左側面図から見ると、稜線の両側に位置する末広がりの

輪郭線の末端は角柱線と繋がるが、それは平面図の稜線輪郭線に対応

しない（当該輪郭線は直線であり、かつ、角柱線と繋がっていない）。

また、平面図において、4 本の稜線の間には、それぞれ区切り線が入っ

ているが、当該区切り線に対応する形状特徴は、他の視図により知る

ことができない。このため、図面に開示されている内容は不明確であ

り、当該意匠が属する意匠の分野における通常の知識を有するものは、

その内容が理解できないので、意匠登録時の専利法第 126 条第 1 項の

規定に違反し、係争意匠の明確性は認められない。 

 

 
係争意匠の左側面図（左）、斜視図（左中）、平面図（右中）、及び正面図

（右） 
 

事例 7：先願主義（先願の認定、経訴字第 10706300030 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 
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意匠登録第 D182432 号「ビンロウカッター」（以下、係争意匠）は、

出願日が 2016 年 5 月 23 日であり、2017 年 4 月 21 日に登録された。

無効審判請求人（後に訴願人）は、証拠 2~4 の組合せにより係争意匠

が専利法第 128 条第 1 項の規定（先願主義）に違反するとして、無効

審判を請求した。これに対し、知的財産局は、無効不成立の審決をし

た。無効審判請求人は、経済部訴願委員会に訴願を提起した。 

 

証拠 2 は、2010 年 7 月 11 日に登録された第 98304456 号意匠登録

「園芸カッター」であり、証拠 4 は、2016 年 1 月 22 日に出願された

意匠出願第 105300323 号「果実カッター」であり、証拠 3 は証拠 4 の

拒絶査定書である。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

「同一又は類似の意匠」とは、2 つの「意匠」出願の内容が同一又は

類似のものである。従って、先願主義に反するかどうかは、後願の意

匠登録を単一の引例と対比して認定すべきであり、多数の引例を組み

合わせて認定してはならない。対比原則は新規性の審査の原則を準用

する。従って、訴願人の「証拠 2~4 の組合せにより…先願主義の原則

に反し」という理由は認められない。 

 

証拠 2 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.2 の「先願主義が適

用される状況」には、先願主義が適用される状況として「異なる日に

出願され、先願が後願の出願日の前に既に公告されている場合は、後

願の審査に優先的に新規性要件を適用する」と記載されている。証拠

2 は、その公告日が 2010 年 7 月 11 日であり、係争意匠の 2016 年 5 月

23 日よりも早いので、係争意匠の出願前に公告された先願である。従

って、証拠 2 が、係争意匠が新規性に係る規定に違反しているか否か

の審理に優先的に適用される。 

 

証拠 4 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.3（3）には、「…専

利を与えない査定が確定した（中略）出願は、同一又は類似の意匠で

あるか否かを判断するための引用文献としてはならない。」と記載され

ている。先願主義の目的は、専利権の重複授与を回避することにあり、
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先願に専利を与えない査定が確定している場合、後願に対して重複し

て授与するという問題はないので、先願を、後願が先願主義の原則に

反するか否かを判断する証拠としてはならない。証拠の意匠出願第

105300323 号「果実カッター」は、原処分機関が 2016 年 12 月 12 日に

拒絶査定書（即ち、証拠 3）により「専利を与えない」という査定が確

定しているので、証拠 4 は係争意匠が先願主義の原則に反するか否か

を判断する証拠としてはならない。 

 

事例 8：先願主義（請求の範囲の認定、経済部知的財産局(104)智專三

（一）03039 字第 10421702470 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D155505 号「容器の瓶体（一）」（以下、係争意匠）は、

出願日が 2012 年 12 月 27 日であり、2013 年 8 月 21 日に登録された。

無効審判請求人は、証拠 2 により係争意匠が専利法第 128 項の先願主

義の原則に反するとして、無効審判を請求した。 

 

証拠 2 は、2012 年 5 月 18 日に出願され、2013 年 2 月 1 日に登録さ

れた意匠登録第 101302858 号「容器の瓶体」である。 

 

無効審判請求人は、「係争意匠と証拠 2 は、一般の消費者が注目し易

い特徴部位において同一であり、両者は局所の微細な差異を有するの

みである。その差異は、係争意匠の瓶体では底部が滑り止めのゴムで

覆われていることにある。滑り止めのゴムは、機能性要素であり、機

能性要素は意匠の審査の範囲に属するものではないので、対比、判断

の範囲としてはならない。また、滑り止めのゴムを加えても、係争意

匠が特異な視覚効果を生じることはない」と主張した。 

 

 知的財産局の心証・判断 

 

証拠 2 は、瓶体の底部に滑り止めのゴムを有さない。滑り止めのゴ

ムは、瓶体の下方の形状に沿って設けられるが、それは瓶体の下方の

表面に明らかな区切りという表面の特徴を与える。総合的に見ると、
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係争意匠の外観全体は、証拠 2 と異なる視覚効果を呈するので、両者

は類似する意匠ではない。従って、証拠 2 により、係争意匠が先願主

義の原則に反することを証明することはできない。 

 

 
 

係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 
 

事例 9：新規性（証拠能力、経訴字第 10606310580 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D174493 号「キーボード」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2015 年 8 月 27 日であり、2016 年 3 月 21 日に登録された。無効審

判請求人（後に訴願人）は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 2 号

（新規性）に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、知

的財産局は、無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、経済部訴

願委員会に訴願を提起した。 

 

訴願人は、口頭弁論において答弁証拠として Youtube の動画を提出

し、係争意匠が新規性を欠いていると主張した。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

当該 YouTube のサイトの左下方には、「公開日：2015 年 5 月 2 日」

などと表示されているので、当該動画の公開日である 2015 年 5 月 2 日
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は、係争意匠の出願日である 2015 年 8 月 27 日よりも早いと認めるに

足る。当該動画中のキーボードの外箱には、「都市方円 バックライト

ゲームキーボード」及び「深セン市華○美プラスチックモールド有限

公司」の記載があり、無効審判の証拠 5 の実物見本の外箱の記載と同

じである。よって、無効審判の証拠 5 は、YouTube 中のキーボードと

同じものであると考えられるので、無効審判の証拠 5 が係争意匠の出

願前に公開され、証拠能力を有することが証明できる。 

 
答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー 

http://youtu.be/J3oViFLDQOI 

 

  
係争意匠の斜視図（左）と答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー（右） 
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事例 10：創作性（創作性の審査、経訴字第 10506312940 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D166936 号「エンジン吸気管」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2014 年 7 月 15 日であり、2015 年 4 月 1 日に登録された。無効

審判請求人（後に訴願人）は、係争意匠は証拠 2 により新規性と創作

性に係る規定に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、

知的財産局は、無効不成立の審決をした。請求人は、経済部訴願委員

会に訴願を提起した。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

証拠 2 には、係争意匠の「連結部は、もう 1 つの柱体がフランジ部

に延伸する」という形状の特徴が開示されていない。証拠 2 には、フ

ランジ部の前端における「逆台形」の斜め断面が開示されており、こ

れは係争意匠のフランジ部の前端における「半円形」の斜め断面と異

なる。証拠 2 のパイプ部の一側には、もう 1 つの短い円柱が開示され

ており、これは係争意匠の湾曲パイプの一側における「平たい」湾曲

面と異なる。上記形状の特徴が係争意匠の本体に占める比率は極めて

大きく、一般の消費者が注目しやすいため、係争意匠の全体外観の主

要な特徴を構成し、係争意匠に顕著な造形変化のオリジナリティを与

え、奇抜で独特な視覚効果を与えることができる。従って、証拠 2 は、

係争意匠が創作性を欠いていることを証明するに足りない。 

 

訴願人は、「証拠 2 のパイプ部の一側に設けられる短い円柱はノズル

として設けられたもので、主要な造形要素ではない。係争意匠と証拠

2 の差異は、厚さや高さの微細な調整にしかない」と主張した。しか

し、証拠 2 の短い円柱は、具体的な形状であり、それは形状の変更に

関するものである。当該短い円柱の形状特徴とその視覚効果は、一般

の消費者が注目し易い特徴であるので、それを無視して対比してはな

らない。また、「エンジン吸気管」の機能性要素及び同類商品のデザイ

ンは、日々成熟の度合いを増しているので、異なる「エンジン吸気管」

の意匠を対比すると、その差異は往々にして非常に微細なものになる。
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もし、互いの間に実質的な相違点があり、視覚効果の増進、強化をも

たらしており、且つ、その変化が一般の消費者の注目を引き得るので

あれば、創作性を有すると認めるべきである。従って、係争意匠は、

創作性を欠いているとはいえない。 
 

 
係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右） 

 

事例 11：創作性（先行意匠と組合せの動機付け、経訴字第

10606301610 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D159365 号「タイルの縁飾り」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2013 年 3 月 11 日であり、2014 年 3 月 11 日に登録された。係

争意匠は、証拠 2、4 の組合せ、証拠 2、5 の組合せ、証拠 3、4 の組合

せ、及び証拠 3、5 の組合せにより創作性に係る規定に違反するとし

て、無効審判が請求された。知的財産局は、無効成立、意匠権を取り

消すべきである、との審決をした。無効審判被請求人は、経済部訴願

委員会に訴願を提起した。 

 

証拠 2 は、1997 年 8 月 11 日に公告された台湾実用新案登録第

85200648 号「Decoration sheet of angle protection strip of tile」である。証

拠 3 は、2008 年 9 月 21 日に公告された台湾実用新案登録第 97205680

号「Spacer strip structure for pebble washing operation」である。証拠 4 は、

2011 年 9 月 21 日に公開された中国特許第 CN102189888A 号「Multi-

layer three-dimensional texture substrate and manufacturing method thereof」
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である。証拠 5 は、2011 年 10 月 1 日に公告された台湾実用新案登録

第 100204422 号「Gold grain printing paper structure」である。 

 

 経済部訴願委員会の心証・判断 

 

証拠 2、4、証拠 2、5 の組合せの動機付けについて、訴願人は、証拠

4、5 が異なる物品であるので、組み合わせる動機付けがないと主張し

た。しかし、金属の表面に仕上げ加工（ヘアライン仕上げ）という表

面処理を行うことにより、反射光を抑えるという視覚効果を達成する

ことは、金属材料の分野において従来極めてよく見られる表面処理の

手段であるので、それが属する意匠の分野における通常の知識を有す

る者は、タイルの縁飾りの金属表面の反射光を抑えるために、他の表

面処理の手段を参考にする動機を有し、またそれらを組み合わせるこ

とは容易である。 

 

訴願人は、証拠 3 と係争意匠が同じ意匠の分野に属するものではな

いと主張した。しかし、証拠 3 は、建築の表面処理に用いられ、係争

意匠のタイルの縁飾りと類似する物品である。また、創作性の審査に

おいて、先行意匠とは同一又は類似の物品の意匠の分野に限られるも

のではない。意匠登録を受けようとする意匠と先行意匠の差異は、他

の意匠の分野の物品の外観を直接転用したものであり、特異な視覚効

果を生じさせることができなければ、容易に想到しうるものと認める

べきである。 

 

事例 12：創作性（証拠能力、知的財産裁判所 2017 年行専訴字第 87

号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D163254 号「収納ケース（三）関連（三）」の関連意匠

（以下、係争意匠）は、出願日が 2014 年 3 月 11 日であり、2014 年 10

月 1 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、2016 年 2 月

5 日に係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項

の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局は、無効

- 159 -



 

 

成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審判被請求

人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経

済部訴願委員会は、2017 年 9 月 14 に訴願を棄却した。訴願人は、訴

願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。 

 

証拠 3 は、原告が 2014 年 2 月 25 日に YouTube で公開された

「KEYWAY LF607 LF605直取式收納箱」の動画のキャプチャーである。

証拠 4 は、証拠 3 の動画の公開日の公証の写しである。証拠 5 は、日

本 CAINZ 社が 2013 年 3 月 27 日に YouTube で公開した「[Cainz]カイ

ンズスタックボックス「キャリコ」の機能説明します。」の動画のキャ

プチャーである。証拠 6 は、2013 年 6 月 21 日に登録された台湾実用

新案登録第 M455425 号「収納フレーム」である。 

 

 知的財産裁判所の心証・判断 

 

原告は、「証拠 3、5 は、ウェブページのデータであるから、その公

開日の正否を証明できず、且つ、WayBack Machine でも証拠 3、5 のア

ップロードの日付が見つからないので、証拠 3、5 は証拠能力を有さな

い」と主張した。しかし、YouTube サイトの情報量は膨大で、操作さ

れ改竄される可能性は極めて低い。原告は、YouTube の公開日が改竄

可能であるという証拠を提出していないので、ビデオの公開日は正し

いと認める。 

 

WayBack Machine は、所定時間ごとに全世界の主要なサイトの画面

と内容を記録、キャプチャーするものであるが、すべてのページを記

録するわけではないので、WayBack Machine で証拠 3、5 のアップロー

ドの日付が見つからなくても、証拠 3、5 のアップロードの日付が改

竄、操作された証拠とすることはできない。 

 

証拠 4 の公証日は係争意匠の出願日よりも遅いが、証拠 4 の公証書

類における証拠 3 のページの内容は、証拠 3 の公開日が 2014 年 2 月

25 日であることを示しているので、証拠 3 の公開日が係争意匠の出願

日よりも早いことを証明できる。証拠 4 の URL と証拠 3 のキャプチ

ャーには、いずれも「JTfXh1n2tm0」と同じビデオコード（video code）
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が表示されており、公証書類のページ画面も証拠 3 の内容と同じであ

るので、2 つの URL のビデオは同一であると認められる。 

 

事例 13：創作性（組合せの動機付け及び視覚効果、知的財産裁判所

2017 年行専訴字第 18 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D158866 号「外部気体カバー」（以下、係争意匠）は、出

願日が 2013 年 5 月 24 日であり、2014 年 2 月 11 日に登録された。無

効審判請求人（後に参加人）は、2015 年 3 月 26 日に、証拠 2、3 によ

り係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項の規

定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告）

は、無効成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審

判被請求人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起し

たが、経済部訴願委員会は、2017 年 9 月 14 に訴願棄却の決定をした。

訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起し

た。 

 

証拠 2 は、2011 年 6 月 21 日に登録された台湾の実用新案第 M406068

号「排気装置」である。証拠 3 は、2011 年 6 月 1 日に登録された台湾

の実用新案第 M404947 号「気流引導斜面を有する防風カバー」である。 

 

 知的財産裁判所の心証・判断 

 

係争意匠と証拠 2 の差異は、係争意匠ではカバーの側辺に「矩形の

導風口に内折り片が設けられている」（特徴 1）のに対し、証拠 2 では

矩形の排風口に内向きと外向きの 2 つ折り片がそれぞれ設けられてい

ること、及び、係争意匠ではカバーの上面に「2 つの同心の矩形であ

り、且つそれぞれの 4 つ角が対角線により繋がっている」（特徴 2）の

に対し、証拠 2 ではカバーの上表面に円形の特徴が設けられているこ

とにある。 
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係争意匠の特徴 1 は、証拠 2 の内向きと外向き 2 つの折り片のいず

れかを省略すれば容易に完成できるものである。特徴 2 は、証拠 3 に

より開示されている。係争意匠は、2 つの同心の矩形の比率が証拠 3 と

異なるが、その差異は比率の簡単な変更に過ぎない。 

 

証拠 2、3 の「排気装置」と「防風カバー」は、共に排気又は気流の

誘導に関連する意匠の分野に用いられる製品であり、いずれも基座と

カバーという共通の基本構成を有するものであるから、それが属する

意匠の分野における通常の知識を有する者は証拠 2、3 を組み合わせる

動機を有する。 

 

まとめると、係争意匠は証拠 2 に開示されたカバーの全体の形状及

び「内向きの折り片」の特徴に、証拠 3 カバーの上面における「2 つ

の同心の矩形であり、且つそれぞれの 4 つ角が対角線により繋がって

いる」特徴を組み合わせて比率を簡単に変更したものであり、また、

その変更を加えても係争意匠は証拠 2、3 と比べて特異な視覚効果を生

じないので、創作性を有しない。 

 

また、原告は、係争意匠は証拠 2、3 と視覚効果において完全に異な

ると主張した。しかし、証拠 2 には、係争意匠と類似する形状の基座

とカバーから構成される全体の形状が開示されており、その基座は係

争意匠と同じ薄板の矩形である。証拠 2 と係争意匠を比べると、縁部

分の幅は若干異なるものの、明らかな差異はなく、それが属する意匠

の分野における通常の知識を有する者が容易に変更できるものである。 
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係争意匠の斜視図（左）と証拠 3 の斜視図（右） 

 
証拠 2 

 

事例 14：創作性（上訴不適法、最高行政裁判所 2017 年裁字第 454 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D155708 号「スウィングレンチ」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2012 年 5 月 17 日であり、2013 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人

（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違反

するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、無

効成立、登録取消の審決をした。無効審判被請求人（後に訴願人・原告・上訴

人）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経済部訴願委員会は、訴願を棄

却した。訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起

した。知的財産裁判所は、その訴えを棄却した。原告（訴願人・上訴人）は、

判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。 

 

上訴人は、知的財産裁判所による行政訴訟判決を不服とし、最高行政裁判

所に上訴を提起した。上訴人は、「係争意匠は原判決から分かるように、特徴

1、2 を有する。また、審査段階の意見書及び無効審判答弁書から分かるよう

に、係争意匠はさらに特徴 3、4 を有するが、原判決は、係争意匠の請求の範

囲は特徴 1、2 のみにあると認定し、特徴 3，4 は審理されていない。つまり、

係争意匠の請求の範囲に対する原判決の認定は、証拠と異なり、法規の適用

が妥当ではない」「原判決は『意匠の外観が同一又は類似であるか否か』の基

準で係争意匠が容易に想到できるか否かを判断した。つまり、新規性の判断

方式で創作性を判断しているので、登録査定時の専利法第 122 条第 2 項（創

作性）の規定を誤って解釈した違法がある」及び「特徴 3、4 は、証拠 3~7 に
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より教示されていないにもかかわらず、原判決では正反対の認定がなされた」

などと主張した。 

 

 最高行政裁判所の心証・判断 

 

上訴の趣旨は、行政訴訟判決が法令に違反するというものであるが、上訴

理由は原審の証拠の取捨、事実の認定における職権の行使が妥当でないとい

う指摘であり、原審において既に逐一判断されたものを否定しただけである。

上訴理由は、法規の不適用、法規の不当な適用、又は行政訴訟法第 243 条第

2 条の各号のいずれかに該当する事情ではないので、上訴は不適法と認める。 

 

事例 15：創作性（局部の差異、最高行政裁判所 2016 年判字第 566 号） 

 

 本件事案の経緯・概要 

 

意匠登録第 D153654 号「曲げレンチ（三）」（以下、係争意匠）は、出願日

が 2011 年 9 月 23 日であり、2013 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求

人（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違

反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、

無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、審決を不服とし、訴願を提起

した。経済部訴願委員会は、原処分を取り消し、原処分機関に差し戻すとい

う決定を下した。無効審判被請求人（後に原告・上訴人）は、訴願決定を不服

とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、訴えを棄

却した。原告は、判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。 

 

 最高行政裁判所の心証・判断 

 

上訴理由は、「原判決は、係争意匠の創作性の有無を判断するにあたって、

レンチのスパナ部を全体として観察せず、『スパナ部の V 字状開口の底縁の

両側により大きい曲率半径を有する突起弧面』にのみ注目しており、また客

観的な証拠がない中で、それが局部の些細で簡単な変更、著しく特異な視覚

効果を生じさせず容易に想到できる創作であると認定した。事実認定と法適

用に誤りがある」である。しかし、それは原判決の判断に反駁するものであ

り、原判決の法規の不適用、法規の不当な適用に関するものではないので、

当該理由は採用できない。 
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上訴理由はまた、「係争意匠の上記特徴において、スパナ部を点線で四等分

すれば、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者から見て、

それは単なる『局部の些細な差異』ではない」ということである。しかし、原

判決に詳細に記載されているとおり、スパナ部の V 字状開口の底縁が若干突

起弧面を呈することは、局部の些細な差異にすぎず、上訴人が主張する「よ

り大きい曲率半径を有する突起弧面」は、局部を拡大して観察しなければ、

肉眼でその差異を見出すことができない。原判決が、係争意匠を区切って観

察したのは、係争意匠の上記特徴は先行意匠の局部の些細な変更であり、ま

たその変更を加えても係争意匠の全体外観に著しく特異な視覚効果を生じさ

せるこができないことを説明するためのみである。また、原判決は、係争意

匠の他の特徴にも言及したので、原判決は意匠の創作性は肉眼で全体的に観

察すべきという原則に反していない。上訴人の理由は、採用できない。 

 

意匠の創作は、その物品の分野が相当に成熟している場合、その差異は際

立ちにくいので、その意匠登録の専利性を審査するときには寛容に認定すべ

きであるが、両者の差異が、先行意匠と出願時の通常の知識によりなし得る

簡単な創作であり、且つ当該意匠の全体外観に特異な視覚効果を生じさせる

のでなければ、依然として容易に想到し得るものであると認定すべきである。

その物品の分野が相当に成熟しているという理由で特別に寛容に認定したた

めに、かえって創作性の判断基準に違反するということがあってはならない。

係争意匠は、証拠 2、4、6 の先行意匠により局部の些細な点を簡単に変更す

れば容易に完成できるものであり、また、その変更を加えても係争意匠の全

体外観に特異な視覚効果を生じさせることがない。 
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と （意匠 ス ） 

 

 

第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の

「1．他人の意匠権に対する権利侵害の有無の確認」に説明したように、台湾で商品

の製造、輸入又は販売をする前に、当該商品について同一又は類似の第三者の意匠権

に抵触する可能性の有無を調査して確認する必要ある。確認の結果、第三者から権利

侵害として訴えられるリスクがあると判断した場合、権利侵害で訴えられることを避

けるために、無効審判請求や、設計変更、輸入又は発売プランの中止することが考え

られる。その他、自ら権利者に接触し、対象意匠権の譲渡、又はライセンス契約の締

結などの交渉を行う方法もある。 
 
通常、商品開発の初期段階である場合、他人の意匠権や特許権を回避するように設

計を変更することが比較的容易であり、権利の譲渡又はライセンス契約の締結は必要

ない。権利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結が必要となるのは、一般的

には、当該意匠のデザインはその市場において相当に大きな魅力があると評価された

場合、又は商品生産・販売計画が略固まっており、設計変更の所要コストに比べ、権

利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結に係る費用の方が少ない場合が考え

られる。したがって、その意匠権譲渡の費用、又は実施許諾を受けるためのライセン

ス料を如何に大きく軽減するかが、このときの重要な課題となる。権利者の背景情報

を詳しく調査し、権利者に受け入れられそうな合理的な最低価額又はライセンス料を

検討する必要がある。 
 
権利者自身も同一又は類似の意匠物品を実施しており、かつ、その規模がかなり大

きい場合、対等に話し合えるような有利な材料（例えば、相手にはない特殊な製造技

術や販売ルートを持っている）があれば、相手が交渉に応じる可能性がより高くなる

（例えば、クロスライセンス契約を結ぶ）。仮に、当方が支払わなければならない対価

が大きい場合は、やはり前節で説明したように、自社又は第三者の名義で無効審判を

請求することが好ましい。 
 
一方、権利者が個人、又は会社の規模が大きくない、又は当該意匠を実施していな

い場合は、比較的低いコストでその意匠権を譲渡、又は実施許諾を受けられる可能性

がある。ただし、このような交渉を行う場合は、相手に支払う対価には相場というも

のがなく、通常は、当事者にとっての権利の重要度などの要素により決められる。ま

た、ライセンスの交渉を行う場合、当事者の名称を明らかにした上で交渉しなければ

ならないので、相手方が、交渉対象が大手の会社であると知った途端、対価を引き上

げる可能性もある。これに対し、意匠権の譲渡を交渉する場合は、まずは信用できる

第三者の名義を借りて譲渡の交渉をし、意匠権が譲渡された後に、更に当該第三者か
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ら譲渡してもらえれば、対価を引き上げられずに譲渡の目的を達成することができる。 
 
参考のため、略式のライセンス契約のフォーム(添付資料三)、及び略式の譲渡契約

書のフォーム(添付資料四)を添付する。略式のフォームは、知的財産局に対して譲渡

又は実施権の設定の登録を申請する際に使用することができる。一方、当事者双方が

合意した正式な契約（Main Agreement）の詳細な内容は、専門の代理人又は弁護士

に作成させ、又は確認・修正させることを勧める。  
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第六 権 の について

 
 

専利法 136 条は、「意匠権者は、本法に別途規定がある場合を除き、意匠権者の同

意を得ずに、他人が当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する

権利を専有する。」と規定している。意匠権者が意匠権に基づいて権利を行使しよう

とする場合に、他人の行為が意匠権の侵害に該当するか否かが、侵害事件においては、

重要なポイントとなる。 
 

意匠権侵害に関する判断の流れと基準については、台湾知的財産局（日本の特許

庁に相当）が「専利侵害判断要点」（2016 年 2 月 15 日改訂、以下「判断要点」とい

う）を公表している。侵害訴訟事件においては、裁判所も「判断要点」を参考にし

て侵害が成立するか否かを決定するが、その決定は「判断要点」に拘束されるわけ

ではない。 

本章は、改訂後の「判断要点」の内容と、知的財産裁判所の近年の判例の動向を

あわせて説明したいと思う。第一節でまず「意匠権侵害の判断の流れ」を紹介し、

第二節の「意匠権の権利範囲の確定」、第三節の「意匠の同一・類似判断」と続き、

最後に、意匠侵害に関する裁判例を紹介する。 

匠 侵害 判 流  

 
.  

「判断要点」によると、意匠権侵害の判断の流れは、主に二段階に分かれて

おり、第一段階は「意匠権範囲の確定」、第二段階は「意匠権侵害の対比と

判断」。前述した第二段階における確定した意匠権の権利範囲と被疑侵害品

との対比、判断には、以下の手順を含む：  

 

1. 被疑侵害品の解析：意匠権の権利範囲における物品及び外観に照らし、

被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を解析し、後続の判断に用

いることとする。 
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2. 物品の類似判断：被疑侵害品が係争意匠に係る物品と同一又は類似する

か否かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を

構成しない。 

 

3. 外観の類似判断：被疑侵害品が係争意匠の外観と同一又は類似するか否

かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を構成

しない。 

 

4. 「禁反言」又は「先行意匠の抗弁」の適用判断：被疑侵害者が「禁反

言」又は「先行意匠の抗弁」の適用を主張する場合（被疑侵害者は択一

又は合併主張することができる）、前述した⑵、⑶と同時に主張を考慮

しなければならず、前述した⑵、⑶と優先順位関係はない。「判断要

点」には、判断の手順として、次頁のフローの図が掲載されている。 
 

判 判 手法が示  

 

「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確定された意匠

権の権利範囲に基づき、被 害 との対比を行う。意匠権の権利範囲の確

定は、図面に開示された内容を基準とすべきであり、明細書に記載された説

明を参酌することができる。これにより、図面に示された外観及びそれが応

用された物品を正確に認識し、その権利範囲を合理的に確定する。また、確

定された意匠権の権利範囲と被疑侵害品の対比を行う前に、被疑侵害品の解

析を行わなければならない。被疑侵害品の解析は、係争意匠の物品及び外観

に照らし、被疑侵害品における対応デザイン内容の認定を行い、この際、関

係のない部分は対比の対象に入れない。次に、一般の消費者が商品を選択す

る際の視点から、意匠権の権利範囲の全体内容と被疑侵害品の対応デザイン

内容との対比を行い、これによって物品が同一または類似するか否か及び外

観が同一または類似か否かを判断する。」30 

 

なお、実務上、原告が提訴の根拠とする係争意匠に対して、新規性、創作

性などの登録要件を満たしていないから無効とすべきである、といった無効

                                                   
30 知的財産裁判所 2017 年度民專訴字第 64 号（木彫り仏聯事件）、知的財産裁判所 2017 年民専上字

19 号民事判決（ドライバー事件）。 
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が同じ又は近似であるか」及び「新規特徴32を含むか」の 2 つであったのが、

「判断要点」と最近の裁判例では、米国の 2008 年 Egyptian Goddess 事件に

おける「通常観察者のテスト」という基準方法を参考に、「外観が同じ又は

類似であるか」だけを判断するようになったことである。すなわち、類似判

断において、「新規特徴を含むか」という点を独立のステップとして判断す

る必要がなくなった。

.  

判断基準では、類似判断の主体である「一般の消費者」が「意匠物品及び

その先行意匠を合理的に熟知している者（familiar with similar prior art）」に

定義される。当該物品の分野における一般的な程度の知識を有し、相違点を

合理的に判断できるものが想定されているが、意匠に係る物品について、専

門的なデザイナーではないと記載されている。 

裁判例においては、外観の類似判断の主体が、「一般の消費者」であるこ

とでは一致している。ヒンジフック締結具事件では、係争意匠に係る物品及

び被疑侵害品は共にヒンジフック締結具であり、ヒンジフック締結具は、ヒ

ンジフックの部品であり、本事件における「一般の消費者」とは、これらの

ヒンジフック製品の組み立てまたは保守を行う業者であると判断された33。

一方、物品の類否判断の主体は、知的財産裁判所の裁判例の多くは下記①

の説を採用しているが、下記②の説もある。

①「一般の消費者」：外観の類似判断と同様に、消費者が物品を購入する時

の観点から、消費者の購買心の喚起に着目すべきである 。 

②「専門的なデザイナー」説：専利法の目的が意匠の創作の保護にあると考

え、意識的に意匠の保護を拡大するために、専門的なデザイナーなどの当

                                                   
32現行「判断要点」改訂前の「専利侵害鑑定要点」には、「新規特徴とは、意匠が出願前の先行技術

に対し、客観的に新規性、創作性などの登録要件を満たしている創作的内容を言い、かつ、機能的設

計ではなく、視覚に訴える視覚的設計でなければならない。」と記載されている。 
33 知的財産裁判所2017年度民專上字第44号。なお、同裁判所の他の多数の判決も同見解。 
34 同裁判所 2016 年度民專訴字第 53 号 
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業者の観点から、容易にほかの物品にも係争意匠を使用することに相当

し得る場合、物品の類否の認定は、専門的なデザイナーが判断すべきとす

る考え方である 。

                                                   
35 同裁判所 2016 年度民專訴字第 62 号 
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の確定 

 
. 及 定 

 

登録意匠の権利範囲は「物品」及び「外観」から構成されることから、物

品又は外観を確定する時、いずれも図面に開示された内容を基準とすべきで

あり、明細書に記載された説明を参酌することができる。 

 

1.  品  

登録意匠に係る物品の確定は、図面をその主要な根拠とし、明細書に

おける意匠の名称を参酌することができ、必要に応じて明細書における

物品の用途を参酌することによって当該意匠が応用された物品を認定

することもできる。 

 

2.   

登録意匠の外観の確定は、図面に開示された形状、模様又は色彩によ

って構成された外観全体を根拠とし、必要に応じて明細書における意匠

の文字説明を参酌することもできる。しかし、明細書における意匠の文

字説明について裁判所の実際運用（知的財産裁判所の 2013 年民専上 55

号など）の結果からみると、明細書中のデザイン特徵に対する「文字」

説明が仔細であればあるほど、意匠請求の範囲にこれらの文字説明の特

徴を含まなければならないと解釈され、その結果、意匠請求の範囲がよ

り狭まる可能性があるという指摘がある36。 

 

他の判断基準には次のものがある。 

 

(1)  意匠の外観の確定には、図面の各図（立体図、六面図、平面図、単

位図又はその他補助図を含む）に開示された形状、模様、色彩等すべて

の内容を総合して一意匠とすべきである。 

 

                                                   
36 May Chen (Chu-Mei Chen)、「登録意匠の「新規特徴」の意匠侵害事案における役割と判断方式」、

2015.07.30. 理律法律事務所ニュースレター 
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(2) 図面に色彩を含む場合であって、意匠権の権利範囲を確定する時、図面

に示された色彩及びその応用された物品の外観に基づき、その外観を確

定すべきである。ただし、意匠の説明において色彩を主張しないとの申

立てがなされている、又は 2004 年 7 月 1 日に施行された特許法施行細

則第 33 条第 3 項により色彩の工業色票番号が指定されていない或いは

色彩カードを添付していないため当該意匠は色彩を含まないと認定され

たものである場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その外観には色彩

が含まれないと確定すべきである。 

 

(3) 意匠は物品の外観に応用されたものであるが、物品表面の透明材料を通

して物品の内部を観察できる、又は物品の全体或いは局部が屈折、反射

により光学的効果を生じる場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その

外形輪郭のみを対象とすることはできず、可視できる内部特徴又は光学

効果を総合して行わなければならない。例えば時計の文字盤は内部特徴

であるが、透明カバーの一部分がレンズである場合、文字盤の光学効果

も考量しなければならない。 

 

(4) 変化する外観を有する意匠については、例えば変形ロボット又は変化す

る外観を有する画像意匠は、図面に開示されたすべての変化状態を基準

とし、さらに各図の名称及び意匠の説明において記載された内容を参酌

し、これに基づいて意匠権の権利範囲を確定すべきである。連続的な動

態変化を有する外観の画像意匠については、当該画像は順次変化するこ

とから、意匠権の権利範囲を確定する際に、図面に開示されたすべての

変化状態以外に、明細書に記載された変化の順序も考慮しなけらばなら

ない。 

 

(5) 同一又は対称であることから一部の図を省略する場合、意匠の説明に記

載した内容により、意匠権の権利範囲を確定しなけれなばらない。その

他の事由により一部の図を省略する場合、例えば使用中に見えないため

自動車底部を示す底面図を省略したことについては、当該底部は「権利

を主張しない部分（注：意匠登録を受けようとしない部分）」と見なす

べきである。 

 
. 分  
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前述した図 2.4 の「運動靴の一部」では、「権利を主張する部分」は

運動靴表面の模様の特徴であり、実線と破線で構成された「運動靴」を

当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.5 の「コント

ローラーの一部」では、「権利を主張する部分」はコントローラーの形

状輪郭で、ボタン等の特徴を含まず、実線と破線で構成された「コント

ローラー」を当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.3

に示すとおり、実線で表したのは「ヘッドライト」の部品、破線で表し

たのはその実施分野及び用途である「自動車」であるため、実線と破線

で構成された「自動車」ではなく、「自動車のヘッドライト」とし確定

すべきであり、また、実線のみを考慮して「各種用途に適用される発光

ランプ」と認定してもならない。 

 

2.   

 

部分意匠の外観の確定について、図面における「権利を主張する部分」

で表された内容を基準とすべきである。「権利を主張しない部分」とは

意匠権者が保護を請求しない部分であり、その開示内容は意匠の外観の

一部ではないが、「権利を主張する部分」が表される外観と環境との間

の位置、大きさ、分布関係の確定に用いることができるものである。簡

単に言えば、「権利を主張する部分」に開示された内容により、それと

「権利を主張しない部分」の関係を参酌して一つの具体的意匠を構成す

べきである。例えば図 2.6 に示す「カメラ用レンズ」では、その外観は

「やや『6』字形をしているレンズ外観（実線で表す）で、それはカメラ

本体の前面中央部に配設されている（破線によって実線で表される外観

と環境との関係を表す）」と確定すべきである。また、図 2.7 に示す「ナ

イフの一部」では、当該実線は一つの線のみであるが、その外観は「略

円弧状の刃先の輪郭で、それはナイフの刃先全体に位置している（破線

によって実線で表される外観と環境との関係を表す）」と確定すべきで

ある。 

 

また、図 2.8 の「タイヤの一部」では、その外観は「実線によって開

示されるタイヤの形状及びその表面両側の模様であり、表面の中間にあ

る破線は両側の模様と中間にある主張しない模様との間の分布関係を

表すものである」と確定すべきである。図 2.9 の「タイヤ」では、その
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侵 の と判  

 

意匠権侵害の判断は、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類似するか否かを対比、

判断することである。対比、判断する際には、一般の消費者が関連商品を購入する

時の観点に立ち、係争意匠の権利範囲の全体の内容と被疑侵害品における当該意匠

に対応する意匠の内容を対比することにより、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類

似する物品であるか否か、及び同一又は類似する外観であるか否かを判断すべきで

ある。 

 
.  

被疑侵害品が係争意匠の権利侵害を構成するか否かを対比、判断する前

に、まずは被疑侵害品の意匠内容を解析する必要がある。 

被疑侵害品の解析は、係争意匠の権利範囲で確定されている物品及び外観

に照らして、被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を認定すべきで、

関係ない部分は対比、判断に盛り込んではならない。係争意匠が物品の部品

製品である場合には、被疑侵害品におけるそれと対応する部品を対比の対象

としなければならない。 

 

例えば、係争意匠に係る物品が時計ベルトで、被疑侵害品は時計ベルトを

含む腕時計である場合、権利侵害を判断する際には、両者のベルトを対比、

判断の対象とすべきで、関係のないケースを考慮してはならない。また、係

争意匠の外観が立体形状のみで、被疑侵害品は立体形状及びその表面上の平

面模様を有している場合、権利侵害を判断する際には、両者の形状を対比、

判断の対象とすべきで、関係のない平面模様を考慮してはならない。係争意

匠の外観が形状と模様を含み、被疑侵害品は表面の模様がない製品（形状の

み有り）である場合、権利侵害を判断する際には、係争意匠の模様をおろそ

かにして両者の形状のみを対比することで、その意匠権の権利範囲を拡大し

てはならない。しかし、外観上分離できない創作に属する場合、例えばバラ

の花と葉で構成される模様、又は全体の輪郭とレリーフ装飾で構成される形

状の場合、対比、判断する時に、いずれのデザイン特徴も関係ない部分と見

なしてはならない。 
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判断する時に一般の消費者が実際に商品を購買、使用する状況及び商品の生

産販売状況をシミュレートすべきである。例えば、腰掛けと背もたれ椅子で

は、後者は前者に比べ、背もたれ機能を付加したものであるが、両者の座る

用途は類似する。万年筆とボールペンでは、両者はインク供給の方法が異な

るが、筆記用途は類似する。ダイニングテーブルと書斎デスクでは、両者の

使用場面は異なるが、用途は類似する。前述した 3 種類の状況はいずれも類

似物品に属する。また、クレヨンと口紅では、前者は絵画の用途で、後者は

化粧の用途であることから、両者の用途は明確に異なり、類似物品には属さ

ない。 

 

判断する時には、図面及び明細書において明確に記載された又は実質的に

含意される用途により当該物品の類似範囲を認定すべきである。例えば、図

面及び明細書に開示された「腕時計」は、計時用途が含意され、懐中時計又

は掛け時計もまた計時用途であることから、腕時計の類似物品となる。「国

際工業意匠分類」では、各種工業意匠の製品名称が列記してあることから、

判断する際に当該分類に列記された関連物品を参酌することもできるが、そ

れが同一カテゴリ又は同一サブカテゴリに属するからというだけで、同一又

は類似物品と認定すべきでない。 

 

 物品同一 物品類似 物品非類似 

外観同一 同一意匠 類似意匠 非類似意匠 

外観類似 類似意匠 類似意匠 非類似意匠 

外観非類似 非類似意匠 非類似意匠 非類似意匠 

 
三. 外 類  

 

外観の同一とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模様、色彩が完全に同

一であることを指す。外観の類似とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模

様、色彩が完全には同一ではないものの、両者の外観全体に実質的な違いが

ない場合を指す。判断する時には、一般の消費者が商品を購入する観点に立

ち、商品に対する一般の注意力で、「全体観察、総合判断」の方式で、係争

意匠の全体内容と被疑侵害品における当該意匠と対応する内容を直接対比

観察すべきであり、一般の消費者が被疑侵害品を係争意匠であると誤認し、
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混同を生じさせる視覚的印象をもたらす場合には、両者の外観全体には実質

的な違いはなく、外観が類似すると認定される。 

 

全体観察とは、係争意匠の図面の各図に開示される形状、模様、色彩から

構成される全体の内容と被疑侵害品における当該図面と対応する意匠内容

を観察するもので、いかなるデザイン特徴もおろそかにしてはならず、観察

した後、再度両者のデザイン特徴を対比して、その異同を分析して対比を行

う。 

 

総合判断とは、一般消費者の観点から、すべてのデザイン特徴の視覚的印

象全体に対する影響を総合して考慮するもので、係争意匠の六面図と被疑侵

害品の各図をそれぞれ判断するものではなく、両者の各デザイン特徴又は局

部の相違についてそれぞれ判断するものでもない。判断する際には、一つ一

つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、一つ一つのデザイン特徴に

いずれも同等の比重を付与するものではなく、局部の特徴の相異にとらわれ

てもならない。 

判断する際には、一つ一つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、

重点は被疑侵害品と係争意匠の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚的印象に

影響するに足りるか否かにある。前述の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚

的印象に影響するに足りない軽微な相違（minor difference）のみで、一般の

消費者が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同を生じさせる視覚的印象をも

たらす場合、両者の外観は類似すると認定すべきである。反対に、当該相違

が被疑侵害品の全体的な視覚的印象に影響するに足り、混同を生じない場合

には、両者の外観は類似しないと判断すべきである。 

 

被疑侵害品と係争意匠の相違がその全体的な視覚的印象に影響を与える

か否かを判断する時は、「注意を引きやすい部位又は特徴」を判断の重点と

すべきであり、必要に応じて、その他の要素を考慮すべきである。 

 

つまり、外観の同一又は類似の判断は、原則として次のように行う37。 

 

判断する際は、一般の消費者が商品を購入する観点により、商品に対する

普通の注意力をもって、全体を観察し、総合的に判断する。係争意匠の全体

                                                   
37 専利侵害判断要点、2016 年版、頁 78 
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の内容と被疑侵害品のデザインとを直接観察・比較した結果、一般の消費者

が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同した視覚的印象を生じた場合、両者

の全体の外観に実質的な相違がなく、類似する外観であると認定する。 

また、一般の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴は、例えば「先行意

匠と明らかに異なる係争意匠のデザイン特徴」、「正常な使用時に見えやす

い部位」（例えば冷蔵庫の扉又はシーリングライトの見上げ面）である。当

該部位又は特徴は視覚的印象全体に影響しやすいことから、判断する時に

は、当該部位又は特徴により高い比重を置いて行うべきである38。 

 
外観の類似を判断するにあたり、近時の裁判例では、おおむね次の判断手

順を採用している。 
 
1. 係争意匠と被疑侵害品の共通点と相違点を認定する。 

 

2. 認定された共通点と相違点が、一般消費者の注意を引く部分であるかの

認定及びその程度の評価を行う。 

 

3. 各共通点と相違点が全体的な視覚的印象を意匠に与える影響の大きさを

比較した上で、消費者に混同を生じさせる可能性を判断する（本章第四

節の事例 1～3 を参照）。 

 

また、外観の類似の判断にあたっては、米国の判例を参考に、類似の判断

基準に「三方対比法」という補助的分析方法が用いられることもある。三方

対比法とは、先行意匠により、係争意匠の属する創作分野における先行意匠

の状態及び三者間の類似度を分析することで、被疑侵害品と係争意匠との外

観全体が類似するかとの判断方法である。仮に「被疑侵害品と係争意匠の類

似度」が、「係争意匠と先行意匠の類似度」及び「被疑侵害品と先行意匠の

類似度」のいずれよりも高ければ、被疑侵害品と係争意匠は類似していると

判断するものである。

 
三方対比法の使用のタイミングについて、「判断要点」によると、全体観

察、総合判断の方法を経て、被疑侵害品と係争意匠との外観全体が明らかに

類似する、又は両者の相違が十分に明確（sufficiently distinct）で、明らかに

                                                   
38 専利侵害判断要点（ 年版）頁
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類似しない（plainly dissimilar）と認定することができる時は、先行意匠を考

慮して三方対比をする必要はなく、両者の外観全体が類似する又は類似しな

いと直接認定することができる。ただし、被疑侵害品と係争意匠が類似しな

い（not plainly dissimilar）ことが明らかではない場合、特に両者が類似する

か否かを判断し難い時は、当事者の主張又は個別案件の状況により、当事者

が提出した先行意匠又は出願包袋における先行意匠に基づき、係争意匠の属

する創作分野における先行意匠の状態を分析し、並びに三方対比により分

析、判断することができる。

「スーツケース事件」 において、知的財産裁判所は、被疑侵害品 1 と係

争意匠の下記の 2 つの相違点では、被疑侵害品が係争意匠よりも、本件中の

先行意匠（被告証拠 11）との類似度が高いので、被疑侵害品 1 と係争意匠は

類似しないと判断した。

「e：被疑侵害品 1 と先行意匠は共に長形の脚部を有するが、係争意匠は丸

形の脚部である」

「ｆ：被疑侵害品 1 と先行意匠は共にキータイプのロックを採用している

が、係争意匠は楕円形のダイヤル錠を採用している」

                                                   
39 知的財産裁判所 2017 年度民專訴字第 71 号 
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. 分  
 

1. 品の同  

 

被疑侵害品と部分意匠に係る物品が同一又は類似するか否かは、係争

意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断

すべきである。部分意匠の場合、通常、「権利を主張する部分」及び「権

利を主張しない部分」からなる物品が、意匠物品となる。当該意匠物品と

被疑侵害品について両者が同一又は類似の物品であるか否かを判断すべ

きである。もし部分意匠がある物品の構成部品（「権利を主張する部分」

をもってある物品の構成部品を表し、「権利を主張しない部分」をもって

当該部品の実施分野及び用途を表す）について権利を主張した場合、被疑

侵害品における対応する部分とその実際の用途について両者が同一又は

類似の物品であるか否かを判断すべきである。部分意匠における「権利を

主張する部分」と「権利を主張しない部分」で構成される物品と被疑侵害

品について判断を行うものではない。 

 
例 
〔係争意匠〕運動靴の一部         〔被疑侵害品〕運動靴 

 
〔説明〕 
係争意匠「運動靴の一部」に係る物品は「権利を主張する部分」と「権

利を主張しない部分」で構成される「運動靴」であり、被疑侵害品も「運

動靴」であるため、両者は同一物品であると認定すべきである。 

 

2. 観 同  

 

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意
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匠の図面における「権利を主張する部分」を基準とすべきであり、さらに

その「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係（「権

利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」と環境との間の位置、

大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分と被疑侵害品における

対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総

合的に判断すべきである。 

 

係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対応する部分

と同一であり、かつ当該「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大

きさ、分布関係もほぼ同じである場合、両者の外観が同一であると認定す

べきである。係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対

応する部分と同一又は類似であり、両者の相違が「権利を主張する部分」

と環境との間の位置、大きさ、分布関係が異なるのみである場合、原則と

して両者の外観が類似すると認定すべきである。ただし、当該相違が当該

類別の物品分野においてよく見られる設計手法ではない場合は、両者の

外観は同一でも類似でもないと認定することができる40。 

 
例 
〔係争意匠〕カメラ用レンズ       〔被疑侵害品〕カメラ 

 

〔説明〕 

係争意匠「カメラ用レンズ」の外観は、やや「6」字形をしているレン

ズ部分（実線で表す）がカメラ本体の前面中央部（破線で実線による外観

と環境との関係を表す）に配設されたものであり、被疑侵害品「カメラ」

は係争意匠と同じ「カメラ用レンズ」を有し、かつ当該レンズもカメラ本

体の前面中央部（位置、大きさ、分布関係がほぼ同じである）に配設され

                                                   
40専利侵害判断要点（ 年版）頁 ～  
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ているため、両者の外観は同一又は類似すると認定すべきである。 

 
.  

 

1. 品 同  

 

被疑侵害品と画像意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争

意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断す

べきである。例えば、係争意匠は「表示パネルのアイコン」で、被疑侵害

品は洗濯機のアイコンである場合、係争意匠の画像が応用された物品は「各

種電子情報製品において汎用の表示パネル」で、被疑侵害品の画像は「洗

濯機の表示パネル」に実施されている。被疑侵害品が係争意匠に含まれる

と判断すべきであり、両者が同一物品であると認定すべきである。また、

例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」で、被疑侵害品は洗濯機のア

イコンである場合、係争意匠の画像は「携帯電話の表示パネル」、被疑侵

害品の画像は「洗濯機の表示パネル」に実施されており、係争意匠に係る

物品の用途は「携帯電話」に限定され、被疑侵害品の「洗濯機」とが明ら

かに異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないと認定すべきである。

また、例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」であり、一方、被疑侵

害品は包装紙若しくは生地の模様、又は被疑侵害品は携帯電話の実体押し

ボタンの模様である場合、係争意匠が応用された物品は「携帯電話の表示

パネル」で、被疑侵害品の「包装紙」、「生地」又は「携帯電話の実体押

しボタン」の用途とは異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないと

認定すべきである。 
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例 

〔係争意匠〕表示パネルのアイコン〔被疑侵害品〕携帯電話 

 

〔説明〕 

係争意匠「表示パネルのアイコン」が応用された物品は「各種電子情報

製品において汎用の表示パネル」であり、一方、被疑侵害品のアイコンは

「携帯電話の表示パネル」に応用されたため、被疑侵害品が係争意匠に含

まれると判断すべきであり、両者は同一物品であると認定すべきである41。 

 

2. 観 同  

 

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意匠

の図面における「権利を主張する部分」（通常は画像の内容）を基準とす

べきであり、さらにその「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大

きさ、分布関係（「権利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」

と環境との間の位置、大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分

と被疑侵害品におけるそれと対応する内容とを対比し、両者の外観が同一

又は類似するか否かを総合的に判断すべきである。ただし、係争意匠が境

界線で意匠を主張する部分の境界を示すだけで、画像と環境との間の位置、

大きさ、分布関係を限定しない場合、被疑侵害品の対応する画像との環境

と間の関係を考慮に入れてはならない。 

 
 
 

                                                   
41専利侵害判断要点（2016 年版）頁 87～90 
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例 
〔係争意匠〕表示パネルのアイコン  〔被疑侵害品〕携帯電話 

 

〔説明〕 

係争意匠「表示パネルのアイコン」の外観は境界線で示される単一の「通

話アイコン」であり、そのアイコンと環境との間の位置、大きさ、分布関

係を限定しておらず、被疑侵害品「携帯電話」は係争意匠と同じ「通話ア

イコン」を有するため、両者の外観は同一であると認定すべきである。 

 
画像意匠に関する裁判例は、今のところ乏しいが、携帯電話・スマート

フォンが普及している現在、今後急激に増え、注目を集めることが予想で

きる。 
 
六.  

 

被疑侵害品と組物意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争意

匠の組物の構成物品と被疑侵害品における対応する内容について判断すべ

きである。判断する時は、組物を構成する物品全体の用途を判断の対象とす

べきであり、一部の物品が異なるからというだけで、物品が類似しないと認

定すべきではない。例えば、係争意匠が「一組のオーディオ機器セット」の

組物意匠である場合、その組物全体の用途と被疑侵害品とを対比すべきであ

り、「一組のオーディオ機器セット」の各構成物品に対してそれぞれ対比す

べきではない。係争意匠「一組のオーディオ機器セット」（プレーヤー、ア

ンプ及び左右スピーカーボックスを含む）と被疑侵害品のオーディオ機器設

備（プレーヤー、低音スピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックス
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を含む）との全体的な用途が類似しているため、たとえ両者の構成物品が多

少異なったとしも、依然として両者は類似物品であると認定すべきである。 

 

被疑侵害品と組物意匠との外観が同一又は類似するか否かの判断は、係争

意匠の図面に開示される物品全体の外観を対象とし、係争意匠に係る物品全

体の外観が統合された視覚的印象と被疑侵害品における対応する内容とを

対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総合的に判断するものと

する。 

 

原則として、被疑侵害品は係争意匠に係る物品全体の外観を含むことによ

り、初めて両者の外観が同一又は類似すると認定することができる。ただし、

被疑侵害品が係争意匠に係る物品全体の外観を含んでいないが、両者の相違

がその視覚的印象全体に影響を与えるに足りるものではなく、混同を生じさ

せる場合、依然として両者の外観は類似すると認定すべきである。 

 

例 
〔係争意匠〕 〔被疑侵害品〕 

一組のオーディオ機器セット オーディオ機器セット 

 
〔説明〕 

係争意匠「一組のオーディオ機器セット」はプレーヤー、アンプ及び左右

スピーカーボックスの物品によって構成された全体の外観を有するのに対

し、被疑侵害品「オーディオ機器セット」の構成物品はプレーヤー、低音ス

ピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックスを含み、両者の一部の構

成物品が異なるが、その全体用途が類似しているため、両者は類似物品であ

ると認定すべきである42。 

組物意匠に関する裁判例は少ないが、「制御ボックス及び工作機械事件」

                                                   
42 専利侵害判断要点（ 年版）頁 ～  
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43で裁判所は「被疑侵害品と組物意匠の物品は共に制御ボックス及び工作機

械であり、かつ、両者の外観が透明な安全カバーである、という共通点はあ

るが、制御ボックス及び工作機械の外観が異なるなどの相違点を考えると、

両者の視覚的印象は類似していない」と判断した。 

                                                   
43知的財産裁判所 2016年度民專訴字第 7号。 
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侵 の  

両 意匠全 判決 メ

 
知的財産裁判所 2017年民専上字 29号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/07/05）

本件 案

X 原告、被控訴人 は、意匠登録第 D171931「携帯式メモリ」（以下、本件意匠）

の意匠権を有する者であり、Yは本件意匠の実施品である携帯式メモリ（被疑侵害

品）を製造し、販売している。Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求

した結果、第一審は、被疑侵害品は係争意匠を侵害していると判断し、Yに対し、

百万台湾ドルを支払うよう命じた。Yはそれを不服として控訴を提起した。

旨

Yの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、

確定された意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。被疑侵害品を

解析してから、本件意匠の物品（請求範囲の記載をもとに確定する）及びその外観

を比較して、被疑侵害品の対応デザイン内容の認定を行う。関係のない部分は対比

の対象に入れない。一般の消費者が商品を選択する際の視点から、本件意匠の全体

内容と被疑侵害品の対応デザイン内容との比較を行う。この作業によって物品また

は外観の類似を判断する。」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づいて、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、c、dのいずれも

（下図を参照）、「普通の消費者の注意を引きやすい位置又は特徴」に属し、意匠全

体の視覚的イメージに影響を与えやすいものである一方、両意匠の相違点である e

と fは、視覚上明確なものではなく、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅

かであるとして、両者の外観が類似していると認定した。
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匠に創作性があるか否かを判断することができるが、依然として全体的に観察し、係

争意匠が『特殊な視覚的効果』を生じさせたのかを総合的に判断しなければならない」

との原則を独自に帰納した。そして、帰納して得られた原則により対比し判断した結

果、メモリ部と挿入保持部からなる係争意匠の全体の外観は先行意匠と明らかに異な

る特殊な視覚的効果を生じさせたとし、当該意匠に創作性があると認めた。

また、本件事案の第一審では、裁判所は無効論について、まず本件意匠の登録性を

肯定した中間判決をした上で、被疑侵害品は本件意匠を侵害していると判断した終局

判決をした。第一審の裁判所は、終局判決において、「全体観察、総合判断」の方法で、

両意匠の類似性を認めたほか、補助的方法として三方対比法により判断し、本件意匠

と、被疑侵害品と、先行意匠について、三方対比を行い、「被疑侵害品と本件意匠の類

似度」が「本件意匠と先行意匠の類似度」と比べてより近く、かつ、「被疑侵害品と本

件意匠の類似度」も「被疑侵害品と先行意匠の類似度」と比べてより近いとしたうえ、

この点からも被疑侵害品と本件意匠の外観は類似すると判断することができると認

定した。
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が意匠全 決 仏 ） 
知的財産裁判所 2018年民専上字第 9号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/08/30）

本件 案

X 原告、控訴人 は、意匠登録第 D159799号「木彫り仏聯」（以下、本件意匠）の意

匠権を有する者であり、Y は本件意匠の実施品である「仏道禅心 素面 木彫り仏聯」

（被疑侵害品）を製造し、販売している。（注：「仏聯」は二幅が対となった仏画）

Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は係

争意匠を侵害していないと判断し、Xの請求を棄却したが、Xは控訴を提起した。

旨

控訴審は X の請求を認容し、原判決を取消し、Y に対し、194,400 台湾ドルを支払

うよう命じた。

本判決をした裁判所は、「外観の同一・類似の判断は、普通の消費者が商品を選択す

る際の視点から、『全体観察、総合判断』の方法で、被疑侵害品と本件意匠のデザイン

内容を比較する。特に特徴的なデザインの共通点と相違点が、全体として視覚に与え

るイメージの影響を考量する。「普通の消費者の注意を引きやすい点」に重点を置き、

『先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴』（すなわち、本件意匠の『新規特徴』）、

『通常の状態で見やすい位置』、ほかのデザイン特徴をあわせて、全体の外観を統合

した視覚イメージなどを総合的に判断する」ことを判断基準としたことを明らかにし

た。

 

その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点 a、b、c、dのうち（下記の付図１

０を参照）、a と c は、先行意匠と比べて特徴的なデザインであるとはいえないが、b

と dは、先行意匠と比べて特徴的なデザインであり、かつ、通常の状態で見やすいと

ころに位置するため、普通の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴に該当し、外観

全体の視覚イメージに影響を与えるものとして認められる。一方、両意匠の相違点で

ある eと fは、被疑侵害品の細部を修正したものにすぎないため、普通の消費者の注

意を引きやすい部位又は特徴に該当せず、外観全体の視覚イメージに影響を与えるも

のとして認められない。したがって、両意匠は、共通点 cと dにより全体の外観につ

いて混同する視覚イメージが生じてしまい、実質的な差異はないとして、両者の外観

の類似性を肯定した。
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が意匠全 と 判決 ラ  
知的財産裁判所 2017年民専上字 19号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/03/15）

本件 案

X 原告、控訴人 は、意匠登録第 D153251「ドライバー」（以下、本件意匠）の意匠

権を有する者であり、Yは本件意匠の実施品であるドライバー（被疑侵害品）を製造

し、販売している。Xが Yに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した結果、第

一審は Xの請求を棄却したが、Xがそれを不服として控訴を提起した。

旨

Xの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確

定した意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。意匠権の権利範囲と

は、図面で示された外観及びその物品を正確に把握することにより、合理的に確定で

きる範囲である。意匠の外観の確定とは、図面に掲載されている形状、模様又は色彩

により構成される全体の外観に基づいて行うが、必要である場合、明細書の説明を参

酌することも出来る」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、cのいずれも（下図

を参照）、ドライバー製品の基本的な形態又は先行意匠で広く使用されている従来の

特徴と認めた。一方、両意匠の相違点である dと eについて、相違点 dにおける、「ネ

ジ部分」と「溝」の配置関係が先行意匠と明らかに異なるため、相違点 dは「先行意

匠と明らかに異なるデザイン特徴’（すなわち、本件意匠の「新規特徴」）であるが、

被疑侵害品には d というデザイン特徴が含まれておらず、さらに、e の長さの割合の

差異により、両意匠の視覚的焦点が異なり、一層、全体として外観に異なる視覚イメ

ージを与えるので、両者は明確に区別することができる、と認定した。
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特徴  

 
 
  

共 通

点 
 

本件 匠 害  

a-c 
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機 形態が 特徴 有 判決

ンジ タ タ ク

知的財産裁判所 2017 年民専上易字第 1 号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2017/09/28

本件 案

X 原告、被控訴人 は、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」

（以下、本件意匠）の意匠権を有する者であり、Y 被告、控訴人 は本件意匠の実施

品である「エンジン冷却用ウォータータンク」（被疑侵害品）を製造し、販売してい

る。X が Y に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は

係争意匠を侵害していると判断し、 に対し、15 万台湾ドルを支払うよう命じた。Y

はそれを不服として控訴を提起した。

判旨

Y の控訴を棄却した。

X の提訴に対し、控訴人 Y は、本件意匠の流入口、流出口、2 つの注水口の位置は、

エンジンの規格の配置に合わせるため、機能上要求されるものであり、二つの注水口

の位置もその数も、製品の技術的機能又は規格を考量したものにすぎず、本件意匠の

デザイン特徴ではないと反論した。

本判決をした裁判所は、純粋な機能的形態は、確かに意匠保護から除外されるが、

本件意匠の流入口、流出口、注水口は、エンジンと接続するために設置されたもので

あることから、実用性の目的を有する一方、その位置及びその数が、依然としてデザ

インまたは再構成により視覚上の特徴となり得ることも事実であり、また、このこと

は先行意匠の引用例 2 ，6 ，7 と比べて、本件意匠の流入口、流出口、注水口の位置

も数量も完全に異なることからもそれが分かると認定した。

同裁判所は、両意匠の共通点である特徴 A～F のうち、特徴 A～D はこの類の製品

が通常使用の状態で見やすい部分で普通の消費者の注意を引きやすい部分であるた

め、外観全体の視覚イメージに影響を与えるものである一方、共通点である特徴 G、

H は、局部的な修飾又は微小な差異にすぎないことから、両意匠は混同する視覚イメ

ージが生じてしまい、両者の外観が類似していると認定した。
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を不服として控訴を提起した。

旨

Yと Zの控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、本件意匠と被疑侵害品を比較すると、共通点 a～gを有し、

さらに、本件意匠の先行意匠と明らかに異なる新規特徴である b、c、d、 gのいずれ

も（下図を参照）被疑侵害品と共通するとし、一方、両意匠の相違点である h～mは、

先行意匠を若干修正した結果に過ぎず、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅

かであるとして、両意匠は混同する視覚イメージが生じてしまい、両者の外観が類似

していると認定した。

また、Xの提訴に対し、被疑侵害品を製造している Yは、製品の製造は自身が所有

する意匠登録第 D159447 号に基づいて行っており、販売は Z に委託しているので、

主観的過失がないと抗弁した。販売を行っていた控訴人 Zも、Xの警告書を受け取っ

た後、速やかに販売中止を各代理店に通知したので、主観的過失がないと抗弁した。

Yと Zの抗弁に対して、同裁判所は、控訴人 Yが、電動自転車を研究開発する能力

を有し、意匠登録をも取得していることから、競合他社の商品に対し相当の注意を払

い、損害発生を回避する能力も注意義務もあると言えるにもかかわらず、本件意匠を

侵害する被疑侵害品を製造したことは、注意義務を怠った結果であると認定した。一

方、控訴人 Zの業務は、主に Yの電動自転車製品の販売であることから、市場の競合

商品の情報を調べる能力があり、他人意匠の存在に対する注意義務もあるにもかかわ

らず、本件意匠を侵害する被疑侵害品を販売したことは、注意義務を怠った結果であ

るとして、Yと Zのいずれも過失を有すると認定した。

また、Y、Z 両社の代表者が、自らは被疑侵害品の製造、販売には直接関与してい

ないため、職務の執行につき過失がない、と抗弁した。Y、Z 両社の代表者の抗弁に

対して、同裁判所は、代表者として各自社内の業務に対して管理・監督の責任を負う

と認め、Y、Z 両社の代表者のいずれも、会社と共に連帯で賠償責任を負うべきであ

ると判示した。
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七 による 権の侵 について

 
 

匠 利行使及 利 害 任 関連規定

 
台湾では 2003 年 3 月 31 日より、特許権・実用新案権・意匠権の権利侵害の刑事責

任が廃止された。意匠権の権利行使と侵害責任に関しては、民法と専利法に規定され

ている。民法は基本的な規定であり、専利法は特別な規定に属する。原則的に、意匠

権者は関連民事手続きによってのみ権利行使ができ、権利侵害者は民事責任を負担す

る。以下に、民法と専利法の関連規定について説明する： 
 

.  
 
請求権の時効の規定は、権利者の権利行使を保証するだけでなく、社会での

既成秩序と狀態の安定性も重要視するためのものである。権利者が法定の時

効期間内に権利行使しなかった場合、相対人はこの時効の規定に基づいて「時

効の抗弁」を主張することにより、当該権利の行使を実現させないようにす

ることができる。専利法においては、意匠権の侵害行為に対して特別な請求

権の時効が規定されており、民法の規定と基本的に同じである。 
 
（損害賠償請求権） 
 民法第 197 条 1 項： 

権利侵害行為により生じた損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償

義務者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害

行為があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。 
 
 民法 197 条 2 項： 

損害賠償義務者が権利侵害行為により利益を受け、被害者が損害を受け

た場合、前項の時効が消滅した後も、依然として不当利得の関連規定に

より、受けた利益を被害者に返還しなければならない。 
 
 専利法第 96 条 2 項： 

第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を

知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があ

った時点から 10 年を超えた場合も同様とする。 
 
よって、意匠権者は、ある者又はある会社（損害賠償義務者）がその意匠権

を侵害したことを主張したい場合、権利侵害者の身分を知ってから 2 年以内
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に権利行使しなければならない。さもなければ、権利侵害者は、「時効が成立

したため請求権は消滅した」と主張することができる。また、権利侵害の行為

が発生してから 10 年が経過したにもかかわらず、権利者がこれを全く調査し

なかった、又は知らなかった場合、権利侵害者は同様に、「時効が成立したた

め請求権は消滅した」と主張することができる。 
 
ただし、侵害事件のケースは、実際には、通常、権利侵害の行為が一定の時

間続いており、損害も相当の時間が経ってから生じるケースが多い。権利侵

害行為が続けられていた場合、時効の消滅に係わる「損害及び賠償義務者を

知った時点」の起算点は、損害又は権利侵害者を知った最初の日とは限らず、

知った日から権利侵害者が侵害を終了した日までの間「連続する」。45 
  

                                                   
45最高裁判所法院 2009 年度台上字第 1474 号民事裁定：「上告人は 1999 年から 2004 年まで、紙袋を

継続して製造・販売しており、侵害が終了するまで、損害は依然として継続しているので、被上告人

の請求権の時効は起算しなおすされ続けるので、2003 年 8 月 12 日の提訴時、時効は消滅したわけで

はない。」なお、本事件においては、権利者が民事訴訟提起の日を「損害及び賠償義務者を知った」

時効の起算点とした。 
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（不当利得返還請求権） 

一方、民法第 197 条第 2 項の規定により、権利者が時効により請求できな

いリスクが生じたときは、権利を主張できるもう一つの可能な手段、つまり、

「不当利得」の返還請求ができる。46 この場合の主張は、権利侵害者の「損

害賠償責任」を追及するものではなく、権利侵害者に、特許・実用新案の技術

又は意匠を使用することにより「得た利益」を請求するものである。ご参考の

ため、ここに、「不当利得」の返還を請求の基礎とするときに適用される一般

的請求権時効（15 年）に関する民法の条文を抄録する： 
 
 民法第 125 条：「請求権は 15 年間行使しなければ、消滅する。ただし、

法律により定められた期間がより短い場合、その規定に従う。」 
 
実際の事件例は、最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決を参考に

することができる。当該事件において、特許権者は「2011 年 4 月 29 日に初

めて本件訴訟を提起したため、2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2
年間の時効期間により消滅した」と認められた。一方で、裁判所は、「不当利

得」を基礎とした請求権の主張を採用したため、権利者には 15 年の長期時

効が適用された。裁判所は、「他人の専利を実施する権利のない者は、権利金

に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払

った後にも利益が得られて初めて商業上の取引行為を行うはずである」と認

めた。47 
                                                   
46民法 179 条：「法律上の原因なく利益を受けたために、他人に損害を被らせた場合、その利益を返

還しなければならない。法律上の原因があったが、その後に存在しなくなった場合についても同じで

ある。」 

民法 181 条：「不当利得の受益者は、受けた利益を返還するほか、当該利益により更なる利益を受け

た場合も、それを併せて返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により

返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。」 
47最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決：「係争製品 A は係争特許甲の特許請求の範囲の請

求項 1 の範囲に入っており（文言侵害）、韶爾社の特許権を侵害している。しかしながら、韶爾社は

2011 年 4 月 29 日に初めて本件を提訴したので、その 2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2 年

の時効期間により消滅した。……東鴻社は係争製品 A を製造かつ販売し、東怡社は単に販売してい

たことは、当事者双方が争わない事実であり、また、韶爾社が第三者である協紡社に依頼して東鴻社

から購入した係争製品 A は、東怡社から出荷され、かつ東怡社は領収書を発行し、また、両者は同

じ住所にあり、東怡社が販売していた当該製品は、明らかに東鴻社が製造したものであるので、民法

第 185 条第 1 項前段に規定の共同権利侵害行為に該当し、当該二社はこの部分について各自が連帯し

て損害を賠償する責任を負わなければならない。…また、東怡及び東鴻社が 2009 年 4 月 29 日以前に

製造・販売した 2,390 個、3,072 個の係争製品 A については、他人の專利を実施する権利のない者が
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実際の事件では、専利権者が同時に「権利侵害行為に基づく損害賠償請求

権」と「不当利得返還に基づく請求権」の 2 つの法定請求権に基づいて、被

った損害の填補又は不当利得の返還を裁判所に請求することがしばしばあ

る。これについても、次の節において補充説明する。 
 

. と 侵 の  
 
民法では、権利侵害者の責任（即ち、権利を侵害された者の請求権基礎）

について、次のように規定されている： 
 
 民法第 184 条第 1 項： 

故意又は過失により、他人の権利を不法に侵害した者は、損害賠償の責

任を負う。 
 

 民法第 185 条： 
数人が共同で不法に他人の権利を侵害した場合は、連帯して損害賠償責

任を負う。加害者を確定できない場合も同じである。教唆者および幇助

者は共同行為者と見なされる。 
 
 民法第 216 条： 

損害賠償は、法律に別段の定めがある場合、又は契約で別段の約定があ

る場合を除き、債権者が被った損害及び失った利益を填補することを限

度としなければならない。通常の状況、又は所定の計画、設備若しくはそ

の他の特段の事情により予期できる利益を、失った利益と見なす。 
 
また、専利法において、意匠権の行使と権利侵害行為者の責任は、専利法

142 条により、特許に関する権利行使と侵害責任の関連規定である専利法第

58 条第 2 項、第 96 条、第 97 条を準用する： 
 
 専利法 136 条第 1 項： 

                                                   
権利金に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払った後にも利益を

得られて初めて商業上の取引行為を行うはずであることに鑑み、1 個の当該製品の平均の税引前純利

益の 37.94 元、70.94 元の半分で計算すれば、不当利得の法律関係に基づき、東怡社と東鴻社にそれぞ

れ 45,338 元、108,964 元の元金と利子を請求するという韶爾社の請求は根拠があるため、許可すべき

である……よって、王雄東などの 4 人が連帶して 1,133,723 元の元金と利子を、東鴻社と王雄東が連

帯して 516,277 元の元金と利子を支払うように命じた一審の判決を維持する…」 
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意匠権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同

意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除

する権利を専有する。 
 

 専利法第 58 条第 2 項： 
「物の発明の実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使

用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。 
  
 専利法第 96 条第 1 項： 

特許権者は、その特許権を侵害するものについて、その除去を請求する

ことができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することがで

きる。 
 

 専利法第 96 条第 2 項： 
特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損

害賠償を請求することができる。 
 

 専利法第 96 条第 3 項： 
特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害

行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とする

処置を請求することができる。 
 

 専利法第 96 条第 4 項： 
専用実施権者は、その実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることがで

きる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。 
 
 専利法第 97 条第 1 項： 

前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法により、その

損害額を算定することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明するための

証拠方法を提出することができないときは、特許権者は、その特

許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一

の特許権の実施により得られた利益を差し引いた金額をその損害

額とすることができる。 
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。 
3. 当該特許の実施許諾により得られた合理的な実施料を損害額の算

定の基礎とする。 
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 専利法第 97 条第 2 項： 
前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求

により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額を定めることがで

きる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。 
 
前記民法と専利法の規定により、被疑侵害者は損害賠償責任を負うべきこ

とを主張しようとする場合、被疑侵害者の侵害行為が「故意」又は「過失」

によるものであることを証明しなければならない。また、侵害行為が故意に

よる場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額の

3 倍又はそれ以下の懲罰的賠償額を定めることができる。故意と過失の証明

についての詳細は、後節で説明する。 
 
なお、「損害賠償」とは、民法第 216 条によれば、「権利者が被った損害及

び失った利益を填補する」ことであり、「専利権の権利者が、権利侵害者に対

し、権利侵害行為により得た利益を要求できる」ということではない。これ

は、不当利得返還請求権の基礎としたときに、「得た利益」の返還を請求でき

ることとは根本的に異なるものである。 
 

 
. 制限と  

 
意匠権の権利行使の制限と権利侵害責任の免除については、専利法第 142

条により、特許に関する専利法第 59 条を準用する： 
 
 専利法 59 条 
特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1. 商業目的ではない未公開の行為。 
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 
3. 出願前に、既に国内で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了し

ていたもの。ただし、特許出願人から、その発明を知ってから 12 ヶ月未

満で、ならびに特許出願人がその特許権を留保する旨の申し出をした場

合は、この限りでない。 
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請

求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で

国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたも

の。 
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販
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売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売

行為は国内に限らない。  
7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条

第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、

善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。 

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内におい

てのみ継続して利用することができる。 

第 1 項第 5 号の実施権者は、当該特許権が無効審判により取り消された後

も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通知を受領した日

から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わなければならない。 
 
権利行使の制限と権利侵害責任の免除について、実際のケースでは主に、

上記専利法第 59 条 3 項の「出願前に、既に国内で実施されていたもの、又

は必要な準備を既に完了していたもの」、即ち「先使用権」が主張されてい

る。ただし、先使用権はその原事業の目的範囲内においてのみ継続して利用

することができる。詳細は、「第二章  意匠保護の重要性」の「第二節 台湾

での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の説明を参照された

い。 
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利 使

 

意匠権の権利行使の際、一般的には、前節に記載の規定により、以下の手順又は

手段に従って進める。 

 
. 害 查 

 
1. 及 入  

 
意匠権を侵害する可能性のある製品が市場に出回っているのを発見し、

当該被疑侵害行為を阻止したいときは、まず、権利侵害行為の事実を確認

し、将来の権利行使の主張の証拠とする必要がある。実務上、多くの場合、

市場から当該擬似侵害品を購入するとともに、型番及び／又は製品名や、

購入額、日付が記載されている台湾の統一発票又は領収書を入手しなけれ

ばならない。また、後日、被疑侵害者が「領収書における型番又は製品名

は購入された物品を指すとは限らない」との弁解ができないよう、当該型

番及び／又は製品名と購入した物品とに相当の関連性があることに留意す

ることが重要である。 
 
被疑侵害者がウェブページ又は見本市・展示会などで公開した公告、カ

タログなどにも、被疑侵害品の情報や外観上の形状特徴などが示されてい

る可能性があるので、できるだけ証拠を収集しておくべきである。後日、

被疑侵害者が「販売の申し出（offer for sale）」の権利侵害行為をしていた証

拠とすることができるとともに、被疑侵害品と正確な型番及び製品名との

対応関係の確立に有利である。ウェブ上のデータは頻繁に変更される可能

性があるので、被疑侵害品のカタログや取扱説明書などを発見したら、直

ちにダウンロード・保存するとともに、その時点で当該ウェブページが存

在していることについて、公証人に公正証書を作成してもらうことが好ま

しい。 
 
一方、被疑侵害品が市場から入手しにくい、又は被疑侵害品の価額が高

すぎる場合、裁判所に「証拠保全」を申し立てることにより入手する方法

が考えられる。証拠保全の手続きは、事前に相手側（被疑侵害者）に通知

されない。証拠保全は、証拠（被疑侵害品等）滅失の恐れがあるため、早

急に保全しなければ、使用が不可能・困難になる、又は権利者が提訴する

前に、証拠を収集して事実又は物体の現状を理解し、実際の状況を判断し

て提訴又は和解をするか否かを決めるための手続きである。しかし、意匠

権侵害で裁判所に対して証拠保全を申し立てるとき、保全される係争製品
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が相当程度係争意匠権を侵害していること、及び証拠保全をしなければ、

恐らく当該製品の入手が難しいことを挙証して「釈明」しなければならな

い。「釈明」は、訴訟手続きにおける「証明」とは程度が異なり、提訴前に

事実と証拠資料を十分に収集して整理するためであるので、一般的には、

裁判所に一定の合理性を感じさせ、少し又はある程度の心証を形成させれ

ばよいと考えられる。  
 
下図に示されるとおり、民事事件における証拠保全の申立ての許可率は、

台湾の知的財産裁判所が設立されたばかりの 2008 年 7 月から 2012 年ごろ

まではかなり低く、証拠保全により証拠を入手することが困難であった。

また、その時期は権利無効の抗弁により権利が無効とされた事件の割合も

高く、全体的には専利権の権利者に比較的不利な訴訟環境であった。この

ような現状に対して、特許実務者、大学の専門家及び台湾弁理士会からの

指摘を受け、知的財産裁判所は自ら知的財産事件の審理方針について検討

した。その後、知的財産裁判所は、基本的に権利は有効であると推定し、

無効を主張する者は挙証責任を負い、証拠が不足している場合、権利は有

効であると認め、また、証拠保全の申立てに対してもより柔軟に対応し、

その必要性の釈明が不十分である場合は、知的財産裁判所は申立人に教示

するといった方針を採るようになった。その結果、2013 年以降、証拠保全

の許可率は右肩上がりに徐々に高くなっていき、7 割に近づいており、入

手が困難な証拠を証拠保全の手続きにより入手することが容易になった。
48 

                                                   
48 台湾の知的財産裁判所のウェブページにおける「統計関連」より、2018 年 10 月。 
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証拠保全の申立ての関連事例は、知的財産裁判所 2015 年度民專抗字第 1 号を参考に

することができる。49 

                                                   
49 知的財産裁判所 2015 年度民專抗字第 1 号裁判要旨：「証拠保全手続きにより行う証拠調査の目的

は、本件訴訟と全て同じなわけではなく、本件訴訟における証拠調査は、本件の事実認定の根拠とす

る証拠の調査であるが、証拠保全による証拠調査の主な目的は、証拠が滅失する若しくは使用が困難

になることを防ぎ、又は提訴前に証拠資料を収集して事実若しくは物体の現状を理解して、紛争の実

際の状況を判断することにより、提訴、仲裁又は和解を行うか否かを権利者が容易に決められるよう

にすることにある。このように、証拠保全により、訴訟を予防するという目的を達成する。……提訴

前の証拠資料の十分な収集と整理は、本件事件に理由があるか否かまでの程度を必要としない…係争

設備は排気 VOCs 物質処理設備であり、特定の製造業者は製造工程において排気が生じるためこの設

備が必要となるが、一般の者はこの設備を購入する必要がないため、係争設備は一般の消費品ではな

く、市場から直接購入できない……係争設備は相手方により管理されて使用されているため、直接製

造者ではないが、多額の費用を投じて購入した以上、今後も使用し続けたいと考えるはずである。そ

のため、訴訟手続きに入った場合、相手方は判決の結果が不利になることを恐れ、資料を隠蔽し、又

は改造若しくは変造する可能性がある。また、裁判所に「○○○社も侵害の事実がある」と認められて

追及されることを逃れるため、保守点検のときにその設計を改変する可能性がある。よって、事・物

の現状を確定するため、証拠保全の必要がある。しかし、原審は、抗告人のこの部分の主張を斟酌せ

ず、単に抗告人の提出した釈明証拠と係争特許の技術とを対比した後、侵害の事情がなく、抗告人の

主張は主観的な臆測によるものであるとの理由により、本件は証拠保全の必要がないと判断したこと

は、考慮が十分ではない。況して、証拠保全された証拠により、抗告人は、費やすコストと費用を考

慮して提訴すべきか否かを判断する可能性もある。よって、原審が本件証拠保全の必要性などの関連
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2. 公  

 
前記のとおり、被疑侵害品のウェブページの情報又は電子カタログなど

の証拠資料は、その時点で確かに存在していることについて、公証人よる

公正証書を作成しておくことが好ましい。また、製品には必ずしも型番又

は製品名が表示されているとは限らないが、その場合、包装に型番又は製

品名が表示されていれば、購入後、開封する前に、まず公証人に包装の外

観状態が良好であることを確認させ、その場で開封する過程にも公証人に

立ち会わせる。そして、開封して中身の商品を取り出す過程を公証人の目

の前で写真撮影又はビデオカメラにより録画し、これにより、領収書と入

手した製品とを関連付ける証拠を作成する。そして最後に、公証人に公正

証書を作成させる。将来、購入された製品に意匠権の特徴部があるか否か

について相手側が言い争ってくる可能性をできるだけなくすために、製品

を写真撮影又はビデオカメラにより録画するときに、侵害された係争意匠

権と関連していることを最も表現できる部位の特徴点も同時に、入念に各

角度から撮影しておくことが好ましい。 
 
 

. と と  
 
後日、権利侵害者に対して警告書を送付するにせよ、提訴するにせよ、原

則的には、意匠権者が先に、被疑侵害品は確かに意匠権を侵害したことに係

る証明又は説明書類を提出すべきである。一般的に、当該書類を「意匠権侵

害対比表 (claim chart)」という。 
 
基本的には、意匠権侵害対比表は、裁判所の参考のために、知的財産局が

作成した「専利侵害判断要点」における規定に従って作成すべきである。「第

六章 意匠権侵害の判断について」において報告したように、意匠の侵害の

鑑定は、まず、図面と説明書により係争意匠権の登録の範囲を確定し、被疑

侵害品の対応するデザインの内容を分析し、続いて、被疑侵害品と係争意匠

権のデザインが適用された物品が同一又は類似であるか否か、及び被疑侵害

品の外観と係争意匠権のデザインが同一又は類似であるか否かを対比して

判断する。 
 

 
                                                   
事実について全面的に斟酌しなかったことは、法に違反するので、その裁定は不当であり、廃棄する

ようにとの抗告趣旨には理由がある。」 
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. に 有効 と  
 
台湾の意匠権は、実体審査を経て登録されたものであるが、知的財産局が

審査したときに、先行意匠文献の調査作業が十分でなかったことも考えられ

る。また、意匠権者は、当該製品分野の創作の変化についてより詳しく、意

匠登録出願前に類似したデザインが既にあったことについて審査官よりも

把握している場合もあり、又は、台湾での登録査定後から、権利行使をしよ

うとする時点までの間に、台湾以外の国・地域での対応意匠出願がその国・

地域の特許庁により拒絶されている場合がある。このような状況で権利侵害

者に権利行使をした場合、権利侵害者から、類似したデザイン又は他国・地

域での引用文献により係争意匠に取消しの原因があると主張されかねない。

以上の理由により、意匠権者が他人に対して権利行使を行う前に、先行意匠

をもう一度調査し、把握している先行意匠のデザインと主張したい意匠権の

デザインを対比し、意匠権のデザインと公知意匠のデザインとの間に顕著な

相違があることを事前に確認しておくことが好ましい。 
 
特に、被疑侵害品のデザインにかなり近い公知意匠が存在し、かつ、主張

する意匠権よりも当該先行意匠が被疑侵害品のデザインに近い場合、後日の

訴訟において、被疑侵害品が係争意匠権を侵害したとの主張により、係争意

匠権が無効と認められてしまうリスクが大きい。 
 
 

.  
 

意匠権者又は意匠権を行使する権利を有する者は、権利を行使するタイミ

ング、適切な方法などの考慮により、異なる形態の警告書を被疑侵害者に送

付することがある。意匠権を含む専利権の行使に係わる警告書につき、一般

的には次の 2 種類がある。

1. 自 登 てい と 書

意匠権者がまだその権利行使や侵害排除の決意を明確に表明する意向が

固まっておらず、又は権利侵害行為が確かに存在するか否かが明らかになっ

ていないが、自社の意匠権を侵害しないよう競合他者に通知したい場合に、

既に登録を受けている意匠権、意匠説明書及び図面などを記載し、侵害しな

いよう通知することを目的とする警告書である。登録を受けている意匠権番

号を取得した場合は、当該番号を記載し、又は意匠権証書の写しを添付する

ことができる。
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意匠には、特許のような出願日 又は優先日 から 18 ヶ月後の早期公開制

度がないため、専利法第 41 条の規定の適用がない。そのため、意匠権の取

得が確定されるまでに、法律上の責任（例えば、公平取引法に違反する問題

など）が生じないよう、意匠登録出願中旨の書簡を安易に他人に送付して警

告することは避けるべきである。

 
【専利法】 

第 41 条 特許出願人は、その出願の公開後、特許出願の内容について文

書をもって通知したにもかかわらず、通知から公告までの期

間において、業として当該発明の実施を続けた者に対し、当該

特許出願の公告後、適当な補償金を支払うよう請求すること

ができる。 

 既に公開された特許出願であることを明らかに知りながら、

公告前に業として当該発明の実施を続けた者に対しても、前

項の請求をすることができる。 

 前二項の規定による請求権は、その他の権利の行使を妨げな

い。ただし、本法第 32 条により、特許及び実用新案登録をそ

れぞれ出願し、実用新案権を取得したときは、補償金の請求又

は実用新案権の行使のいずれかのみを選択し、主張すること

ができる。 

 第 1 項、第 2 項による補償金の請求権は、公告日から 2 年以

内に行使しなければ、消滅する。 

 

2. 相 商 匠権 侵害 て 可 性が 告 告

競合他社の製品がその意匠権を侵害していることについて、意匠権者があ

る程度の確信を有し（例えば、侵害報告書が作成されている）、その権利を積

極的に主張して侵害を排除し、又はその他の商業上の交渉の材料としたい場

合、送付する警告書に、通常は、特定の型番の製品が第○○○号意匠権を侵

害したことを明記するとともに、その製品を回収し、製造及び出荷を中止す

ることを要求する内容を記載する。
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警告書が前記第 2 類のものであれば、権利者は「権利侵害者と権利侵害行

為を知った」時点、即ち「請求権の時効の起算点」を証明することができる。

もう一つは、権利侵害者は、警告書を受領した時点から、「当該意匠権の存在

を知らなかった」と主張することができなくなり、警告書の受領後も依然と

して権利侵害行為を続けた場合、その権利侵害行為は「明らかに権利侵害を

していることを知っているにもかかわらず、依然として行い続けた」「故意

の権利侵害」となる。

 
但し、権利侵害者に前記第 2 類の警告書を送付するときは、次の「企業が

著作権、商標権又は専利権侵害に関して警告書を送付する事件に対する公平

取引委員会の処理原則」の第 3 条と第 4 条の規定に注意しなければならな

い。 
 

3 法又 そ

） 
 
企業が下記のいずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付

する場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に

該当する： 
（一）裁判所の一審判決により、著作権、商標権又は専利権が侵害され

たことが確定した。 
（二）著作権審議及び仲裁委員会の仲裁により、著作権が侵害されたこ

とが確定した。 
（三）専利権を侵害する可能性のある対象物の侵害鑑定を専門的な鑑定

機構に依頼し、鑑定報告を取得し、かつ、警告書を送付する前又

はそれと同時に、侵害する可能性のある製造者、輸入者又は代理

店に通知し、侵害を排除するよう請求した。 
企業が、第 1 項 3 号の後段の侵害排除通知を行っていないが、予め救

済手続きをとっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通

知が客観的にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を

知っていることを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を

行ったと見なす。 

 
4 法又 そ

） 
 
企業が下記いずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付す

る場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に該
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当する： 
（一）警告書を送付する前に又はそれと同時に侵害する可能性のある製

造者、輸入者又は代理店に通知し、侵害を排除するよう請求し

た。 
（二）警告書を受領した者が係争特許を侵害している可能性がある事実

を知るに足るように、警告書に、著作権、商標権又は専利権の明

確な内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実（例えば、係争

権利はいつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入によ

り侵害されたのか）を明記した。 
企業が、前項 1 号の侵害排除通知を行っていないが、予め救済手続きを

とっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通知が客観的

にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を知っている

ことを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を行ったと見

なす。 
 
権利行使の戦略として、権利侵害に関する類似対比説明を添付せずに、製

造、輸入を行う権利侵害者に直接警告書を送付する場合もある。しかし、原

則的には、このような方法はそれと取り引きをする「下流業者」には適用せ

ず、かつ、「下流業者」に警告書を送付する前に、まずは製造、輸入又は代理

業者に直接警告書を送付すべきである。さもなければ、不当に権利行使した

ことにより、第三者が恐れて製造、輸入を行う者との取引をしないようにし、

マーケットの秩序に影響を及ぼしたとして、公平取引法の規定に違反すると

認められる恐れがある。50  
 
 

. に 利 （不  
 
意匠権に基づき、意匠権が侵害されたと主張する民事訴訟の手続きは、特

許権又は実用新案権が侵害された場合と略同じである。その相違点は、意匠

                                                   
50大法官釈字第 548 号解釈文：「前記処理原則第 3 点、第 4 点に規定により、企業が他人に各種の知

的財産権を侵害した警告書を送付するとき、裁判所の 1 審判決、又は公正で客観的な鑑定機構の鑑定

報告を既に取得し、かつ予め当該企業の権利を侵害する可能性のある製造業者などに侵害を排除する

よう通知したのであれば、形式上、正当な権利行使と見なし、公平取引法の規定に違反しないと認め

る。また、裁判所の判決又は前記侵害鑑定報告を添付しない警告書であっても、各種の知的財産権の

明確な内容、範囲及び侵害を受けた具体的な事実が事実に従って明記され、かつ公平取引法の各禁止

規定に違反することがないのであれば、同様に正当な権利行使に該当する。企業が他人に專利権を侵

害した旨の警告書を送付する行為は、專利法第 88 条により与えられた侵害排除と防止請求権の行使

ではあるが、権利を濫用してはならないことは、法律の基本原則である……。」 

- 226 -







 

 

(2)  
 
裁判所は法に則り裁判をするので、通常、裁判官は、権利侵害の排除及び損

害賠償を請求する根拠とされる法律が訴状に明記されていることを望む。意

匠権侵害事件について言えば、権利侵害の排除及び損害賠償を請求する法的

基礎は、専利法 136 条第 1 項及び専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1
項から 4 項である。なお、専利法第 142 条に準用される同法第 58 条 2 項55に

よれば、「実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用する

こと、又はこれらを目的として輸入する行為を指す。 
 
 専利法第 136 条 1 項 

意匠権者は、本法に別に規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同意

を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除

する権利を専有する。 
 

 専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1 項から 4 項 
特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除去を請求するこ

とができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができ

る。 
特許権者は故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損害

賠償を請求することができる。 
特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害

行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とされ

る処置を請求することができる。 
専用実施権者はその実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることができ

る。ただし、契約に別の約定がある場合には、その約定に従う。 
 
以上は、専利法における、「権利侵害行為」に対する「侵害排除」請求権と

「損害賠償」請求権の特別規定であるので、「侵害行為を知った時点から 2 年

以内に行使しなければ消滅する」との規定の適用がある56。しかし、前記のよ

うに、権利侵害行為を知ってから 2 年が経ったため時効により請求権が消滅

した場合でも、民法に規定されているその他の請求権を請求の基礎とするこ

とが可能であり、最も多く使用されるのは「不当利得の返還を請求する」とい

                                                   
55 專利法 58 条 2 項：「『物の発明の実施』とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、

使用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。」 
56 專利法第 96 条第 6 項：「第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務

者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から 10 年

を超えた場合も同様とする。」 
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う請求権である。即ち、前記に言及された民法の規定（民法 179 条：法律上

の原因なく利益を受け、そのため、他人に損害を被らせた場合、その利益を返

還しなければならない。法律上の原因があったが、その後存在しなくなった

場合についても同じである。民法 181 条：不当利得の受益者は、受けた利益

を返還するほか、当該利益により更なる利益を受けた場合も、それを併せて

返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により

返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。）に基づき、同権

利侵害事実により意匠権を侵害した者が法律上の原因なく意匠権の利益を受

けたために意匠権者が損害を被ったので、その受けた利益を返還しなければ

ならないことを、同一の訴状において主張することができる。 
 
なお、権利侵害行為に起因する損害の賠償及び不当利得の返還が同時に請

求され、事実認定により両方とも成立する場合、請求権競合のため、裁判所は

そのうちの一つを選択して請求権を許可する基礎とする。 
 

 

3  
 
台湾では、権利侵害に関わる民事訴訟において、請求される損害賠償額が

150 万台湾ドルを超えたものは、原則として 3 審に上訴できる事件である。そ

のうち、第 1 審、第 2 審は事実審であり、裁判官は事実関係を明確にするた

め、証拠を全面的に調査しなければならない。それに対し、第 3 審は法律審

である。意匠権侵害事件における第 1 審、第 2 審の証拠調査の項目は、以下

のようにまとめることができる。 
 
(1) 被疑侵害者には、被疑侵害品に関して製造、販売、販売の申し出、使用、

又は前記行為のために輸入した行為があったか 
 
専利法第 136 条 1 項には、「意匠権者は、本法に別段規定がある場合を

除き、他人が意匠権者の同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意

匠を実施することを排除する権利を専有する」ことが規定されている。ま

た、専利法第 142 条により準用する同法第 58 条 2 項により、「実施」とは、

当該物に係わる製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを

目的として輸入することを指す。 
 
前記各規定は、専利権者が権利を主張し、侵害排除又は損害賠償を請求

する基礎であるため、裁判所が権利者の訴状を受けたとき、実体の部分に

関し、まずは、権利者が証拠を提出したか否か、当該証拠は少なくとも被

- 230 -



 

 

疑侵害者に被疑侵害品に係わる製造、販売、販売の申し出、使用、又は前

記行為のため輸入した行為があったかを初歩的に証明できるかを判断す

る。訴状に対して答弁するよう被疑侵害者に通知する前に、裁判所は、権

利者が裁判所に提出した証拠が充分ではないと認めた場合、まず権利者に

通知し補正するよう命じる。補正内容としては、例えば、裁判所に提出さ

れた被疑侵害品はどのように入手したのかに関する証明、又は裁判所に提

出された被疑侵害品のカタログのコピー又は写真等が確かに原本又は実

物と一致することに関する証明又は解釈などである。提訴時に、権利者が

調査会社に依頼して調査した被疑侵害者の製造と販売状況の報告を提出

する場合もある。また、1 回目のヒアリングにおいて、被疑侵害者が「権

利者が裁判所に提出した被疑侵害品の購入により入手した領収書に記載

されている商品名又は型番は、それが被疑侵害品であることを明確に確認

することができない」と反論することがある。このとき、裁判所はこれに

関する証明を補充するよう権利者に命じる。 
 

(2) 意匠権の権利範囲の確定 
 
これは、被疑侵害品が当該意匠権の権利範囲に入っているか否かを確認

するための基本的な調査手続きである。その調査と判断の方法は、基本的

に前記知的財産局による 2016 年版の「専利侵害判断要点」に従って行う。

即ち、公告された係争意匠権の図面に基づくとともに、意匠説明書におけ

る「意匠の名称」、「物品の用途」、「意匠の説明」を斟酌し、意匠が適用さ

れる「物品」を確定し、更に当該意匠権に限定されている物品の「外観」

の特徴が何を含むのかを確定する。係争意匠権に限定されている物品、意

匠が含む又は含まない特徴に関して、当事者双方に争いが生じた場合、裁

判所は同時に処理、判断しなければならない。詳細は、前記「第六章 意

匠権侵害の判断について」の「第二節 意匠権範囲の確定」の説明をご参

照いただきたい。 
 
 

(3) 意匠権の範囲と被疑侵害品の対比 
 
前記のように意匠権の権利範囲を確定してから、確定された権利範囲と

被疑侵害品を対比する。このとき、まず裁判所は、「被疑侵害品の分析」を

行わなければならない。このステップは、係争意匠権の権利範囲により確

定された物品及び外観について、被疑侵害品における対応するデザインの

内容を認定する。ただし、関連のない部分（例えば、係争意匠権における

点線で描かれた図面、又は主張しない商標や文字の部分が、被疑侵害品の
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対応する部分と異なる場合）は対比判断に入れてはならない。続いて、一

般の消費者が関連商品を選択する観点から、係争意匠権の権利範囲全体の

内容と被疑侵害品における対応するデザインの内容を対比し、被疑侵害品

と係争意匠とは物品が同一又は類似であるか否か、その外観が同一又は類

似で権利を侵害するか否かを判断する。 
 
(4) 意匠権の有効性（被疑侵害者が意匠権に取消しの理由があると抗弁した場

合） 
 
知的財産案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃

止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁

に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政

訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟

手続停止に関する規定は適用されない。 
前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場合、知

的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張することが

できない。」と規定されている。 
 

2008 年 7 月 1 日に当該法令が施行されてから、専利権侵害をめぐる民

事訴訟において、被疑侵害者が専利権に取消しの原因がある（即ち、専利

は無效である）ことを挙証して主張することがよく見られる。意匠につい

て、最もよく見られる意匠権の無效事由は、新規性又は創作性を備えない

ことである。この場合、被疑侵害者は、先行意匠文献証拠を提出し、なぜ

当該先行意匠文献と係争意匠は類似するのか、又は当該先行意匠文献と比

較し、なぜ係争意匠は「特殊な視覚的効果」（即ち、「視覚を通じて起こさ

せる美感」）をもたらさず、容易に完成できるのか、その理由を説明しなけ

ればならない。裁判所は前記証拠調査ステップで確定された意匠権の権利

範囲により先行意匠と比較しつつ、当事者双方の主張を斟酌し、先行意匠

に対する係争意匠の相違点、当該相違点により係争意匠が特殊な視覚的効

果をもたらすかを判断し、当該意匠に新規性及び/又は創作性があるかを判

断する。 
 
意匠権が有効であるか否かの判断原則は、現行専利法第 122 条 1、2 項

の規定57に従い、具体的な判断基準と方法は、原則的に知的財産局が審査

                                                   
57 專利法第 122 条 1、2 項「産業上利用することのできる意匠は、次の各号のいずれかの事

情に該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。： 
1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの。 

 2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの。 
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官の審査の指針として作成した専利審查基準に準拠する。 
 
実際の事件例では、被疑侵害者が「先行意匠証拠」を提出し、係争意匠

が新規性（専利法第 122 条 1 項 1～3 号の規定）及び/又は創作性（専利法

第 122 条 2 項の規定）を備えないと主張することが、しばしば見られる。

この場合、先行意匠証拠に関しては、まずはその証拠能力を確認する。特

許や意匠公報文献の場合、その公開日又は公告日、及び公開された内容は

明確であるので、通常はその公開日又は公告日が係争意匠の出願日又は優

先日の前であることが確認されれば、証拠能力があると判断することがで

きる。一方、実務上では、被疑侵害者が市場で先に販売された商品を先行

意匠証拠として提出し、「当該商品の外観と系爭意匠とは同一又は類似す

るので、係争意匠は無效である」と主張するケースもある。商品の実物に

出荷日が表示されていないことはよくあるので、通常、この場合、被疑侵

害者は、「当該商品は係争意匠の出願日又は優先日の前に確かに販売され

ており、不特定の人がその外観を知り得た事実」について挙証して証明し

なければならない。現在の実務では、裁判所が先行意匠の証拠能力を調査

するとき、商品の外観と、出荷又は宣伝の日付とを合理的に関連づけるた

めに、被疑侵害者に出荷証明書、商品カタログ、見本市での資料などの書

類証拠の提出を命じるほか、内部事情を知る可能性のある証人を法廷に召

喚し、書類証拠資料の真実性を確認する。例えば、知的財産裁判所 106 年

(西暦 2017 年)民專訴字第 14 号58の事件では、裁判所は、書類証拠の内容

                                                   
 3. 出願前に既に公然知られたもの。 

 意匠が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技芸分野の通常知識を有する者が出願前の従

来技芸に基づいて容易に想到できるときは、意匠登録を受けることができない。」 
58 知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民專訴字第 14 号：「被証 12 は、訴外者である立鎧五金者が販

売する関連蝶番商品の実物サンプル 2 件で、被証 8 は、訴外者である立鎧五金公司が販売する関連蝶

番商品の領収書の写し数枚であり、そのうち、2013 年 5 月 8 日及び 2013 年 5 月 9 日付の 3 枚の領収

書には、『LK 蝶番』及び『LK911 蝶番』と記載されている。被証 9 は、訴外者である立鎧五金社が

関連蝶番商品を輸入したことに関する輸入申告書であり、そのうち、2011 年 7 月 7 日及び 2011 年 9

月 8 日付の輸入申告書には、『LK91135 蝶番』及び『LK 蝶番』と記載されている。被証 10 は、上記

商品を SGS 鑑定機構にテストに出した後に取得したテストレポートであり、そのレポートには、

『LK-911』、『LK-311』の型番及び「2011 年 9 月 13 日」と日付が記載されている……被証 12 の 2

点の実物サンプルの何れにも、『LK』との商標、『LK-311Q』及び『LK-911Q』の型番がそれぞれエ

ンボスされており、それは被証 8 の一部の領収書、被証 9、10 に記載の『LK911 蝶番』、『LK91135

蝶番』、『LK-911』又は『LK-311』の型番と一致するので、被証 8 から 10 は被証 12 の実物サンプル

と関連づけることができる。証人○○○は、当裁判所において、『彼は 2012 年から 2015 年まで、訴外

者である立鎧五金社で勤務しており、かつ、その職位についてから被証 12 は販売され続けてきた』

と述べた。…証人○○○は、『彼は訴外者である立鎧五金社が、2011 年に創立されと当時に勤務し始
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が実物のサンプルと関連づけられていることを証明するよう要求しただ

けでなく、三人の証人の証言も参考にした上で、「先に販売された蝶番の

商品は、証拠能力を有する」と認めた。なお、当該判決の意見及び証拠調

查の結果は、二審の裁判を経て、106 年 西暦 2017 年 民專上字第 44 号判

決により是認された。

実務上では、1 件の引例により係争意匠の新規性と創作性を判断するほ

か、2 件（又はそれ以上）の引例により係争意匠の創作性を判断すること

もある。実際の知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 29 号事

件の例を見てみると、裁判所が先行意匠に対して係争意匠が創作性を備え

るか否かを審査した際、まず、被疑侵害者が提出した最高行政裁判所 100
年（西暦 2011 年）判字第 1769 号事件の判決における「最高行政裁判所 100
年判字第 1769 号の判決趣旨から、意匠の創作性を審査するときは、複数

の先行意匠を組み合わせて、出願された意匠と全体的に対比することがで

きる。出願された意匠が複数の先行意匠の単純な組み合わせ、又は先行意

匠に基づいた容易で簡単な変換手法にすぎず、かつ、単純に変換されたデ

ザインとは異なる特殊な視覚効果をもたらさなければ、創作性を備えない

と認めるべきである」、「（創作性）を審査する過程において、全体の設計が

視覚上区別できる領域について、先行意匠に開示されているか否かを斟酌

し、先行意匠間に組み合わせの動機付けが確かにあり、かつ、全体的に判

断した結果、先行意匠の組み合わせに対して係争意匠が特殊な視覚効果を

もたらさないのであれば、係争意匠は創作性を備えないと認めることがで

きる…」との見解を肯定した上で、「複数の先行意匠の組み合わせにより

係争意匠の創作性を判断することができるが、依然として全体的に観察し、

係争意匠が『特殊な視覚効果』をもたらすかを総合的に判断しなければな

らない」との原則を独自に纏めた。そして、その原則により対比して判断

した結果、部材 A と部材 B からなる係争意匠の全体の外観は、先行意匠

と明らかに異なる特殊な視覚効果をもたらすとし、当該意匠の創作性を認

めた。

(5) 被疑侵害者に故意又は過失があったか否か

専利法第 142 条第 1 項の規定により準用する同法第 96 条第 2 項の規定

によれば、意匠権者は「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した者に

対してのみ、損害賠償を請求することができる。

実務上では、知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民專訴字第 11 号事

                                                   
め、かつ、2012 年に被証 12 の商品が完成されてから、公に販売され続けてきた』と述べた。…」 
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件の判決 の見解のとおり、「行為者に責任を帰属することができ、かつ、

その行為に違法性があり、不法行為と損害との間に因果関係があって初め

て成立し、更に、権利侵害を主張して損害賠償を請求する者は、権利侵害

の成立要件についての挙証責任を負う」。当該事件において、裁判所は、

「被疑侵害品（遊技機）は意匠権の権利範囲に入っている」と認めたが、

被告は、「当該遊技機は、自宅用に輸入したものであり、販売又は販売の申

し出もなく営業用でもない」と抗弁した。裁判所が調査したところ、被告

は遊技機の設計・製造などの分野の当業者ではなく、その輸入と陳列の行

為は権利侵害についての故意又は過失とは関係がないと認め、被告に「意

匠権第 D160701 号を侵害する物品を回収して滅却する」、「意匠権第

D160701 号の物品を自ら又は他人に製造、販売、販売の申し出、使用、又

は前記行為のため輸入してはならない」と命じただけで、損害賠償に関す

る原告の請求を棄却した。 

また、相手側が同じ技術分野の当業者である場合、一般的にその商品は

意匠権に係わる物品と同じ分野であるので、実務上では、「被疑侵害者に

権利侵害についての故意又は過失があった」ことの証明を権利者に厳格に

要求せず、当業者には関連する専利の存在の有無を予め調査する義務があ

ると認める傾向がある。例えば、知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）

民專上字第 29 号事件の判決 では、「専利権は登録され公告される制度で

                                                   
59知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民專訴字第 11 号事件の判決：「被告会社の資本金は僅か 50

万台湾元で、その営業項目の多くは食品、青果、飲料、貿易、及び農、畜、水産品などの小売・卸売

業であるので（経済部会社及び支社基本資料調査表、当所ファイル第 50 頁参照）、被告は屏東県の

地域型の小規模の食品貿易会社にすぎず、遊技機製造会社又は競合他社ではないので、当然遊技機に

係わる係争意匠を知ることは困難である。また、被告が係争商品を購入・使用する者としての立場

で、販売業者が提供した商品カタログ（即ち、力禧捷科技社の商品一覧表）から商品を選択すること

は、社会における一般的な正常取引行為又は経済活動に属し、また、被告は原告と特殊な関係がない

ので、一般的な損害防止のための注意義務を負わない。前記説明を参酌すると、原告が係争意匠を有

する事実、又は遊技機を販売する事実のみで、被告は係争商品が他人の意匠権の実施品であることを

知っていたと認め、又は注意義務を果たしていないことを理由に、被告に過失の責任を負わせること

はできない。」 
60知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專訴字第 29 号事件の判決：「係争意匠は 2015 年 11 月 21

日に公告された。專利権は登録され公告される制度である以上、何人でも知り得る状態となっている

ので、上訴人である十銓社は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように

調査して確認すべきである。かつ、上訴人である十銓社の営業規模からすれば、この調査はその能力

範囲内であり、期待可能性があるにもかかわらず、怠って行わなかった。よって、『知らなかった』

との理由は認められない。況して上訴人は 2015 年 12 月 28 日に、内容証明郵便を上訴人である十銓

社に送付したにもかかわらず、上訴人である十銓社は注意義務を果たさず、侵害リスク管理にも疎い
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ある以上、何人でも知り得る状態となっているので、上訴人である十銓社

は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように

調査して確認すべきである。…よって、『知らなかった』との理由は認めら

れない」と指摘している。また、例えば、知的財産裁判所 106 年 西暦 2017
年 民專上更 二 字第 1 号判決 には、「専利侵害事件では、製造業者、競

合他社、単純な小売の業者又は販売者のそれぞれの、侵害の発生を予見又

は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは限らない。個別

の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益

の状況、営業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義

務違反の有無、即ち、損害を予見又は回避しなかったことについての過失

の有無を判断しなければならない」ことが特に強調されている。 
 

(6) 損害賠償金額

通常、事実審の裁判は、調査の結果、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害

した事実があると認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。

また、被疑侵害者が証拠を提出し係争意匠に取消しの理由があると抗弁し

た場合、一般的に、裁判所は、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害した事実

があり、かつ、当該意匠権に取消しの理由がない（即ち、有効である）と

認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。 
 
前記「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」での説

明のとおり、意匠権侵害の損害賠償の計算は、下記のとおり、特許の関連

規定を準用する。 
 

 
                                                   
ので、係争意匠権を侵害した行為について、少なくとも過失が存在すると認めるに足る。よって、前

記法律の規定により、上訴人である十銓社は被上訴人に対して意匠権侵害の賠償責任を負う。」 
61 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017）民專上更（二）字第 1 号事件の判決：「…侵害者に故意又は

過失があって、初めて專利権者はそれに対して損害賠償を請求できる。過失とは、損害の発生を予見

又は回避できたはずであるが、注意しなかったために損害が発生したことを言う。予見又は回避の程

度、つまり行為者の注意義務は具体的な事件によって程度の違いがあり、通常は、善良な管理人の注

意程度を判断の基準とする。專利侵害事件では、製造業者、競合他社、単純な小売の業者又は販売者

のそれぞれにおける、侵害の発生を予見又は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは

限らない。個別の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益の状況、営

業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義務違反の有無、即ち、損害を予見又は

回避しなかったことについての過失の有無を判断しなければならない。」 
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【専利法】 
第 97 条 前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法に

よりその損害額を算定することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明する

ための証拠方法を提出することができないときは、特許

権者は、その特許権の実施により通常得られる利益から、

損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られた利

益を差し引いた金額をその損害額とすることができる。 
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。 
3. 当該特許の実施許諾により収受する合理的な実施料を損

害額の算定の基礎とする。 

 前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害

者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額

を定めることができる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超

えてはならない。 

 
 
専利法第 97 条 1 項 1 号の「損害を受けた」（即ち、権利侵害行為がなか

ったと仮定した場合、権利者は商品をどれほどより多く売れたか、どれほ

どより多くの利益を得たか）については、挙証して証明するのが難しいた

め、通常、権利者は同条 1 項 2 号の「侵害者が侵害行為により得た利益に

よる」を選択し、請求する損害賠償額とする。なぜなら、これは「積極的

な事実」であり、権利侵害者が会社であれば、通常は権利侵害者の権利侵

害商品の型番に係わる販売記録、輸出入申告書又は税務書類などを入手し

て調査することにより、権利侵害商品の販売によるおおよその売上高を知

ることができるからである。このとき、裁判所は、被疑侵害者にコスト関

連資料を提出させ、調査により得られた売上高から材料費、加工コストな

どを引いて得た純利益を「侵害行為による侵害者の利益」の基本的な計算

の基礎とする。例えば、知的財産裁判所 106 年（2017 年）民專上更（二）

字第 1 号事件の判決62に示されているとおりである。 

                                                   
62 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上更（二）字第 1 号事件の判決における損害賠償計算

の関連部分：「專利侵害の損害賠償の計算について、專利権者は権利侵害者が権利侵害商品を販売し

て得た総売上高又は利益を損害賠償金額とすることを認める専利法の立法趣旨は、專利権者の挙証責

任を軽減するとともに、権利侵害者を制裁する効力を発揮させるためである。侵害者が権利侵害品を

一つ売れば、專利権者の販売できる專利物品の数は一つ減るため、侵害者が当該物品を販売して得た

利益を、專利権者に支払うべき損害賠償とする。得られた利益の解釈について、権利侵害者が得た利

益を計算するにあたり、権利侵害者が権利侵害品を販売して得た売上高から控除できるコスト及び必
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しかしながら、実務上では、被疑侵害者の出荷記録又は財務資料が粗末

で、又はその営業と出荷などの資料、税関又は税務署など信憑性のある公

的機関から入手できないケースもある。この場合、裁判所はやむを得ず、

民事訴訟法第 222 条 2 項の「当事者が既に損害を被ったことを証明した

が、その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判

所が全ての状況を斟酌し、その心証によりその金額を定めるべきである」

との規定に従って、裁判所の心証により損害賠償金額を斟酌する。例えば、

知的財産裁判所 107 年（2018 年）民專上字第 9 号事件63がその一例である。 
                                                   
要な経費は、権利侵害者が権利侵害品を販売するために直接投じた製造コスト及び必要な経費のみに

限定され、権利侵害者が事業の運営にかかったその他のコスト及び費用や、研究開発コストを全部入

れてはならない。さもなければ、権利侵害者の経営全体に利益がなく、甚だしくは債務があった場合

に、権利侵害行為に関して責任を負わなくてもよいという理不尽な状況になってしまう。」、「ドイ

ツ連邦最高裁判所は、2006 年 9 月 21 日のコネクタカバー事件（Steckverbindergehaeuse）の判決趣旨

に次のように示している。損害賠償を評価するとき、生産侵害対象を生産するための支出は、「直接

費」に分類することができる。生産コスト、材料コスト及び模倣品販売のための従業員コストのほ

か、模倣品を生産・販売するための固定資産に属する装置と場所のコストも含まれており、その使用

期限によって比率に応じて按分する。製造と関連しない部分、及び企業維持のための無関係な部分

は、この分類のコストに属さない。これらは、営業販売コスト、責任者の報酬、経営費用、及び具体

的に侵害に分類できない固定資産コストを含む。研究開発コストも、コストの範囲に入らない。よっ

て、ドイツ連邦最高裁判所の関連判決は、本規定の法理の参考とすることができる。……経済学上の

生産コストは、固定費と変動費に分けられ、総費用は固定費と変動費を足したものである。固定費

は、生産量の変動に応じて変動せず、その値は固定されており、例えば管理職の人員の給料、財産税

及び保険などの支出は、固定費に属する。変動費は生産量の変動に応じて増減し、例えば原材料とコ

ストである。よって、権利侵害による利益を算出するときは、当該余分な販売に必須な変動費を引け

ばよく、コスト項目に固定費を入れてはならない。」 
63知的財産裁判所 107 年（2018 年）民專上字第 9 号事件：「…上訴人は前記 2 号の『侵害者が侵害行

為により得た利益』により損害賠償を計算し、『被上訴人は一ヶ月に 5 点売り、1 点の価額は 18,000

元で、粗利益は 9,000 元で、被上訴人は少なくとも 2 年間販売していたため、上訴人に 108 万元を賠

償すべきであるが、100 万元だけ請求する』と主張している。提出されたのは、原証 3 の被上訴人の

出荷書類のみであるが、これにより損害を被ったことを証明できる。…被上訴人に対し、口頭弁論前

に係争商品の販売に関する注文書、納品書、帳簿を提出するように命じたところ、被上訴人は上訴人

が提出した原証 3 と同様の出荷書類しか提出していないにもかかわらず、依然として 1 点しか売って

いないと弁解した。しかし、被上訴人は、ウェブページで長期的に係争商品を宣伝し、ウェブ上のオ

ークションサイトにも係争商品の販売広告を載せており、かつ、実店舗で営業していた事実もあるな

どの事情に鑑みれば、2 年間で 1 点の係争商品しか売っていないなどあり得ないと考える。よって、

本件につき、当裁判所は、民事訴訟法第 222 条 2 項『当事者が既に損害を被ったことを証明したが、

その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判所が全ての状況を斟酌し、その
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また、前記第七章の「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関

連規定」において説明したように、専利権者は裁判所に対し、同時に「権

利侵害行為に基づく損害賠償請求権」と「不当利得返還請求権」の 2 つの

法定請求権に基づいて、被った損害の填補又は不当利得の返還を請求する

ことができるが、意匠権を巡る事件では、「権利侵害行為に基づく損害賠

償請求権」を行使できないため、「不当利得返還請求権」を行使せざるを得

ない事例は稀である。参考のため、ここで、特許権侵害事件を例に挙げる。

例えば、前記最高裁判所 104 年 西暦 2015 年 台上字第 2133 号事件では、

税引前純利益に権利金の比率を掛けた金額を、返還すべき不当利得とした。

また、知的財産裁判所 105 年 西暦 2016 年 民專上字第 24 号64事件でも、

「合理的な権利金」により不当利得を算出する方法を採用した。 
 

(7) その他 
 

なお、「提訴者は意匠権者ではない」と被告が主張した場合、裁判所は、

提訴者が確かに当該意匠権を実施し、侵害排除及び/又は損害賠償請求の権

利を有するのかを調査しなければならない。 
 
 
4 決 

                                                   
心証によりその金額を定めるべきである」との規定により、損害賠償金額を定める。被上訴人は 2 年

の間、2 ヶ月でおおよそ３点の係争商品を売っており、その粗利益は 3 割である。上訴人が被上訴人

に請求する損害賠償額は 194,400 元（計算式：〔18000 元／点×0.3〕×〔3 点／月÷2 月〕×24＝194,400

元）の範囲内にあるので、その請求には理由がある…」 
64 知的財産裁判所 105 年（西暦 2016 年）民專上字第 24 号事件：「不当利得返還請求権と損害賠償

請求権の法律上の性質は同じではないが、両者の訴訟上の根拠とする事実が同一であれば、権利侵害

行為の法律関係に基づいて提訴したが、訴訟中に相手側が時効の抗弁をした後、原告は更に不当利得

請求権に基づいて主張することができる。したがって、不当利得と損害賠償請求権の何れかを選択し

て請求した、又は前後に請求した場合、その消滅時効はそれぞれ計算される。前記のとおり、本件で

は國碩社（Gigastorage）による係争専利の実施に故意又は過失はないため、Philips 社は損害賠償を請

求することができない。また、Philip 社は最初から択一ではなく、不当利得及び損害賠償請求権の両

方に基づいて本件訴訟を提訴した……不当利得の法則により不当利得の返還を請求することは、法律

上の理由なく利益を受けたため、他人に損害を被らせたことを要件とするので、返還を請求できる範

囲は、相手側が受けた利益を限度とし、請求人が被った損害の多寡に準拠するのではない。法律上の

理由なく他人の專利を実施する場合、ライセンス料に相当する利益を得られる可能性があることは、

社会の通念である。よって、國碩社に対する Philips の不当利得の請求は、係争專利に支払うライセン

ス料の計算方式をもってするのが相当である。…」 
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裁判官は、審理の過程において、初歩的な心証を開示し、当事者双方に一部

の争点に関する証拠の提出又は技術上・法律上の主張を強化するよう教示す

ることがあるが、証拠調査後、裁判所が認定した事実、各争点に関して心証を

得た理由などを法により判決書に記載する。また、判決書の主文には、原告が

請求した部分（即ち、訴えの申立て）のみについて判決の結論（例えば、原告

の訴えを棄却する、又は損害賠償額、被告に権利侵害行為を停止するように

命じるなど）が概略的に記載される。 
 
また、被疑侵害者が挙証し、係争意匠に取消しの原因の有無を審理するよ

う裁判所に請求した場合、裁判所は判決書の「理由」においてのみ、裁判所の

「意見」を示す。意匠が無効であると認定した場合、裁判所は前記知的財産案

件審理法第 条の規定により、「意匠権者は被疑侵害者に対し権利を主張す

ることができない」と結論づける。但し、意匠権に取消しの理由があるか否か

についての裁判所の「意見」は、当該事件においてのみ拘束力があり、「対世

効」（即ち、何人に対しても効力が発生するもの）を有するものではない。つ

まり、民事訴訟において意匠権者の意匠権が無効であると認められたとして

も、無効審判が請求されて知的財産局に「無効審判成立」と審決されない限

り、依然としてその意匠権をもって異なる事件の事実（例えば、異なる相手、

異なる被疑侵害品）について権利を主張することができる。

 
 

. 分 
 
1. 仮差押 

 
意匠権などの権利が侵害されていると判断し、権利者が被疑侵害者に対し

て金銭の損害賠償を請求しようとするとき、被疑侵害者の財産の状態が変化

する恐れがあるため、将来勝訴の判決を勝ち取って裁判所による強制執行の

手続きをしても、判決で命じられた賠償金が確実に支払われない可能性があ

ると考えられる場合は、民事訴訟法第 522 条 1 項65、第 523 条 1 項66、第 526
条 1 項から 3 項67などの関連規定により、提訴前又は提訴後で判決が確定され

                                                   
65 民事訴訟法第 522 条 1 項：「債権者が金銭の請求又は金銭に換金できる請求につき、強制執行を保

全したいとき、仮差押を申立てることができる。」 
66民事訴訟法第 523 条 1 項：「後日、強制執行ができない恐れ、又は執行が極めて困難である恐れが

なければ、仮差押をしてはならない。」 
67 民事訴訟法第 526 条 1 項、2 項及び 3 項：「請求及び仮差押の理由を釈明しなければならない。 

前項釈明は不十分であるが、債権者が担保供託する意思があることを表明し、又は裁判所が妥当であ
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る前に、被疑侵害者の財産を差し押さえるよう裁判所に申立てることができ

る。例えば、状況証拠を提出するとともに、被疑侵害者の財産は不当に減って

いる状況があり、仮差押えをしなければ、将来その財産を押さえて損害賠償

に充てることができない恐れがあることを裁判所に説明する。権利者の証拠

と説明では権利侵害者の財産が確かに不当に減っている状況にあることが認

められないものの、裁判所は、権利者に担保供託を命じたうえで、仮差押を認

めることができる。提訴前における権利者のこの申立てが認められた場合、

相手（即ち、被疑侵害者）は、権利者に一定期間内に提訴するように命じるよ

う、裁判所に申立てることができる。権利者が一定期間内に提訴しなかった

場合、相手は裁判所に、仮差押の裁定の取消を申立てることができる（民事訴

訟法第 529 条 1 項68参照）。 
 
その手続きは、損害賠償を請求する通常の民事訴訟の仮差押と特に変わり

がないので、本報告では詳細に説明しないが、具体的な手続きに関しては、日

本台湾交流協会が 2017 年 3 月に発行した「台湾模倣対策マニュアル（実務篇）

（2017 年 3 月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。 
 

 
2. 仮処分 

 
専利権侵害訴訟における仮処分は、一般的には「暫定状態を定める仮処分」

を指す。訴訟手続きが長引くため、判決が確定される前に権利侵害者に被疑

侵害品の製造及び／又は出荷を停止させないと、この期間内に続けられる権

利侵害行為により専利権者の係争専利権に係わる商品のマーケットシェアが

侵食され、又はその他重大の損失を被ってしまい、勝訴判決を勝ち取っても

填補できない恐れがあることを権利者が心配する場合は、民事訴訟法第 538
条 1 項69の規定により、提訴前又は提訴後で、判決が確定される前に、裁判所

に対し「暫定状態を定める仮処分」をするよう申立てることができる。 
 
但し、専利権侵害訴訟事件において「暫定状態を定める仮処分」の申立てを

するとき、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のほか、更に知的財産案件審理法

                                                   
ると認めた場合、裁判所は相当する供託金を定めた上で仮差押を許可することができる。」 
68 民事訴訟法第 529 条 1 項、4 項：「本事件がまだ係属していない場合、仮差押を命じた裁判所は、

債務者の申立てに応じ、債権者に一定期間内に提訴するように命じる。」、「債権者が第一項の期間

内に提訴又は前項の規定を守らなかった場合、債務者は、仮差押を命じた裁判所に対し、仮差押の裁

定を取り消すよう申立てることができる。」 
69 民事訴訟法第 538 条 1 項：「争われている法律関係に関し、重大な損害、切迫する危険、又はその

他類似状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定める処分を申立てることができる。」 
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第 22 条の特別な規定を満たさなければならない。とりわけ知的財産案件審理

法第 22 条は、「暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、そ

の紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため、差し迫った危険を回

避するため、又はその他類似の情況を有するために必要を有する事実につい

て、釈明しなければならない。 不 る場合

し 」と強調している。そのため、一般の民事訴訟に

おける「暫定状態を定める仮処分」の申立ては、仮差押の規定を準用すること

ができ（即ち、民事訴訟法第 538 条の 470により、同法第 533 条71、第 526 条

の規定を準用する）、つまり、「暫定状態を定める仮処分」の申立てに関する申

立人の請求理由と釈明が十分でなくても、担保供託する意思があることを表

明し、又は裁判所が妥当であると認めた場合、相当する供託金を定めた上で

許可することができる。知的財産事件に係わる「暫定状態を定める仮処分」の

申立てを審理するとき、実務上、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立

ての可否が申立人又は相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損

害程度の釣り合い、及び公衆利益に対する影響などを斟酌しなければならず

（例えば、知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定
72）、不充分な釈明だけで供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めては

ならない。つまり、専利権をめぐる紛争事件における「暫定状態を定める仮処

分」の審理は、「本案化」の傾向があり、権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）

がまだ正式に提訴されていない状態で、「暫定状態を定める仮処分」の申立て

                                                   
70民事訴訟法第 538 条の 4：「別途規定がなければ、仮処分に関する規定は、暫定状態を定める処分

に準用する。」 
71民事訴訟法第 533 条「仮差押に関する規定は、仮処分に準用する。……」」 
72 智慧財産法院 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定：「争われている法律関係に関

し、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似の状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定

める処分を申立てることができる。暫定状態を定める処分を申立てるとき、申立人は争っている法律

関係につき、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似状況を防ぐために必要がある事実に関し、

釈明しなければならない。その釈明が不十分である場合、裁判所は申立てを却下しなければならない

ことは、民事訴訟法第 538 条 1 項、知的財産案件審理法第 22 条 2 項に明文で規定されている。暫定

状態を定める処分の申立てを審理するとき、裁判所は、申立人の将来の勝訴可能性、申立の可否が申

立人又は相手に填補できない損害をもたらすのか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び公衆利益に

対する影響などを斟酌しなければならないことは、知的財産案件審理規則第 37 条 3 項にも規定され

ている……「重大な損害を防ぐ」とは、通常、仮に申立人が本事件の判決まで我慢し続けた場合、そ

の受けた苦痛又は不利益が明らかに過酷であることをいう。重大であるか否かは、暫定状態を定める

処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、当該処分により相手が被った不利益又は損害を超え

ているか否かにより決められる。暫定状態を定める処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、

当該処分により相手が被った不利益又は損害よりも大きい場合に、初めて重大で保全の必要性がある

と言える（最高裁判所 101 年（西暦 2012 年）台抗字第 497 号事件の裁定参照）。」 
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の可否を審理するとき、裁判所は当事者双方が提出した、専利権侵権の有無

や、専利権の有効性の有無、市場における双方の商品の状況などの説明又は

証拠を確認し、権利者の勝訴可能性を判断するとともに、出荷・製造を中止さ

せた場合の当事者双方の権益及び公衆の権益への影響を考慮しなければなら

ない。そのため、専利権侵害訴訟の仮処分が認められる可能性は、一般の民事

訴訟での「暫定状態を定める仮処分」の申立てよりもかなり低い。

【知的財産案件審理法】

第 条 仮差押、仮処分又は暫定状態を定める処分の申立ては、起訴前は、

係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁

判所に対して行う。

暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛

争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため或いは差し迫っ

た危険を回避するため或いはその他類似の情況を有するために必

要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に

不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない。

申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担

保の提供を命ずることができ、かかる担保が供出された後に仮の

状態を定める処分を為す。

裁判所は仮の状態を定める処分を為す前に、双方に意見陳述の機

会を与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方

に陳述できない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠

を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限りでない。

仮の状態を定める処分は、申立て人に処分書が送達された日から

日内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権

でこれを取り消すことができる。

前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効

する。

仮の状態を定める裁定は、はじめから不当であったこと、債権者

の申立、或いは第 項の情況により、裁判所が取り消したとき、申

立て人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければなら

ない。
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 権の拘 受 合 使用権

 
第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の

「3．製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したように、権利者の合

法的な権利のみでなく、社会の技術使用者及び公衆の利益も同時に考慮し、商業上と

技術開発上の秩序を維持する必要があるため、この排他権の権利範囲が及ばない実施

態様が専利法第 59 条において規定されている。また、意匠に関しても、専利法第 59
条の規定を準用する。 
 

 
第 59 条 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1．商業目的ではない未公開の行為。 
2．研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 
3．出願前、既に国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に

完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから 6 ヶ

月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申し出

をした場合は、この限りでない。 
4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審

判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前

に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了

していたもの。 
6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が

販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、

販売行為は国内に限らない。  
7．特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第

70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告さ

れる前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了して

いたもの。  

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内にお

いてのみ継続して利用することができる。 

 

 

商 的 い未 開  

 

非商業目的でかつ非公開の実施行為であれば、専利権者には特に損害をもたらさ

ない。したがって、公益と私益の平衡を図るため、専利権の行使により影響される
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ことのないよう、専利法は第 59 条 1 項において、「商業目的ではない未公開の行

為」という実施態様は、専利権が及ばない実施形態であると規定されている。この

実施形態は、主に当局の研究所や学校など、非営利機関の実施に対する専利権の権

利行使の規制である73。しかし、企業であれば、通常、商品を開発して公に販売し、

利益を得ることを目指すので、企業の活動には基本的にこの 1 項の規定は適用され

ない。

二 又 実 目 とし 実 に  

新しい技術や創作の研究開発や実験は、通常、既存の技術や創作を基礎としなが

ら進めていく。したがって、技術や創作の研究開発や実験が、他人の専利権により

制限されて進められないということがないよう74、専利法は第 59 条 2 項において、

「研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為」という実施態様は、

専利権が及ばない実施形態であると規定されている。 

 

 

用  

 

企業の台湾における商業上の実施と最も関係するのは、第 1 項 3 号の実施形態、

つまり、他人の専利権の出願前の「先使用行為」である。第二章の「第二節 台湾

での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「3．製品に関する先使用

権の証明書類の確保」において説明したように、意匠登録出願の必要性が低い、又

は意匠登録出願により早期に公開されてしまうことを望まない企業の意匠について

は、将来、必要な場面（例えば、他人が意匠登録出願して意匠権を取得した）にお

いて、自社に先使用行為による先使用権があることを主張する必要が生じてきた場

合に備え、先使用権の主張要件を満たすように、当該意匠又は関連商品に関する設

計図や、領収書、出荷証明書などの必要な証拠書類を慎重に確保しておかなければ

ならない。十分な証拠書類を確保しておけば、紛争になったとき、自社には先使用

権が存在するため、他人の意匠権侵害にならず、損害賠償の責任を負わなくていい

だけでなく、現事業の目的範囲内で継続的に実施できる。 

 

                                                   
73台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.189～191 
74台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.191～192 
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一方、企業が他人の製品について、自社の意匠権が侵害されたと判断し、警告又

は提訴を行うとき、逆にその他人から「係争製品については先使用権がある」と反

論されることも考えられる。その他人に確かに先使用権があることが認められた場

合、提訴までした労力と費用が無駄になってしまう。このため、他人に対して警

告・提訴する前にも、係争製品が自社の意匠権の出願日（又は優先日）前に、既に

販売・使用されていた事実の有無を確認しておく必要がある。また、先使用権の有

無が争点となっている裁判では、他人が提出した先使用権を証明するための証拠書

類が確かに係争製品と因果関係があるのか、係争製品は当該証拠書類と関連性があ

るのかを見極めて指摘することが重要である。 

 
専利権をめぐる紛争において、先使用権が主張され、かつ裁判所により審理され

た事件は約 30 件しかなく、そのうちの殆どは特許権及び実用新案権に関する事件で

あり、意匠に関する事件は僅か 3 件である。以下、当該 3 件の意匠権をめぐる事件

について紹介するとともに、先使用権を主張するために、係争製品と先使用権主張

の証拠書類との関連性について考察する。 
 
その他、先使用権が主張された特許権及び実用新案権紛争事件の紹介に関して

は、日本台湾交流協会が 2014 年 3 月に発行した「台湾における先使用権と公証制

度、中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント （2014 年 3 月、公益財

団法人 交流協会）」の「A. 台湾における先使用権と公証制度」を参考にすること

ができる。 

 

 

先 用権に関 る判  

 
事 1 高等 判 台南支 92 年(西 2003 年) 上字第 5 号民事判  

本件事案  
(1)本件原告（被控訴人）は、ソファーの製造･販売業者であり、意匠登録第 081099

号「ソファー」の意匠権を有する。原告は、「被告（控訴人）が原告の許諾を

得ずに、『紅不譲』シリーズのソファー（イ号物品）を製造したことは、係争

意匠を侵害している」と主張した。 
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意匠登録第 081099 号「ソファー」 
 
 
 
(2)なお、1 審では、被告は先使用権を主張しておらず、地方裁判所は原告の主張を

認め、「被告は係争意匠を侵害し、損害賠償の責任を負う」と認めた。 
 

告 人 内  
(1)被告が製造した「紅不譲」ソファーは原告の係争意匠と異なり、類似でもなく、

かつ、被告の係争ソファーは原告の係争意匠の出願日よりも前から販売してい

た。 
 
(2) 上記先使用の主張に関し、次のことを主張する。 

被告は 2000 年から「紅不譲」シリーズのソファーの製造を始めたが、ソファー

は基本的に相違が大きくなく、かつ、流行期間が短く変化が大きいため、被告

はそれらについて意匠登録出願をしなかった。原告は被告に約 8 ヶ月間雇用さ

れ、退職後、自らソファーの製造を始めたが、その意匠登録出願されたソファ

ーのデザインは、2000 年に被告の工場で製造されていたソファーとほぼ同じで

ある。被告の当該ソファーの全ての販売は、原告の意匠登録出願日よりも早い。 
 

告 人 内  
(1)被告が製造・販売している「紅不譲」シリーズのソファーの 2 つの外観上の特徴

は、原告の係争意匠の図面説明書に記載されている 2 点の意匠の説明と比較する

と、相違が認められないので、被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソフ

ァーは、確かに係争意匠を侵害している。 
 
(2)たとえ被告が主張したように、2000 年から係争ソファーが製造・販売されていた

事実があったとしても、当時のデザインと現在のものとが同じであることも証明

できず、同名称の製品がバージョンアップされて再度販売されることはよくある

ので、その抗弁は採用できない。 
 

高等 証  
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被告が製造したソファーは、確かに原告の意匠権の意匠と類似するが、原告が提

訴前に証拠保全の申立てをしたことにより確保された被告の帳簿から、被告がソフ

ァーを製造した時点は、原告の係争意匠の出願日よりも早かったことが証明できる

ので、先使用権があると認められる。その理由は次のとおりである。 
 
(1)当裁判所が、雲林科技大学に鑑定を依頼した結果、被鑑定物（即ち、イ号物品の

係争ソファー）と係争意匠とは、顕著な相違は見られないと判断された。よって、

係争ソファーは、原告の係争意匠と類似している。 
 
(2)しかし、本件提訴前に原告が申し立てた、被告の複数のソファー製造工場に対す

る証拠保全が認められ、証拠保全により原告がコピーした帳簿の内容には、被告

は 2000 年 7 月、8 月、9 月にすでに「紅不譲」シリーズのソファーを複数の家具

業者に販売した記録があった。一方、原告の意匠登録出願日は 2000 年 9 月 22 日

であるので、出願前に、被告はすでに「紅不譲」のソファーの販売を始めていた

ことが明らかである。 
 
(3)2003 年 2 月 6 日に改正される前の旧専利法第 118 条第 1 項第 1 項前段（1997 年

5 月 7 日に公布された改正条文）又は第 2 号（2001 年 10 月 24 日に公布された改

正条文）前段の規定により、意匠権の効力は、出願前、すでに台湾内で使用され

ていたものには及ばない。 
 
(4)原告は、「被告は原告の係争意匠の出願後に、模倣して模倣品を作り始めた」と

主張したが、この主張は前記帳簿に記録された事実と合致しないので、採用しが

たい。また、原告は、「たとえ被告が 2000 年から係争ソファーを製造・販売し

ていた事実があったとしても、同名称の製品がバージョンアップされて現在のデ

ザインになった」と主張したが、この主張を裏付ける証拠が提出されなかったた

め、採用しがたい。 
 
(5)よって、係争意匠の出願前に、被告は既に国内で本件「紅不譲」シリーズの係争

ソファーの製造・販売を始めた事実があり、旧専利法第 118 条第 1 項第 1 項第 1
号前段の規定により、原告の係争意匠の効力が及ばないものに属し、また、同条

第 2 項の規定により、原告の意匠登録出願が主務官庁により登録査定された後、

その権利の存続期間において、被告は依然として原事業範囲内で当該「紅不譲」

シリーズのソファーの製造販売を継続することができる。 
 

 
原告が上告した結果、最高裁判所は、原審の判断に違法はないとし、原判決を支

持した。 
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考  
本判決では、被告の帳簿におけるイ号物品の販売記録の内容により、イ号物品の

販売事実が認められた。当該販売記録における記録が、イ号物品であることを十分

に関連づけられるような内容（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先な

ど）が明確に記載されている必要があると考えられる。 
 
 
 

2: 101 2012 年） 専訴 41 決 

 
(1)本件原告は、各種ワイヤレス端末製品（例：携帯電話、ノートパソコン、タブレ

ット PC 等）の周辺機器を開発・販売する会社であり、意匠登録第 D143152 号「保

護カバー」の意匠権を有する。原告は、被告の盛達紡織株式会社に保護カバーの

代理生産を委託し、被告はその関係企業である中国の長安冠迪皮革製品工場（以

下、「冠迪社」）に製造させた。 
 
(2)原告は、「被告は原告の許諾なく、冠迪社に原告の意匠権を侵害した保護カバー

（イ号物品）製造を依頼するとともに、中国から輸入し、訴外人のエイサーパソ

コン株式会社に供給したことは、係争意匠を侵害している」と主張した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ号物品 係争意匠登録第 D158843 号 
 

容 
原告と提携して「タブレット PC 保護カバー」を共同開発する前に、被告は 2010

年 7 月 20 日に冠迪社のスタッフと斜め支持可能な iPad 用保護カバーを既に完成し

ており、そのデザインは被告製品に極めて類似している。原告が 2010 年 12 月 13 日

に係争意匠を出願する前に、被告は既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、

かつ製造又は使用に必要な準備を完成させていたので、被告は専利法第 59 条第 1
項第 3 号に規定の先使用権があり、原告の意匠権を侵害しない。 
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改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号には、「出願前にすでに国内で使用されている」こ

とが先使用権の要件として規定されており、当該斜め支持可能な iPad 用保護カバー

は中国において冠迪社により製造されたので、係争意匠の出願前には国内で必要な

準備を完成していたものではなく、先使用権の要件を満たしていない。 
 

 
(1)被告が製造した斜め支持可能な iPad 用保護カバーは、確かに原告の意匠権の意

匠と類似する。 
(2)また、被告は「2010 年 7 月 20 日に、冠迪社皮革工場と斜め支持可能な iPad 用保

護カバーを完成し、そのデザインはイ号物品と極めて類似している」と主張した。

しかし、冠迪社は中国にあり、改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号では、「出願前

にすでに国内で使用されている」ことが先使用権の要件として規定されているの

で、被告が「中国において冠迪社と同一の製品を製造した」と主張した以上、前

記専利法の規定を満たしていないため、先使用権は認められない。 

 
知的 判 判  

本事件は、2 審で当事者同士が和解した。 
 
考  
本判決では、先使用の事実が台湾ではなく、中国にあったため、改正前の専利法

第 57 条 1 項 3 号では「出願前にすでに国内で使用されている」との規定を満たし

ていないと認められた。外国の企業にとっては、先使用権を主張する前に、当該先

使用の事実が台湾の域内にあったものか否かを検討しておくことが重要であると

考えられる。第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事

例の紹介」の「3．製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したよう

に、たとえば、日本の企業の日本での先使用行為は、日本でしか先使用権が生じず、

台湾で先使用権を主張することができない。 
 
 
 

3: 106 2017 字 1  

 
(1)本件原告(被控訴人）は、エンジン冷却用ウォータータンクを開発・販売する会社

であり、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」の意匠権者

であり、被告(控訴人）が原告の許諾を得ずに、係争意匠を侵害したエンジン冷却

用ウォータータンクを販売し、係争意匠を侵害したと主張した。 
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イ号物品 係争意匠登録第 D158843 号 
 
(2)なお、1 審では、被告は先使用権を主張しておらず、知的財産裁判所は原告の主

張を認め、被告は係争意匠を侵害し損害賠償の責任を負うと認めた。 
 

告 人 内  
(1)1994 年から、第三者に冷却装置の代理生産を委託し、2004 年から台湾外の会社

に代理生産を委託して輸入・販売していたので、係争意匠の出願日よりも前に「エ

ンジン冷却用ウォータータンク」の代理生産を第三者に委託し、販売していた。 
 
(2)特許事務所に依頼して作成した鑑定報告書を提出する。それによると、係争意匠

と被告の製品の外観は異なり、類似ではなく、係争意匠を侵害していない。 
 
(3)インターネットアーカイブに保存されている海外メーカー製の冷却装置の 2002

年 4 月 7 日の販売ウェブページデータにより、係争意匠は当該ウェブページデー

タの冷却装置により開示されており、新規性と創作性を有しない。 
 
(4)先使用権に関し、次の点を主張する。 

・被告は約 30 年前から係争製品を製造しており、十数年前から海外の会社に製

造を委託して輸入・販売している。このことは、提出された通関申告書、出荷

リスト、販売確認書及びその添付された設計図により証明できる。 
・被告が提出した領収書により、2008 年から A 社に販売し始めたことが証明で

きる。 
・証人の林氏と洪氏の証言により、林氏と洪氏はそれぞれ 2009 年、2011 年に被

告から製品を購入して船に取り付けたことが分かり、また、実地検証により、

当該製品に型番と製造年月日は表示されていないが、かなりの時間が経って

いることが分かり、係争意匠の出願日前に購入されたことが分かる。 
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告 人 内容 
(1)証拠から、受託製造業者が被告に出荷したことがあることは分かるが、当該設計

図には 2 つの側面図しかなく、その他の角度からの外観は知り得ないため、証拠

能力を有さない。 
 
(2)実地検証で検証された係争製品からでは、型番、製造日が分からず、取付けられ

た時間もさほど長くないことが分かる。 
 
(3)証人の記憶は明確ではなく、関連購入書類も提出できないので、購入したものが

係争製品であることを証明できない。 
 

高等 証  
被告が製造したエンジンの冷却装置は、確かに原告の意匠権の意匠と類似する。

また、被告が提出した証拠書類では、被告がエンジンの冷却装置を製造・販売した

時点が原告の意匠登録出願日よりも早いことを証明できないので、先使用権は認め

られない。その理由は次のとおりである。 
 
(1)領収書には、日付と製品名である「冷却器」のみが記載され、型番などの事項が

記載されていないため、係争製品と関連づけることができない。 
 
(2)被告と証人は、係争製品の取引に関する資料を提出できなかった。証拠の写真か

ら、冷却器全体の外観は見られない。 
 
(3)実地検証で検証した実物にも、型番、製造日などが表記されていないため、製造

日を確定できない。また、実物の外殻は、青色のペンキで塗装されているため、

取付時期を推定できない。 
 
(4)海外の会社に製造を委託して輸入したときの通関申告書や、関連出荷リスト、販

売確認書には、「130 ウォータータンク」、「160 ウォータータンク」という製

品名のみが記載されており、型番が記載されていないため、提出された設計図と

関連づけることができない。また、当該設計図には、2 つの側面図しか開示され

ていないため、それが係争製品であることを確定できない。 
 

 
（本報告の作成時点では、まだ最高裁判所の判断は不明であった。） 
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考  
本判決では、被告の提出した領収書の内容は、係争製品と関連づけられないと認

められた。よって、関連領収書には、イ号物品と十分に関連づけられるような内容

（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先など）が明確に記載されている

ことが重要であると考える。また、一般的に、領収書の記録情報は多くないので、

その他の関連証拠書類（例えば、設計図や、写真サンプル、製品カタログ、広告な

ど）も提出することが好ましい。しかし、本件では、通関申告書や、関連出荷リス

ト、販売確認書、設計図なども同時に提出されたものの、何れもイ号物品と十分に

関連づけられるような内容がないと認めらた。よって、先使用権を証明する関連書

類は、記録内容と自社商品を十分に関連づけられるようにする上で、慎重に保管す

る必要があると考える。 
 
 
 

に るに 交 又  

 

パリ条約第 5 条の 3 の規定に準拠し、国際交通の便宜を考慮して、単に国境を通

過するにすぎない交通手段又はその装置には、意匠権の効力は及ばない75。 

 
 

五 前に 意 又 の

に してい  

 

意匠権が意匠出願権を共有する共有者全員により出願されて登録されたものでは

ない、又は意匠権者が意匠登録を受ける権利を有する者ではない場合、利害関係者は

専利法第 141 条第 1 項 3 号の規定により無効審判を請求することができる。当該無効

審判で取り消しが確定してから 2 ヶ月以内に、意匠登録を受ける権利を有する者又は

共有者は、同一の意匠につき意匠登録出願をすることができる。この場合、他人が元

の意匠権者より実施許諾を受けた場合、その善意の信頼を保護するため、その実施は

意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その

実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。 

 

 

                                                   
75台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.195 
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者 した又は 権者 造 た 匠物品 た

当 用 又 売  
 

意匠権者が製造した又は意匠権者の同意を得て製造した真正の意匠物品が販売さ

れた後、その意匠権の権利は既に消尽したため、当該真正の意匠物品について更に意

匠権により権利を主張することができない。台湾では、「国際消尽原則」が採用されて

いるので、上記製造、販売行為は台湾内に限らないことが、同条 1 項 6 号にも規定さ

れている76。つまり、意匠権者は、当該意匠権者が台湾外で販売した真正の意匠物品

を第三者が台湾に輸入した行為について、権利を主張することができない。 
 
 

許権 70 条 1 項第 3 消 許権者 第 70 条 2

に 特 権 効 回 に そ 旨公告 れる前に 実

ていたも 又 に 了 たも 。 

 

2 年目以降の年金を納付期間内に納付しなかった場合は、当該期間経過後の 6 ヶ月

以内に年金を追納しなければ意匠権は消滅するが、意匠権者が故意でない場合、専利

法第 70 条第 2 項の規定により、上記 6 ヶ月の追納期限経過後 1 年以内に、意匠権の

回復を請求するとともに、3 倍の年金を追納すれば、意匠権を回復させることが可能

である。 

 

この場合、善意の第三者が元の意匠権者から実施許諾を受けた場合、その信頼を保

護するため、その実施許諾は意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59

条 2 項の規定により、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することがで

きる。 

 

第三者が、当該意匠権が消滅してから意匠権回復の公告までの間に、善意で実施し

又は必要な準備を完成した場合は、善意の第三者の信頼を保護するため、その実施は

意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その

実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。 

 

 

 

                                                   
76台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.196～197 
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【専利法】 
第 70 条 次の各号のいずれかに該当する場合、専利権は当然に消滅す

る。 
1. 専利権の存続期間が満了したとき、期間満了後から消滅

する。 
2. 専利権者が死亡し、当該専利権の相続人がいないとき。 

3. 2 年目以降の年金が、追納期間が満了するまでに納付され

なかった場合、当該専利権は、本来の納付期間満了後から

消滅する。専利権者が自ら特許権を放棄する場合、その書

面に示された日から消滅する。 

4. 専利権者が書面をもって専利権を放棄した日から消滅す

る。 

専利権者が故意にではなく、第 94 条第 1 項に定める期限まで

に追納しなかった場合、期限満了後 1 年以内に、専利権の回復

を請求することができ、ならびに、3 倍の年金を追納した後、

特許主務官庁が前記の特許権の回復を公告する。 

 

 
【専利法】 

第 94 条 特許の 2 年目以降の特許料を納付期間内に納付しなかった場

合は、当該期間経過後の 6 ヶ月以内であれば追納することが

できる。ただし、納付の際には、納付すべき特許料に、遅延し

た期間に応じた割増特許料を加えた金額を納付しなければな

らない。 

前項の遅延時間に比例して割増特許料を加算して納付すると

は、特許料を納付すべき期限を過ぎた場合、月ごとに割増特許

料を加算して納付することを指し、1 ヶ月遅れるごとに、もと

もとの納付すべき特許料の 20 パーセントの割増特許料が加算

され、最高で規定特許料と同額の割増特許料が加算される。そ

の納付期限を遅れた期間が 1 日以上 1 ヶ月以内である場合に

は、1 ヶ月として論じる。 
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保 置の効果

 

専利法第 96 条 1 項には「特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除

去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することがで

きる」ことが規定されいる。また、意匠に関しては、専利法第 142 条により第 96 条

の規定を準用するので、台湾で所有する専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）

が侵害された場合、被疑侵害者に対し、民事訴訟を提起し、被疑侵害者の責任を追及

することができる。また、模倣品に対する排除手段としては、民事訴訟による救済の

ほか、行政救済制度もある。知的財産権の権利者は、行政救済制度を民事訴訟と併せ

て活用すれば、一層権利を守ることができる。なお、台湾では 2003 年 3 月 31 日から、

専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）の権利侵害の刑事責任が廃止された。 

 

上記行政救済手段としては、税関による水際保護措置と公平取引委員会への告発が

ある。本節では、税関による水際保護措置について説明する。税関による水際保護措

置とは、税関に対し、知的財産権侵害物品を摘発することができる。専利権、商標権

及び著作権を侵害する物品は、台湾の関税法第 15 条により輸入することが禁じられ

ているので、知的財産権の保護策の一環として、台湾の税関では、専利権、商標権及

び著作権を侵害する疑いのある物品(以下「被疑侵害物品」)に対し、輸入差止め措置

が取られている。被疑侵害物品の輸入差止め措置は、侵害された権利の種類により手

続きが異なる。 

 
【関税法】 
第 15 条 下記物品は輸入してはならない。 

1. 偽造又は変造された通貨、有価証券、又は通貨偽造のためのモ

ルド 
2. 専利権、商標権及び著作権を侵害する物品 
3. 法律により輸入が禁止された物品 

 

従来より、税関では、商標権又は著作権への侵害の有無について、通常の業務を遂

行する際に常に侵害物品があるか否かを確認している77。商標権又は著作権を侵害す

る疑いのある物品を発見した場合、直ちに商標権者/著作権者又はその代理人に知ら

                                                   
77 公益財団法人 日本台湾交流協会、「台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）、

2018 年 3 月、p.170〜184。 
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せる。また、輸出者又は輸入者が真正品であることを示す証明書類又はライセンスを

提示しない場合、検察署などの所管機関に移送することができる。しかし、通関貨物

の数が多く、また、被疑侵害物品に該当するか否かを判断することは容易ではないた

め、税関の職員が通常の業務手続きにより被疑侵害品を見つけることは容易ではない。

商標権、著作権の被疑侵害物品の輸入の差止めの効果を強化するため、台湾の税関に

は「商標権侵害物品及び著作権侵害物品の輸入の摘発又は情報提供の申請」制度(以下、

「税関の登録制度」)が設けられている。商標権又は著作権の権利者はこの制度により、

所有する権利とともに、把握している侵害可能性のある被疑物品の関連情報を税関に

提供し、かつ税関で所定の登録手続きを行えば、税関は提供された情報及び登録資料

に基づいて当該商標権又は著作権を侵害する被疑侵害物品がないかの確認を日常の

業務とともに遂行することが容易となる。税関が被疑侵害物品を発見した場合、直ち

に権利者に真正品であるか否かを鑑定するよう連絡する。被疑侵害品の所有者が物品

が真正品であることを示す証明書類を提出しない場合、税関は事件を司法警察や検察

機関へ移送する。輸出人がその物品が真正であることを証明する証明書類を提出した

場合、権利者は裁判所へ提訴し、民事訴訟により紛争を解決することができる。 

 

一方、専利権（特許権、実用新案権、意匠権を含む）に関しても、その保護策の一

環としての水際での取締り措置を強化するため、国際の立法事例、商標法及び著作権

法などを参考にし、専利法に「差止め請求」に関する第 97 条の 1 から 97 条の 4 の条

文を新設し、2014 年 3 月 24 日から施行された。この水際保護措置により、権利者は

保証金又はそれに相当する担保を供託し、税関に対し、侵害するおそれがある輸入品

を事前に差止めるよう申し立てることができる。一方、税関がその輸入品を差し止め

た場合、被差止め人は、前記保証金の倍額の保証金又はそれに相当する担保を供託し、

差止めの取消しを税関に請求することができる。なお、商標又は著作権の場合と異な

り、専利権に基づく水際での取締り措置は、輸入品のみについて税関の取締り措置が

行われる。 

 

税 の登 る  
登録できる対象 台湾登録専利権（特許権、実用新案権、意匠を含む） 

台湾登録商標権 
台湾の著作権法で保護を受ける著作物 

登録の実益 通関貨物のチェックの強化が図れる。これによって、模倣

品の早期発見、差止めが可能。 
登録機関 財政部関務署 

住所：台湾台北市大同區塔城街 13 号 
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電話：886-2-2550-5500 
http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21 

 
特許と実用新案の場合、権利の内容は物品の構成や材質、又は物品が形成される方

法に関する技術の内容に関わる。特許又は実用新案の権利範囲の技術の内容が外観か

ら観察して容易に判断できるものでなければ、通関貨物が当該構成や材質を有するか

否か、当該方法により形成されたものであるか否かは、権利者が説明や対比説明書を

提供しても依然としてかなり難しい。そのため、商標のように、税関の通常業務の遂

行で税関が能動的に特許と実用新案の権利を侵害する可能性のある被疑侵害品を発

見することは極めて困難又は不可能である。 
 
それに対し、意匠は物品の外観の形状、模様及び色彩などのデザインに係わるもの

であるため、権利範囲の内容は外観から観察して判断するものであり、特許・実用新

案の技術的内容よりも容易であり、これは立体商標への侵害の有無と類似する作業で

ある。ただし、現在の専利法第 97 条の 1 から第 97 条の 4 の規定及び税関が制定した

「税関が専利権侵害品の差止を実施する方法」により、専利権者は、その専利権を侵

害するおそれのある輸入品に関する具体的な資料を税関に提出して申請しなければ、

税関は輸入される専利権侵害品の差止を遂行することができない。 

 
【専利法】 

第 97 条の 1 特許権者は、輸入する物品がその特許権を侵害するおそれが

あるものに対し、税関に事前に差止めるよう申し立てること

ができる。 

 前項の申立ては書類で行わなければならない。また、侵害の事

実を説明するとともに、税関が査定する該輸入物品の課税価

格に相当する保証金又はそれに相当する担保を供託しなけれ

ばならない。 

 税関は、差止めの申立てを受理した場合、ただちに申立人に通

知しなければならない。前項の規定に合致し差止めの実施を

認める場合、申立人及び被差押人に書類で通知しなければな

らない。 

 被差押人は、第 2 項の保証金の倍額の保証金又はそれに相当

する担保を供託して、差止めの取消しを税関に請求し、かつ輸

入品に関する通関規定により処理することができる。 

 税関は、差止め物品の機密資料の保護したうえで、申立人又は

被差押人の申立てにより、その差止め物品の検査に同意する
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ことができる。 

 申立人が差止め物品は特許権侵害に係る物品であるとする裁

判所の確定判決を受けた場合、被差押人が差止め物品のコン

テナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用を負担しなけ

ればならない。 

第 97 条の 2 次のいずれかに該当する場合、税関は差止めを取り消さなけ

ればならない。 
1. 税関が差止め受理を通知した翌日から 12 日以内に、申立

人が第 96 条の規定により差止め物品を侵害物として訴訟

を提起せず、又は税関に通知しなかった場合。 
2. 申立人が差止め物品を侵害物として提起した訴訟につき

、裁判所の判決により却下又は棄却が確定した場合。 
3. 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁

判所の確定判決を受けた場合。 
4. 申立人が差止めの取消を申し立てた場合。 

5. 前条第 4 項の規定に該当する場合。 

 前項第 1 号に規定する期限は、税関が必要に応じて 12 日間延

長することができる。 

 税関が第 1 項の規定に基づき差止めを取り消す場合、輸入品

に関する通関規定により処理しなければならない。 

 差止めを第 1 項第 1 号から第 4 号までの事由により取り消す

場合、申立人は差止め物品のコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸

費用などの関連費用を負担しなければならない。 

第 97 条の 3 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所

の確定判決を受けた場合、申立人は、被差押人が差止めにより

又は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金の供託により受け

た損害を賠償しなければならない。 

 申立人は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金につき、ま

た、被差押人は第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金につ

き、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第 4 項及び第

97 条の 1 の第 6 項に規定するコンテナ延滞料、倉庫費用、積

卸費用などの関連費用は、申立人又は被差押人の損害に優先

して弁済する。 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、税関は申立人の申立

てにより、第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金を返還しな
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ければならない。 
1. 申立人が勝訴の確定判決を受け又は差止めを受ける者と

の和解が成立し、保証金の供託を継続する必要が既にな

い場合。 
2. 前条第 1 項第 1 号から第 4 号までに規定する事由により

差止めを取り消した結果、差止めを受ける者が損害を受

けた後、又は、差止めを受ける者が勝訴の確定判決を受け

た後、申立人が 20 日以上の期間を定めて被差押人に権利

を行使するよう催告したものの、被差押人が権利行使を

しなかったことを申立人が証明する場合。 

3. 被差押人が返還に同意する場合。 

 次の各号のいずれかに該当する場合、税関は被差押人の申立

てにより、第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金を返還しな

ければならない。 
1. 前条第 1 項第 1 号から第 4 号までに規定する事由により

差止めを取り消し又は被差押人と申立人との和解が成立

し、保証金の供託を継続する必要が既にない場合。 
2. 申立人が勝訴の確定判決を受けた後、被差押人が 20 日以

上の期間を定めて申立人に権利を行使するよう催告した

ものの、申立人が権利行使をしなかったことを被差押人

が証明する場合。 

3. 申立人が返還に同意する場合。 

第 97 条の 4 前 3 条に規定する差止めの申立ておよび取消、差止め物品の

検査、保証金又は担保の納付、供託、返還の手続き、必要書類

及びその他執行すべき事項の方法は、主務官庁が財政部と共

同でこれを定める。 

 

上記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の新設条文に応じ、台湾の税関は、差止めの

申立て、差止めの取消し、被疑侵害品の検査、保証金又は供託金の納付及び返還など

の手続き、提出すべき書類などを規定する「税関が専利権侵害品の差止を実施する方

法」を制定し、2014 年 3 月 24 日付で台湾行政院（台湾の最高行政機関）の公報にお

いて公布した。 

 

 

 

 

- 260 -



 

 

【税関が専利権侵害品の差止を実施する方法】 

第 1 条  本方法は、専利法(以下「本法」)第 97 条の 4 の規定に従って定め

る。 

第 2 条  専利権者は、輸入される物品がその専利権を侵害するおそれがある

と考える場合、物品が輸入される場所の税関に対し、下記の資料を

添付した上で、書類をもって輸入差し止めを申し立てることができ

る。 

1. 専利権証明書類。専利権が実用新案権である場合は、実用新案技

術報告書を添付する。 
2. 申立人の身分証明、法人証明又はその他の資格証明書類の写し。 
3. 侵害対比報告及び被疑侵害品の確認に足る説明、被疑侵害品のサ

ンプル又は写真、カタログ、図面などの資料及びその電子データ。 
4. 税関が差止めの対象物を識別するに足る説明、例えば、輸入者、

統一番号（即ち、会社の認識番号）、申告番号、貨物名称、型番、

仕様、予想される輸入日、積込港又は輸送手段等。 
5. 代理人が申し立てる場合は、委任状を添付する。 

 
専用実施権者は許諾された範囲内で、前項の差し止めを申し立てる

ことができる。 

第 1 項の申請資料について補正が必要なものについて、税関は直ち

に補正するよう申立人に通知しなければならず、補正が完了するま

で、通関の手続きには影響しない。 

第 3 条  差止申立てが前条の規定を満たしている場合、税関は、税関が見積

もった輸入品の税込み価額に相当する保証金又はそれに相当する

下記の担保を供託するよう、直ちに申立人に通知しなければならな

い。 

1. 政府が発行した公債。 
2. 銀行のよる定期預金の証書。 
3. 信用組合による定期預金の証書。 
4. 投資信託会社による一年以上の預託証書。 
5. 金融機関による保証。 
前項第 1 号から 4 号の担保について、税関に質権を設定しなければ

ならない。 

申立人が第 1 項の保証金又は相当する担保を供託するまで、税関は
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輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理する。 

第 4 条  税関は、輸入を差し止める前に、申立人の協力を求めることができ

る。申立人が正当な理由なく協力しなかったため、税関が執行でき

なかった場合、税関は輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理す

る。 

第 5 条 差止申立ての審査を行った結果、前記 3 条の規定を満たしている場

合、税関は直ちに輸入を差し止めるとともに、書類をもって申立人

及び被差止人に通知する。 

第 6 条 申立人又は被差止人が本法第 97 条の 1 第 5 項の規定により差し止

められた物品の検査を申請する者は、書類をもって積込港の税関に

対して行う。 

前項の検査は税関が指定した時間、場所及び方法に従って行う。 

税関が前項の指定をする時、差し止められた物品の機密情報の保護

が損なわれないように注意すべきである。 

第 7 条  税関が第 5 条の規定により差止めを書類にて通知した日の翌日から

12 日以内に、申立人は本法第 96 条の規定に従い、差し止められた

被疑侵害品を提訴するとともに、税関に通知しなければならない。

差止めが行われる前に既に提訴した場合も、税関に通知しなければ

ならない。 

税関は本法第 97 条の 2 第 2 項の規定により、前項期限を定め、必

要な場合、12 日間延長することができる。 

第 8 条  被差止人が本法第 97 条の 1 第 4 項により差止めの取消しを請求す

る場合、書類をもって貨物積込港の税関に対して申請するととも

に、第 3 条 1 項の見積もった価額の 2 倍の保証金又はそれに相当す

る担保を供託しなければならない。 

前項の担保は、第 3 条 1 項及び 2 項の規定に従って行う。 

第 9 条 次のいずれかの場合、申立人又は被差止人は書類をもって関連証明

書類を添付した上で、貨物積込港の税関に対し、差止めの取消しを

申し立てなければならない： 

1. 本法第 97 条の 2 第 1 項 2 号の、申立人が差し止めた物を侵害品

として提訴した訴訟が裁判所の判決により却下又は棄却が確定

した場合 
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2. 本法第 97 条の 2 第 1 項 3 号の、差し止められた物品が専利権を

侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合。 

第 10 条 本法第 97 条の 2 第 1 項の規定により差し止めを取消す場合、税関

は輸入品通関規定により行わなければならない。 

前項で本法第 97 条の 2 第 1 項 5 号により差止めを取り消す場合、

税関は代表的なサンプルを保留することができる。 

第 11 条 申請人又は被差止人が本法第 97 条の 3 第 3 項又は第 4 項規定によ

り、税関に保証金又は担保の返還を申請する場合、その事由を明記

し、次の書類を有する場合は、添付しなければならない： 

1. 裁判所の判決書及び判決確定証明書又は裁判所の確定判決と同

一の効力を有する証明書類の写し。 
2. 和解を達成した和解書の写し。 
3. 20 日以上の期間を定めて相手側に権利行使するよう通知したが、

権利行使しなかったことを証明する書類の写し。 
4. 相手側が返還に同意した証明書類の写し。 

第 12 条  本方法は 2014 年 3 月 24 日より施行された。 

 

上記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定、及び「税関が専利権侵害品の差止を

実施する方法」をまとめ、専利権の権利者が税関に被疑侵害物品の輸入差し止めを申

し立て、税関が被疑侵害物品の輸入を差止めて当事者に通知し、事件を司法機関に移

送するまでの手続きの流れを以下のフローチャートに示す。 
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上記フローチャートに示すように、意匠権者が、意匠権を侵害する可能性の

ある被疑侵害品の説明、サンプル、図面又は写真、侵害対比報告、及び被疑侵

害品の輸入情報等を予め税関に提供し、差し止めを申し立てておけば、当該意

匠権に対する税関による侵害品検査が強化され、被疑侵害品が輸入された時点

で税関で止め、侵害事件を早期に解決することが可能となる。 

 

また、税関が物品を差止め、当事者双方に通知した後、当事者は専利法第 97

条の 1 の規定に従って差止物品の検査を申請することができる。この場合は、

書類をもって輸入された港の税関に対し申請しなければならない。また、当事

者の秘密を保持し、差止物品に係わる秘密資料が漏れないように、税関が指定

した期日、場所及び方法に従って行わなければならない。 

 

税関の登録には、所定の「専利権被疑侵害品の差止申立書」（中国語名：「申

請海關查扣疑似侵害専利権物申請書」、添付資料五参照)を使用して、台湾で権

利化された特許権・実用新案権・意匠権を登録する。下表にて、税関登録に必

要な書類・情報について説明する。輸入品を検査する際に、税関は下記記入情

報②と添付書類③の情報により、被疑侵害品であるか否かを判断している。 

 
 記入情報 説明 
①  被疑侵害者の名称、統一番

号 
 

②  侵害が疑われる商品の申告

番号、名称、型番、仕様、

数量、積込港、輸送手段 

 

③  供託する金額と方法 下記のいずれかを選択 

1. 政府が発行した公債。 

2. 銀行のよる定期預金の証書。 

3. 信用組合による定期預金の証

書。 

4. 投資信託会社による一年以上

の預託証書。 

5. 金融機関による保証。 
④  申立人の名称、住所、電

話、統一番号 
個人の場合は身分証明、法人

の場合は法人証明 
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 添付書類 説明 
①  台湾専利権登録証書のコピー 専利権登録証書のコピー。 

実用新案権である場合は、実

用新案技術評価書を添付する

必要がある。 
②  申立人の証明書の写し 個人の場合は身分証明書、法

人の場合は法人証明書 
③  侵害対比報告、被疑侵害品の説

明、サンプル、図面又は写真等 
被疑侵害品を識別できる要点

を明確かつ具体的に説明・教

示する必要がある 
④  委任状 代理人が手続きを代行する場

合のみ提出する必要がある。 

 

ただし、台湾の知的財産局がまとめた資料によれば、2018 年 9 月までの時

点では、専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）者が税関に対し専利権

被疑侵害品の差し止めを申し立てたケースはまだないようである。 

 

参考までに、商標の場合は、過去数年間に、輸入品が商標権侵害の疑いで税

関により摘発された件数は年間 100 件から 200 件あり、摘発された商標権被疑

侵害輸入品は年間数万点から十数万点ある。一方、輸出品が商標権侵害の疑い

で税関により摘発された件数は年間 10 件以下で、過去数年間に摘発された商

標権被疑侵害輸出品は年間数千点から約 2 万点である78。また、侵害可能性の

ある被疑侵害品の輸入、輸出に関する情報が、事前に商標権者により税関に 

提供された件数は、年間で約 150 件から 350 件ある。 
 
前記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定により、専利権者は、裁判所を

通さず、より簡易な手段により被疑侵害品を税関で止めた後、規定の期間内に

裁判所に提訴することが可能となった。それ以前は、上記規定がなかったため、

侵害可能性を示す証拠、被疑侵害品の輸出入積み込み港、型番等の情報をもっ

て、輸出入を差し止める「暫定状態を定める仮処分」を裁判所に申立てること

しかできないうえ、これが認められることも容易ではなかった。専利権侵害事

                                                   
78 台湾知的財産局、知的財産権の保護を徹底する計画各期(年度)追跡表（中国語：「貫徹保

護智慧財産権行動方案各季(年度)列管追蹤表」）、

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7682&CtUnit=3763&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pag

esize=10 
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件における「暫定状態を定める仮処分」の運用に関しては、本章「第二節 意
匠権の権利行使」の「六. 仮差押、仮処分」の「2. 仮処分」における詳細な説

明を合わせてご参照いただきたい。前記のように、専利権侵害訴訟において「暫

定状態を定める仮処分」の申立ては、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のみでは

なく、知的財産案件審理法第 22 条の規定も満たさなければならない。実務に

おいては、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立ての可否が申立人又は

相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び

公衆利益に対する影響等を斟酌しなければならず、充分な釈明がないまま、申

立人に供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めてはならないようにして

いる。権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）がまだ提訴されていない状態に

おいて、「暫定状態を定める仮処分」の当否を審理する際には、実務上、裁判

所は依然として証拠により権利者の将来の勝訴可能性等を斟酌するようにし

ているため、時間がかかる上に、許可の困難度も高い。
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未登 意匠は の うに保 きるか 商 権法 著作権法 公

平取引法 営業秘密法）

 

 

第三章の第四節から第六節における意匠権と、商標権、著作権、及び公平取

引法との関係で説明したように、一定の条件を満たしたデザインは、意匠権の

みでなく、商標権法、著作権法、又は公平取引法に基づいて保護を求めること

も可能である。未登録の意匠があった場合は、商標権法、著作権法、又は公平

取引法による保護が可能であるか否かも検討する必要がある。 
 

 

に る意匠  
 
1 体 と  
 
意匠は物品に適用されなければならないので、台湾の現行の意匠審査基準は、

意匠は「三次元空間における実体の形状を有する有体物」と定義されている79。

したがって、「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第四節 意匠権と

商標権の関係」において説明したように、未登録の意匠を商標として登録しよ

うとする場合、まずは立体形状の商標、つまり、立体商標として商標登録出願

することが考えられる。なお、商標登録の要件の一つに、識別力を有すること

がある。したがって、意匠が実体審査で拒絶査定を受けた場合、又は何らかの

原因で意匠登録出願できなかった場合、当該意匠物品の商標としての識別力の

有無を検討し、識別力を有する場合には、商標登録出願をすることが考えられ

る。また、先に意匠登録出願をし、将来、当該意匠物品に識別力が生じた段階

で、更に商標登録出願することも考えられる。 
 
たとえば、BMW 社は下記の台湾意匠登録 D125737 ような「自動車」の意匠

を複数件出願し、車両全体が創作性を有するものとして登録されている。一方、

BMW 社の車両は、前方にある丸形四灯式のヘッドランプとキドニー（kidney）
グリルと呼ばれる独特の形状をしたグリルをもつフロント部が特徴的であり、

一般的に知られているデザインで、識別力があると認められる可能性が高い。

実際は、BMW 社は台湾で当該グリルを立体商標としても出願して登録され、

商標として保護を受けることが可能となる。 

                                                   
79台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」

「1 意匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、p.3-2-1、2016 年 3 月

22 日 
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台湾意匠登録 D125737「自動車」 

 

台湾商標登録 1304194
「NiereE70ms」 

 

 

 
 
 
また、意匠権の権利範囲は、同一又は類似の外観を有する同一又は類似の物

品にのみ権利範囲が及ぶため、被疑侵害品が意匠権の物品と類似でない物品で

ある場合（例えば、モデルカーと、車状のプレートを有するキーホルダー）、

当該意匠権の権利範囲は及ばなくなるので、その意匠権により侵害を排除する

ことができない。仮に当該意匠権の意匠の全体又は一部が識別力を生じる可能

性がある場合、その意匠が適用される可能性がある商品区分を一つ又は複数指

定するとともに、その商品区分内の商品を適宜複数指定して商標登録出願をす

れば、複数の種類の商品についても保護を受けることが可能である。 
 
例えば、下記のランドローバー社の台湾商標出願第 105074727 号の立体商標

「DEFENDER 110 WITHOUT SPARE」は、一出願で 5 つの商品区分を指定して

いると同時に、各区分についても複数の商品を指定しており、商品の種類は多

岐に渡る。このようにすることで登録できれば、一つの意匠で複数種類の物品

に及ぶ保護が可能である。 
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台湾商標出願第 105074727 号 

 

また、下記の台湾高速鉄道社が運営している台湾高速鉄道に使用されている

日本製の新幹線車両について、台湾高速鉄道社は立体商標として「台湾高鉄社

立体商標」を複数件出願し、計 19 件の立体商標権を取得している。これらの

商標権はそれぞれ異なる商品区分を指定し、それぞれの商品区分内の複数の類

似商品を指定している。したがって、例えば、オルゴールや、玩具や、ティッ

シュボックス、携帯ストラップ、かばんなど多種多様な商品を保護できるよう

にしている。 
 

 

台湾高鉄社の立体商標第 1404925 号 

 

 

 

2 に る と る 

 
また、意匠が物品に適用される模様のデザインであり、その模様の部分が識

別力を有し得るものであれば、立体商標ではなく、模様の部分のみを商標とし

て商標登録出願することが考えられる。例えば、下記のロート製薬社の4件の

台湾意匠登録D143313号「包装用容器」の意匠、D141476号「包装用板紙」の意
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匠、D143312号「包装用容器」の意匠、D141475号「包装用箱」の意匠は、いず

れも2009年12月17日の日本国の優先権を主張し、2010年6月15日に台湾知的財

産局に意匠登録出願された。これらの意匠は、それぞれ異なる外形を有する容

器や箱などの物品に適用されているが、いずれも容器物品自体の外観の形状よ

りも施された模様のほうが目立つと考えられる。公告された意匠公報によれば、

正面にある、色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」
というデザイン性を有する文字を新規な創作の特徴としている。そのため、実

体審査を経て、これらの模様に関して意匠として新規性と創作性が認められ、

2011年にすべての意匠が登録され公告された。 
 
 
「緑色の組合せと領域の模様及びAcnesのデザイン的文字」に関する意匠権 

台湾意匠登録D143313号 
「包装用容器」 

 

台湾意匠登録D141476号 
「包装用板紙」 

 
台湾意匠登録D141475号 

「包装用箱」

 

台湾意匠登録D143312号 
「包装用容器」 
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なお、意匠登録出願された後に、当該意匠に係る商品が市場に公開、販売さ

れ、徐々に他社の洗顔フォームや塗り薬などの薬粧商品と区別することができ

るようになり、一般的な認知度を一定の程度まで上げてきた。そこで当該意匠

権における「色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」
というデザイン性を有する文字」の模様と色彩の部分について、約9年後の2018
年9月18日に、化粧品、シャンプー、芳香剤、練り歯磨きなどを含む商品区分

を指定して、台湾商標出願第107060759号として商標登録出願された。 
 
その商品区分の商品に関して、「色合いの異なる緑色の組合せとその領域か

らなる模様及び「Acnes」というデザイン性を有する文字」が識別力を有する

ことが認められれば、商標として登録され、より幅広い商品の保護が可能とな

る。 
 
 

台湾商標出願第107060759号「Acnes & device」 

 
 
 
この例で示されているように、意匠が意匠登録要件の一つである新規性を有

するものであれば、意匠登録出願ができる。一方、識別力があれば、商標とし

て出願することも考えられる。両方とも出願することも可能であるため、異な

る方面で保護を受けるメリットがある。 
 
また、「第四章 意匠出願から登録まで」「第二節 意匠の出願手続き」「五、

出願手続の流れ」「1.出願」「（3）図面」に説明したように、連続した平面の意

匠（例えば、包装紙又は生地）である場合も意匠として出願することができる。

一方、商標は、2017 年 9 月 12 日付の「非伝統的商標の審査基準」の改訂で「連

続図案商標」に関する明確な審査原則が追加された。「連続図案商標」とは、

商品、包装容器、役務場所又は役務に関する物品の表面に、連続的に繰り返し

て表された模様で、出所を他人のものと区別できるものである。例えば、下表
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の左欄に示されている商品である靴の一部の表面に使用された連続的な図案

からなる連続図案商標（この場合は実際の使用態様を明確に表現するとともに、

商標に属さない商品の部分を破線で示す）、又は、下表の右欄に示されている

連続的な図案そのものの連続図案商標である80。 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
下表に示されている登録例のように、連続的な図案を有する意匠物品は意匠と

して登録可能で、連続的な図案も連続図案商標として登録可能である。 
 
 

台湾意匠登録D192572号 
「生地」 

台湾商標登録1070301 
「Burberry Check」 

 

 

 

 
 
なお、台湾の商標権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

                                                   
80台湾知的財産局、2017 年版非伝統的商標の審査基準「8 連続図案商標」、p.30~31、2017

年 9 月 12 日 
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に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交流

協会）」を参考にすることができる。 
 
 
 

に る意匠  
 

建  
 
「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関

係」において説明したように、製造工程により再現できない単なる芸術的創作

である場合、意匠登録を受けることはできないが、著作権により美術創作とし

て保護することが可能である。 
 
また、2013 年 1 月 1 日施行の改正専利法第 124 条により、単なる芸術的創

作でない「美術工芸品」は意匠権による保護を受けられる対象となり、2013 年

の「第三篇 意匠実体審査」の改訂により、建築物などの不動産も意匠登録出

願の対象とすることができるようになった。したがって、意匠登録出願の対象

物品が、単なる芸術的創作ではない美術工芸品、又は建築物であれば、それぞ

れ著作権法第 5 条に規定されている美術著作及び建築著作に該当するので、著

作権法による保護を受ける対象にもなる。例えば「第三章 台湾における意匠

の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関係」において紹介したキャラク

ター商品と建築物の意匠登録例が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、

これらに著作権の要件である「独創性」と「創作性」があるか否かを検討して

おくべきである。「独創性」と「創作性」のあるものであれば、将来、被疑侵害

品が見つかった場合、著作権法に基づき民事・刑事的救済を求めることが可能

となる。 
 
また、著作権法は著作者の創作の「独創性」と「創作性」を保護するので、

創作された意匠物品に平面の形態で模様として施されたキャラクターや花な

どのデザインを、第三者が意匠物品と異なる物品に平面形態又は立体形態で付

する行為、又はそのキャラクターを立体物として再現する行為は、当該デザイ

ンの「翻案」行為にあたる。これらの「翻案」行為が、著作権法における「著

作財産権の制限」（第 44～65 条）に規定の「フェアユース」に該当するもので

なければ、著作権者の著作権を侵害することになるので、著作権法に基づき民

事・刑事的救済を求める手段が考えられる。例えば、下記台湾意匠登録第

194121 号「包装容器」の上部の表面に施された風景と人物の絵画が「創作性」

を有すれば、第三者に無断で扇子や湯飲みなどの別の物品に適用された場合、
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その行為は「翻案」行為にあたるので、著作権法に基づき民事・刑事的救済を

求める手段を採ることができる。 
 

 

台湾意匠登録第 194121 号「包装容器」 
 
また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了

となる。一方、著作権の存続期間は、著作物の完成時から、又は著作者の死後

50 年であり、意匠権の存続期間よりもはるかに長い。したがって、美術工芸

品、又は建築物をもって意匠登録出願して取得された意匠権の存続期間が満了

し、意匠権が消滅した後でも、著作権により保護を受けることは依然として可

能である。 
 
なお、台湾の著作権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016 年 3 月、公益財団法人 交流協

会）」を参考にすることができる。 
 
 
 

取 による意  
 
「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第六節 意匠権と公平取引法

の関係」において説明したように、店舗における商品の包装、店舗の外装・レ

イアウトなどを含む店舗デザイン、店の従業員の制服のデザインなど全般の形

態を指す「トレードドレス」も企業の表徴であり、他人に自社の「トレードド

レス」が模倣され、消費者に混同誤認が生じ、不正競争が起きるおそれがある

場合、公平取引法により保護を求めることが可能である。自社店舗で使用され
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るオリジナルの、店舗の建築物、店舗の外装・レイアウト、店舗の看板、商品

の包装紙・包装容器、接客カウンター、イメージキャラクター像、店舗内の家

具（ロビーチェア、接客ソファー、陳列棚、陳列テーブルなど）、従業員の制

服など自社店舗デザイン及び自社店舗用品全般は、いずれも台湾の意匠審査基

準に定義されている「三次元空間における実体の形状を有する有体物」に該当

するものであるので、意匠登録出願の対象となり得るものである。これらの意

匠登録出願の対象が新規性と創作性を有すれば、まずは意匠登録出願を行うこ

とにより、その意匠の保護を図るべきである。仮にこれらの意匠登録出願とな

り得る対象が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、これらの自社店舗

デザイン及び自社店舗用品全般に企業の商品又は役務を示す企業の表徴とな

り得るものはあるかどうかを検討し、該当するものがあれば、企業の「トレー

ドドレス」として公平取引法により保護を求めることが可能である。 
 
また、意匠登録出願することも可能な自社店舗の「トレードドレス」である

オリジナル店舗デザインに関する意匠物品が意匠登録要件の一つである新規

性を有するが、仮に何らかの原因（例えば、出願の機会を逸した、又は創作性

がない）で意匠登録できなかった場合でも、その時点ではこのオリジナルの意

匠物品はまだ一般的に知られていない可能性が高いので、その時点では企業の

商品又は役務を示す企業の表徴とはなっていない場合が多い。企業の表徴とな

り得るものであっても、ある程度時間が経って初めて、その企業の商品又は役

務を示す企業の表徴となり得、企業の「トレードドレス」として公平取引法に

より保護を求めることが可能となる。 
 

また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了

するが、企業の「トレードドレス」に関する権利には権利期限がないので、上

記企業の「トレードドレス」に関する意匠物品をもって意匠登録出願して取得

した意匠権の存続期間が満了し、意匠権が消滅した後でも、企業の商品又は役

務を示す企業の表徴となっているものについては、引き続き公平取引法により

侵害排除を求めることが可能である。 
 
前記店舗デザインのほか、商品のデザインが消費者に熟知されたデザインと

なっており、その出所を識別するに足るものとなっている場合も、公平取引法

により保護を求めることが可能である。例えば、知的財産裁判所 106 年(西暦

2017年)民公訴字第 1号民事事件がその例である。本事件において、「RIMOWA」

を商標とするスーツケースを販売するドイツの RIMOWA GmbH 社（原告）

は、裁判所に、「公平取引法第 22 条 1 項 1 号と同法第 25 条の何れかの規定に

基づき、RIMOWA と同一又は類似の『プリーツラインの設計』を有するスー

ツケースを販売する被告は、消費者に混同誤認を生じさせて原告の商業上の信
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第 136 条 2 項の『意匠権の範囲は、図面を基準とし、並びに意匠説明書を参

酌することができる。』との規定により、意匠権の権利範囲は、図面を基準と

する。添付 1 の『プリーツラインの設計』に開示された文字と図面が、新規な

創造性を表現でき消費者に商品の出所を識別させるに足る場合、同様に『著名

な商品の外観と表示』の範囲を限定することができる。……原告はウェブペー

ジ又はカタログの何れにも『プリーツラインの設計』が典型的な設計であるこ

とを強調し、また、広告・マーケッティング資料においても『プリーツライン

の設計』を有するスーツケースを強調している……他人が販売するスーツケー

ス商品の外観にも、表面に長辺に沿って幅が同じで平行に延伸する複数の平行

溝が設けられ、溝の間に複数の折り模様があり、かつ、折り模様と溝の平面が

異なる明暗を有する設計があれば、当該部分が関連業者及び消費者に、原告の

所有する添付 1 の『プリーツラインの設計』のスーツケース商品の外観の主要

部と類似する印象を与えると判断できる。即ち、時間と場所を異にして、両方

のスーツケースを観察したとき、主要部による印象が類似し、関連業者及び消

費者に混同誤認を生じさせるため、添付 1 の『プリーツラインの設計』のスー

ツケース商品に類似する外観が使用されている。」 
 
したがって、裁判所は、被告は添付 1 の「プリーツラインの設計」に示され

る原告の著名な商品の外観を侵害し、公平取引法第 22 条 1 項 1 号の規定に違

反すると認定した。また、裁判所は、公平取引法第 29 条の規定により、「被告

は添付 1 の『プリーツラインの設計』と同一又は類似のデザインを各種のスー

ツケース商品に利用して販売、輸出又は輸入することができない」との原告の

主張を認めた。また、損害賠償に関し、裁判所は公平取引法第 30 条82、同法第

31 条 1 と 2 項の規定83により、原告の損害賠償の請求を認めた。 
 
なお、原告が同時に主張した公平取引法第 25 条は、「本法に別途規定がある

場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明ら

かに公正さを失する行為をしてはならない」と規定している。この条文は、「補

足的な一括条令」であり、様々な事業競争行為の態様について公平取引法にお

                                                   
82公平取引法第 30 条：「事業者は、本法の規定に違反することで、他人の権益を侵害した場

合、損害賠償責任を負わなければならない。」 
83 公平取引法第 31 条：「裁判所は、前条の被害者の請求により、事業者の行為が故意の行

為であった場合、侵害内容に基づいて、損害額以上の賠償額を斟酌することができる。但

し、既に証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。侵害者が侵害行為によって利益を得

ていた場合、被害者は専ら当該利益に基づいて損害額を算定するよう請求することができ

る。」 
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いて列挙できなかった不足を補足するために定められている。本件に関し公平

取引法第 22 条 1 項 1 号の適用があることが既に認められた以上、当該第 25 条

の適用の必要はなくなる。 
 
 
なお、台湾の公平取引法に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交流

協会）」を参考にすることができる。 
 

 

 

による意  
 
「第二章  意匠保護の重要性」「第二節 台湾での事業展開前に実施してお

くべき事項と事例の紹介」において説明したように、特許出願や意匠登録出願

をして特許権や意匠権を得ることにより、実施予定製品を排他的に実施する権

利を確保することができる。その一方で、特許出願公開や意匠登録により特許

や意匠の内容が公に公開されるため、他人が模倣する可能性があり、又は定め

られた特許権や意匠権の権利期間が不十分であると考えられる場合がある。一

部の製品では、それに駆使されている技術が、外観からは勿論、製品を第三者

が分解・解析したとしても、その技術を解明することができない又は非常に難

しいということがある。特に化学分野の場合は、このような性質の技術を使用

した製品が多く存在する。このような製品の場合、出願しなければ、特許庁に

より公開されることはなく、企業の営業秘密として、他人に技術と創作の内容

を解明されないまま、実施して行くことが可能であり、上記のような登録制度

に基づく権利の短所を解消することが可能である。 
 
しかし、現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形

状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規

定のように、意匠権は「物品」の外観に係るデザインを保護する権利であるの

で、製品に施された意匠のデザインは、常にその外観に表される。市場に流通

する予定の商品であれば、競争相手や模倣者はその製品を購入して調査・確認

することで意匠のデザインを知ることができる。たとえ、その意匠の物品が製

品の内部に組み立てられた電気コネクタや微小なプローブピン、センサーなど

であっても、競争相手や模倣者は装置を用いて細部を拡大して確認することが

可能である。そのため、販売が予定されている製品の新規なオリジナルデザイ

ンを営業秘密にしておくことにより意匠を保護することには、基本的に無理が

ある。よって、意匠物品に係る知的財産を守るためには、やはり積極的に意匠
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登録出願をすべきであると思われる。 
 
また、登録査定後の意匠の公告による公開を遅らせるために、日本には「秘

密意匠」制度が設けられている。一方、台湾では「秘密意匠」制度は設けられ

ていないが、「第四章 意匠出願から登録まで」の「第九節 意匠公告を遅ら

せる（秘密にする）方法」において説明した方法を用いれば、意匠の公告を最

長で 21 ヶ月遅延させることが可能である。 
 

なお、営業秘密法第 2 条には、「営業秘密」に関して次のように規定されてい

る。 
 

【営業秘密法】 
第 2 条 営業秘密法における「営業秘密」とは、方法、技術、製造工程、

調合、プログラム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用

いられる情報であり、且つ次の要件に合致するものをいう。 
1. 当該情報に関わる人が一般的に知り得るものではないもの 
2. その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有する

もの 
3. 保有者が既に合理的な秘密保護措置を取っているもの 

 
上記営業秘密法第 2 条によれば、設計（デザイン）も営業秘密に該当するの

で、仮に販売される製品が分解・解析されたとしても、その製品に施されたオ

リジナルデザインを知られることはないと判断すれば、そのオリジナルデザイ

ンを営業秘密にしておくことも考えられるが、その場合、当該デザインの本質

及び秘密の扱い方が上記営業秘密法第 2 条の 1 号～3 号の要件、即ち、「秘密

性」、「経済性／価値性」、「合理的な秘密保護措置を取っている」を満たし

ているか否かを慎重に検討し、適切な秘密保護措置を取る必要がある。 
 
なお、台湾の営業秘密制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3

月に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交

流協会）」を参考にすることができる。 
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第八 第 者より 告 や 訟を された 合の対処

告書を した場合 対処

 

前記第七章「第二節 意匠権の権利行使」に説明したように、専利権、例

えば意匠権を行使する際に送付する警告書につき、一般的には（1）自社の意

匠が登録を受けていることを通知する警告書、及び（2）相手の商品が意匠権

を侵害している可能性があることを警告する警告書の 2 種類がある。種類

（1）の警告書の場合、単に相手に自社の意匠が登録されている事実に注意さ

せるだけで、権利の積極的な行使や、製造停止又は交渉などの意図がないの

で、通常これを受領した相手側は、確かに権利者の通知の通り当該意匠が登

録されているか、登録料と年金が納付されているかを確認し、それが事実で

ある場合は、後日の争いにより余計な出費又は企業の信用毀損が生じないよ

う、自社の製造、使用、販売、輸入する商品が当該意匠権を侵害するような

事情を回避する手段を取る（例えば、自社の製品又はサプライヤーの商品の

設計を変更する）。

一方、受領した書簡が種類（2）の警告書である場合、その内容は権利侵害

を厳しく指摘し、かつ、侵害を排除する意思が既に表明されている可能性が

高く、放っておくわけにはいかないので、次のような対応措置を積極的に取

るべきである。

通常、警告書には、解決方法について交渉するため、権利者又は代理人に

連絡しなければならない回答期限が指定されている。指定された期限内に権

利侵害の可能性を確認できない、又は交渉のための切り札を準備する時間が

足りない場合、まずは電話又は書簡にて、調査中であること、及び回答する

意向があることを先方に通知する。また、権利侵害が指摘されているが、警

告書にその指摘を裏付ける侵害対比説明表がない場合、警告書受領者がは、

「指摘が事実か否かを確認できるように、権利者には侵害対比説明表を提出

する義務がある」と相手側に告げ、これにより少し時間稼ぎできる。
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 実際の事例では、警告書受領者が規模の小さい輸入会社、一般の商店など

であれば、被疑侵害品を販売し続けた場合、後発の侵害紛争に費やす時間と

コストは割に合わないため、大抵の場合は、警告書受領後、直ちに商品を回

収して、「今後一切販売しない」と返信する。権利者がその後の侵害事実がな

いことを確認できれば、事件は終結する。通常は、警告書受領者の規模が大

きいほど、受領した後、弱気を見せないよう、直ちに侵害を認めないことが

多い。又は、警告書受領者に商品を供給するサプライヤーの規模が大きく、

直ぐに出荷を止めたくないため、代わりに解決し責任をもって対応する用意

があると表明する場合もある。この場合は、次のような対応措置を取るべき

である。

形式 有効 査 に 権 侵害

可能性

まず、警告書に記載されている意匠権が少なくとも形式上有効に存在して

いるかを調査する。調査方法は、第二章「第二節 台湾での事業展開前に実

施しておくべき事項と事例の紹介」の説明のとおりである。同時に、係争意

匠権の内容、公告日、権利期間、年金納付状況なども調べる。確かに有効に

存在している場合は、更に、自社の製品が侵害している可能性があるかを確

認する。

意匠権侵害の分析と判断は、「第六章 意匠権侵害の判断について」の説明

を参考にすることができるが、意匠等の専利権に係わる侵害鑑定は高度な専

門力を要し、かつ、各国・地域で判断する実務と見解もしばしば相違するた

め、台湾において信頼性が高く、経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、

専利代理人に依頼するのが好ましい。専門的な鑑定会社がその専業によって

非侵害の結論を出した場合、後日民事訴訟事件に発展したとき、その非侵害

の鑑定報告により「故意の侵害がない」と主張することが可能で、これによ

り、裁判所が「懲罰的な損害賠償金の必要性がない」と判断する可能性もあ

る。
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三 交渉 切り札 用意

権利非侵害鑑定書を入手することは、交渉の切り札の一つである。しか

し、一般的な場合、警告書を送った権利者は有利な侵害鑑定書を取得してい

る可能性が高いので、紛争を解決するため、その他の有利な事実証拠も見つ

ける必要がある。通常、最も採られている方法は、以下の 2 つである。

 し 無

第五章の「第一節 無効審判請求」の説明のとおり、意匠権が無効

審判により取り消された場合、最初から存在しなかったものと見なさ

れる。よって、警告書に記載されている係争意匠権の出願日又は優先

日の前に公開された同一又は類似の先行意匠を探し出すことができ

れば、「係争意匠権は登録されるべきではない」と指摘し、又は当該

意匠権に対し無効審判を請求することができる。当該先行意匠により

警告に用いられた意匠権の有効性が損なわれる恐れがあると権利者

が判断した場合、無効審判請求がなくても、権利者は次の行動を止め

る可能性もある。一方、警告書受領者が無効審判を請求した場合、権

利者と交渉して和解の可能性を探ることが考えられる。例えば、権利

者が今後一切同じ意匠権により自社及び／又はその元受け、下請け業

者を嫌がらせしなければ、無効審判請求を取り下げるなど。

 の 利 と

もう一つの積極的な防御策は、相手に打撃を与えられる自社の権利、

例えば、商標権、専利権、著作権などがあるか否かを検討する。相手

に脅威をもたらせるような自社権利が見つかった場合、相手は次の行

動を止める可能性があり、又は相手に相互実施許諾による提携を申し

出て、和解へと進めることが考えられる。 

四 公 用 可 性

第七章の「第二節 意匠権の権利行使」における警告書関連説明のとお

り、警告書に意匠権侵害鑑定報告や、侵害対比説明表など、権利を侵害する

可能性を裏付ける資料がないにもかかわらず、直ちに被疑侵害品を製造・輸

入する被疑侵害者と取引する「下請け業者」に警告書を送り、又は下請け業
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者に警告書を送る前に、直接製造・輸入・代理業者に警告書を送っていなか

った場合は、「権利の不当行使より、下請け業者に自社との取引行為を怖がら

せて市場秩序に影響をもたらしたため、公平取引法に違反する疑いがある」

と主張することが可能である。

したがって、警告書を受領した者が前記「下請け業者」に該当し、かつ、

元請け業者の商品に確かに権利侵害の疑いがあることを合理的に裏付ける書

類が警告書に添付されていないもの、甚だしくはその書類を求めても提出を

拒むものに対しては、「当該権利者の行為は公平取引の秩序に違反するもの」

として、公平取引委員会に対し摘発することが考えられる。

五 存 し

特殊な手段としては、直接裁判所に対し「確認の訴え」を提起することも

ある。即ち、証拠を添付して、自社の商品が当該意匠権を侵害しないことを

裁判所に調査してもらい、又は当該意匠権に取消しの理由があるため、権利

者は警告書受領者に対し権利を行使することができないことを裁判所に調査

してもらう。知的財産局に対し無効審判を請求することと類似するところ

は、和解に持ち込むための積極的手段であり、自社の行為の正当性に高度な

自信があること、及び権利侵害の指摘を容易に受け入れず譲歩しない姿勢を

示すことである。また、相違する点は、請求権が存在しないことを確認する

訴えは、民事裁判所（一般的には「知的財産裁判所民事部」）に対して提起

し、民事事件に属するため、権利侵害の有無及び意匠権有効性の有効性の有

無に関する裁判所の確認の結果は、この事件における当事者のみを拘束し、

その他の事件に及ばないことである。

この「請求権が存在しないことを確認する」訴えの法律上の根拠は、主に

民事訴訟法第 247 条 の規定である。この種の訴訟形態は、権利侵害警告書を

                                                   
84 民事訴訟法第 247 条：「法律関係の確認を求める訴えは、原告が確認判決による法的利益

を受けない場合、提起してはならない。証書の真偽又は法律関係の基礎事実の存否を確認す

る訴えについても同じである。  

前記にいう法律関係の基礎事実の存否を確認する訴えは、原告がその他の訴訟を提起で

きない場合に限る。 
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受領した者にとっては存在する必要がある。これは、権利者が既に警告書受

領者に対し意匠権侵害訴訟を提起した場合、警告書受領者も平等に、権利侵

害訴訟を審理する裁判所に証拠を提出して、自社商品の非侵害事実及び／又

は相手の意匠権の無効性を証明できるようにするためである。一方、権利者

が協議するよう警告書を送付しただけで、この警告書が警告書受領者の下請

け業者にも送付された、又は権利者がネット上で、関連商品に権利侵害の疑

いがある旨の情報を流しておきながら、一向に裁判所に権利侵害訴訟を提起

する動きがない場合、警告書受領者のクライアント又は潜在的な取引対象に

「当該商品が他人の意匠権を侵害する可能性がある」という疑念を生じさせ

かねず、取引を中止又は減少させ、警告書受領者が被る損失が無期限に長引

いてしまう恐れが生じてくる。そのため、民事訴訟法第 247 条の規定によ

り、警告書を送付した権利者が民事の権利侵害訴訟を提起していない場合、

警告書受領者（又は下記の事例に示される警告書受領者の商品サプライヤ

ー）は自ら提訴し、裁判所に権利侵害の責任の有無を確認してもらい、この

ような法律関係の未決状態を打破することができる。

調べたところ、これまで知的財産裁判所が審理した事件では、意匠権侵害

関係が未決のため、被疑侵害者が自ら確認の訴えを提起した事例はない。一

方、特許又は実用新案においては、権利侵害関係が未決のために確認の訴え

が提起された事例は少なくない。例えば、次の事件がある。

 

財 104年 2015年 民専 字第 22 件

                                                   
前記の場合、同一の訴訟手続きにより他の訴訟を提起できるとき、審判長は釈明しなけれ

ばならない。それにより、原告が訴えを変更・追加した場合、第 255 条１項前段の規定により

制限されない。」 
85知的財産裁判所 104 年（2015 年）民專訴字第 22 号:「民事訴訟法第 247 条 1、2 項により…

「確認判決による法的利益を直ちに受ける」とは、法的状態の存否が不明確であり、つまり、

当該法的状態の存否について双方が争っているために、原告の私法上の法的地位が侵害され

る危険があるが、当該危険は確認判決により排除できること（最高裁判所 27 年（西暦 1938 年）

上字第 316 号、42 年（西暦 1953 年）台上字第 1031 号判例趣旨参照）をいう。つまり、原告

は、主観上、その法的地位に不安定な状態が存在し、かつ、このような不安定な状態は確認判

決により排除することが可能である。仮に裁判所の判決により確認されても、その不安定な状

態を排除できない場合、確認判決による法的利益を直ちに受けるようなことがあるとは認め

られがたい（最高裁判所 90 年（西暦 2001）台上字第 961 号民事判決）。…被告の弁護士が訴

外人である東森得易購入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確かに、原

- 285 -



 

 

本事件は、係争特許の権利者がネット通販サイト業者数社に権利侵害警告

書を送付したたため、これらのネット通販サイト業者は商品を撤収して二

度と販売しないと返答したが、当該商品を取り扱いネット通販サイト業者

に販売した販売会社（即ち、「確認の訴え」の原告）は、損失が無期限に続

くことに納得できず、裁判所に対し、請求権が存在しないことを確認する

訴えを提起した。これに対し、裁判所は「被告の弁護士が訴外人である東

森得易購入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確か

に、原告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な

状態にしたため、原告の私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、こ

の危険は確認判決により排除することができる。上記により、原告が本件

確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである」と示した。裁判

所が対比した結果、「係争商品は係争特許の請求項 に対し、文言侵害も

均等侵害もないため、被告は係争特許権をもって原告に対し権利を主張し

てはならない。よって、原告が民事訴訟法第 条 項の規定により、係

争特許権に基づく被告の原告に対する侵害排除請求権、侵害防止請求権及

び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するよう請求したこと

は、法に合致するものであるので、認められるべきである」との判決を下

した。 
 
 

財産 103 年 2014 年 民専 第 39 86 件 

                                                   
告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な状態にしたため、原告の

私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、この危険は確認判決により排除することがで

きる。上記により、原告が本件確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである。」 
86知的財産裁判所 103 年（西暦 2014 年）民專上字第 39 号: 

「本件上訴人は、係争商品は係争実用新案権を侵害すると考え、2013 年 7 月 30 日に被上訴人

である高島新健康社及び訴外人である京華城社に警告書を送付した。しかし、被上訴人は、係

争商品の係争実用新案権への侵害を否認したため、被上訴人が上訴人の係争実用新案権を侵

害したか否かについて双方は争っている。しかし、上訴人は被上訴人に対して提訴しなかった

ため、被上訴人の係争商品が上訴人の係争実用新案権を侵害したか否かが不明確な状態にな

ってしまい、被上訴人の私法上の法的地位が侵害される危険がある。被上訴人が本件訴訟を提

起したのは、係争実用新案権に基づく上訴人の被上訴人に対する侵害排除請求権、侵害防止請

求権及び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するためであり、この確認訴訟は被

上訴人の私法上の法的地位が侵害される危険を排除する。前記説明に鑑みれば、被上訴人は当

然本件確認の訴えを提起することができる。……被上訴人は行政的手段で係争実用新案に対
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本事件は、実用新案権の権利者が流通業者数社に権利侵害警告書を送付

したため、 入業 は権利侵害関係が不明確な状態であることにより

その商品に対する流通業者の信頼を失ってしまうことを危惧し、裁判所に

請求権が存在しないことを確認する訴えを提起した。本事件と前記の事例

との主な相違点は、次のとおりである。（1）商品輸入業者（即ち、原告及

び被上訴人）は裁判所に、先行意匠証拠を提出するとともに、係争実用新

案権に取消しの理由があることを確認するよう請求した結果、裁判所は、

係争実用新案権に「取消しの理由があるので、知財案件審理法第 条 項

の規定により、上訴人は被上訴人に対し権利を主張することができない。

よって、被上訴人が、係争商品に対する上訴人の侵害排除請求権、侵害防

止請求権及び損害賠償請求権は何れも存在しないことを確認するように

請求したことには理由がある。上訴人敗訴とした原審の判決は妥当である」

との判決を下した。（2）当該商品の輸入業者は既に係争実用新案に対して

無効審判を請求したため、権利者は、当該輸入業者が既に行政的手段によ

り救済を求めたため、「係争実用新案権が登録要件を満たしているか否か

は行政手続きにより処理すべきであり、被上訴人が別件で訴訟を提起でき

る以上、当然本件確認の訴えを提起してはならない」と主張をした。これ

に対し、民事裁判所は、「行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべ

きか否かであり、本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権

により被上訴人に対して権利を主張できるか否かであり、両者は同じでな

い」と示し、商品輸入業者が提起した確認の訴えを審理した。

 
  

                                                   
し無効審判を請求したが、行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべきか否かであり、

本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権により被上訴人に対して権利を主張

できるか否かであり、両者は同じでない。よって、被上訴人が上訴人に対し損害賠償訴訟を提

起した、又は係争実用新案に対し無効審判を請求したとしても、何れも上記民事訴訟法第 247

条 2項の規定にいう「他の訴訟を提起できる場合」に該当しないので、上訴人の前記抗弁は採

用するに足りず、「本件確認の訴えを提起できる」との被上訴人の主張には根拠がある。」 
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侵害 を提訴さ た場合 対処

 
 

又 備

 
1. の

 
裁判所から権利侵害で訴えられた旨の書類を受領したとき、まずは

原告が意匠権者又は提訴する権利を有する者か否か、及び意匠権が形

式上有効な存続期間内にあるかを確認する。実際の事例では、専用実

施権者が意匠権侵害訴訟を提訴した例がある。しかし、当該専用実施

権者の主張する、被疑侵害者が賠償責任を負う権利侵害の起算日より、

実施許諾契約の発効日が遅い場合、当該専用実施権者はこの期間の全

ての損害賠償について主張することができない可能性がある。

 
2. 可 に る

 
裁判官は、まず双方に和解の意思があるか否かを確認する場合があ

る。或いは当事者が和解の意思があることを自発的に裁判所に表明す

ることもある。双方の何れも和解について話し合う意思があると表明

した場合、裁判官は双方に時間及び和解の提案を与える。この場合、

前記第八章「第一節 警告書を受けた場合の対処」の三、四を参考に

し、示談の材料を用意することができる。

3. い

被告が商品製造者又はその他上流のサプライヤーでなく、単に下流

の業者である場合、通常、被告はサプライヤーとの間に仕入れ契約が

結ばれており、仕入れ契約には、通常、仕入れた商品をめぐる専利侵

侵害紛争が起きた場合、サプライヤーが損害賠償など一切の不利益を

負う責任があることが約定されている。そのため、まずは、意匠権侵

害を訴える起訴状を受領したことなどをサプライヤーに連絡すべき

である。意匠権侵害を訴えられた被告に和解の意思がない場合（例え

ば、会社の信用が損なわれた、又はマーケットシェアが奪われたなど

の理由で）、明確にサプライヤーに伝えるべきである。サプライヤー

が和解による早期解決のみを希望し、訴訟には協力しないスタンスで
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ある場合、被告は民事訴訟法第 58 条 、65 条 、66 条 の訴訟告知及

び訴訟参加の関連規定により、書面にてサプライヤーと被告間の権利

義務関係を明記するとともに、本件訴訟及び進捗状況をサプライヤー

に告知するよう裁判所に表明し、裁判所に訴訟を告知する書類を当該

サプライヤーに送付してもらう。この場合、依然としてサプライヤー

が訴訟に参加しない場合、民事訴訟法第 条 の「告知を受けた者が

参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加することができた時

に参加したものと見なされる」との規定により、将来、「訴訟の結果

が不当又は無効である」と主張することができない。

一方、サプライヤーが被告の訴訟行為に協力する意思がある場合は、

自発的に民事訴訟法の第 58 条の規定により「訴訟参加」を申立て、

当該事件において被告を補助して訴訟行為を行い、又は、更に民事訴

訟法第 64 条 の規定により、双方が同意した上で、被告に代わって訴

訟を引き受け、元の被告を訴訟から離脱させる。但し、本件訴訟の判

                                                   
87 民事訴訟法第 58 条：「当事者双方の訴訟について法律上の利害関係を有する第三者は、そ

の一方を補助するため、当該訴訟の継続中に、参加することができる。 

参加は、上訴、抗告又はその他訴訟行為と合併して行うことができる。  

当事者双方の確定判決について法律上の利害関係を有する第三者は、前段階の訴訟手続

きにおいて既に参加した者は、その一方を補助するため、再審の訴えに参加することができ

る。」 
88民事訴訟法第 65 条：「訴訟係属中、当事者は自身の敗訴に起因する法律上の利害関係を有

する第三者に告知することができる。  

訴訟の告知を受けた者は、その告知を伝送することができる。」 
89民事訴訟法第 66 条：「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書類を裁判所に提

出しなければならず、裁判所から第三者に送付する。前記書類は相手にも送付しなければなら

ない。」 
90民事訴訟法第 67 条：「告知を受けた者が参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加

することができた時に参加したものと見なされ、第 63 条の規定を準用する。」。同法第 63 条

には、「参加人は補助した当事者に関し、本件訴訟の裁判が不当であると主張することができ

ない。但し、参加人が参加した時点での訴訟の進捗程度又は当該当事者の行為により、攻撃若

しくは防御方法を使用できなかった、又は当事者が故意若しくは重大な過失により参加人も

知らない攻撃又は防御方法を用いなかった場合は、この限りでない。また、参加人が補助した

当事者は、参加人に対しても、前記の規定を準用する。」 
91民事訴訟法第 64 条：「双方が同意した場合、参加人は補助する当事者に代わり訴訟を引き

受けることができる。  

参加人が訴訟を引き受けた場合、補助された当事者は訴訟を離脱する。但し、本件訴訟の

判決は、離脱した当事者にとっては依然として效力が発生する。」 
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決は、離脱した当事者に依然として效力が発生する。また、サプライ

ヤーが訴訟に参加したくない場合（例えば、相手に実際のサプライヤ

ーの身分を知られたくない）でも、サプライヤーが、訴訟に関する被

告の全ての需要に協力することに同意してくれれば、共同で訴訟代理

人に依頼し、被告の名義で訴訟に臨むことも考えられる。

4. 可 及び

 
権利侵害を訴えられた商品が確かに相手の意匠権を侵害したかを

評価する必要がある。侵害の対比分析と判断は、「第六章 意匠権侵

害の判断について」の説明を参考にすることができるが、意匠等の専

利権に係わる侵害鑑定は高度な専門力を要し、かつ、各国・地域では

判断する実務と見解もしばしば相違するため、台湾において信頼性が

高く，経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、専利代理人に依頼す

るのが好ましい。

それと同時に、先行意匠文献を調査し、相手の意匠権に新規性と創

作性があるかを検討することを推奨する。「第五章 第三者が所有す

る同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応」の説明のとおり、意

匠権が無効審判により取り消された場合、最初から存在しなかったも

のと見なされる。よって、係争意匠権の出願日又は優先日の前に公開

された同一又は類似の先行意匠を見つけた場合、本件訴訟において無

効の抗弁をすることができるほか、無効審判を請求し当該意匠権が取

り消されるようにすることも可能となる。

 

 

中 応

 

訴訟手続きの詳細は、第七章「第二節 意匠権の権利行使」の五の說明

を参照されたい。権利者による権利行使に対し、権利侵害を訴えられた場

合は、事実関係を十分に確認し、以下のような主張又は抗弁が可能かを検

討すべきである。 
 

1. 效

 
第七章「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」

の説明のように、意匠権権利侵害のため提起された民事訴訟に最も基
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本的でよく用いられる請求権の基礎は、「権利侵害行為」に基づく損

害賠償請求権である。意匠権者が、ある者がその意匠権を侵害したこ

とを知った場合、被疑侵害者の身分を「知った」後から 2 年以内に権

利行使をしなければならない。そうでなければ、権利侵害を訴えられ

た者は、「その権利侵害行為に基づく損害賠償請求権は時効により消

滅した」と主張することができる。権利侵害行為があったときから 10
年の間に、意匠権者は全く調査せず、知らないままでいて、10 年経過

した後初めて権利侵害訴訟を起こした場合、権利侵害を訴えられた者

は同様に、「損害賠償請求権は時効により消滅した」と主張すること

ができる。

2. 

意匠権非侵害の主張に関しては、第七章「第二節 意匠権の権利行

使」の説明、特にその中の「五、 民事訴訟手続きにより権利侵害訴

訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明をご参照いただきたい。

一般的には、次のような主張が考えられる。

(1) 被疑侵害者に被疑侵害品を製造、販売、販売の申し出、使用、又は

上記目的のために輸入したことがあることを証明できない 
 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」 「一、 被疑侵害品の調

查」の説明のように、権利者が提訴前に「被疑侵害品の調查」作業

をしっかり行っていなければ、裁判所に提出した被疑侵害品、統

一発票（領収書）などの証拠と、被告との間の合理的な関連性を作

ることができない可能性がある。例えば、被疑侵害品の外観と被

告の公開発行のカタログにおける商品の外観が異なり、又は被疑

侵害品の購入により入手した開封前の包装又は統一発票（領収書）

で当該被疑侵害品が被告により出荷されたことを合理的に証明で

きない。この場合、被告は、「原告が裁判所に提出した被疑侵害品

の出所は不明であるため、原告証拠は、被疑侵害者に被疑侵害品

を製造、販売、販売の申し出、使用、又は上記目的のために輸入し

たことがあることを証明できない」と主張できる。この場合、一般

的に裁判所はこの部分の証明について強化する又は証拠を補充す

るよう原告に命じる。   
 
但し、被告に確かに被疑侵害品を販売、製造又は輸入した行為
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があり、裁判所が、被告による販売、製造又は輸入の行為であるか

否かを確認するよう被告に命じたとき、依然として承認しなけれ

ばならない。しかし、前記争いをしたことが、被告に有利に出るこ

ともある。なぜなら、原告が被疑侵害品の関連証拠（例えば、統一

発票（領収書）、カタログ、被告によるニュースレターなど）を補

充提出・説明した場合、被告は原告が知り得て入手可能な被疑侵

害品の関連証拠の程度を把握することができるからである。これ

らの証拠が、被告の製造・販売する類似商品のうちの一つや二つ

の型番のものとしか関連付けられない場合、被告はそれに乗じて、

裁判所に対し、本件の審理範囲をその一つや二つの型番のものに

限定するよう請求することが可能となる。 
 

(2) 意匠権の権利範囲に被疑侵害品のない特徴が含まれている 
 
第六章「第二節 意匠権範囲の確定」の説明のように、意匠権侵

害の対比は、まず意匠権の権利範囲を確定してから、確定された

意匠権の権利範囲と被疑侵害品を対比して判断する。被告であれ

ば、裁判所に提出された全ての被疑侵害品の係争意匠権の図面に

記載されている意匠との相違点を詳細に対比し、「これらの相違点

により全体の外観による視覚上の相違は顕著であるため、一般の

消費者に誤認混同を生じさせず、かつ、異なる視覚的効果を与え

る」ことを極力主張すべきである。 
 
知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年度）民專上字第 19 号事件

は、その一例である。被疑侵害者は、係争商品と係争意匠の図面に

開示された内容との相違点を逐一対比説明し、裁判所が双方の主

張を考慮した後、「意匠権侵害の対比は、係争意匠の図面に開示さ

れた全体の内容と係争商品における対応内容と対比するものであ

り、係争商品と係争意匠に共通の基本的構成形態又は共通の個別

の設計特徴があるからと言って、直ちに両者の外観が同一又は類

似であると判断してはならない。判断の際は、各特徴間の相対関

係及びそれらによって構成された全体の外観について分析すべき

である。…係争商品のねじ部は、下へ凹溝の底端まで延伸し、作業

端の下半部に環状部を形成しているので、ねじ部が凹溝の中央部

までしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異な

る。また、特徴 e の比例関係の相違も加えると、両者の視覚上の焦

点が異なり、全体的に係争商品の外観は係争意匠と明らかに異な

る視覚的印象を生じている…」と判断した。本事件においては、被
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疑侵害者も先に公開された意匠を証拠として係争意匠に創作性が

ないことを主張したため、裁判所は意匠権の範囲の解釈時、一部

の特徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対しての重要な

特徴を考慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、

被疑侵害者の「侵害しない」との主張を認めた。 
 

3. の主張

 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五、 民事訴訟手続きによ

り権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明のように、

知財案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃止

すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗

弁に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、

行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法

律の訴訟手続き停止に関する規定が適用されない。 
 
前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場

合、知的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張す

ることができない。」 
 
そのため、被疑侵害者は意匠権に取消しの理由があることを挙証し

て主張することができる。最もよく見られる意匠権無効の事由は、新

規性又は創作性を備えないことである。この場合、被疑侵害者は先行

意匠を提出するとともに、これらの選考意匠と係争意匠の意匠構成が

類似している理由、又は先行意匠と比較して、係争意匠は特殊な視覚

的効果を生じておらず容易に完成できる理由を説明しなければなら

ない。裁判所は、現行専利法 122 条 1、2 項の規定により、知的財産

局が作成した意匠審査基準を参考にしながら、係争意匠が新規性又は

創作性を備えるか否かを判断する。 
 
実務上では、適切な先行意匠証拠が挙げられたことにより、裁判所

は、「係争意匠は無効で、意匠権者は被疑侵害者に権利を主張するこ

とはできない」と認めた事例が少なくない。例えば、第七章「第二節

意匠権の権利行使」五．「3.証拠調查」に例として挙げた知的財産裁判

所 106 年（西暦 2017 年）民專訴字第 14 号事件がそうである。 
 
前記知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 19 号事件92

                                                   
92知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 19 号：「係争意匠と係争商品の相
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は、意匠権無効の抗弁をしたことにより、「非侵害の主張」にも役に

立った事例である。本事件において、被疑侵害者は公開済の先行意匠

を証拠とし、係争意匠権に創作性がないと主張した。裁判所が先行意

匠証拠と係争意匠を対比したところ、先行意匠の「ねじ部が設けられ

ていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配置され

ている」構成と、係争意匠の「ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の

中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部よりも明らかに長い」という

特徴とが明らかに異なるため、意匠権の権利範囲の解釈時から当該特

徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対する重要な特徴を考

慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、権利侵害が

成立しないと認めた。 
 

4. 失が い と

 
第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五 民事訴訟手続きにより

権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」「3．証拠調査」「（5）
被疑侵害者に故意又は過失があったか否か」の説明のように、専利法

第 142 条 1 項により準用した同法第 96 条 2 項の規定によれば、意匠

権者が「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した場合、初めて損

害賠償の責任を負う。被疑侵害者が、会社規模が大きくない、又は係

争意匠分野関連の事業者ではなく、意匠権を侵害したのは偶然である

（例えば、単にある商品を購入して展示したのみで、大量に販売した

わけではない）場合、「権利侵害を合理的に予見することが困難であ

ったため、意匠権を侵害する故意又は過失がない」と主張することが

可能である。前記知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上更（二）

字第 1 号事件の判決の見解によれば、事業の営業項目は係争意匠の分

                                                   
違する特徴 d について言えば、係争意匠の審査時の参考文献および被上訴人が前審で

2016 年 10 月 7 日付の民事答弁書に引用された有効性証拠から分かるように、前記先行

意匠はねじ部が設けられていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配

置されている。一方、係争意匠の作業端には、6 個のねじ部及び凹溝が間隔を置いて配

置され、ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部

よりも明らかに長い。つまり、係争意匠の特徴 d が構成する「ねじ部」と「凹溝」の配

置關係は、先行意匠と何れも明らかに異なるので、当該相違特徴 d は係争意匠の「先行

意匠と明らかに異なる意匠特徴」（即ち係争意匠の新規特徴）であることが分かる。係

争商品と係争意匠の対応する特徴 d について言えば、係争商品のねじ部は下へ凹溝の底

端まで延伸し、作業端の下半部に環状部を形成しているので、ねじ部が凹溝の中央部ま

でしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異なるので、係争商品は係争

意匠の d の新規特徴を有していない。」 
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野と異なり、営業規模も小さく、その侵害行為は偶然であるなどの場

合は、注意義務の違反がなく、権利を侵害する過失がないため、損害

賠償の責任を負わないと認められる可能性がある。 

5. に う う

 
通常、裁判所は、係争製品が侵害し、かつ、意匠権が有効である場

合にのみ、損害賠償の調查を行うが、後日の上級審の審理の便宜のた

め、たとえ権利者の訴えを棄却しようとする場合でも、事実審の裁判

所（例えば一審の裁判所）が証拠を存分に調査し、訴訟手続きにおい

て損害賠償の算出に関する証拠資料を提出するよう、当事者双方に命

じることもある。 
 
裁判所が損害賠償の算出に関する証拠資料の提出を当事者双方に

命じた場合、裁判所が権利侵害の有無又は有効性に関する心証を開示

するとは限らず、また、損害賠償算出用の関連営業資料は通常被疑侵

害者の重要な商業秘密であるため、これらの資料が安易に相手に入手

されないように、被告の商業秘密を守る必要があるので、権利非侵害

又は意匠権は無効と判断された場合、現段階で更に損害賠償を調査す

る必要がないことを裁判所に気付かせることが好ましい。 
 
一方、裁判所が依然として損害賠償の調查を進めようとする場合、

被疑侵害者は被疑侵害品の販売に関する財務資料の提出を命じられ

る、又は相手が裁判所に対して税務機関から関連資料を取り寄せるよ

う請求することがある。このような場合、被疑侵害者は、知財案件審

理法第 11 条93の規定のとおり、相手の当事者及び代理人などに対し

                                                   
93 知的財産案件審理法第11条：「当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次

に掲げる情況に該当することを釈明する場合、裁判所は該当事者又は第三者の申立て

により、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人に対し、秘密保持

命令を出すことができる。 

1. 当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、或いは既に取

り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当事者又は第三者の営業秘

密が含まれている。 

2. 前号の営業秘密が開示され、或いは該訴訟追行以外の目的で使用されることに

より、該当事者又は第三者の該営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があ

り、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある。 

前項の規定は、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人が、申

立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証拠の取調べ以外の方法に
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て秘密保持命令を下すよう、裁判所に申し立てることができる。例え

ば、代理人のみが閲覧し、その内容を相手の当事者に漏洩しない、又

は資料を裁判所に提出するが、相手に閲覧させないことを裁判所に申

し立てる。裁判所は状況に応じ、秘密保持の程度と範囲を決める。 
 

 

                                                   
より、該営業秘密を取得し、或いは保有している場合、これを適用しない。 

秘密保持命令を受けた者は、該営業秘密について、該訴訟以外の目的を実施する

ためにこれを使用することはできず、或いは秘密保持命令を受けていない者に対

し開示することはできない。」 
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添付

委任状
（法人用）

委任者  は、 
（法人の名称） 

中華民国特許法第11条の規定に基づき、○○○法律事務所（住所：○○○○○○）の○○○

弁護士及び○○○弁理士に対して、中華民国における特許代理人/弁理士として、共同で又

はそれぞれ、中華民国における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民国における

特許、実用新案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項

は、中華民国特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要のある以下の事項を含

みますが、これらに限られません。 

(1) 代理人の選任又は解任 
(2) 出願の取下 
(3) 分割出願の取下 
(4) 変更出願の取下 
(5) 再審査の請求の取下 
(6) 訂正の請求の取下 
(7) 無効審判の請求の取下 
(8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄 
 

年 月 日 

委任者：                                               
（社名、代表者名、代表者印） 

註： 
1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。 
2. 認証又は公証は不要です。 
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添 料

委任状
（法人用）

委任者  は、 
（法人の名称） 

中華民国特許法第11条の規定に基づき、○○○法律事務所（住所：○○○○○○）の○○○

弁護士及び○○○弁理士に対して、中華民国における特許代理人/弁理士として、共同で又

はそれぞれ、次に示す発明又は考案について 

 

（発明又は考案の名称） 

中華民国における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民国における特許、実用新

案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項は、中華民国

特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要のある以下の事項を含みますが、こ

れらに限られません。 

(1) 代理人の選任又は解任 
(2) 出願の取下 
(3) 分割出願の取下 
(4) 変更出願の取下 
(5) 再審査の請求の取下 
(6) 訂正の請求の取下 
(7) 無効審判の請求の取下 
(8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄 
 
 
 
 

 
年 月 日 

委任者： ____________________________________ 
（社名、代表者名、代表者印） 

註： 
1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。 
2. 認証又は公証は不要です。 
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添 料三

特許ライセンス契約見本 
PATENT LICENSE AGREEMENT 

This AGREEMENT is made between                                 , a company organized 
under the laws of               , having its head office at                   
              (hereinafter referred to as "the Licensor") and                    
     , a company organized under the laws of     , 
having its head office at          
       (hereinafter referred to as "the Licensee"): 

WITNESSETH: 

WHEREAS the Licensor is the proprietor of the ROC Design Patent(s) shown in the attached schedule 
(hereinafter referred to as "the said Letters Patent"). 

WHEREAS the Licensor and the Licensee signed             
(hereinafter referred to as "Main Agreement"), based on which the Licensee has been granted a license 
to use certain patents owned by the Licensor pursuant to conditions and terms contained therein.   

AND WHEREAS the Licensor and the Licensee hereby agree to sign this Patent License Agreement 
based on the Main Agreement for the sole purpose of recording the patent licensing arrangement 
between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office in accordance with the 
ROC Patent Law.   

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and of the mutual covenants and agreements 
hereinafter set forth, the Licensor and the Licensee hereby agree as follows: 

1. The Licensor hereby grants to the Licensee an (exclusive or non-exclusive) license to 
manufacture, (make, use and sell) the products covered in the Licensor's said Letters 
Patent in the Republic of China in accordance with terms and conditions set forth in the 
Main Agreement, for which the Licensee shall pay to the Licensor royalties at a specific 
amount set forth in the Main Agreement. 

2. The licensing granted hereunder shall commence from  and remains in effect until 
, unless the Main Agreement is terminated in accordance with the clauses set forth 

in the Main Agreement. Upon termination of the Main Agreement, the Licensor will be 
entitled to take any necessary steps to cancel the recordation of the licensing arrangement 
between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office, and the 
Licensee agrees to take any necessary actions and cooperate with the Licensee with respect 
to the cancellation of the licensing recordation.   

3. All the rights and obligations of the Licensor and the Licensee under the licensing 
arrangement shall be governed by the Main Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the Licensor and the Licensee have executed this Agreement on the dates 
mentioned below. 

LICENSOR:  

By________________________   Date                                        

Name (Print) 

LICENSEE:  
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By_________________________   Date                                         

Name (Print)  
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添 料

意匠譲渡契約書のフォーム 
 

ASSIGNMENT 
 
WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of 
POLAND and having a place of business at       
    (hereinafter referred to as Assignor), is the proprietor of ROC (Taiwan) 
Design Patent No.    (hereinafter referred to as "Patent"); 

 
WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of  
   and having a place of business at      
       (hereinafter referred to as Assignee), is desirous 
of acquiring the right, title and interests of the Assignor with respect to the Patent;  

NOW, THEREFORE, the Assignor hereby assigns to the Assignee all of the Assignor's right, title and 
interests with respect to the Patent, including but not limited to the right to claim damages and seek 
all other remedies against any third party’s infringement of the Patent which occurred prior to the 
assignment of the Patent, the right and interests to claim priority related to the Patent as well as all 
other emoluments, interests, profits, and benefits arising therefrom. The Assignee agrees to receive 
the assignment of the Patent as stated above. 

ASSIGNOR:       

 
 
By   Date____________________ 
Name (Print): 
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添 料

申請海關查扣疑似侵害專利權物申請書 
受理日期： 

海關受理編號： 

https://web.customs.gov.tw/News_Content.aspx?n=3E72BFD8B42F96D8&sms=0205B47A1C459B5A&s=ECB521578087E992  

茲有        公司(統一編號            )於     年     月     日      

以報單第                     號向 貴關申報進口，貨名                   

、型號             、規格             、數量                  

可能進口口岸                  、運輸工具                 ，該批貨疑似 

侵害本公司(人)之專利權，申請依專利法第 97 條之 1 規定予以查扣。 

一、檢附下列證明文件： 

1.□專利權證明文件;其為新型專利權者，並應檢附新型專利技術報告。 

2.□申請人之身分證明、法人證明或其他資格證明文件影本。 

3.□侵權分析報告及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片、   

型錄、圖片等資料及其電子檔。 

4.□申請如由代理人提出者，須附委任書。 

二、本公司(人)願意提供相當於海關核估該進口物完稅價格之下列擔保：                                             

1.□現金                       元。 

2.□政府發行之公債                   元。 

  (發行機關：                債券號碼：                     ） 

3.□                 銀行、□信用合作社定期存款單              元。 

(定期存款單號碼：                 ) 

4.□              信託投資公司 1 年以上普通信託憑證          元。 

(信託憑證號碼：                 )  

5.□授信機構之保證。(授信憑證號碼：                 ) 。 

三、申請人保證於 貴關通知受理查扣之翌日起 12 日內向法院提起訴訟，並提供已向

法院提起訴訟之證明文件送 貴關備查，如未於上述期限內提起訴訟時，即由 貴

關廢止查扣，依進口貨物通關規定辦理。 

       此   致 

財政部關務署    關 
申請人：                    (蓋章) 

營業人統一編號： 

(或申請人身分證統一編號) 

代理人： 

身分證統一編號： 

地址： 

聯絡電話： 

申請日期： 
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